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【
解　

題
】

は
じ
め
に

本
稿
で
紹
介
す
る「
外
交
資
料　

満
洲
事
變
前
ニ
於
ケ
ル
帝
國
内
外
情
勢
ノ
部
」

（
以
下
、
本
調
書
）
は
、
一
九
四
六
（
昭
和
二
一
）
年
に
外
務
省
が
作
成
し
た
全

九
四
頁
の
調
書
で
、
戦
前
期
調
書
群
「
外
交
資
料
」
の
一
つ
と
し
て
外
交
史
料
館

で
公
開
さ
れ
て
い
る
（
分
類
番
号
：
外
資
４
）。
本
調
書
の
翻
刻
・
校
正
は
秋
葉
、

浜
岡
が
担
当
し
、
解
題
は
主
と
し
て
浜
岡
が
担
当
し
た
。

「
外
交
資
料
」
は
終
戦
後
の
一
九
四
五
年
末
よ
り
「
歴
史
的
事
実
を
外
交
交
渉

の
経
過
の
面
よ
り
正
確
に
記
録
し
、
過
去
の
外
交
の
真
実
の
姿
を
叙
述
す
る
」
目

的
の
も
と
、「
外
務
省
資
料
を
根
拠
と
し
」、「
重
要
対
外
国
策
及
之
が
実
施
を
案

件
別
に
編
纂
」
さ
れ
た
一
群
の
調
書
群
で
あ
り
、
一
九
四
六
年
中
に
八
冊
が
刊
行

さ
れ
た
（
以
降
、
解
題
で
の
史
料
の
引
用
に
つ
い
て
は
新
字
・
か
な
と
す
る
）。

本
調
書
の
作
成
時
期
に
つ
い
て
は
、
表
紙
に
昭
和
二
十
一
年
二
月
と
記
載
さ
れ
て

い
る
。
し
か
し
本
調
書
群
の
題
名
を
「
外
交
資
料
」
と
決
定
す
る
高
裁
案
は
四
月

末
に
決
裁
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
実
際
の
刊
行
時
期
は
四
月
以
降
で
あ
っ
た
と

推
測
さ
れ
る
（
１
）。

な
お
、
以
下
、
本
稿
で
は
こ
の
調
書
群
を
作
成
途
中
の
段
階
も
含

め
「
外
交
資
料
」
と
記
載
す
る
。

一　

調
書
群
「
外
交
資
料
」
作
成
の
経
緯

調
書
群
「
外
交
資
料
」
の
確
認
可
能
な
作
成
経
緯
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
九
四
五
年
一
〇
月
に
政
務
局
第
一
課
は「
外
交
記
録
公
表
方
ニ
関
ス
ル
件（
案
）」

と
い
う
文
書
を
作
成
し
た
（
２
）。
同
文
書
は
、
日
本
の
国
際
社
会
へ
の
復
帰
に
は
、
降

伏
に
伴
う
連
合
国
に
対
す
る
義
務
を
忠
実
に
履
行
し
、
国
際
正
義
に
基
づ
い
た
行

動
を
と
る
こ
と
に
よ
り
、
世
界
各
国
の
理
解
と
信
頼
感
を
得
る
こ
と
が
必
要
で
あ

る
と
し
た
。
そ
し
て
こ
の
目
的
の
た
め
外
交
政
策
は
公
開
外
交
を
基
調
と
し
、
過

去
の
外
交
文
書
等
に
つ
い
て
も
秘
密
に
す
べ
き
事
項
が
な
い
こ
と
を
具
体
的
記
録

に
よ
り
周
知
し
、
疑
惑
を
一
掃
す
る
と
の
方
針
を
示
し
た
。
さ
ら
に
そ
の
公
表
方

法
に
つ
い
て
は
、
外
務
次
官
を
長
と
し
、
省
内
幹
部
に
よ
る
「
外
交
記
録
編
修
委

員
会
」
を
設
置
し
、「
概
ね
満
洲
事
変
以
後
に
於
け
る
帝
国
外
交
の
全
貌
を
容
易

史
料
紹
介

「
外
交
資
料 

満
洲
事
變
前
ニ
於
ケ
ル
帝
國
内
外
情
勢
ノ
部
」

浜　

岡　

鷹　

行
・
秋　

葉　

真 

紀 

生
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に
把
握
し
得
る
如
き
重
要
書
類
を
整
理
編
纂
し
最
短
期
間
に
之
に
公
表
す
る
」
と

し
た
。
な
お
、
こ
こ
で
公
開
す
る
外
交
記
録
は
重
要
な
も
の
だ
け
を
採
録
し
、『
日

本
外
交
文
書
』の
よ
う
な
網
羅
的
な
編
纂
は
行
わ
な
い
と
の
注
が
付
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
公
開
外
交
へ
の
傾
斜
は
、
第
一
次
世
界
大
戦
後
の
欧
州
に
始
ま
っ
た

外
交
文
書
の
公
開
を
彷
彿
と
さ
せ
る
と
い
え
よ
う
（
３
）。

同
年
一
二
月
一
四
日
に
は
「
外
交
記
録
資
料
ノ
編
修
公
表
方
ノ
件
」
と
い
う
方

針
文
書
が
作
成
さ
れ
た
（
４
）。
同
文
書
は
一
〇
月
の
方
針
の
延
長
線
上
に
あ
る
も
の
と

考
え
ら
れ
、
外
交
記
録
の
編
修
・
公
表
を
通
じ
「
帝
国
外
交
に
対
す
る
内
外
の
疑

惑
を
一
掃
す
る
と
共
に
国
民
を
し
て
外
交
の
重
大
性
を
認
識
せ
し
む
る
」
と
記
し

て
い
た
。
興
味
深
い
点
は
「
問
題
に
依
り
て
は
戦
争
犯
罪
容
疑
者
裁
判
の
進
行
に

伴
ひ
求
め
ら
る
る
こ
と
あ
る
べ
き
資
料
に
も
之
を
充
当
し
得
る
様
配
意
す
る
」
と

の
説
明
が
な
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
文
書
が
作
成
さ
れ
る
直
前
の
一
二
月
八
日
に

は
国
際
検
察
局
（
Ｉ
Ｐ
Ｓ
）
が
設
置
さ
れ
る
な
ど
、
当
時
は
戦
犯
裁
判
に
向
け
た

準
備
が
本
格
的
に
進
め
ら
れ
つ
つ
あ
る
状
況
だ
っ
た
。
翌
一
九
四
六
年
一
月
の
戦

争
犯
罪
裁
判
対
策
に
向
け
た
外
務
省
関
係
者
の
打
合
せ
で
も
、
大
野
勝
巳
政
務
局

第
一
課
長
が
、
現
在
外
務
省
内
で
作
成
中
の
資
料
が
戦
犯
裁
判
対
策
に
使
用
し
う

る
と
述
べ
て
お
り
、
こ
れ
は
「
外
交
資
料
」
を
指
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
（
５
）。

な

お
こ
の
方
針
文
書
に
は
、
具
体
的
な
編
纂
テ
ー
マ
や
担
当
者
の
名
前
が
記
載
さ
れ

て
お
り
、
最
終
的
に
刊
行
さ
れ
た
調
書
群
冒
頭
の
担
当
者
一
覧
と
内
容
が
お
お
よ

そ
一
致
す
る
。
ま
た
、「
外
交
資
料
」
の
序
文
に
は
、「
降
伏
の
年
の
暮
よ
り
」
作

業
に
着
手
し
た
と
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
方
針
文
書
に
基
づ
い
て
実
際
の
作

業
が
進
め
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

編
修
対
象
と
な
っ
た
テ
ー
マ
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。
方
針
文
書
に
は
各
巻

の
担
当
者
も
列
記
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
各
巻
の
主
任
担
当
者
の
み
を
記
載

す
る
。

一　

満
洲
事
変
（
事
変
発
端
当
初
及
リ
ッ
ト
ン
委
員
会
当
時
）（
奥
村
部
長
）

二　

支
那
関
係
（
吉
川
事
務
官
）

三　

防
共
協
定
及
日
独
伊
三
国
同
盟
関
係
（
内
田
書
記
官
）

四　

日
米
交
渉
関
係
（
主
任
記
載
な
し
）

五　

大
東
亜
政
策
の
根
本
思
想
及
大
東
亜
会
議
（
山
田
部
長
及
中
川
課
長
）

六　

日
ソ
交
渉
関
係
（
大
江
課
長
）

七　

南
方
関
係
（
萩
原
参
事
官
）

八　

対
日
経
済
圧
迫
（
佐
藤
課
長
）

九�　

満
洲
事
変
前
の
帝
国
内
外
の
一
般
情
勢
（
移
民
制
限
問
題
、
人
口
問
題
、

日
本
経
済
の
特
質
、
排
日
問
題
、
世
界
経
済
情
勢
一
般
等
を
含
む
）（
甲
斐
課

長
）

上
記
テ
ー
マ
の
う
ち
、「
外
交
資
料
」
と
し
て
四
、
六
、
七
、
八
、
九
の
刊
行
が

確
認
さ
れ
て
い
る
。
本
稿
で
翻
刻
し
た
調
書
は
九
に
該
当
す
る
。

な
お
、
そ
の
他
の
調
書
の
う
ち
、
四
（
日
米
交
渉
）
を
扱
っ
た
二
冊
は
『
日
米

交
渉
資
料
』（
原
書
房
、
一
九
七
八
年
）
と
し
て
、
七
（
対
蘭
印
の
通
商
交
渉
、
及

び
日
本
と
仏
印
、
ビ
ル
マ
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
と
の
外
交
関
係
）、
八
（
対
英
米
通
商
交

渉
）
を
扱
っ
た
四
冊
は
『
日
本
外
交
文
書　

昭
和
期
Ⅲ　

関
係
調
書
集
』（
二
〇
一 

五
年
）
と
し
て
後
に
出
版
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
二
及
び
五
に
つ
い
て
は
現
在
、
外

交
史
料
館
所
蔵
の
外
務
省
記
録
に
原
稿
と
思
わ
れ
る
も
の
が
残
さ
れ
て
い
る
（
６
）。
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二　

調
書
の
作
成
状
況
及
び
概
要

（
一
）
調
書
の
作
成
状
況

次
に
、
今
回
翻
刻
し
た
調
書
が
ど
の
よ
う
に
作
成
さ
れ
た
か
を
確
認
し
、
続
い

て
そ
の
内
容
を
概
観
す
る
。
本
調
書
の
担
当
者
は
、
主
任
以
外
も
含
め
た
全
員
の

姓
と
簡
単
な
肩
書
が
先
述
の
「
外
交
記
録
資
料
ノ
編
修
公
表
方
ノ
件
」
及
び
そ
の

他
の
関
連
史
料
に
記
載
さ
れ
て
い
る
（
７
）。

一
九
四
六
年
二
月
時
点
の
氏
名
と
役
職
は

次
の
と
お
り
で
あ
る
（
８
）。

小
野
幸
太
郎
（
終
戦
連
絡
中
央
事
務
局
第
二
部
長
）

山
田　

久
就
（
管
理
局
経
済
部
長
）

甲
斐
文
比
古
（
調
査
局
第
二
課
長
）　

※
主
任

高
木　

広
一
（
管
理
局
第
二
部
第
一
課
長
）

和
栗　

博　

（
管
理
局
在
外
法
人
部
開
拓
民
課
長
）

宮
林　

敏
雄
（
書
記
官
、
管
理
局
付
）

永
井
三
樹
三
（
事
務
官
、
管
理
局
経
済
部
総
務
課
）

芳
川　

俊
憲
（
事
務
官
、
調
査
局
第
二
課
）

蓮
見　

幸
雄
（
連
絡
官
、
終
戦
連
絡
中
央
事
務
局
第
二
部
第
三
課
）

市
川　

修
三
（
調
査
官
、
調
査
局
第
二
課
）

坂
根　

哲
夫
（
調
査
官
、
管
理
局
経
済
部
総
務
課
）

大
来
佐
武
郎
（
技
師
、
調
査
局
付
）

入
江　

寅
次
（
嘱
託
、
管
理
局
第
一
部
第
一
課
）

他
の
「
外
交
資
料
」
の
担
当
者
が
主
と
し
て
高
等
文
官
試
験
外
交
科
に
合
格
し

た
外
交
官
で
占
め
ら
れ
て
い
た
の
に
対
し
て
、
本
調
書
の
担
当
者
は
よ
り
多
様
な

背
景
を
持
つ
人
選
が
な
さ
れ
て
い
た
点
が
目
を
引
く
。
具
体
的
に
は
、
高
文
試
験

合
格
の
外
交
官
（
小
野
、
山
田
、
甲
斐
、
高
木
、
永
井
、
芳
川
、
蓮
見
）
の
み
な

ら
ず
、
他
官
庁
出
身
の
和
栗
（
朝
鮮
総
督
府
）、
宮
林
（
台
湾
総
督
府
）、
外
務
省

留
学
生
と
し
て
東
亜
同
文
書
院
に
学
び
、
中
国
問
題
を
専
門
と
し
た
市
川
、
官
庁

エ
コ
ノ
ミ
ス
ト
と
し
て
の
実
績
を
有
す
る
坂
根
、
大
来
、『
邦
人
海
外
発
展
史
』

を
執
筆
し
、
研
究
・
実
務
両
面
で
移
民
問
題
に
長
じ
て
い
た
入
江
が
加
わ
っ
て
い

る
点
に
そ
れ
が
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
本
調
書
が
移
民
制
限
問
題
、人
口
問
題
、

国
内
・
国
際
経
済
等
幅
広
い
テ
ー
マ
を
扱
う
と
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
反
映
し
た
も

の
と
考
え
ら
れ
る
。

具
体
的
な
作
成
経
過
は
、
原
稿
や
関
係
者
の
記
録
等
が
残
っ
て
お
ら
ず
明
ら
か

で
は
な
い
。
し
か
し
、
い
く
つ
か
の
確
認
で
き
る
事
実
か
ら
そ
の
作
業
の
困
難
さ

が
推
測
し
え
る
。

第
一
の
点
は
、
全
体
と
し
て
「
外
交
資
料
」
の
作
成
期
間
が
極
め
て
短
い
こ
と

で
あ
る
。
前
出
の
一
九
四
五
年
一
二
月
の
方
針
文
書
で
は
、
原
稿
の
完
成
期
日
は

同
年
一
二
月
末
日
、
印
刷
は
翌
年
一
月
一
〇
日
頃
と
さ
れ
て
い
た
。
標
題
の
決
定

時
期
か
ら
推
測
す
る
限
り
、
実
際
の
作
業
期
間
は
こ
れ
よ
り
多
少
は
延
び
た
可
能

性
が
あ
る
。
し
か
し
そ
の
場
合
も
、
担
当
者
た
ち
は
占
領
政
策
や
在
外
邦
人
の
引

揚
げ
へ
の
対
応
と
い
っ
た
日
々
の
業
務
を
抱
え
な
が
ら
、
短
期
間
に
調
書
の
作
成

作
業
を
進
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
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第
二
の
点
は
、「
外
交
資
料
」
作
成
に
あ
た
り
本
来
基
本
的
に
参
照
す
べ
き
外

務
省
の
公
文
書
が
、
進
駐
軍
の
日
本
政
府
文
書
の
回
収
活
動
に
よ
り
十
分
に
利
用

で
き
な
か
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。
一
九
四
五
年
一
一
月
に
進
駐
軍
は
残
存
文
書
の

調
査
・
閲
覧
を
開
始
し
、
一
二
月
に
は
埼
玉
県
に
疎
開
し
て
い
た
外
務
省
文
書
の

回
収
に
着
手
し
て
い
た
（
９
）。

執
筆
の
基
礎
と
な
る
資
料
に
つ
い
て
、
戦
時
・
終
戦
後

の
焼
失
等
で
欠
損
が
生
じ
て
い
た
だ
け
で
な
く
、
残
さ
れ
た
文
書
の
使
用
に
も
制

約
が
あ
っ
た
こ
と
は
、
作
業
の
大
き
な
制
約
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

以
上
の
二
点
は
「
外
交
資
料
」
の
作
業
全
体
に
共
通
す
る
問
題
で
あ
る
が
、
本

調
書
の
場
合
は
加
え
て
第
三
の
問
題
が
存
在
し
た
。
他
の
「
外
交
資
料
」
は
満
洲

事
変
以
降
の
外
交
案
件
を
扱
い
、
当
該
案
件
に
関
与
し
た
外
交
官
が
担
当
者
と
し

て
作
業
の
中
核
と
な
っ
て
い
た
の
に
対
し
て
、
本
調
書
は
官
僚
で
あ
る
担
当
者
ら

に
と
り
本
来
門
外
漢
の
、
幕
末
か
ら
満
洲
事
変
ま
で
の
対
外
関
係
史
の
調
査
・
執

筆
作
業
だ
っ
た
こ
と
で
あ
る（

（1
（

。

一
連
の
調
書
作
成
上
の
課
題
を
反
映
し
て
か
、
現
存
す
る
日
中
戦
争
（
支
那
事

変
）
に
関
す
る
「
外
交
資
料
」
原
稿
に
は
、
既
存
の
調
書
等
の
文
章
を
転
記
し
て

作
成
を
試
み
た
も
の
も
見
受
け
ら
れ
る（

（1
（

。
こ
れ
は
正
確
性
と
迅
速
な
調
書
の
作
成

を
両
立
す
る
点
で
合
理
的
な
手
段
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
本
調
書
に
お
い
て

も
同
様
の
取
組
み
が
な
さ
れ
た
痕
跡
が
あ
る
。
具
体
的
に
は
日
清
戦
争
後
の
三
国

干
渉
、
米
国
の
門
戸
開
放
宣
言
へ
の
対
応
、
韓
国
併
合
に
関
す
る
日
英
間
の
協
議

等
に
つ
い
て
、
一
九
三
〇
年
代
後
半
に
外
務
省
調
査
部
が
執
務
参
考
用
と
し
て
刊

行
し
た
調
書
『
日
英
外
交
史
』『
日
米
外
交
史
』
の
記
述
が
、
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
利

用
さ
れ
て
い
る（

（1
（

。

一
方
で
、
本
調
書
の
記
述
に
当
時
の
外
交
史
研
究
の
影
響
は
明
確
に
は
見
い
だ

せ
な
い
。
戦
前
に
外
部
の
研
究
者
等
が
外
務
省
の
所
蔵
す
る
記
録
に
ア
ク
セ
ス
す

る
こ
と
は
通
常
困
難
で
あ
り
、
ま
た
公
刊
史
料
集
で
あ
る
『
大
日
本
外
交
文
書
』

は
明
治
初
期
の
も
の
を
除
い
て
刊
行
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
こ
の
た
め
、
外
交
史

研
究
は
一
般
的
に
実
証
面
で
多
く
の
課
題
を
抱
え
て
い
た
と
い
え
る
。
担
当
者
ら

が
こ
う
し
た
研
究
書
の
記
述
の
正
確
性
を
精
査
し
た
上
で
、
そ
れ
を
典
拠
と
し
て

用
い
る
こ
と
は
、
既
に
説
明
し
た
様
々
な
要
因
を
考
慮
す
れ
ば
困
難
だ
っ
た
と
考

え
ら
れ
る
。
一
方
で
前
出
の
『
日
英
外
交
史
』『
日
米
外
交
史
』
は
開
国
か
ら
ワ

シ
ン
ト
ン
会
議
ま
で
の
日
米
、
日
英
の
二
国
間
関
係
史
に
つ
い
て
、
外
務
省
所
蔵

の
記
録
を
参
照
し
て
作
成
さ
れ
た
調
書
で
あ
っ
た
た
め
、
担
当
者
が
そ
の
内
容
を

信
頼
し
、
頻
繁
に
参
照
さ
れ
た
と
推
測
で
き
る
だ
ろ
う（

（1
（

。

（
二
）
調
書
の
概
要

次
に
、
本
調
書
の
概
要
を
確
認
す
る
。「
対
外
関
係
の
史
的
発
展
を
主
と
し
て
」

と
い
う
副
題
の
通
り
、
本
調
書
は
幕
末
以
来
の
日
本
外
交
史
を
概
観
し
て
い
る
。

序
章
で
は
、
国
際
社
会
に
は
国
内
社
会
と
異
な
り
、
犯
人
の
動
機
原
因
を
調
査
す

る
存
在
が
な
い
こ
と
、
こ
の
た
め
戦
争
の
原
因
を
解
明
す
る
こ
と
が
恒
久
平
和
の

実
現
に
必
要
で
あ
る
と
論
じ
て
い
る
。
さ
ら
に
満
洲
事
変
後
に
作
成
さ
れ
た
い
わ

ゆ
る
リ
ッ
ト
ン
調
査
団
の
報
告
書
に
言
及
し
、
同
報
告
書
が
直
近
の
状
勢
だ
け
で

な
く
、
日
中
関
係
及
び
関
係
国
の
動
向
の
史
的
展
開
を
確
認
す
る
必
要
を
述
べ
て

い
る
こ
と
に
注
意
を
喚
起
す
る
。
そ
し
て
、
敗
戦
に
至
る
日
本
の
対
外
関
係
に
つ
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い
て
も
同
様
に
広
範
な
視
座
か
ら
こ
れ
を
論
じ
る
必
要
が
あ
る
と
し
て
、
一
般
的

国
際
情
勢
並
び
に
国
内
事
情
を
考
察
す
る
と
の
問
題
意
識
が
示
さ
れ
る
。

第
一
章
「
国
際
社
会
加
入
と
独
立
の
取
得
」
は
、
ペ
リ
ー
来
航
以
降
の
幕
末
・

明
治
期
の
対
外
関
係
を
扱
い
、
外
国
勢
力
と
の
接
触
を
受
け
、
維
新
以
来
の
日
本

の
国
是
が
不
平
等
条
約
改
正
と
国
防
強
化
に
あ
っ
た
と
整
理
す
る
。

第
二
章
「
東
亜
保
全
政
策
の
展
開
に
よ
る
独
立
の
維
持
」
は
、
対
朝
鮮
、
中
国

関
係
を
中
心
と
し
た
大
陸
政
策
の
展
開
を
扱
う
。
自
国
の
植
民
地
化
を
回
避
す
る

た
め
、
日
本
は
富
国
強
兵
と
並
行
し
、
周
辺
地
域
に
安
全
地
帯
を
確
保
す
る
目
的

で
朝
鮮
と
の
接
触
を
開
始
し
た
。
そ
し
て
同
国
を
自
主
独
立
の
邦
と
す
る
こ
と
で

列
強
の
介
入
を
阻
止
す
る
と
の
構
想
の
下
、
特
殊
関
係
を
有
し
て
い
た
清
国
の
排

除
を
図
り
衝
突
に
至
っ
た
（
日
清
戦
争
）。
し
か
し
戦
後
の
朝
鮮
で
は
清
国
に
代

わ
っ
て
ロ
シ
ア
が
勢
力
を
扶
植
し
た
た
め
、
日
本
の
意
図
は
十
分
に
達
成
さ
れ
な

か
っ
た
。
ま
た
、
敗
戦
後
の
清
国
で
は
英
国
を
は
じ
め
と
す
る
列
強
の
勢
力
圏
分

割
が
本
格
化
し
た
。
こ
う
し
た
地
域
情
勢
の
変
化
を
受
け
て
、
米
国
の
門
戸
開
放

（
機
会
均
等
）
要
求
、
義
和
団
事
件
（
北
清
事
変
）
が
相
次
い
で
生
じ
た
。

そ
し
て
義
和
団
事
件
後
の
ロ
シ
ア
の
満
洲
進
出
の
本
格
化
に
よ
り
、
日
英
関
係

の
接
近
が
進
む
こ
と
と
な
っ
た
。
英
国
は
ア
ジ
ア
に
お
け
る
ロ
シ
ア
の
動
向
を
警

戒
し
、
従
来
ド
イ
ツ
と
協
調
し
て
そ
の
行
動
の
抑
制
を
試
み
て
お
り
、
一
方
の
日

本
は
朝
鮮
に
対
す
る
ロ
シ
ア
の
影
響
力
の
排
除
を
模
索
し
て
い
た
。
両
国
の
利
害

が
ロ
シ
ア
の
行
動
抑
制
で
一
致
し
た
た
め
、
独
の
提
案
に
よ
る
三
国
同
盟
構
想
を

経
て
、
一
九
〇
二
（
明
治
三
五
）
年
一
月
二
九
日
に
日
英
同
盟
協
約
が
調
印
さ
れ

た
。
さ
ら
に
、
ロ
シ
ア
が
満
洲
還
付
条
約
に
基
づ
く
清
国
か
ら
の
軍
隊
撤
退
を
期

限
通
り
履
行
し
な
い
こ
と
を
受
け
て
、
日
本
は
清
国
や
英
米
独
と
協
調
し
て
ロ
シ

ア
へ
の
撤
退
勧
告
を
試
み
た
。
し
か
し
各
国
が
こ
の
動
き
か
ら
離
脱
し
た
た
め
、

一
九
〇
三
年
七
月
以
降
、日
露
二
国
間
で
の
交
渉
が
開
始
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

ロ
シ
ア
は
日
本
の
求
め
る
満
洲
に
お
け
る
協
商
を
拒
否
し
、
さ
ら
に
朝
鮮
に
お
け

る
日
本
の
優
越
を
認
め
な
か
っ
た
。
加
え
て
朝
鮮
北
部
の
中
立
化
を
主
張
し
た
こ

と
か
ら
、
日
本
は
一
九
〇
四
年
二
月
に
国
交
の
断
絶
・
対
露
宣
戦
を
行
っ
た
（
日

露
戦
争
）。
一
九
〇
五
年
に
日
露
両
国
は
米
国
の
仲
介
に
よ
り
ポ
ー
ツ
マ
ス
講
和

条
約
に
調
印
し
、
日
本
は
ロ
シ
ア
と
の
間
に
満
洲
、
朝
鮮
の
権
益
を
確
定
し
た
。

こ
う
し
て
日
露
戦
争
に
よ
っ
て
日
本
は
「
生
存
を
保
持
す
る
の
外
廊
」
を
築
く

に
至
っ
た
が
、
続
く
課
題
は
「
斯
く
保
全
し
得
た
る
東
亜
内
部
に
於
て
そ
の
実
を

保
障
す
る
」
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
た
め
日
本
は
英
国
と
の
同
盟
関
係
を
継
続
す

る
共
に
、
日
韓
議
定
書
、
日
韓
協
約
等
を
通
じ
て
韓
国
に
対
す
る
支
配
権
を
強
化

し
、
最
終
的
に
は
条
約
に
基
づ
き
併
合
し
た
。
こ
の
併
合
に
あ
た
っ
て
日
本
は
英

国
に
事
前
了
解
を
求
め
る
な
ど
、
国
際
的
な
同
意
の
獲
得
に
留
意
し
て
い
た
。
ま

た
満
洲
に
つ
い
て
は
、
日
露
戦
争
後
に
始
ま
っ
た
米
国
の
満
洲
進
出
の
試
み
を
阻

止
す
る
た
め
、
ロ
シ
ア
と
相
互
の
勢
力
範
囲
を
了
承
す
る
日
露
協
約
が
複
数
回
に

亘
り
締
結
さ
れ
た
。

ア
ジ
ア
に
お
い
て
列
強
間
の
勢
力
圏
確
保
の
取
組
が
な
さ
れ
て
い
た
頃
、
欧
州

で
は
第
一
次
世
界
大
戦
が
勃
発
し
た
。
日
本
は
ド
イ
ツ
に
宣
戦
を
布
告
し
て
山
東

半
島
を
占
領
す
る
と
と
も
に
、
日
中
間
の
懸
案
を
解
決
し
「
日
本
の
地
位
を
鞏
固

に
し
以
て
東
洋
の
平
和
を
永
遠
に
保
持
す
る
の
目
的
を
以
て
」、
一
九
一
五
（
大
正

一
四
）
年
初
頭
に
中
華
民
国
政
府
に
い
わ
ゆ
る
二
一
カ
条
要
求
を
提
示
し
た
。
そ
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の
要
求
の
大
半
を
中
国
が
受
諾
す
る
と
、
次
い
で
一
九
一
七
年
に
は
石
井
・
ラ
ン

シ
ン
グ
協
定
に
よ
っ
て
中
国
に
お
け
る
権
益
に
つ
い
て
米
国
と
の
間
に
了
解
を
実

現
し
、
こ
こ
に
日
露
戦
争
以
来
の
中
国
権
益
確
保
の
努
力
が
一
つ
の
決
着
を
見
る

こ
と
と
な
っ
た
。
本
調
書
は
、「
要
す
る
に
之
（
引
用
者
注
：
石
井
・
ラ
ン
シ
ン

グ
協
定
）
に
よ
り
我
国
は
露
英
米
等
の
各
国
の
諒
解
の
下
に
中
国
の
保
全
を
確
保

し
得
た
る
も
の
に
し
て
従
つ
て
韓
国
よ
り
南
満
洲
東
部
内
蒙
古
に
及
び
更
に
中
国

全
般
と
濃
薄
の
差
こ
そ
あ
れ
完
全
に
東
亜
保
全
政
策
の
展
開
を
完
了
し
以
て
国
家

の
生
存
独
立
を
維
持
し
得
る
の
態
勢
を
形
成
せ
り
」
と
総
括
し
て
い
る
。

第
三
章
「
世
界
協
調
政
策
の
推
進
に
よ
る
国
民
生
活
の
確
保
」
は
、
中
国
問
題

以
外
の
領
域
で
の
日
本
の
第
一
次
世
界
大
戦
へ
の
対
応
と
、
戦
後
の
国
際
協
調
へ

の
参
画
を
扱
う
。
日
本
は
英
国
と
の
事
前
交
渉
を
経
て
日
英
同
盟
に
基
づ
い
て
対

独
宣
戦
を
行
っ
た
が
、
本
調
書
は
こ
の
参
戦
を
「
我
国
が
開
国
以
来
採
用
し
来
れ

る
東
亜
政
策
を
止
揚
し
世
界
協
調
政
策
の
推
進
に
依
り
国
家
の
安
全
と
国
民
生
活

の
確
保
と
を
庶
幾
せ
む
と
す
る
端
を
開
き
た
る
も
の
な
り
」
と
評
し
て
い
る
。
日

本
は
南
洋
群
島
占
領
、
欧
州
戦
へ
の
関
与
、
シ
ベ
リ
ア
出
兵
等
で
連
合
国
と
連
携

し
、
戦
後
秩
序
を
構
築
す
る
た
め
に
開
催
さ
れ
た
ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ
講
和
会
議
に
出

席
し
た
。
特
に
本
調
書
で
は
会
議
で
日
本
が
提
起
し
た
人
種
的
差
別
待
遇
撤
廃
問

題
に
言
及
し
、
差
別
撤
廃
を
求
め
る
日
本
の
主
張
に
同
調
す
る
国
も
あ
っ
た
が
、

こ
れ
が
実
現
し
な
か
っ
た
経
緯
を
論
じ
て
い
る
。

国
際
協
調
政
策
は
大
戦
後
も
継
続
さ
れ
た
。
本
調
書
は
太
平
洋
問
題
、
中
国
問

題
、
海
軍
軍
縮
問
題
で
成
果
を
収
め
た
ワ
シ
ン
ト
ン
会
議
を
国
際
協
調
の
精
華
と

評
し
、「
世
界
協
調
政
策
を
推
進
せ
し
め
た
る
が
反
面
よ
り
見
れ
ば
こ
れ
即
ち
従
来

に
於
け
る
東
亜
保
全
政
策
を
止
揚
し
て
世
界
的
協
調
に
於
て
自
国
の
安
全
を
確
保

せ
ん
と
し
た
る
も
の
な
り
」
と
評
価
し
て
い
る
。
さ
ら
に
不
戦
条
約
へ
の
加
入
、

ロ
ン
ド
ン
海
軍
軍
縮
会
議
へ
の
参
加
を
通
じ
て
、
本
調
書
の
表
現
に
よ
れ
ば
国
際

協
調
は
「
極
点
」「
絶
頂
」
に
達
し
た
。

し
か
し
こ
れ
以
降
、
国
内
、
そ
し
て
軍
部
か
ら
軍
縮
へ
の
反
対
が
生
じ
、
濱
口

雄
幸
首
相
の
遭
難
事
件
、
三
月
事
件
、
満
洲
事
変
と
い
っ
た
国
内
外
の
事
件
が
相

次
ぎ
、
国
際
協
調
政
策
は
そ
の
命
脈
を
絶
た
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
本
調
書
は
こ

れ
を
「
我
国
の
情
勢
は
内
外
共
に
政
治
的
経
済
的
に
不
安
の
昂
揚
せ
ら
る
る
を
見

る
の
み
な
る
を
以
て
此
の
倫
敦
会
議
に
於
て
之
を
指
摘
せ
ん
と
す
る
国
民
一
部
の

不
満
が
醸
生
湧
出
し
そ
の
堰
を
切
り
た
る
も
の
」
と
総
括
し
て
い
る
。

第
四
章
「
世
界
協
調
へ
の
失
望
と
東
亜
へ
の
復
帰
」
は
、
日
本
外
交
の
国
際
協

調
か
ら
の
離
脱
を
促
し
た
拘
束
要
因
を
扱
う
。
本
調
書
は
日
本
の
宿
命
的
課
題
と

し
て
、
人
口
に
比
し
て
領
域
面
積
が
狭
隘
な
だ
け
で
な
く
、
国
民
の
生
存
に
必
要

な
物
資
が
不
足
し
て
い
る
こ
と
、そ
し
て
人
口
増
加
率
が
高
い
こ
と
を
指
摘
す
る
。

後
者
の
問
題
に
つ
い
て
は
解
決
策
と
し
て
海
外
へ
の
移
民
、
国
内
の
工
業
化
に
よ

る
労
働
人
口
吸
収
が
目
指
さ
れ
た
が
、
こ
れ
ら
は
米
国
を
初
め
と
す
る
各
国
で
の

移
民
制
限
、
日
本
の
産
業
基
盤
の
脆
弱
さ
に
よ
り
頓
挫
す
る
こ
と
と
な
っ
た
と
し

て
、
特
に
各
国
に
お
け
る
日
本
移
民
制
限
の
経
過
を
説
明
し
て
い
る
。

さ
ら
に
、
大
戦
後
の
国
際
経
済
分
野
に
お
け
る
協
調
の
失
敗
を
指
摘
す
る
。
脆

弱
な
基
盤
し
か
持
た
な
い
日
本
経
済
は
世
界
恐
慌
後
の
各
国
の
保
護
関
税
政
策

と
、
中
国
に
お
け
る
対
日
ボ
イ
コ
ッ
ト
に
よ
る
市
場
縮
小
の
大
き
な
影
響
を
受
け

た
。
本
調
書
は
、「
戦
後
の
政
治
的
協
力
は
経
済
的
基
礎
を
欠
き
居
り
た
る
も
の
と
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言
ひ
得
べ
し
」
と
し
て
、こ
れ
が
経
済
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
昂
進
さ
せ
た
と
す
る
。

ま
た
こ
の
時
期
、
中
国
に
お
け
る
国
民
政
府
の
国
家
統
一
の
取
組
み
が
、
日
本

の
在
華
権
益
を
徐
々
に
主
た
る
対
象
と
し
て
い
っ
た
こ
と
も
指
摘
さ
れ
る
。
一
九 

二
九
年
に
日
本
が
国
民
政
府
を
承
認
し
た
こ
と
も
日
中
関
係
を
改
善
せ
ず
、
特
に

満
洲
に
お
け
る
排
日
運
動
は
日
本
国
民
を
刺
激
し
た
。「
斯
く
て
内
深
刻
な
る
経

済
的
社
会
的
政
治
的
苦
悩
を
脱
却
せ
ん
と
し
て
漸
く
政
党
政
治
に
不
信
を
感
じ
、

外
、
在
華
権
益
の
確
保
に
妥
協
的
な
幣
原
外
交
的
対
外
政
策
に
不
満
を
抱
き
来
れ

る
国
民
は
何
等
か
果
敢
な
る
内
外
政
策
の
展
開
を
希
求
せ
り
」
と
、
満
洲
事
変
の

勃
発
を
示
唆
す
る
文
言
で
本
調
書
は
結
ば
れ
て
い
る
。

三　

調
書
の
特
徴

本
調
書
の
特
徴
は
ど
の
よ
う
な
点
に
あ
る
だ
ろ
う
か
。

第
一
に
、
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
他
の
「
外
交
資
料
」
に
比
べ
て
記
述
対
象
と

な
る
期
間
が
長
期
に
わ
た
る
点
が
あ
げ
ら
れ
る
。
本
調
書
は
序
言
で
、
満
洲
事
変

か
ら
太
平
洋
戦
争
に
至
る
ま
で
の
十
年
を
「
運
命
の
十
年
間
」
と
す
る
評
価
に
同

意
し
、
日
本
政
府
が
こ
の
時
期
の
外
交
交
渉
の
全
貌
を
明
ら
か
に
す
る
意
図
を

持
っ
て
い
る
と
述
べ
て
い
る
。
そ
の
後
に
は
「
満
洲
事
変
を
契
機
と
し
て
日
本
の

対
外
関
係
が
解
く
べ
か
ら
ざ
り
し
緊
張
を
見
る
に
至
り
た
る
一
般
的
背
景
の
概
要

を
叙
述
せ
ん
と
す
る
」
と
続
く
。
こ
の
記
述
か
ら
本
調
書
が
他
の
「
外
交
資
料
」

の
前
史
的
説
明
を
担
っ
て
い
る
こ
と
が
察
せ
ら
れ
る
。
ま
た
記
述
が
本
格
化
す
る

の
が
幕
末
の
開
国
か
ら
で
あ
る
の
は
、
一
般
的
な
対
外
関
係
が
始
ま
る
時
期
で
あ

る
こ
と
と
同
時
に
、
序
文
で
言
及
さ
れ
る
リ
ッ
ト
ン
調
査
団
報
告
書
が
満
洲
問
題

の
歴
史
的
背
景
を
一
九
世
紀
半
ば
か
ら
論
じ
て
い
る
の
を
意
識
し
た
可
能
性
も
考

え
ら
れ
よ
う
。

第
二
に
、
大
陸
政
策
及
び
国
際
協
調
政
策
に
対
す
る
評
価
の
ユ
ニ
ー
ク
さ
が
あ

げ
ら
れ
る
。
本
調
書
の
第
二
章
及
び
第
三
章
は
明
治
初
期
の
朝
鮮
問
題
か
ら

一
九
三
〇
年
代
の
ロ
ン
ド
ン
海
軍
軍
縮
条
約
締
結
ま
で
の
対
外
関
係
を
扱
っ
て
お

り
、
分
量
で
全
体
の
七
割
以
上
を
占
め
る
中
核
的
部
分
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
章
で

は
、
日
本
が
列
国
と
協
調
し
な
が
ら
大
陸
権
益
の
確
保
を
目
指
し
た
こ
と
が
強
調

さ
れ
る
。
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
安
全
保
障
上
の
懸
念
を
除
去
す
る
動
機
で
始
ま
っ

た
対
朝
鮮
政
策
も
、
そ
の
後
に
続
く
対
中
国
政
策
も
、
や
が
て
国
際
的
な
承
認
を

獲
得
し
な
が
ら
、
権
益
の
確
保
を
目
指
す
よ
う
に
な
っ
た
と
論
じ
て
い
る
。

本
調
書
の
主
張
は
、
戦
前
期
の
日
本
の
政
策
決
定
者
が
国
際
社
会
を
弱
肉
強
食

の
世
界
と
し
て
捉
え
、
パ
ワ
ー
・
ポ
リ
テ
ィ
ク
ス
を
基
軸
に
外
交
を
展
開
し
た
と

い
う
評
価
も
依
然
と
し
て
存
在
す
る
中
で
、
異
な
っ
た
視
点
を
提
供
し
て
い
る（

（1
（

。

こ
の
点
は
、
本
調
書
が
過
去
の
行
動
に
関
す
る
弁
明
的
性
質
を
帯
び
ざ
る
を
得
な

い
状
況
下
で
作
成
さ
れ
た
こ
と
を
考
慮
す
れ
ば
理
解
し
う
る
。
ま
た
、
そ
れ
だ
け

で
な
く
、開
国
か
ら
第
一
次
世
界
大
戦
以
前
ま
で
の
外
交
政
策
に
関
す
る
認
識
は
、

同
時
代
の
外
交
当
局
者
自
身
の
そ
れ
と
も
一
致
し
て
い
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る

だ
ろ
う
。
当
時
の
外
交
指
導
者
や
外
交
官
は
、
大
国
間
で
承
認
さ
れ
う
る
正
当
性

や
公
平
性
に
留
意
し
つ
つ
利
権
・
権
益
の
獲
得
を
進
め
て
い
た
か
ら
で
あ
る（

（1
（

。
こ

の
時
期
の
日
本
外
交
に
こ
う
し
た
行
動
様
式
を
見
い
だ
す
評
価
は
、
近
年
の
外
交

史
研
究
で
も
一
般
的
な
理
解
と
な
り
つ
つ
あ
る（

（1
（

。
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と
は
い
え
、
本
調
書
の
議
論
は
そ
れ
に
留
ま
ら
な
い
飛
躍
も
見
せ
て
い
る
。
第

一
次
世
界
大
戦
へ
の
参
戦
を
、
大
陸
に
お
け
る
大
国
間
協
調
を
通
じ
た
権
益
の
確

保
（
東
亜
保
全
）
と
い
う
ア
プ
ロ
ー
チ
を
世
界
規
模
に
拡
張
・
止
揚
し
た
「
世
界

協
調
政
策
」
と
位
置
づ
け
、
さ
ら
に
大
戦
後
の
国
際
連
盟
へ
の
参
画
、
軍
縮
へ
の

参
画
も
そ
の
延
長
線
上
に
あ
っ
た
と
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
は
い
わ
ゆ
る

「
旧
外
交
」
と
「
新
外
交
」
を
国
際
協
調
政
策
の
名
の
下
に
一
貫
し
て
捉
え
る
も

の
で
、
担
当
者
ら
が
執
筆
時
に
参
照
し
た
で
あ
ろ
う
調
書
類
に
は
見
ら
れ
な
い
独

自
の
論
理
の
展
開
で
あ
る
と
い
え
る
。

新
し
い
外
交
政
策
を
既
存
の
政
策
の
「
発
展
」「
止
揚
」
と
し
て
位
置
づ
け
る
レ

ト
リ
ッ
ク
は
、
戦
時
下
の
外
交
論
壇
の
時
事
論
説
等
を
彷
彿
と
さ
せ
る
。
こ
の
点

か
ら
本
調
書
へ
の
「
革
新
」
的
な
思
潮
の
影
響
を
考
察
す
る
余
地
も
あ
ろ
う
。
し

か
し
、
よ
り
直
接
的
に
は
、
こ
の
よ
う
な
議
論
の
展
開
は
本
調
書
の
性
格
に
起
因

す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。「
外
交
資
料
」
と
い
う
調
書
群
が
満
洲
事
変
を
「
太

平
洋
戦
争
へ
の
道
」
の
起
点
に
置
く
構
成
を
と
る
中
で
、
本
調
書
は
満
洲
事
変
と

い
う
「
逸
脱
」
以
前
の
時
期
を
扱
う
と
い
う
関
係
に
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
過
去

の
政
策
に
一
貫
し
た
説
明
を
与
え
る
た
め
、
意
図
的
あ
る
い
は
弁
明
的
な
歴
史
解

釈
が
行
わ
れ
た
可
能
性
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

同
様
の
理
由
か
ら
か
、
本
調
書
で
は
第
一
次
世
界
大
戦
前
後
の
大
陸
政
策
に
つ

い
て
も
、
列
国
協
調
に
合
致
し
な
い
行
動
（
日
本
の
反
袁
政
策
や
、
中
華
民
国
の

対
独
宣
戦
へ
の
反
対
、
ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ
講
和
会
議
に
お
け
る
山
東
問
題
を
め
ぐ
る

各
国
と
の
対
立
等
）へ
の
言
及
が
ほ
と
ん
ど
存
在
し
な
い
。
こ
れ
ら
の
事
項
は『
日

英
外
交
史
』
等
に
は
記
述
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
本
調
書
で
は
触
れ
ら
れ
て

い
な
い
も
の
で
あ
る
。

第
三
の
特
徴
は
、
日
本
の
外
交
政
策
に
対
す
る
様
々
な
拘
束
要
因
の
記
述
と
、

そ
の
位
置
付
け
で
あ
る
。
先
述
の
と
お
り
、
本
調
書
は
計
画
段
階
で
移
民
制
限
問

題
、
人
口
問
題
や
国
内
外
の
経
済
問
題
を
扱
う
と
し
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
要
素
は

第
四
章
に
一
括
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
、
中
国
国
民
政
府
に
よ
る
国
家
統
一
の
動
き

が
も
た
ら
し
た
日
中
間
の
摩
擦
と
相
ま
っ
て
「
持
た
ざ
る
国
」
と
し
て
の
日
本
の

性
質
を
あ
ら
わ
に
し
た
と
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
問
題
を
扱
う
第
四
章
の
記
述
は
簡
潔
だ
が
、
事
実
関
係
と
し
て
ポ
イ

ン
ト
を
押
さ
え
た
も
の
で
、今
日
的
に
も
有
益
で
あ
る
。
こ
の
章
の
執
筆
は
坂
根
、

大
来
、
入
江
の
よ
う
な
各
分
野
の
専
門
家
が
担
当
し
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
。

し
か
し
、
第
三
章
以
前
の
章
と
時
代
的
に
は
重
な
る
期
間
を
扱
い
な
が
ら
、
第
四

章
で
説
明
さ
れ
た
各
要
素
が
ど
の
よ
う
に
各
時
期
の
外
交
に
影
響
し
た
の
か
、
あ

る
い
は
し
な
か
っ
た
の
か
に
つ
い
て
の
分
析
は
な
さ
れ
て
い
な
い
。
経
済
資
源
の

問
題
や
通
商
摩
擦
、
人
口
増
を
要
因
と
す
る
移
民
政
策
が
外
交
政
策
と
ど
の
よ
う

な
相
互
作
用
を
生
じ
た
か
は
、
今
日
的
に
見
て
も
興
味
深
い
論
点
で
あ
る
。
し
か

し
、
こ
の
点
に
つ
い
て
本
調
書
は
十
分
な
答
え
を
提
供
し
て
い
な
い
と
い
え
る
。

む
す
び

記
録
に
よ
れ
ば
「
外
交
資
料
」
は
合
計
六
五
〇
〇
冊
が
印
刷
さ
れ
、
そ
の
中
で

本
調
書
は
四
五
〇
冊
が
印
刷
さ
れ
た
。
こ
の
発
行
部
数
は
、「
公
開
外
交
」
の
実

践
と
し
て
調
書
群
が
様
々
な
形
で
活
用
さ
れ
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
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伺
わ
せ
る
。
し
か
し
こ
れ
ら
の
調
書
は
実
際
に
は
長
ら
く
日
の
目
を
見
る
こ
と
は

な
か
っ
た
。
占
領
中
に
か
か
る
調
書
を
外
部
に
頒
布
す
る
こ
と
が
妥
当
で
あ
る
か

が
論
点
と
な
り
、
極
東
国
際
軍
事
裁
判
（
東
京
裁
判
）
に
提
出
さ
れ
た
「
日
米
交

渉　

記
録
ノ
部
」を
除
き
、外
務
省
内
に
死
蔵
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る（

（1
（

。「
外
交
資
料
」

の
作
成
作
業
が
開
始
さ
れ
た
一
九
四
五
年
一
二
月
に
は
、
連
合
国
最
高
司
令
官
総

司
令
部
（
Ｇ
Ｈ
Ｑ
／
Ｓ
Ｃ
Ａ
Ｐ
）
の
方
針
に
基
づ
き
、
新
聞
各
紙
に
満
洲
事
変
以

降
の
日
本
の
内
外
政
策
を
強
く
批
判
す
る
「
太
平
洋
戦
争
史
」
の
連
載
が
開
始
さ

れ
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
ラ
ジ
オ
は
同
連
載
の
内
容
を
基
礎
と
し
た
『
眞
相
は
か
う
だ
』
の
放

送
を
開
始
し
て
い
た（

（1
（

。
こ
う
し
た
タ
イ
ミ
ン
グ
で
、
日
本
の
過
去
の
行
動
を
異
な

る
論
理
で
説
明
す
る
資
料
集
の
公
表
が
困
難
と
判
断
さ
れ
た
の
も
無
理
の
な
い
こ

と
と
考
え
ら
れ
る
。

一
九
五
六
年
に
外
務
省
内
の
保
管
書
庫
が
撤
去
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、「
外
交
資
料
」

の
大
半
は
廃
棄
処
分
さ
れ
た（

（1
（

。「
外
交
資
料
」の
活
用
状
況
と
し
て
は
、日
米
交
渉
、

日
ソ
交
渉
に
関
す
る
も
の
は
一
部
研
究
で
活
用
さ
れ
て
い
る
が
、
本
調
書
の
研
究

に
お
け
る
活
用
例
は
僅
か
で
あ
る（

（2
（

。

戦
後
に
外
務
省
が
過
去
の
外
交
政
策
を
回
顧
・
検
証
し
た
調
書
と
し
て
は
、
他

に
吉
田
茂
総
理
の
指
示
で
一
九
五
一
年
に
作
成
さ
れ
た
「
日
本
外
交
の
過
誤
」
が

有
名
で
あ
る
が
、こ
れ
に
比
し
て
本
調
書
は
今
日
顧
み
ら
れ
る
こ
と
は
希
で
あ
る
。

既
に
本
稿
で
論
じ
た
と
お
り
、
個
々
の
外
交
案
件
の
経
緯
を
詳
細
に
追
っ
た
他
の

「
外
交
資
料
」
に
比
べ
、
近
代
日
本
の
対
外
関
係
史
を
通
観
す
る
本
調
書
は
歴
史

記
述
と
し
て
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
な
点
が
存
在
し
て
お
り
、
そ
の
取
扱
い
に
は
慎
重
さ

が
求
め
ら
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
評
価
は
推
論
も
含
む
暫
定
的
な
も
の
で
あ
り
、

今
後
外
務
省
の
占
領
政
策
へ
の
対
応
等
、
多
角
的
な
視
点
か
ら
の
分
析
を
加
え
る

こ
と
で
、
新
た
な
評
価
が
可
能
と
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
意
味
で
、
引
続
き

検
証
が
望
ま
れ
る
史
料
で
あ
る
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
。 

注（
1
）
高
裁
案
（
一
九
四
六
年
四
月
三
〇
日
決
裁
）「
外
交
資
料
標
題
ニ
関
ス
ル
件
」
外
務
省

記
録
「
外
交
記
録
資
料
の
編
集
公
表
関
係
」
第
一
巻
、N

,.1.7.0.1

、
外
交
史
料
館
（
以

下
、
外
務
省
記
録
は
い
ず
れ
も
外
交
史
料
館
所
蔵
の
た
め
所
蔵
機
関
を
省
略
す
る
）。

（
2
）
政
務
局
第
一
課
（
一
九
四
五
年
一
〇
月
二
九
日
）「
外
交
記
録
公
表
方
ニ
関
ス
ル
件
（
案
）」

同
右
。

（
3
）
第
一
次
世
界
大
戦
後
の
外
交
文
書
の
公
開
の
動
向
に
つ
い
て
は
、
調
査
部
第
一
課

（
一
九
三
四
年
四
月
）「
外
交
史
料
編
纂
事
業
ニ
就
テ
」
外
務
省
記
録
「
諸
修
史
関
係

雑
件 

外
交
資
料
蒐
集
関
係
」
第
三
巻
、N

.2.1.0.4-1

、
三
―
七
頁
。
ま
た
日
本
へ
の
波

及
に
つ
い
て
は
、熊
本
史
雄
「『
外
務
省
公
表
集
』
の
創
刊
経
緯
と
そ
の
史
料
的
位
置
」

（『
外
交
史
料
館
報
』
第
一
二
号
、
一
九
九
八
年
）、
六
〇
―
七
〇
頁
。

（
4
）
一
九
四
五
年
一
二
月
一
四
日
決
裁
「
外
交
記
録
資
料
の
編
修
公
表
方
の
件
」
前
掲
「
外

交
記
録
資
料
の
編
集
公
表
関
係
」
第
一
巻
。
同
フ
ァ
イ
ル
に
は
政
務
局
第
一
課
が

一
二
月
一
二
日
付
で
作
成
し
た
同
名
同
旨
の
文
書
が
編
綴
さ
れ
て
い
る
た
め
、
本
文

書
の
起
案
課
室
も
同
課
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

（
5
）「
外
務
省
先
輩
戦
犯
容
疑
者
ニ
関
ス
ル
打
合
会
議
事
録
」（
一
九
四
六
年
一
月
三
一
日
）

外
務
省
記
録
「
本
邦
戦
犯
裁
判
関
係
雑
件　

外
務
省
員
の
部
」、D

,.1.3.0.2-6

。

（
6
）
二
の
原
稿
は
外
務
省
記
録
「
支
那
事
変
関
係
一
件
」
第
二
三
～
二
九
巻
、A

.1.1.0.30

。

五
の
原
稿
は
同
「
大
東
亜
戦
争
関
係
一
件　

大
東
亜
会
議
関
係　

調
書
ノ
原
稿
」
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A
.7.0.0.9-48-1

に
編
綴
。

　
　
　
　

な
お
、
三
は
「
外
交
資
料
」
の
刊
行
か
ら
か
な
り
の
時
を
経
た
一
九
四
九
年
時
点

の
座
談
会
の
発
言
か
ら
当
時
も
引
続
き
作
業
が
進
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
が
、

原
稿
は
見
当
た
ら
な
い
。
総
務
局
総
務
課
（
一
九
四
九
年
四
月
四
日
）「
第
一
回 

防

共
協
定
を
中
心
と
し
た
日
独
関
係
の
部
（
座
談
会
記
録
）」
外
務
省
記
録
「
日
独
伊
防

共
協
定
関
係
一
件　

防
共
協
定
ヲ
中
心
ト
シ
タ
日
独
関
係
座
談
会
記
録
」B.1.0.0.J/

X
2-6

。
同
座
談
会
の
翻
刻
は
『
日
本
外
交
文
書　

第
二
次
欧
州
大
戦
と
日
本　

第
一

冊　

日
独
伊
三
国
同
盟
・
日
ソ
中
立
条
約
』
に
収
録
。

（
7
）
前
掲
「
外
交
記
録
資
料
ノ
編
修
公
表
方
ノ
件
」、
及
び
高
裁
案
（
一
九
四
六
年
二
月

二
七
日
決
裁
）「
外
交
資
料
共
通
序
文
ニ
関
ス
ル
件
」
前
掲
「
外
交
記
録
資
料
の
編
集

公
表
関
係
」
第
一
巻
。

（
8
）
各
人
の
経
歴
は
主
と
し
て
『
官
報
』『
外
務
省
報
』『
外
務
省
年
鑑
』
に
依
拠
し
た
。

高
木
及
び
入
江
の
所
属
課
名
は
一
九
四
六
年
二
月
の
外
務
省
分
課
規
程
改
正
に
よ
り

変
更
さ
れ
て
い
る
は
ず
だ
が
、
履
歴
上
変
更
の
確
認
が
で
き
ず
そ
の
ま
ま
と
し
て
い

る
。

（
9
）
石
本
理
彩
「
外
務
省
文
書
及
び
図
書
の
疎
開
・
焼
却
・
接
収
・
返
還
」（『
レ
コ
ー
ド
・

マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
』
第
八
一
号
、
二
〇
二
一
年
）、
一
七
―
一
八
頁
。

（
10
）
な
お
、「
外
交
資
料
」
の
作
成
作
業
が
最
終
段
階
に
達
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る

一
九
四
六
年
一
月
に
、
本
調
書
の
主
任
担
当
者
で
あ
る
甲
斐
調
査
局
第
二
課
長
は

バ
ー
・
モ
ウ
前
ビ
ル
マ
首
相
の
逃
亡
に
関
与
し
た
こ
と
等
を
理
由
と
し
て
進
駐
軍
に

拘
束
さ
れ
、同
年
八
月
ま
で
巣
鴨
刑
務
所
に
収
監
さ
れ
て
い
た
（
読
売
新
聞
社
編
『
昭

和
史
の
天
皇
』
第
八
巻
、
読
売
新
聞
社
、
一
九
六
九
年
）。
た
だ
し
、
こ
れ
が
本
調
書

の
作
成
作
業
に
ど
の
よ
う
に
影
響
し
た
か
は
定
か
で
は
な
い
。

（
11
）
具
体
的
に
は
、
東
亜
局
第
一
課
作
成
の
「
執
務
報
告
」
の
テ
キ
ス
ト
を
そ
の
ま
ま
貼

り
付
け
、
適
宜
修
文
を
加
え
た
箇
所
が
存
在
す
る
。
前
掲
「
支
那
事
変
関
係
一
件
」

第
二
三
、二
四
巻
等
を
参
照
。

（
12
）
外
務
省
調
査
部
編
（
一
九
三
七
年
一
二
月
／
一
九
三
八
年
七
月
）『
日
英
外
交
史
』
上

下
。
及
び
同
編
（
一
九
三
九
年
七
月
）『
日
米
外
交
史
』。
い
ず
れ
も
戦
後
ク
レ
ス
出

版
で
復
刻
。

　
　
　
　

こ
れ
ら
の
調
書
の
刊
行
経
緯
に
つ
い
て
は
、
一
九
二
〇
年
代
に
両
調
書
の
作
成
を

命
じ
ら
れ
た
鹿
島
守
之
助
の
著
作
に
詳
し
い
。
鹿
島
守
之
助
『
日
英
外
交
史
』
鹿
島

研
究
所
出
版
会
、
一
九
五
七
年
、
一
―
七
頁
。
同
『
日
本
外
交
史
』
鹿
島
研
究
所
出

版
会
、
一
九
六
五
年
、
一
―
五
頁
等
を
参
照
。

（
13
）
な
お
、
一
九
四
四
年
二
月
に
は
政
務
局
第
三
課
に
よ
っ
て
江
戸
時
代
か
ら
シ
ベ
リ
ア

出
兵
後
ま
で
の
日
露
関
係
を
扱
う
『
日
露
交
渉
史
』
が
作
成
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
ち

ら
は
本
文
で
参
照
さ
れ
た
様
子
が
見
受
け
ら
れ
な
い
。

（
14
）
こ
う
し
た
認
識
を
示
す
古
典
的
著
作
と
し
て
、
入
江
昭
『
日
本
の
外
交
』
中
公
新
書
、

一
九
六
六
年
。
岡
義
武
「
国
民
的
独
立
と
国
家
理
性
」（『
岡
義
武
著
作
集
』
第
六
巻
、

一
九
九
三
年
、
初
出
は
一
九
六
一
年
）。

（
15
）
佐
々
木
雄
一
『
近
代
日
本
外
交
史
』
中
公
新
書
、二
〇
二
三
年
、一
〇
〇
―
一
〇
三
頁
。

（
16
）
佐
々
木
『
近
代
日
本
外
交
史
』、
及
び
同
『
帝
国
日
本
の
外
交 

一
八
九
四
―
一
九
二
二 

な
ぜ
版
図
は
拡
大
し
た
の
か
』
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
七
年
、
及
び
同
書
に
関

す
る
各
種
書
評
を
参
照
。
ま
た
日
本
が
国
際
法
等
の
規
範
の
存
在
を
対
外
的
に
意
識

し
て
い
た
点
に
着
目
し
た
近
年
の
研
究
と
し
て
、
奈
良
岡
聰
智
「
近
代
日
本
に
お
け
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る
『
理
念
的
外
交
』
―
第
一
次
世
界
大
戦
期
を
中
心
に
」（『
法
学
論
叢
』
第
一
九
二

巻
第
一
―
六
合
併
号
、
二
〇
二
三
年
）。

（
17
）
高
裁
案
「
外
交
資
料
処
分
方
に
関
す
る
件
」（
一
九
五
三
年
十
月
一
日
起
案
）
前
掲
「
外

交
記
録
資
料
の
編
集
公
表
関
係
」
第
一
巻
。
及
び
細
谷
千
博
「
解
題
」（
外
務
省
編
『
日

米
交
渉
資
料
』
原
書
房
、
一
九
七
八
年
）
八
頁
。

（
18
）
有
山
輝
雄
『
占
領
期
メ
デ
ィ
ア
史
研
究
』
柏
書
房
、
一
九
九
六
年
、
二
四
四
―

二
五
一
頁
、
加
茂
道
子
『
ウ
ォ
ー
・
ギ
ル
ト
・
プ
ロ
グ
ラ
ム
―
Ｇ
Ｈ
Ｑ
情
報
教
育
政

策
の
実
像
』
法
政
大
学
出
版
局
、
二
〇
一
八
年
、
第
四
章
。

（
19
）
前
掲
「
外
交
資
料
処
分
方
に
関
す
る
件
」。
及
び
文
書
課
記
録
班
（
一
九
五
六
年
二
月

五
日
）「
外
交
資
料
処
分
の
件
」
前
掲
「
外
交
記
録
資
料
の
編
集
公
表
関
係
」
第
一
巻
。

（
20
）
本
調
書
の
活
用
を
確
認
で
き
る
研
究
は
、
管
見
の
限
り
馬
場
明
の
研
究
に
限
ら
れ
る
。

同
「
パ
リ
講
和
会
議
と
牧
野
伸
顕
」『
國
學
院
大
學
大
學
院
紀
要 

文
学
研
究
科
』
第

二
六
輯
、
一
九
九
五
年
）、
及
び
「
日
露
戦
争
後
の
満
洲
問
題
」（『
國
學
院
雜
誌
』
第

九
八
巻
第
九
号
、
一
九
九
七
年
）。
恐
ら
く
国
民
外
交
会
館
（
後
に
国
民
外
交
研
究
協

会
）
職
員
時
代
に
、
本
調
書
の
存
在
を
知
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
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【
史　

料
】［

凡
例
］収
録
文
書
は
、
原
則
と
し
て
原
文
の
ま
ま
と
し
た
（
漢
字
は
現

在
の
常
用
漢
字
表
を
参
考
に
整
理
し
た
）。
明
ら
か
な
誤
字
は
訂
正
し
、

誤
字
と
断
定
し
が
た
い
も
の
は
ル
ビ
で
（
マ
マ
）
を
、
内
容
上
誤
り
と

思
わ
れ
る
箇
所
に
は
（
カ
）
を
付
し
た
。
一
部
参
考
と
な
る
情
報
に
つ

い
て
文
末
注
を
付
し
た
。

昭
和
二
十
一
年
二
月

外
交
資
料

滿
洲
事
變
前
ニ
於
ケ
ル
帝
國
内
外
情
勢
ノ
部

外
務
省
編
纂

序
文

我
國
ハ
今
次
戰
爭
ニ
於
テ
未
曾
有
ノ
破
局
ヲ
見
タ
ル
カ
事
茲
ニ
至
リ
シ
經
緯
ヲ
知

ラ
ン
ト
セ
ハ
滿
洲
事
變
ニ
始
マ
ル
茲
十
數
年
ノ
歷
史
的
事
實
ニ
遡
ラ
サ
ル
ヲ
得
ス
。

外
務
省
ト
シ
テ
ハ
此
際
此
ノ
歷
史
的
事
實
ヲ
外
交
交
涉
ノ
經
過
ノ
面
ヨ
リ
正
確
ニ

記
錄
シ
、
過
去
ノ
外
交
ノ
眞
實
ノ
姿
ヲ
敍
述
ス
ル
ト
共
ニ
外
交
施
設
カ
必
シ
モ
純

正
ナ
ル
ヲ
得
サ
リ
シ
經
緯
ヲ
モ
併
セ
テ
闡
明
ス
ル
コ
ト
ヲ
要
ス
。
據
テ
茲
ニ
外
務

省
資
料
ヲ
根
據
ト
シ
本
期
間
ニ
於
ケ
ル
重
要
對
外
國
策
及
之
カ
實
施
ヲ
案
件
別
ニ

編󠄁
纂
ス
ル
コ
ト
ト
爲
レ
リ
。

外
務
省
ノ
外
交
記
錄
ハ
戰
災
又
ハ
火
災
等
ニ
依
テ
烏
有
ニ
歸
シ
タ
ル
モ
ノ
少
カ
ラ

ス
。
本
編󠄁
纂
ハ
上
司
ノ
命
ヲ
承
ケ
僅
ニ
免
レ
タ
ル
記
錄
ト
重
大
外
交
案
件
ニ
直
接

關
與
セ
ル
先
輩
乃
至
同
僚
ノ
有
ス
ル
手
記
等
ヲ
蒐
集
シ
外
務
省
中
堅
ノ
諸
氏
ヲ
中

心
ト
シ
テ
降
伏
ノ
年
ノ
暮
ヨ
リ
著
手
各
項
目
毎
ニ
分
科
會
ヲ
設
ケ
テ
進
行
セ
ラ
レ

最
近
ニ
至
ツ
テ
脱
稿
ヲ
見
ル
ニ
至
レ
ル
モ
ノ
ナ
リ
。
主
ナ
ル
擔
當
者
氏
名
左
ノ
通

リ
（
イ
ロ
ハ
順
）

市
川
調
査
官
、
入
江
嘱
託
、
井
上
庚
二
郎
氏
、
石
井
事
務
官
、
萩
原
參
事
官
、
蓮

見
事
務
官
、
西
山
事
務
官
、
東
郷
事
務
官
、
芳
川
事
務
官
、
和
栗
書
記
官
、
甲
斐

書
記
官
、
貝
原
事
務
官
、
龜
山
參
事
官
、
加
瀬
參
事
官
、
糟
谷
嘱
託
、
米
内
山
嘱

託
、
與
謝
野
參
事
官
、
吉
川
事
務
官
、
高
木
書
記
官
、
田
付
書
記
官
、
田
中
事
務

官
、
武
内
參
事
官
、
竹
内
事
務
官
、
高
橋
事
務
官
、
曾
彌
參
事
官
、
曾
野
事
務
官
、

永
井
事
務
官
、
中
川
書
記
官
、
成
田
參
事
官
、
内
田
書
記
官
、
野
口
通
譯
官
、
黃

田
書
記
官
、
奥
村
情󠄁
報
部
長
、
大
谷
領
事
、
大
野
參
事
官
、
大
江
書
記
官
、
大
來

技
手
（
マ
マ
）、
小
野
參
事
官
、
矢
野
參
事
官
、
山
田
參
事
官
、
柳
井
恒
夫
氏
、
丸
山
書
記

官
、
古
内
書
記
官
、
深
井
情󠄁
報
官
、
近
藤
事
務
官
、
坂
根
調
査
官
、
佐
藤
書
記
官
、

宮
林
書
記
官
、
三
宅
書
記
官
、
下
田
書
記
官
、
關
書
記
官
、
杉
原
局
長

編󠄁
纂
ニ
當
ツ
テ
ハ
資
料
ノ
殘
存
程
度
如
何
ニ
依
リ
全󠄁
項
目
ヲ
通
シ
テ
編󠄁
纂
方
式
モ

必
ス
シ
モ
劃
一
的
タ
ル
ヲ
得
ス
其
ノ
敍
述
ニ
モ
精
疎
ノ
差
ア
ル
ヲ
免
レ
ス
又
短
時

日
ノ
間
ニ
取
纏
メ
ラ
レ
タ
ル
爲
メ
編
輯
上
猶
改
善
ヲ
加
フ
ヘ
キ
部
分
ナ
シ
ト
セ
ス

ト
雖
モ
現
下
ノ
時
務
ニ
應
ス
ル
ニ
ハ
一
應
足
レ
リ
ト
信
ス
。
補
正
ヲ
要
ス
ヘ
キ
點

ニ
ハ
更
ニ
檢
討
ヲ
加
ヘ
以
テ
他
日
ヲ
期
セ
ン
ト
ス
。

昭
和
二
十
一
年
二
月
二
十
八
日

外
務
省
外
交
資
料
編
修
委
員
會
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目
次

序
言

第
一
章　

國
際
社
會
加
入
ト
獨
立
ノ
取
得

　

開
國

　

國
防
ノ
強
化

　

不
平
等
條
約
ノ
撤
廢

第
二
章　

東
亞
保
全
政
策
ノ
展
開
ニ
ヨ
ル
獨
立
ノ
維
持

　

朝
鮮
問
題

　

日
清
戰
爭

　

帝
政
露
西
亞
ノ
清
韓
經
營

　

列
強
ノ
清
國
經
營

　

清
國
ニ
於
ケ
ル
機
會
均
等
主
義
ノ
提
唱

　

義
和
團
事
件
ノ
勃
發

　

日
英
同
盟
ノ
發
足

　
　
　
　

―
―
第
一
回
日
英
協
約

　

日
露
戰
爭

　

日
英
提
携
ノ
繼
續

　
　
　
　

―
―
第
二
、三
回
日
英
協
約

　

韓
國
ノ
確
保

　
　
　
　

―
―
日
韓
併
合

　

滿
蒙
ノ
保
全

　
　
　
　

―
―
米
國
ノ
對
滿
政
策
、
第
一
、二
、三
回
日
露
協
約

　

中�

國
ノ
保
全

　
　
　
　

―
―�

所
謂
二
十
一
ケ
條
問
題
、
高
平
「
ル
ー
ト
」
取
極
、
石
井
「
ラ
ン

シ
ン
グ
」
協
定

第
三
章　

世
界
協
調
政
策
ノ
推
進
ニ
ヨ
ル
國
民
生
活
ノ
確
保

　

世
界
大
戰
參
加

　

聯
合
國
ト
ノ
協
力
作
戰

　

西
比
利
亞
出
兵

　
「
ヴ
エ
ル
サ
イ
ユ
」
會
議
及
國
際
聯
盟
參
加

　
　
　
　

―
―
人
種
的
差
別
待
遇
撤
廢
問
題

　

日
英
協
約
ノ
廢
棄
ト
四
國
條
約
ノ
成
立

　

海
軍
軍
備
制
限
條
約
ノ
成
立

　

中
華
民
國
ニ
關
ス
ル
九
國
條
約
ノ
成
立
ト
石
井
「
ラ
ン
シ
ン
グ
」
協
定
ノ
廢
棄

　

不
戰
條
約
ノ
締
結

　

倫
敦
海
軍
條
約
ノ
締
結

第
四
章　

世
界
協
調
ヘ
ノ
失
望
ト
東
亞
ヘ
ノ
復
歸

　

日
本
ノ
宿
命
的
課
題

　

日
本
移
民
ノ
排
斥

　

工
業
化
ノ
停
滯

　

東
亞
ニ
於
ケ
ル
活
路
ノ
發
見

　
　
　
　

―
―
中
國
ノ
國
民
主
義
、
滿
洲
ノ
再
認
識
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滿
洲
事
變
前
ニ
於
ケ
ル
帝
國
内
外
情
勢
ノ
部

　
　

―
―
對
外
關
係
ノ
史
的
發
展
ヲ
主
ト
シ
テ
―
―

序　

言
今
次
戰
爭
ノ
終
了
ハ
日
本
ノ
對
外
關
係
ニ
一
轉
機
ヲ
劃
セ
ル
ト
共
ニ
世
界
人
類

ノ
歷
史
マ
タ
之
ヲ
以
テ
章
ヲ
新
タ
ニ
セ
ン
ト
ス
。
斯
ク
テ
今
日
ハ
國
際
場
裡
ニ
立

ツ
日
本
ト
シ
テ
内
外
ノ
過
去
ニ
顧
ミ
自
ラ
ヲ
反
省
シ
以
テ
將
來
ニ
備
フ
ベ
キ
ノ
秋

ナ
リ
。
世
界
二
十
億
ノ
人
類
マ
タ
過
ギ
去
リ
シ
戰
亂
ノ
由
ツ
テ
來
ル
所
ヲ
思
ヒ
子

孫
ヲ
シ
テ
永
遠
ニ
干
戈
ヲ
忘
レ
シ
ム
ル
ヲ
期
ス
ル
ハ
今
日
生
ヲ
享
ケ
タ
ル
吾
人
ノ

嚴
肅
ナ
ル
義
務
ナ
ル
ベ
シ
。

近
代
ニ
於
ケ
ル
戰
爭
ノ
悲
慘
ナ
ル
ハ
正
ニ
吾
人
ノ
耳
目
ニ
生
々
シ
キ
所
ナ
ル
ガ

更
ニ
將
來
ノ
戰
爭
ヲ
想
フ
時
或
ハ
人
類
ノ
滅
亡
ヲ
招
來
ス
ル
ノ
底
タ
ル
ハ
今
日
何

人
ト
雖
モ
敢
ヘ
テ
之
ヲ
否
定
シ
得
ザ
ル
ベ
シ
、
而
シ
テ
生
命
ハ
人
ノ
最
モ
尊
重
ス

ル
所
ニ
シ
テ
戰
爭
ハ
容
赦
ナ
ク
コ
ノ
生
命
ヲ
奪
ヒ
去
ル
ニ
モ
拘
ラ
ズ
過
去
ニ
於
テ

一
國
ノ
民
衆
ガ
擧
ゲ
テ
斯
カ
ル
戰
爭
ニ
赴
キ
タ
ル
例
少
シ
ト
セ
ザ
ル
所
以
ノ
モ
ノ

ハ
ソ
ノ
動
因
ガ
如
何
ナ
ル
モ
ノ
ニ
モ
セ
ヨ
苟
ク
モ
恒
久
平
和
ニ
關
心
ヲ
寄
ス
ル
モ

ノ
ノ
輕
々
ニ
之
ヲ
論
斷
シ
去
ル
ヲ
得
ザ
ル
所
ナ
リ
。

今
日
戰
爭
ニ
ハ
犯
罪
ト
シ
テ
ノ
戰
爭
ア
リ
不
法
行
爲
ト
シ
テ
ノ
戰
爭
ア
リ
自
衞

ノ
爲
ノ
戰
爭
ア
リ
。
從
ツ
テ
國
家
ト
シ
テ
戰
爭
ヲ
行
ヘ
ル
ニ
依
リ
犯
罪
ヲ
犯
セ
ル

モ
ノ
ト
認
メ
ラ
ル
ル
モ
ノ
生
ズ
。
然
ル
ニ
國
内
社
會
ニ
於
テ
ハ
犯
罪
ノ
行
ハ
レ
タ

ル
場
合
ソ
ノ
動
機
原
因
ヲ
訊
ネ
テ
犯
人
ノ
故
意
又
ハ
過
失
ニ
基
ク
ト
ナ
ス
ア
リ
ソ

ノ
性
格
ニ
依
ル
ト
ナ
ス
ア
リ
環
境
ノ
然
ラ
シ
ム
ル
所
ト
ナ
ス
等
ア
リ
。
孰
レ
ニ
セ

ヨ
國
内
社
會
ハ
犯
人
ノ
處
置
ニ
際
シ
テ
犯
罪
ニ
對
ス
ル
動
機
原
因
ヲ
遺
憾
ナ
ク
調

査
陳
述
セ
シ
メ
以
テ
社
會
ノ
改
善
ニ
資
ス
ル
ヲ
怠
ラ
ズ
。
國
際
社
會
ニ
於
テ
モ
亦

戰
爭
ヲ
行
ヘ
ル
國
家
ニ
關
シ
テ
ソ
ノ
動
機
原
因
ヲ
充
分
ニ
檢
討
シ
陳
述
セ
シ
メ
以

テ
恒
久
平
和
ノ
確
立
ヲ
庶
幾
ス
ル
ハ
人
類
愛
ト
正
義
ヲ
尊
ブ
民
衆
ノ
念
願
ト
ス
ル

所
ナ
ル
ベ
シ
。

而
シ
テ
今
次
世
界
大
戰
ノ
端
ヲ
昭
和
六
年
（
一
九
三
一
年
）
ノ
滿
洲
事
變
ニ
置

ク
ハ
世
界
一
般
ノ
通
説
タ
ル
ヤ
ノ
感
ヲ
受
ク
。
然
ル
ニ
此
ノ
年
九
月
十
八
日
滿
洲

奉
天
郊
外
ニ
於
ケ
ル
南
滿
洲
鐵
道
線
路
爆
破
事
件
ヲ
契
機
ト
シ
テ
發
生
セ
ル
本
事

變
ニ
際
シ
國
際
聯
盟
ヨ
リ
派
遣
セ
ラ
レ
タ
ル
調
查
委
員
會
ハ
ソ
ノ
報
告
ニ
於
テ

「
九
月
十
八
日
ノ
事
件
ハ
日
支
間
ノ
關
係
緊
張
ヲ
加
ヘ
來
レ
ル
ヲ
示
セ
ル
長
期
ノ

ヨ
リ
重
要
ナ
ラ
ザ
ル
軋
轢
ノ
連
鎖
ノ
結
果
ニ
外
ナ
ラ
ズ
。
現
在
ノ
紛
爭
ヲ
完
全
ニ

理
解
セ
ン
ガ
爲
ニ
ハ
右
二
國
間
ノ
最
近
ノ
關
係
ノ
主
要
ナ
ル
要
素
ニ
關
ス
ル
知
識

ヲ
必
要
ト
ス
。
從
ツ
テ
問
題
ノ
硏
究
ヲ
滿
洲
事
態
以
外
ニ
及
ボ
シ
且
現
在
ノ
日
支

關
係
ヲ
決
定
ス
ル
有
ラ
ユ
ル
要
素
ヲ
最
モ
廣
汎
ナ
ル
局
面
ニ
付
觀
察
ス
ル
ノ
要
ア

リ
タ
リ
。
例
ヘ
バ
支
那
共
和
國
ノ
國
民
的
翹
望
日
本
帝
國
及
舊
露
西
亞
帝
國
ノ
膨

脹
政
策
現
時
『
ソ
』
聯
邦
ヨ
リ
ノ
共
産
主
義
宣
布
及
右
三
國
ノ
經
濟
的
及
軍
略
的

必
要
等
ノ
如
キ
ハ
如
何
ナ
ル
滿
洲
問
題
ノ
硏
究
ニ
當
リ
テ
モ
根
本
的
ニ
重
要
視
セ

ラ
ル
ベ
キ
要
素
ナ
リ
」
ト
述
ベ
居
レ
リ
。
滿
洲
問
題
ニ
關
シ
テ
斯
ク
ノ
如
ク
日
華

兩
國
ヲ
中
心
ト
ス
ル
東
亞
ノ
歷
史
的
情
勢
ヲ
考
察
ス
ル
ノ
要
ア
リ
ト
セ
バ
今
次
戰

爭
ノ
場
合
吾
人
ハ
滿
洲
事
變
前
ニ
於
ケ
ル
日
本
ヲ
中
心
ト
ス
ル
一
般
的
國
際
情
勢

並
ニ
國
内
事
情
ニ
關
シ
テ
歷
史
的
政
治
的
經
濟
的
社
會
的
觀
察
ヲ
行
フ
コ
ト
ヲ
要
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ス
ベ
シ
。
而
シ
テ
特
ニ
奉
天
事
件
ヨ
リ
眞
珠
灣
事
件
ニ
至
ル
十
年
間
ハ
米
國
政
府

當
局
モ
言
ヘ
ル
如
ク
「
運
命
ノ
十
年
間
」
ニ
シ
テ
此
ノ
間
ニ
於
テ
戰
爭
ヲ
遂
行
セ

ン
ト
ス
ル
直
接
的
ナ
ル
動
機
ガ
醸
成
セ
ラ
レ
戰
爭
開
始
ノ
決
意
ガ
行
ハ
レ
タ
ル
ハ

疑
ナ
キ
所
ナ
リ
。
從
ツ
テ
此
ノ
間
ニ
於
ケ
ル
日
本
外
交
政
策
ノ
推
移
ニ
關
シ
テ
精

密
ナ
ル
考
察
ヲ
加
ヘ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
。

日
本
政
府
ニ
於
テ
ハ
敍
上
ノ
如
キ
見
地
ヨ
リ
シ
テ
茲
ニ
奉
天
事
件
ヨ
リ
眞
珠
灣

事
件
ニ
至
ル
マ
デ
ノ
主
要
ナ
ル
外
交
々
涉
ノ
全
貌
ヲ
明
ラ
カ
ニ
セ
ン
ト
ス
ル
モ
ノ

ニ
シ
テ
加
フ
ル
ニ
滿
洲
事
變
ヲ
契
機
ト
シ
テ
日
本
ノ
對
外
關
係
ガ
解
ク
ベ
カ
ラ
ザ

リ
シ
緊
張
ヲ
見
ル
ニ
至
リ
タ
ル
一
般
的
背
景
ノ
概
要
ヲ
敍
述
セ
ン
ト
ス
ル
モ
ノ
ナ

リ
。
改
メ
テ
言
明
ス
ル
マ
デ
モ
ナ
ク
コ
レ
ハ
國
際
生
活
ニ
於
テ
新
タ
ナ
ル
第
一
步

ヲ
印
セ
ン
ト
ス
ル
日
本
ニ
ト
リ
テ
反
省
ノ
自
白
ナ
ル
ト
共
ニ
又
世
界
ノ
審
判
ヲ
前

ニ
セ
ル
供
述
ナ
リ
。
ソ
レ
ハ
飽
ク
マ
デ
將
來
ニ
於
ケ
ル
國
際
社
會
ノ
改
善
發
展
ト

世
界
恒
久
平
和
ノ
確
立
ノ
爲
資
ス
ル
所
ア
ラ
ン
ト
ス
ル
ニ
他
ナ
ラ
ズ
。
眞
摯
ニ
人

類
ノ
平
和
ト
幸
福
ヲ
念
フ
二
十
億
民
衆
ガ
戰
後
ノ
再
建
ニ
出
發
ス
ル
ニ
際
シ
先
ヅ

耳
ヲ
傾
ク
ル
ニ
吝
ナ
ル
（
マ
マ
）ザ
ル
ヲ
信
ジ
テ
疑
ハ
ザ
ル
ナ
リ
。

第
一
章　

國
際
社
會
加
入
ト
獨
立
ノ
確
保

　
　
　

開　

國

今
ヨ
リ
九
十
餘
年
前
嘉
永
六
年
六
月
三
日
（
一
八
五
三
年
七
月
八
日
）
米
國
海

軍
ノ
「
ペ
ル
リ
」
提
督
軍
艦
四
隻
ヲ
率
ヒ
テ
浦
賀
ニ
來
リ
隣
交
通
商
ヲ
求
ム
。
コ

レ
日
本
ガ
近
代
國
際
社
會
ニ
乘
出
ス
ニ
至
レ
ル
契
機
ヲ
ナ
ス
モ
ノ
ニ
シ
テ
翌
嘉
永

七
年
三
月
三
日
（
一
八
五
四
年
三
月
三
十
一
日
）
國
交
ノ
開
始
、
開
港
及
領
事
派

遣
等
ヲ
承
諾
ス
ル
神
奈
川
條
約
ニ
調
印
セ
リ
。
コ
レ
日
本
ガ
近
代
國
際
社
會
ノ
條

約
書
ニ
做（
倣
ヵ
）ヒ

約
文
ヲ
作
成
シ
タ
ル
嚆
矢
ニ
シ
テ
其
後
安
政
元
年
（
一
八
五
四
年
）

英
國
ト
翌
二
年
（
一
八
五
五
年
）
露
國
ト
更
ニ
翌
三
年
（
一
八
五
六
年
）
和
蘭
ト

一
部
治
外
法
權
ニ
關
ス
ル
規
定
ヲ
除
ク
外
略
同
趣
旨
ノ
條
約
ヲ
締
結
セ
リ
。
斯
ク

テ
日
本
ハ
十
七
世
紀
ノ
初
以
來
二
百
餘
年
ノ
久
シ
キ
ニ
亙
リ
維
持
セ
ラ
レ
タ
ル
鎖

國
制
度
ヲ
終
焉
セ
シ
メ
タ
リ
。

コ
ノ
鎖
國
制
度
ハ
最
初
一
二
ノ
外
國
ガ
當
時
基
督
教
ヲ
以
テ
領
土
取
得
ノ
手
段

ト
ナ
ス
ヤ
ノ
疑
ア
リ
タ
ル
ヲ
契
機
ト
シ
テ
實
施
セ
ラ
レ
爾
來
之
ト
關
係
ナ
キ
中
國

人
及
和
蘭
人
ノ
ミ
通
商
ヲ
認
メ
ラ
レ
來
レ
リ
。
ソ
ノ
結
果
日
本
ハ
海
外
諸
國
ニ
於

テ
コ
ノ
間
經
過
シ
タ
ル
政
治
的
經
濟
的
社
會
的
諸
發
展
ニ
遲
ル
ル
ノ
已
ム
ナ
キ
ニ

至
リ
長
ク
封
建
制
度
ヲ
持
續
セ
シ
メ
タ
ル
モ
又
一
方
二
千
六
百
萬
前
後
ノ
日
本
民

衆
ハ
史
上
稀
ニ
見
ル
平
和
安
穩
ナ
ル
二
百
餘
年
ヲ
享
受
シ
得
タ
リ
。
卽
日
本
ニ
於

テ
ハ
コ
ノ
間
外
國
ニ
對
シ
テ
事
ヲ
構
ヘ
タ
ル
コ
ト
ナ
キ
ハ
言
ヲ
俟
タ
ズ
國
内
ニ
於

テ
モ
十
七
世
紀
ニ
入
ル
ト
共
ニ
全
ク
靜
謐
ニ
終
始
ス
ル
ニ
至
レ
リ
。
從
ツ
テ
當
時

ノ
封
建
制
度
ノ
下
ニ
於
テ
政
治
ヲ
執
リ
來
リ
シ
武
士
階
級
ハ
漸
ク
武
士
ト
シ
テ
ノ

實
質
ヲ
失
ヒ
テ
官
僚
群
ト
化
シ
ソ
ノ
道
德
タ
ル
武
士
道
ハ
單
ニ
選
バ
レ
タ
ル
士
ト

自
任
ス
ル
モ
ノ
ノ
軌
範
ト
シ
テ
發
達
シ
ソ
ノ
象
徵
タ
ル
兩
刀
ハ
自
ラ
ヲ
戒
飭
ス
ル

ノ
具
ト
ナ
リ
遂
ニ
ハ
武
士
自
ラ
兩
刀
ヲ
持
テ
餘
ス
者
ス
ラ
出
テ
來
レ
リ
。
町
人
以

下
ノ
諸
階
級
マ
タ
封
建
的
階
級
的
差
別
ア
リ
タ
リ
ト
ハ
言
ヘ
内
外
ノ
泰
平
ヲ
謳
歌

シ
風
俗
ニ
習
慣
ニ
言
語
ニ
藝
術
ニ
悠
然
タ
ル
風
景
ヲ
現
出
セ
リ
。
然
ル
ニ
歐
米
諸

國
ニ
於
テ
ハ
孰
レ
モ
コ
ノ
間
世
ニ
名
ア
ル
戰
爭
ニ
從
事
シ
三
十
年
戰
爭
ヲ
始
メ
ト
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シ
テ
「
イ
ス
パ
ニ
ア
」
墺
太
利
兩
王
位
繼
承
戰
爭
、
七
年
戰
爭
、
米
國
獨
立
戰
爭
、

「
ナ
ポ
レ
オ
ン
」
戰
爭
、
米
墨
戰
爭
以
下
殆
ド
相
繼
イ
デ
戰
亂
ノ
渦
中
ニ
投
ゼ
ラ

レ
來
リ
ソ
レ
ト
共
ニ
政
治
的
ニ
ハ
近
代
民
族
國
家
ト
シ
テ
成
長
ヲ
續
ケ
經
濟
的
ニ

ハ
英
國
ヲ
先
驅
ト
シ
テ
續
々
産
業
革
命
ノ
渦
中
ニ
投
ゼ
ラ
レ
國
内
經
濟
ノ
工
業
化

ヲ
推
進
セ
シ
メ
ソ
ノ
爲
資
源
ト
製
品
ノ
捌
口
ヲ
求
メ
テ
海
外
ニ
植
民
地
ト
市
場
ト

ヲ
獲
得
シ
ツ
ツ
ア
リ
タ
リ
。
是
等
ノ
因
ト
ナ
リ
果
ト
ナ
リ
タ
ル
因
子
ハ
卽
チ
科
學

ノ
發
達
ニ
シ
テ
發
明
ト
發
見
ト
ハ
相
繼
イ
テ
行
ハ
レ
現
代
ニ
見
ラ
ル
ル
如
キ
科
學

時
代
ノ
基
礎
ヲ
築
ケ
リ
。
斯
ク
テ
歐
米
ニ
於
ケ
ル
國
家
主
義
民
族
主
義
ノ
興
隆
ハ

漸
ク
帝
國
主
義
的
發
展
ノ
精
神
的
一
契
機
ト
ナ
リ
、
近
代
産
業
ノ
成
長
ハ
資
源
ト

市
場
ト
ノ
爲
實
質
的
ニ
海
外
進
出
ヲ
要
求
シ
テ
已
マ
ズ
而
シ
テ
科
學
ノ
發
達
ハ
能

ク
ソ
ノ
技
術
的
手
段
ヲ
滿
足
セ
シ
メ
歐
米
ノ
人
ト
物
ト
船
ト
ハ
各
々
國
旗
ヲ
先
ニ

洋
ノ
東
西
ヲ
問
ハ
ズ
往
來
ス
ル
ニ
至
レ
リ
。
世
界
ハ
急
速
ニ
狹
隘
ト
ナ
リ
東
西
兩

洋
ノ
交
通
ハ
日
々
ニ
繁
キ
ヲ
加
ヘ
茲
ニ
鎖
國
ノ
夢
ニ
耽
リ
ツ
ツ
ア
リ
タ
ル
日
本
ノ

周
邊
亦
俄
カ
ニ
多
事
ト
ナ
レ
リ
。

東
西
兩
洋
ノ
交
通
ハ
十
五
世
紀
ノ
末
葡
萄
牙
人
「
ヴ
ア
ス
コ
・
ダ
・
ガ
マ
」
ノ

喜
望
峰
廻
航
迄
ハ
所
謂
「
絹
ヲ
運
ブ
隊
商
」
ニ
ヨ
リ
行
ハ
レ
來
リ
タ
ル
ニ
過
ギ
ザ

リ
シ
ガ
此
ノ
葡
萄
牙
人
ニ
ヨ
ル
東
洋
航
路
ノ
發
見
ハ
上
述
セ
ル
歐
洲
ノ
諸
情
勢
ヲ

背
景
ト
シ
テ
行
ハ
レ
タ
ル
爲
東
西
ノ
交
涉
史
ニ
一
轉
機
ヲ
劃
セ
リ
。
卽
葡
人
ハ
コ

レ
ニ
ヨ
リ
海
路
印
度
ニ
到
着
シ
テ
印
度
ノ
經
營
ニ
着
手
ス
ル
ト
共
ニ
印
度
ヲ
基
地

ト
シ
テ
東
南
亞
細
亞
方
面
ノ
貿
易
ニ
巨
利
ヲ
博
ス
ル
ニ
至
レ
リ
。
然
ル
ニ
ソ
ノ
後

歐
洲
情
勢
ノ
變
化
ニ
ヨ
リ
東
洋
ニ
於
ケ
ル
葡
國
ノ
勢
力
ハ
西
班
牙
ノ
代
ル
所
ト
ナ

リ
和
蘭
ガ
西
班
牙
ヨ
リ
獨
立
シ
テ
後
ハ
東
南
亞
細
亞
ニ
根
據
地
ヲ
獲
得
シ
テ
次
第

ニ
西
班
牙
、
葡
萄
牙
ノ
勢
力
ヲ
壓
シ
英
國
亦
十
六
世
紀
末
ヨ
リ
東
洋
ニ
着
目
シ
始

メ
漸
ク
西
班
牙
、
葡
萄
牙
及
和
蘭
ノ
強
敵
ト
シ
テ
出
現
ス
ル
ニ
至
レ
リ
。
而
シ
テ

英
國
ハ
其
後
着
々
ト
シ
テ
印
度
ノ
經
營
ニ
成
功
シ
十
八
世
紀
後
半
ニ
ハ
最
後
ノ
競

爭
相
手
タ
ル
佛
國
ヲ
モ
排
除
シ
テ
印
度
ニ
獨
占
的
勢
力
ヲ
扶
植
シ
印
度
ヲ
英
國
ニ

讓
レ
ル
葡
國
ハ
東
印
度
諸
島
ノ
經
營
ニ
專
念
シ
西
班
牙
ハ
十
六
世
紀
ノ
後
半
比
律

賓
ヲ
占
領
シ
テ
之
ニ
據
ル
コ
ト
ト
ナ
レ
リ
。

斯
ク
シ
テ
南
方
海
路
ヨ
リ
ス
ル
西
歐
人
ノ
東
進
ハ
漸
ク
日
本
ノ
西
隣
ニ
達
シ
十 

六
世
紀
ノ
初
葡
萄
牙
先
ヅ
清
國
南
岸
ニ
到
着
シ
テ
澳
門
ヲ
根
據
地
ト
シ
テ
商
業
ニ

從
事
シ
英
蘭
兩
國
亦
コ
レ
ヨ
リ
一
世
紀
遲
レ
テ
後
ヲ
追
ヒ
英
國
ハ
廣
東
ニ
據
リ
テ

葡
蘭
兩
國
ト
勢
力
ヲ
爭
ヘ
リ
。
而
シ
テ
清
國
ニ
對
ス
ル
交
易
ニ
於
テ
ハ
英
國
ガ
先

ヅ
覇
ヲ
唱
ヘ
ン
ト
ス
ル
ニ
至
レ
ル
ガ
十
九
世
紀
ノ
前
半
阿
片
輸
入
禁
止
問
題
ヲ
契

機
ト
シ
テ
英
清
間
ニ
所
謂
阿
片
戰
爭
勃
發
シ
ソ
ノ
講
和
條
約
タ
ル
南
京
條
約
ニ
ヨ

リ
テ
清
國
ハ
開
國
ノ
實
ヲ
擧
ゲ
香
港
ヲ
割
讓
シ
清
國
南
岸
ノ
諸
港
ヲ
開
キ
タ
リ
。

コ
ノ
條
約
ニ
次
ギ
佛
米
他
二
國
ト
略
同
樣
ノ
開
國
條
約
ヲ
結
ビ
タ
ル
ガ
、
之
ト
共

ニ
大
清
帝
國
ノ
權
威
ハ
内
外
ニ
於
テ
失
墜
シ
又
清
國
民
ト
西
歐
諸
國
民
ト
ノ
紛
爭

絶
エ
ザ
ル
ニ
至
レ
リ
。
一
方
清
國
北
邊
ニ
於
テ
ハ
帝
政
露
西
亞
ガ
西
比
利
亞
ヲ
東

進
十
七
世
紀
末
葉
太
平
洋
ニ
出
デ
南
下
シ
テ
清
國
ノ
北
境
ニ
迫
リ
一
連
ノ
條
約
ニ

依
リ
テ
ソ
ノ
境
界
ヲ
南
進
セ
シ
メ
タ
リ
。

斯
ク
ノ
如
キ
西
歐
人
ノ
東
漸
ハ
歐
洲
諸
國
ノ
政
治
的
經
濟
的
變
革
ト
ソ
ノ
要
請

ニ
基
ク
モ
ノ
ナ
ル
ヲ
以
テ
日
本
ガ
鎖
國
時
代
相
互
ニ
獵
奇
的
感
情
ヲ
以
テ
迎
ヘ
迎

ヘ
ラ
レ
タ
ル
和
蘭
人
ノ
渡
來
又
ハ
偶
然
日
本
ノ
領
水
ニ
入
リ
來
レ
ル
其
他
西
歐
人

ノ
出
現
ト
ハ
ソ
ノ
意
義
ヲ
異
ニ
シ
爲
ニ
崩
壞
ニ
頻
シ
ツ
ツ
ア
リ
タ
ル
封
建
制
度
ノ
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末
期
的
事
情
ト
相
俟
チ
日
本
ノ
内
外
ハ
漸
ク
多
事
ト
ナ
レ
リ
。
本
邦
ニ
渡
來
ス
ル

ニ
至
リ
タ
ル
西
歐
人
中
鎖
國
セ
ル
日
本
ヲ
搖
ガ
ス
ニ
興
ツ
テ
力
ア
リ
タ
ル
モ
ノ
ハ

英
露
米
ノ
三
國
ナ
リ
。
英
國
ハ
阿
片
戰
爭
ノ
結
果
ト
シ
テ
清
國
ヲ
開
國
セ
シ
メ
タ

ル
餘
勢
ヲ
以
テ
日
本
ノ
開
國
ヲ
切
望
シ
テ
已
マ
ザ
リ
シ
ガ
又
同
國
ハ
十
九
世
紀
初

頭
以
來
歐
洲
ノ
政
治
的
變
化
ト
共
ニ
和
蘭
ノ
極
東
ニ
於
ケ
ル
商
業
權
ヲ
覆
滅
セ
ン

爲
武
力
ヲ
使
用
シ
其
後
「
ク
リ
ミ
ヤ
」
戰
爭
勃
發
ス
ル
ヤ
東
亞
海
面
ニ
於
テ
モ
露

國
艦
隊
ヲ
求
ム
ル
英
國
艦
隊
ノ
遊
弋
ス
ル
ア
リ
斯
ク
テ
本
邦
領
水
ノ
測
量
、
通
商

要
求
、
薪
水
食
糧
ノ
積
込
等
ノ
目
的
ヲ
以
テ
日
本
港
灣
ニ
入
リ
來
ル
英
國
艦
船
ハ

一
二
ニ
止
マ
ラ
ザ
ル
ニ
至
レ
リ
。
又
北
方
ニ
於
テ
ハ
十
七
世
紀
ノ
末
葉
「
カ
ム
チ

ヤ
ツ
カ
」
ニ
進
出
セ
ル
露
國
ハ
千
島
ニ
沿
ヒ
テ
南
下
ヲ
續
ケ
十
八
世
紀
ノ
末
ニ
ハ

交
易
ヲ
求
ム
ル
露
船
ガ
北
海
道
ニ
出
現
セ
リ
。
又
同
ジ
頃
樺
太
ニ
於
テ
モ
露
人
ノ

漸
ク
着
目
ス
ル
所
ト
ナ
リ
同
地
ニ
於
ケ
ル
日
露
ノ
紛
爭
ハ
十
九
世
紀
ニ
入
ル
ト
共

ニ
益
々
多
事
ト
ナ
レ
リ
。
而
シ
テ
千
島
、
樺
太
ニ
於
ケ
ル
日
露
間
ノ
諸
懸
案
ト
錯

綜
シ
テ
本
邦
ト
ノ
交
易
ヲ
求
メ
テ
露
國
ハ
軍
艦
ヲ
本
邦
ニ
派
遣
シ
テ
頻
リ
ニ
ソ
ノ

開
國
ヲ
要
求
ス
ル
所
ア
リ
タ
リ
。
最
後
ニ
米
國
ハ
太
平
洋
ヲ
隔
テ
タ
ル
ト
建
國
淺

キ
關
係
上
ヨ
リ
シ
テ
本
邦
ト
ノ
交
涉
ハ
比
較
的
最
近
ニ
開
始
セ
ラ
レ
十
八
世
紀
ノ

末
葉
以
來
漸
ク
本
邦
ニ
米
國
人
ノ
渡
來
ヲ
見
ル
ニ
至
リ
ソ
ノ
捕
鯨
業
ト
東
洋
貿
易

ノ
タ
メ
日
本
ニ
開
國
ヲ
迫
ル
コ
ト
漸
ク
切
ナ
ル
モ
ノ
ア
リ
タ
ル
ガ
遂
ニ
一
八
五
三

年
「
ペ
ル
リ
」
艦
隊
ノ
來
航
ハ
日
本
朝
野
ニ
大
ナ
ル
衝
擊
ヲ
與
ヘ
茲
ニ
二
百
有
餘

年
ノ
鎖
國
時
代
ヲ
終
焉
セ
シ
メ
タ
リ
。

封
建
時
代
ノ
終
ラ
ン
ト
ス
ル
頃
斯
ク
ノ
如
キ
外
國
艦
船
ノ
來
航
及
外
國
人
ノ
出

現
ヲ
見
タ
ル
日
本
國
民
ハ
茲
ニ
所
謂
「
尊
王
攘
夷
」
ナ
ル
標
語
ニ
表
現
セ
ラ
ル
ル

思
想
ヲ
有
シ
政
策
ヲ
實
施
セ
ン
ト
セ
リ
。
卽
チ
江
戸
幕
府
政
治
ノ
政
治
的
經
濟
的

社
會
的
矛
盾
ハ
國
内
ニ
於
ケ
ル
資
本
主
義
ノ
勃
興
ト
共
ニ
漸
ク
顯
著
ト
ナ
リ
タ
ル

ガ
之
ト
相
呼
應
シ
テ
封
建
制
度
ヲ
搖
ガ
シ
又
ソ
ノ
打
倒
ニ
利
用
セ
ラ
レ
タ
ル
モ
ノ

ハ
卽
チ
外
國
勢
力
ノ
到
來
ナ
リ
。
尊
王
思
想
ノ
中
ニ
所
謂
攘
夷
ニ
ヨ
リ
テ
國
家
ノ

安
泰
ヲ
期
サ
ン
ト
ス
ル
ニ
ハ
從
來
ノ
江
戸
幕
府
ヲ
以
テ
シ
テ
ハ
不
可
能
ナ
リ
ト
ノ

動
機
ア
ル
ヲ
認
メ
ザ
ル
ヲ
得
ズ
。
又
攘
夷
斷
行
論
ノ
中
ニ
ハ
單
ニ
外
國
艦
隊
ヲ
打

拂
フ
ベ
シ
ト
ノ
論
ノ
他
ニ
國
防
觀
念
ノ
潛
ム
ヲ
見
逃
シ
得
ザ
ル
ベ
シ
。
殊
ニ
當
時

渡
來
セ
ル
外
國
勢
力
ガ
何
レ
モ
軍
艦
ヲ
擁
シ
テ
來
リ
如
何
ナ
ル
動
機
ニ
モ
セ
ヨ
大

砲
ヲ
放
チ
港
灣
ヲ
測
量
シ
上
陸
シ
テ
村
落
ヲ
脅
カ
ス
等
ヲ
敢
ヘ
テ
シ
タ
ル
ヲ
以
テ

一
層
然
リ
ト
ス
。
他
方
開
國
論
モ
亦
有
力
ナ
リ
シ
ガ
コ
ノ
論
ノ
動
機
中
ニ
ハ
到
底

外
國
勢
力
ヲ
驅
逐
ス
ル
コ
ト
ニ
依
リ
テ
ハ
却
ツ
テ
亡
國
ノ
運
命
ニ
至
ル
ヤ
モ
知
レ

ザ
ル
ヲ
以
テ
此
際
開
國
ノ
要
求
ニ
應
ジ
テ
國
家
ノ
安
固
ヲ
期
ス
ベ
シ
ト
ノ
觀
念
ア

ル
ヲ
認
ム
ベ
シ
。
故
ニ
攘
夷
ト
イ
ヒ
開
國
ト
イ
フ
一
ニ
國
家
ノ
安
泰
國
防
ノ
安
固

ヲ
期
ス
ル
ノ
謂
ニ
他
ナ
ラ
ズ
。
故
ニ
外
國
ノ
事
情
ニ
精
通
ス
ル
モ
ノ
ヨ
リ
逐
早
ク

開
國
ヲ
斷
行
シ
以
テ
國
運
ノ
全
キ
ヲ
庶
幾
セ
ル
モ
宜
ナ
リ
ト
言
フ
ベ
シ
。
コ
レ
鎖

國
ノ
傳
統
ヲ
固
守
ス
ベ
キ
幕
府
當
局
ガ
要
路
者
ト
シ
テ
當
時
最
モ
ヨ
ク
外
情
ニ
通

ゼ
シ
ガ
故
ニ
自
ラ
開
國
條
約
ヲ
相
繼
イ
デ
締
結
シ
攘
夷
ヲ
旗
幟
ト
セ
ル
反
幕
府
派

ガ
明
治
新
政
府
ヲ
樹
ツ
ル
ヤ
忽
チ
ニ
シ
テ
熱
心
ナ
ル
開
國
和
親
ノ
政
策
ヲ
實
施
セ

ル
所
以
ナ
リ
。

　
　
　

國
防
ノ
強
化

明
治
新
政
府
樹
立
セ
ラ
ル
ル
ヤ
明
治
元
年
正
月
十
五
日
（
一
八
六
八
年
）
開
國
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ノ
御
沙
汰
書
ア
リ
「
外
國
交
際
之
儀
者
、
宇
内
之
公
法
ヲ
以
テ
取
扱
可
有
之
候
」

ト
示
サ
レ
同
三
月
十
四
日
ニ
ハ
所
謂
五
箇
條
ノ
御
誓
文
中
ニ
於
テ
「
智
識
ヲ
世
界

ニ
求
メ
大
イ
ニ
皇
基
ヲ
振
起
ス
ベ
シ
」
ト
ナ
サ
レ
茲
ニ
開
國
進
取
ノ
大
方
針
闡
明

セ
ラ
レ
タ
リ
。
而
シ
テ
上
顯
御
沙
汰
書
中
ニ
於
カ
レ
テ
モ
「
世
態
大
ニ
一
變
シ
大

勢
誠
ニ
不
被
爲
得
止
、
此
度
朝
議
之
上
、
斷
然
和
親
條
約
被
爲
結
候
就
テ
ハ
上
下

一
致
、
疑
惑
ヲ
不
生
、
大
ニ
兵
備
ヲ
充
實
シ
」
ト
言
ハ
レ
又
「
但
是
迄
於
幕
府
取

結
候
條
約
之
内
、
弊
害
有
之
件
件
、
利
害
得
失
、
公
儀
之
上
、
御
改
革
可
被
爲
在

候
」
ト
ア
ル
如
ク
明
治
政
府
ノ
對
外
政
策
ハ
國
防
ノ
強
化
ト
不
平
等
條
約
改
正
ノ

二
大
案
件
ニ
置
カ
レ
タ
リ
。

先
ヅ
國
防
ノ
強
化
ニ
付
テ
ハ
日
本
ノ
開
國
ソ
ノ
モ
ノ
モ
外
來
勢
力
ノ
鋭
鋒
ヲ
避

ケ
ン
ト
ス
ル
爲
ニ
ナ
サ
レ
タ
ル
ガ
開
國
後
漸
ク
西
歐
ノ
事
情
判
明
ス
ル
ニ
從
ヒ

愈
々
ソ
ノ
必
要
ヲ
痛
感
セ
ザ
ル
ヲ
得
ザ
リ
キ
。
卽
チ
一
八
六
八
年
ノ
明
治
維
新
前

後
日
本
朝
野
ノ
耳
目
ニ
觸
レ
タ
ル
海
外
列
強
ノ
態
度
ハ
容
易
ナ
ラ
ザ
ル
モ
ノ
ヲ
感

ジ
タ
リ
。
國
内
ニ
於
テ
ハ
開
國
條
約
ヲ
繞
ル
攘
夷
派
ノ
反
對
行
動
等
ガ
原
因
ト
ナ

リ
テ
文
久
三
年
（
一
八
六
三
年
）
ニ
ハ
英
國
艦
隊
ガ
鹿
兒
島
ヲ
砲
擊
シ
翌
元
治
元

年
（
一
八
六
四
年
）
ニ
ハ
英
米
佛
蘭
四
國
艦
隊
ガ
下
關
ヲ
砲
擊
上
陸
ス
ル
ア
リ
或

ハ
文
久
元
年
（
一
八
六
一
年
）
露
艦
ガ
對
馬
ニ
來
リ
テ
占
領
ヲ
企
ツ
ル
ア
リ
隣
國

清
國
ニ
於
テ
ハ
一
八
五
七
年
來
英
佛
聯
合
軍
ガ
南
北
ニ
清
軍
ヲ
敗
リ
明
治
十
六
年

（
一
八
八
三
年
）
ニ
ハ
佛
國
ガ
安
南
ヲ
保
護
國
ト
シ
越
ヘ
テ
十
九
年
（
一
八
八
六 

年
）
ニ
ハ
英
國
ガ
緬
甸
ヲ
完
全
ニ
併
セ
明
治
二
十
三
年
（
一
八
九
〇
年
）
ニ
ハ
露

國
ガ
西
比
利
亞
鐵
道
ノ
起
工
ヲ
行
ヘ
リ
。
又
歐
米
ト
ノ
交
通
頻
繁
ト
ナ
ル
ニ
從
ヒ

見
聞
ス
ル
列
強
ノ
文
物
ハ
何
レ
モ
朝
野
ノ
耳
目
ヲ
衝
動
ス
ル
モ
ノ
ノ
ミ
ナ
リ
シ
カ

バ
茲
ニ
朝
野
ハ
歐
米
ノ
文
物
ヲ
攝
取
シ
テ
日
本
ノ
植
民
地
化
ヲ
防
止
セ
ザ
ル
ベ
カ

ラ
ズ
ト
痛
感
セ
リ
。「
富
國
強
兵
」
ト
ハ
斯
カ
ル
時
代
思
想
ヲ
端
的
ニ
表
現
ス
ル
モ

ノ
ナ
リ
。
科
學
時
代
ノ
國
防
ハ
一
ニ
國
内
工
業
力
ノ
發
展
ニ
俟
ツ
モ
ノ
ナ
レ
バ
官

民
擧
ゲ
テ
工
業
ノ
發
展
ニ
意
ヲ
注
ギ
始
メ
タ
リ
。
換
言
ス
レ
バ
外
國
資
本
主
義
ノ

壓
迫
ヨ
リ
免
レ
ン
爲
ニ
自
國
ノ
資
本
主
義
化
ヲ
出
來
得
ル
限
リ
速
カ
ニ
促
進
セ
ン

ト
セ
リ
。
コ
レ
本
邦
ノ
産
業
ガ
勢
ヒ
軍
國
主
義
的
性
格
ヲ
採
ラ
ザ
ル
ヲ
得
ザ
リ
シ

所
以
ニ
シ
テ
又
政
府
ガ
資
本
主
義
ノ
發
達
ヲ
進
ン
デ
協
力
助
長
セ
ル
事
由
ナ
リ
。

　
　
　

不
平
等
條
約
ノ
撤
廢

「
富
國
強
兵
」
ニ
依
リ
テ
獨
立
ヲ
全
ウ
セ
ン
ト
碎
身
セ
ル
本
邦
官
民
ニ
ト
リ
テ

忍
ブ
ベ
カ
ラ
ズ
ト
感
ジ
タ
ル
モ
ノ
又
ソ
ノ
障
害
ナ
リ
ト
感
ジ
タ
ル
モ
ノ
ハ
不
平
等

條
約
ノ
存
在
ナ
リ
。
安
政
元
年
（
一
八
五
四
年
）
ノ
日
米
和
親
條
約
ハ
本
邦
最
初

ノ
條
約
ナ
リ
シ
モ
之
ニ
ハ
無
條
件
最
惠
國
待
遇
ヲ
米
國
及
米
國
民
ニ
與
フ
ル
規
定

ア
リ
シ
ノ
ミ
ナ
リ
シ
ガ
次
イ
デ
結
バ
レ
タ
ル
同
年
ノ
日
英
約
定
、
同
二
年
ノ
日
魯

通
好
條
約
、翌
三
年
ノ
日
蘭
條
約
ニ
ハ
夫
々
ア
ル
程
度
ノ
治
外
法
權
ヲ
與
ヘ
タ
リ
。

更
ニ
安
政
五
年
（
一
八
五
八
年
）
ノ
米
蘭
魯
英
佛
ト
ノ
修
好
通
商
條
約
ニ
於
テ
ハ

領
事
裁
判
權
ノ
許
與
ヲ
明
規
シ
最
惠
國
條
款
ヲ
無
條
件
ニ
認
メ
相
手
國
國
民
及
船

舶
ノ
渡
來
ノ
際
ノ
便
宜
ノ
ミ
ヲ
規
定
シ
貿
易
章
程
ニ
於
テ
輸
入
品
ヲ
無
税
、
從
價

五
分
、
從
價
三
割
五
分
、
從
價
二
割
ノ
四
種
ノ
課
税
品
ニ
分
類
セ
リ
。
コ
ノ
所
謂

安
政
五
ケ
國
條
約
ニ
次
ギ
葡
・
普
・
瑞
西
・
白
・
伊
・
丁
ノ
諸
國
ト
夫
々
修
好
通

商
條
約
ヲ
結
ベ
リ
。
而
シ
テ
慶
應
二
年
（
一
八
六
六
年
）
英
米
佛
蘭
ト
結
ベ
ル
改

税
約
書
ニ
依
リ
從
價
五
分
ヲ
標
準
ト
ス
ル
從
量
税
ト
無
税
品
目
ノ
增
加
ヲ
協
定
シ
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是
等
ハ
四
國
以
外
ノ
條
約
國
ニ
モ
最
惠
國
條
約（
款
ヵ
）ニ

依
リ
テ
均
霑
セ
ラ
レ
タ
リ
。 

斯
ク
ノ
如
キ
幕
末
ノ
諸
條
約
ハ
ソ
ノ
儘
明
治
新
政
府
ニ
繼
承
サ
レ
明
治
二
年

（
一
八
六
九
年
）
ノ
獨
及
墺
ト
ノ
通
商
修
好
條
約
ニ
繰
返
サ
レ
是
等
ニ
規
定
サ
レ

從
來
認
メ
ラ
レ
ザ
リ
シ
特
典
モ
亦
最
惠
國
條
款
ニ
依
リ
テ
安
政
條
約
國
群
ニ
均
霑

サ
レ
タ
リ
。

敍
上
ノ
如
キ
不
平
等
條
約
ノ
存
在
ハ
卽
チ
日
本
ガ
獨
立
國
タ
ル
ノ
地
位
ニ
在
ラ

ザ
ル
證
左
ナ
ル
ヲ
以
テ
明
治
新
政
府
ハ
ソ
ノ
改
正
ヲ
以
テ
對
外
政
策
ノ
首
位
ニ
置

キ
明
治
初
年
ノ
開
國
ノ
御
沙
汰
書
ニ
モ
之
ヲ
謳
ヒ
給
フ
ト
共
ニ
新
政
匇
々
ノ
明
治

四
年
（
一
八
七
一
年
）
ニ
ハ
右
大
臣
岩
倉
具󠄁
視
ガ
歐
米
ニ
派
遣
セ
ラ
レ
テ
條
約
改

正
ニ
關
シ
テ
關
係
各
國
ニ
提
案
ス
ル
所
ア
リ
タ
リ
。
而
シ
テ
コ
ノ
治
外
法
權
ノ
撤

廢
關
税
自
主
權
ノ
回
復
偏
務
的
諸
條
項
ノ
改
正
ハ
明
治
外
交
四
十
四
年
ニ
亙
ル
大

業
ナ
リ
シ
ト
共
ニ
法
律
經
濟
社
會
ソ
ノ
他
明
治
新
政
百
般
ノ
改
革
ノ
大
動
力
タ
リ

シ
モ
ノ
ナ
リ
。
明
治
中
葉
コ
ノ
條
約
改
正
ノ
業
ニ
外
務
大
臣
ト
シ
テ
盡
力
シ
ソ
ノ

爲
不
平
派
ニ
依
リ
テ
隻
脚
ヲ
奪
ハ
レ
タ
ル
大
隈
重
信
ハ
曾
テ
コ
ノ
間
ノ
事
情
ヲ
盡

シ
テ
曰
ク
「
我
カ
國
ノ
總
ベ
テ
ノ
改
良
ハ
國
民
ノ
必
要
ヨ
リ
モ
寧
ロ
國
際
上
ノ
必

要
ヨ
リ
生
ジ
タ
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
之
ヲ
惡
言
セ
ン
カ
外
國
崇
拜
主
義
ナ
レ
ド
モ
其
ノ

實
ハ
正
反
對
ナ
リ
。
是
レ
嘗
テ
日
本
國
民
ノ
共
通
ノ
精
神
タ
リ
シ
鎖
國
攘
夷
ノ
主

義
ヨ
リ
一
變
シ
テ
我
ガ
國
ヲ
世
界
ノ
文
明
國
ト
等
シ
カ
ラ
シ
メ
名
實
兩
ツ
ナ
ガ
ラ

完
全
ナ
ル
獨
立
國
ト
爲
シ
以
テ
外
國
ノ
壓
迫
ヲ
除
カ
ン
ト
ス
ル
愛
國
的
精
神
ヨ
リ

出
デ
タ
ル
モ
ノ
ナ
リ
。
我
ガ
國
ノ
獨
立
ヲ
傷
ツ
ケ
ツ
ツ
ア
ル
不
對
等
ノ
條
約
ヲ
改

正
セ
ン
ガ
爲
ニ
ハ
如
何
ナ
ル
困
難
如
何
ナ
ル
犧
牲
モ
敢
テ
避
ケ
ザ
ル
ノ
決
心
ハ
是

レ
維
新
以
後
ニ
於
ケ
ル
百
般
ノ
進
步
ノ
原
動
力
ナ
リ
。
外
交
ノ
爲
ニ
幕
府
モ
滅
ビ

封
建
モ
滅
ビ
タ
レ
ド
モ
獨
リ
不
利
益
不
名
譽
ナ
ル
條
約
之
存
ス
ル
コ
ト
ア
ル
ヲ
以

テ
之
ヲ
改
正
セ
ン
ト
ス
ル
國
民
ノ
熱
心
ハ
總
ベ
テ
ノ
文
明
的
運
動
ノ
中
心
ト
爲
リ

今
日
ノ
法
律
敎
育
兵
制
及
殖
産
興
業
ノ
隆
盛
ヲ
見
ル
ニ
至
リ
タ
ル
次
第
ナ
リ
（
１
）」ト

。

寔
ニ
當
時
ノ
日
本
朝
野
ハ
内
外
ノ
施
策
一
ニ
條
約
改
正
ノ
爲
ナ
ル
ヤ
ノ
感
ス
ラ
ア

リ
テ
鹿
鳴
館
ニ
朝
野
ノ
貴
紳
ガ
馴
レ
ヌ
洋
裝
ニ
テ
舞
踏
ヲ
行
ヒ
以
テ
西
歐
人
ノ
歡

心
ヲ
求
メ
法
典
ノ
編
纂
ヲ
急
ギ
テ
文
明
國
ノ
體
裁
ヲ
整
フ
ル
爲
民
法
典
ヲ
定
ム
ル

ニ
佛
民
法
ノ
直
譯
ヲ
以
テ
セ
ン
ト
シ
タ
ル
ガ
如
キ
何
レ
モ
ソ
ノ
例
ナ
リ
。

コ
ノ
不
平
等
條
約
ノ
存
在
ハ
治
外
法
權
等
ノ
條
項
ガ
國
家
ノ
自
由
獨
立
ヲ
傷
ケ

居
リ
タ
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
關
税
自
主
權
ヲ
有
セ
ザ
ル
コ
ト
無
條
件
最
惠
國
條
款
ノ
存

在
等
ガ
本
法
工
業
ノ
發
展
ヲ
阻
害
ス
ル
結
果
ヲ
齎
セ
リ
。
卽
チ
開
國
ニ
ヨ
リ
突
如

ト
シ
テ
先
進
歐
米
資
本
主
義
ト
ノ
競
爭
ヲ
餘
儀
ナ
ク
セ
ラ
レ
タ
ル
本
邦
工
業
界
ハ

何
レ
ノ
後
進
工
業
國
ニ
於
テ
モ
然
ル
ガ
如
ク
政
府
ノ
保
護
政
策
ヲ
必
要
ト
シ
ソ
ノ

有
力
ナ
ル
手
段
ト
シ
テ
保
護
關
税
ヲ
求
メ
タ
リ
。
政
府
モ
亦
上
述
セ
ル
「
富
國
強

兵
」
ノ
立
場
ヨ
リ
ソ
ノ
保
護
ヲ
圖
ラ
ン
ト
シ
タ
ル
モ
コ
ノ
關
税
自
主
權
ノ
喪
失
ニ

ヨ
リ
保
護
關
税
政
策
ニ
依
ル
ヲ
得
ズ
補
助
金
政
策
等
ノ
關
税
以
外
ノ
手
段
ニ
依
ル

ヲ
餘
儀
ナ
ク
セ
ラ
レ
タ
リ
。
卽
チ
關
税
自
主
權
ノ
喪
失
ハ
當
時
ノ
本
邦
ト
シ
テ
ハ

近
代
軍
備
ヲ
整
備
シ
テ
植
民
地
化
ヲ
防
止
セ
ン
ト
ス
ル
ニ
モ
障
碍
ト
ナ
レ
リ
。
要

ス
ル
ニ
不
平
等
條
約
ノ
存
在
ハ
明
治
政
府
四
十
四
年
ノ
間
名
實
共
ニ
堪
エ
ラ
レ
ザ

ル
苦
痛
ヲ
官
民
ニ
與
ヘ
タ
ル
モ
ノ
ナ
リ
。

從
ツ
テ
明
治
新
政
府
ハ
始
政
匇
々
明
治
元
年
十
二
月
（
一
八
六
九
年
二
月
）
早

ク
モ
英
米
佛
等
六
國
公
使
ニ
條
約
改
正
ノ
意
ア
ル
ヲ
申
出
デ
翌
二
年
ニ
ハ
條
約
改

正
ノ
調
査
ニ
從
事
ス
ベ
キ
旨
外
國
官
ニ
達
セ
ラ
レ
同
年
及
四
年
ニ
ハ
澤
外
務
卿
ヨ
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リ
英
國
公
使
ニ
改
正
交
涉
開
始
ノ
意
ヲ
通
告
シ（
２
）、

同
四
年
ヨ
リ
六
年
ニ
亙
リ
テ
ハ

岩
倉
右
大
臣
歐
米
諸
國
ヲ
歷
訪
シ
テ
各
國
ノ
意
嚮
ヲ
聽
取
セ
リ
。
斯
ク
テ
寺
島
外

務
卿
ハ
本
邦
當
時
ノ
現
狀
ヲ
考
慮
シ
先
ヅ
關
税
自
主
權
ノ
ミ
ヲ
回
復
セ
ン
ト
シ
テ

明
治
九
年
英
國
ニ
交
涉
セ
シ
モ
成
ラ
ズ
。
次
ノ
井
上
外
務
卿
ハ
之
ニ
反
シ
法
權
問

題
ヲ
モ
併
合
シ
テ
明
治
十
三
年
英
國
側
ニ
交
涉
シ
、
ソ
ノ
提
案
セ
ル
豫
備
會
議
ニ

於
テ
關
係
各
國
ニ
諮
リ
タ
ル
ガ
曲
折
ア
リ
タ
ル
後
明
治
二
十
年
ニ
至
リ
テ
一
致
點

ニ
到
達
セ
リ
。
ソ
ノ
内
容
ハ
内
地
開
放
、
法
典
公
布
及
條
約
國
ニ
對
ス
ル
其
ノ
事

前
通
告
、
外
人
裁
判
官
ノ
任
用
等
ヲ
認
ム
ル
モ
ノ
ナ
リ
シ
カ
バ
税
權
ハ
回
復
セ
ラ

レ
ズ
協
定
税
率
ニ
ヨ
リ
輸
入
税
ガ
平
均
一
割
ニ
上
リ
タ
ル
ニ
過
ギ
ズ
國
内
ノ
反
對

激
烈
ニ
シ
テ
ソ
ノ
マ
マ
ト
ナ
レ
リ
。
次
ノ
外
務
大
臣
大
隈
重
信
ハ
從
來
ノ
列
國
會

議
方
針
ヲ
廢
シ
テ
國
別
談
判
ノ
方
法
ニ
ヨ
リ
且
外
國
人
判
（
マ
マ
）官
ヲ
大
審
院
ニ
置
キ

外
國
人
ノ
被
告
タ
ル
場
合
ノ
最
終
裁
判
ニ
參
與
セ
シ
メ
ン
ト
ス
ル
モ
ノ
ナ
リ
シ
處

米
獨
兩
國
ハ
何
レ
モ
之
ニ
贊
意
ヲ
表
シ
調
印
マ
デ
了
シ
タ
ル
モ
英
國
ハ
之
ニ
同
ゼ

ズ
且
外
國
人
法
官
ヲ
認
ム
ル
點
ニ
輿
論
ノ
反
對
ヲ
受
ケ
大
隈
大
臣
ハ
要
擊
セ
ラ
レ

テ
隻
脚
ヲ
失
フ
ニ
至
レ
リ
。

明
治
二
十
二
年
青
木
外
務
大
臣
新
任
セ
ラ
ル
ル
ヤ
條
約
改
正
ニ
關
シ
テ
從
來
ノ

微
溫
的
方
針
ヲ
廢
シ
外
國
人
法
官
ヲ
任
用
セ
ズ
法
典
ノ
編
纂
公
布
ヲ
外
國
ニ
豫
約

セ
ズ
居
留
地
外
ニ
於
ケ
ル
不
動
産
ノ
所
有
權
ヲ
外
國
人
ニ
許
與
セ
ズ
且
外
國
人
取

扱
上
特
殊
ノ
制
限
ヲ
設
ク
ル
コ
ト
ア
ル
ベ
シ
ト
ノ
原
則
ヲ
定
メ
英
國
ト
交
涉
ス
ル

所
ア
リ
タ
ル
ガ
二
十
四
年
露
國
皇
太
子
狙
擊
事
件
ニ
ヨ
リ
頓
挫
ス
。
榎
本
外
務
大

臣
時
代
ハ
表
面
化
セ
ル
發
展
ヲ
見
ザ
リ
シ
モ
條
約
改
正
調
査
委
員
會
ノ
設
立
ア
リ

明
治
天
皇
ヨ
リ
「
朕
卽
位
以
來
内
治
百
般
ノ
事
粗
々
緒
ニ
就
ク
モ
外
政
未
ダ
擧
ラ

ザ
ル
モ
ノ
ア
リ
惟
フ
ニ
條
約
改
正
ハ
中
興
ノ
鴻
業
ニ
隨
伴
シ
國
權
ノ
大
本
ニ
關
繫

ス
朕
ハ
我
臣
民
ト
倶
ニ
條
約
改
正
ノ
成
局
ヲ
望
ム
ヤ
切
ナ
リ
」
ト
ノ
勅
語
ヲ
賜
ハ

レ
リ
。
間
モ
ナ
ク
陸
奧
宗
光
外
務
大
臣
ト
ナ
ル
ニ
及
ビ
從
來
ノ
過
渡
的
方
針
ヲ
改

メ
テ
平
等
相
互
主
義
ニ
ヨ
リ
テ
改
正
交
涉
ニ
着
手
シ
明
治
二
十
六
年
英
國
ト
ノ
間

ニ
折
衝
ヲ
開
始
遂
ニ
翌
二
十
七
年
七
月
十
六
日
宿
望
ス
ル
所
ニ
庶
キ
通
商
航
海
條

約
調
印
セ
ラ
レ
タ
リ
。
之
ニ
ヨ
リ
開
國
以
來
ノ
懸
案
タ
リ
シ
領
事
裁
判
權
ノ
撤
廢

ヲ
見
居
留
地
ニ
於
テ
モ
外
國
人
ノ
不
動
産
所
有
權
ヲ
認
メ
ズ
之
ニ
代
ヘ
旣
得
權
尊

重
ノ
趣
旨
ヲ
以
テ
永
代
借
地
權
ヲ
有
效
ナ
ル
モ
ノ
ト
シ
テ
確
認
シ
相
手
方
締
約
國

人
ノ
通
商
上
ノ
權
利
特
典
ノ
規
定
ヲ
双
務
的
ト
シ
又
最
惠
國
條
款
ヲ
モ
双
務
的
ト

ナ
シ
タ
ル
ト
共
ニ
從
來
法
權
撤
廢
ノ
擔
保
ト
シ
テ
關
係
國
側
ヨ
リ
主
張
セ
ル
法
典

實
施
ニ
關
ス
ル
豫
約
ヲ
モ
認
メ
ズ
唯
條
約
ノ
實
施
ヲ
調
印
五
年
後
ト
ナ
シ
、
ソ
ノ

間
ニ
法
典
實
施
ノ
準
備
ヲ
完
成
ス
ル
コ
ト
ト
シ
タ
リ
。
然
レ
ド
モ
關
税
自
主
權
ハ

未
ダ
完
全
ニ
回
復
セ
ラ
レ
ズ
舊
條
約
ノ
五
分
率
ヨ
リ
一
割
乃
至
一
割
五
分
ノ
引
上

ヲ
認
メ
ラ
レ
タ
ル
ニ
止
マ
リ
依
然
制
限
ヲ
免
レ
ザ
リ
キ
。
英
國
ト
ノ
條
約
改
正
成

ル
ニ
從
ヒ
同
趣
旨
ヲ
以
テ
明
治
二
十
七
年
ニ
ハ
米
國
ト
ノ
間
ニ
新
通
商
航
海
條
約

成
リ
露
伊
佛
獨
ト
モ
相
次
イ
デ
調
印
ヲ
了
セ
リ
。

斯
ク
テ
日
本
ガ
開
國
以
來
制
限
セ
ラ
レ
タ
ル
主
權
ノ
回
復
ハ
各
條
約
ノ
實
施
期

日
タ
ル
明
治
三
十
二
年
七
月
ヲ
以
テ
先
ヅ
領
事
裁
判
權
ノ
廢
止
ニ
ヨ
リ
第
一
歩
ヲ

印
セ
ル
ガ
ソ
ノ
間
改
正
交
涉
ト
共
ニ
常
ニ
問
題
ト
ナ
リ
タ
ル
法
典
編
纂
事
業
モ

着
々
進
捗
シ
民
法
商
法
共
先
ヅ
明
治
二
十
三
年
第
一
次
ノ
完
成
公
布
ヲ
見
タ
ル
モ

外
國
法
ノ
模
倣
ナ
リ
シ
爲
國
内
ノ
非
難
ヲ
買
ヒ
商
法
ノ
一
部
ヲ
除
キ
テ
ソ
ノ
實
施

ヲ
見
ズ
ニ
葬
ラ
レ
シ
モ
二
十
九
年
ニ
民
法
ノ
一
部
三
十
一
年
六
月
ニ
ハ
民
法
全
部
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ノ
完
成
公
布
ヲ
見
翌
七
月
ヨ
リ
施
行
セ
ラ
レ
商
法
亦
前
草
案
ヲ
修
正
ノ
上
三
十
二

年
六
月
ヨ
リ
施
行
セ
ラ
レ
民
事
訴
訟
法
亦
二
十
四
年
一
月
ヨ
リ
實
施
ヲ
見
タ
リ
。

又
之
ニ
伴
フ
關
税
法
ノ
改
正
ニ
付
テ
ハ
三
十
年
三
月
關
税
定
率
法
ノ
發
布
ア
リ
三 

十
二
年
ヨ
リ
實
施
サ
レ
タ
ル
ガ
右
ニ
依
レ
バ
輸
出
税
ノ
全
廢
輸
入
品
四
百
九
十
七

目
ニ
對
ス
ル
五
分
乃
至
四
割
ノ
關
税
ヲ
賦
課
ス
ル
コ
ト
ト
ナ
レ
リ
。
然
レ
ド
モ
關

税
制
度
ニ
付
テ
ハ
未
ダ
完
全
ニ
自
主
性
ヲ
獲
得
シ
得
ズ
毛
絲
、
鐵
等
本
邦
重
要
輸

入
品
多
數
ニ
最
高
一
割
五
分
通
例
一
割
ノ
協
定
税
率
ガ
殘
サ
レ
且
コ
ノ
協
定
税
率

ガ
從
量
税
ト
サ
レ
タ
ル
爲
物
價
騰
貴
ニ
依
ル
輸
入
價
格
ノ
增
大
ニ
モ
拘
ラ
ズ
輸
入

税
額
ヲ
增
加
セ
シ
メ
得
ズ
又
歐
米
先
進
國
産
業
ト
ノ
競
爭
ニ
對
シ
テ
生
育
過
程
ニ

ア
ル
本
邦
工
業
ヲ
保
護
シ
得
ザ
リ
キ
。
サ
レ
バ
コ
ノ
種
條
約
實
施
ヨ
リ
十
二
年
ニ

亙
ル
有
效
期
間
ノ
終
了
セ
ン
ト
ス
ル
ヤ
明
治
四（
四
十
二
ヵ
）

十
一
年
（
一
九
〇
九
年
）
十
月
條

約
改
正
準
備
委
員
會
ヲ
シ
テ
諸
般
ノ
調
査
ヲ
了
シ
議
會
ニ
諮
リ
テ
關
税
定
率
改
正

案
及
外
國
人
土
地
所
有
法
案
ノ
協
贊
ヲ
經
タ
ル
後
翌
明
治
四
十
三
年
二
月
取
敢
ヘ

ズ
英
國
政
府
ノ
意
嚮
ヲ
打
診
シ
四
月
新
條
約
案
ヲ
英
國
政
府
ニ
提
出
セ
リ
。
改
正

談
判
中
最
モ
困
難
ナ
リ
シ
ハ
關
税
問
題
ニ
シ
テ
我
ハ
國
定
税
率
主
義
ヲ
原
則
ト
シ

例
外
的
ニ
互
惠
關
税
協
定
主
義
ヲ
採
ル
以
上
自
由
貿
易
主
義
ノ
英
國
ニ
對
シ
テ
ハ

最
惠
國
待
遇
ヲ
與
フ
ル
ノ
外
ナ
シ
ト
セ
ル
ニ
對
シ
彼
ハ
自
由
貿
易
主
義
ノ
下
ニ
日

本
品
ニ
對
シ
現
ニ
寬
大
ナ
ル
待
遇
ヲ
與
ヘ
居
ル
ヲ
以
テ
日
本
モ
英
國
ノ
重
要
輸
出

品
ニ
關
シ
協
定
税
率
ヲ
設
ク
ベ
シ
ト
主
張
シ
特
ニ
英
國
側
ハ
關
税
問
題
ニ
シ
テ
滿

足
ナ
ル
解
決
ヲ
得
ズ
ン
バ
タ
ト
ヒ
他
ノ
事
項
ニ
關
シ
解
決
ヲ
見
ル
モ
條
約
ニ
調
印

シ
難
シ
ト
ナ
シ
我
ニ
於
テ
ハ
自
由
貿
易
ヲ
採
用
セ
ル
英
國
ト
ノ
關
税
協
定
ハ
我
國

ニ
對
ス
ル
片
務
的
協
定
ヲ
繼
續
ス
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
宿
望
タ
ル
税
權
回
復
ノ
目
的
ヲ

達
セ
ザ
ル
モ
ノ
ト
シ
テ
極
力
之
ヲ
避
ケ
商
議
ノ
爲
ニ
中
絶
ス
ル
ノ
姿
ヲ
モ
見
タ
ル

ガ
此
ノ
間
ニ
處
シ
加
藤
駐
英
大
使
ヨ
リ
ノ
進
言
モ
ア
リ
我
カ
政
府
ニ
於
テ
ハ
我
國

外
交
政
策
當
時
ノ
骨
子
タ
ル
日
英
同
盟
ノ
情
誼
ニ
惡
影
響
ヲ
及
ボ
ス
ガ
如
キ
事
態

ヲ
防
止
ス
ル
ノ
見
地
ヨ
リ
英
國
ヨ
リ
ノ
若
干
ノ
重
要
輸
入
品
ニ
對
シ
我
ガ
税
率
ヲ

協
定
シ
他
方
我
ヨ
リ
ノ
輸
出
品
若
干
ニ
對
シ
彼
ヲ
シ
テ
無
税
据
置
ヲ
約
セ
シ
ム
ル

等
ノ
方
式
ニ
ヨ
リ
テ
双
方
ノ
主
張
ヲ
調
和
ス
ル
コ
ト
ト
ナ
リ
斯
ク
テ
税
權
ノ
回
復

ハ
政
府
當
初
ノ
方
針
ヲ
貫
徹
シ
得
ザ
リ
シ
モ
舊
條
約
ノ
如
ク
全
ク
我
方
ニ
テ
片
務

的
拘
束
ヲ
受
ク
ル
モ
ノ
ト
異
リ
英
國
ニ
對
シ
テ
モ
亦
我
方
若
干
品
ニ
對
シ
無
税
据

置
ヲ
爲
ス
ベ
キ
拘
束
ヲ
加
ヘ
形
式
上
ハ
双
務
的
關
係
ヲ
示
ス
コ
ト
ト
ナ
レ
リ
。
又

沿
岸
貿
易
權
ノ
回
復
モ
大
體
成
功
ヲ
見
タ
ル
モ
永
代
借
地
權
ヲ
所
有
權
ニ
變
更
セ

ン
ト
ス
ル
案
ハ
解
決
ヲ
見
ル
ニ
至
ラ
ザ
リ
キ
。
然
レ
ド
モ
一
應
本
交
涉
ニ
ヨ
リ
我

方
ハ
關
税
自
主
權
ノ
回
復
ニ
成
功
シ
明
治
四
十
四
年
（
一
九
一
一
年
）
四
月
三
日

新
日
英
通
商
航
海
條
約
ノ
調
印
ヲ
了
セ
リ
。
コ
レ
ト
前
後
シ
テ
同
年
中
ニ
米
・
西
・

瑞
典
・
諾
・
瑞
西
・
獨
・
佛
各
國
ト
モ
新
通
商
條
約
ノ
調
印
ア
リ
開
國
以
來
ノ
懸

案
タ
リ
シ
税
權
ノ
回
復
ハ
一
應
茲
ニ
成
就
セ
ラ
レ
タ
リ
。
尤
モ
永
代
借
地
權
制
度

ガ
解
消
セ
ラ
レ
タ
ル
ハ
昭
和
十
二
年
（
一
九
三
七
年
）
各
國
ト
交
換
セ
ル
公
文
ニ

ヨ
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
昭
和
十
七
年
（
一
九
四
二
年
）
四
月
ナ
リ
キ
。

第
二
章　

東
亞
保
全
政
策
ノ
展
開
ニ
ヨ
ル
獨
立
ノ
維
持

　
　
　

朝
鮮
問
題

所
謂
帝
國
主
義
時
代
ノ
漸
ク
降
盛
ニ
向
ハ
ン
ト
ス
ル
時
ニ
開
國
セ
ル
日
本
ハ
上
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述
セ
ル
如
ク
國
際
社
會
ニ
於
テ
完
全
ナ
ル
主
權
國
ト
シ
テ
遇
セ
ラ
ル
ル
事
ナ
ク
名

實
共
ニ
ソ
ノ
束
縛
ニ
苦
シ
メ
ル
ガ
之
ト
同
時
ニ
進
ン
デ
自
國
ノ
植
民
地
化
ヲ
防
止

ス
ル
爲
内
外
ニ
對
策
ヲ
講
ズ
ル
ヲ
餘
儀
ナ
ク
セ
ラ
レ
タ
リ
。
内
ニ
ア
リ
テ
ハ
所
謂

富
國
強
兵
ノ
旗
幟
ノ
下
ニ
近
代
工
業
ノ
發
展
ニ
努
力
セ
ル
ハ
先
ニ
述
ベ
タ
ル
所
ナ

ル
ガ
外
ニ
ア
リ
テ
ハ
進
ン
デ
國
防
ノ
安
危
ヲ
周
邊
隣
接
地
域
ノ
遠
キ
ニ
置
ケ
リ
。

ソ
ノ
第
一
ハ
當
時
地
域
的
ニ
最
モ
近
接
セ
ル
朝
鮮
ニ
關
ス
ル
モ
ノ
ナ
リ
。

朝
鮮
ト
本
邦
ト
ノ
關
係
ハ
ソ
ノ
源
ヲ
古
代
ニ
遡
リ
得
ベ
ク
爾
來
朝
鮮
ヨ
リ
本
邦

ニ
來
朝
又
ハ
歸
化
セ
ル
モ
ノ
ハ
頗
ル
多
ク
而
シ
テ
亞
細
亞
大
陸
ニ
於
ケ
ル
儒
教
佛

教
以
下
ノ
諸
文
化
ハ
何
レ
モ
朝
鮮
人
ノ
手
ニ
ヨ
リ
テ
本
邦
ニ
傳
ヘ
ラ
レ
タ
リ
。
然

レ
ド
モ
之
ト
共
ニ
大
陸
ヨ
リ
ス
ル
武
力
ノ
脅
威
モ
亦
同
地
ヨ
リ
來
レ
ル
モ
ノ
ニ
シ

テ
十
三
世
紀
ノ
末
葉
蒙
古
軍
ノ
來
襲
セ
ル
モ
此
ノ
方
面
ヨ
リ
對
馬
ヲ
經
テ
九
州
北

岸
ヲ
侵
セ
リ
。
明
治
ノ
新
政
成
ル
ト
共
ニ
間
モ
ナ
ク
政
府
ハ
朝
鮮
ニ
對
シ
テ
久
シ

キ
ニ
亙
リ
中
絶
セ
ル
修
好
ノ
回
復
ヲ
希
望
セ
リ
。
之
ニ
對
シ
朝
鮮
ニ
於
テ
ハ
當
時

排
外
鎖
國
ノ
武
斷
政
治
行
ハ
レ
西
教
撲
滅
ヲ
布
告
シ
テ
佛
國
天
主
教
徒
ヲ
殺
戮
シ

ソ
ノ
爲
來
攻
セ
ル
佛
國
艦
隊
ヲ
退
ケ
タ
ル
等
ノ
事
ア
リ
タ
ル
際
ト
テ
文
書
ノ
體
式

異
例
等
ヲ
擧
ゲ
テ
應
ゼ
ザ
ル
コ
ト
五
歳
餘
且
我
ガ
居
留
民
ヲ
排
斥
ス
ル
等
ノ
コ
ト

ア
リ
シ
カ
バ
本
邦
朝
野
ニ
於
テ
ハ
所
謂
征
韓
論
起
リ
テ
成
立
匇
々
ノ
明
治
政
府
ヲ

搖
ガ
セ
リ
。
朝
鮮
征
ス
ベ
シ
ト
ス
ル
ハ
時
ノ
參
議
西
鄕
隆
盛
ノ
主
唱
ニ
シ
テ
彼
ハ

「
今
日
ノ
御
國
情
ニ
相
成
候
テ
ハ
所
詮
無
事
ニ
可
相
濟
事
モ
無
之
、
畢
竟
ハ
露
國

ト
戰
爭
ニ
相
成
候
外
無
之
、
愈
々
戰
爭
ニ
御
決
著
ニ
相
成
候
テ
ハ
、
直
ニ
軍
略
ニ

テ
取
運
ビ
不
申
バ
不
相
成
、
只
今
北
海
道
ヲ
保
護
シ
、
夫
ニ
テ
露
國
ニ
對
峙
可
相

成
哉
、サ
ス
レ
バ
彌
以
テ
朝
鮮
ノ
事
御
取
運
ビ
ニ
相
成
リ
」「
此
方
ヨ
リ
屹
度
一
歩
、

彼
地
ニ
踏
込
ン
デ
此
地
ヲ
護
衞
セ
ネ
バ
ナ
ラ
ヌ
」
ト
ナ
シ
當
時
漸
ク
東
方
發
展
ヲ

策
シ
居
リ
タ
ル
帝
政
露
西
亞
ノ
脅
威
ヲ
進
ン
デ
防
止
ス
ベ
シ
ト
ノ
對
外
的
理
由
ト

「
内
亂
ヲ
冀
フ
心
ヲ
外
ニ
移
シ
テ
國
ヲ
興
ス
ノ
遠
略
」
ヲ
計
ラ
ン
ト
ス
ル
對
内
的

理
由
ヨ
リ
所
謂
征
韓
派
ヲ
指
導
セ
リ
。
コ
レ
ニ
反
對
セ
ル
ハ
當
時
歐
米
ニ
使
シ
テ

歸
朝
セ
ル
岩
倉
具󠄁
視
ヲ
首
班
ト
セ
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
外
歐
米
文
明
ノ
富
強
ヲ
見
聞
シ

内
明
治
新
政
ノ
未
ダ
確
立
セ
ザ
ル
ヲ
顧
ル
時
徒
ラ
ニ
事
ヲ
外
ニ
構
ヘ
ズ
内
治
ノ
整

備
ヲ
ナ
ス
ベ
シ
ト
主
張
セ
リ
。
而
シ
テ
大
勢
ハ
征
韓
派
ノ
敗
ル
ル
所
ト
ナ
リ
爲
ニ

國
内
處
々
ニ
之
ヲ
不
滿
ト
ス
ル
モ
ノ
ノ
小
亂
ア
リ
明
治
十
年
初
ヨ
リ
西
鄕
隆
盛
ヲ

擁
シ
テ
勃
發
セ
ル
西
南
戰
爭
ニ
ヨ
ツ
テ
絶
頂
ニ
達
シ
四
萬
ノ
叛
徒
ガ
七
ケ
月
ニ
亙

リ
テ
抗
セ
ル
モ
同
年
秋
全
ク
靜
謐
ニ
歸
セ
リ
。

而
シ
テ
朝
鮮
ニ
對
ス
ル
經
略
ヲ
策
セ
ル
ハ
帝
政
露
西
亞
ナ
リ
シ
ガ
當
時
歷
史
的

傳
統
的
ニ
韓
國
ノ
藩
屬
ヲ
主
張
セ
ル
ハ
清
國
ニ
シ
テ
朝
鮮
マ
タ
我
ニ
對
ス
ル
ニ
清

國
ト
ノ
特
殊
關
係
ヲ
以
テ
ス
ル
コ
ト
屢
々
ナ
リ
シ
カ
バ
清
ト
朝
鮮
兩
國
ヲ
シ
テ
朝

鮮
ノ
自
主
獨
立
ノ
國
タ
ル
ヲ
宣
言
セ
シ
メ
以
テ
西
歐
勢
力
ノ
乘
ズ
ベ
キ
間
隙
ナ
カ

ラ
シ
メ
ン
ト
セ
リ
。
偶
々
朝
鮮
江
華
島
附
近
ニ
於
テ
我
國
軍
艦
ノ
砲
擊
セ
ラ
レ
タ

ル
事
件
ヲ
處
理
セ
ル
日
鮮
談
判
ニ
於
テ
日
鮮
修
好
條
約
成
リ
明
治
九
年
（
一
八
七 

六
年
）
二
月
調
印
ヲ
了
セ
ル
ガ
之
ニ
ヨ
リ
「
朝
鮮
國
ハ
自
主
ノ
邦
ニ
シ
テ
日
本
國

ト
平
等
ノ
權
ヲ
保
有
セ
リ
」
ト
ノ
宣
言
ヲ
行
ヘ
リ
。
然
レ
ド
モ
朝
鮮
ニ
於
ケ
ル
清

國
ノ
勢
力
ハ
依
然
タ
ル
モ
ノ
ア
リ
朝
鮮
内
ニ
於
テ
モ
開
化
守
舊
ノ
兩
派
ア
リ
テ
相

爭
ヒ
明
治
十
五
年
（
一
八
八
二
年
）
ニ
ハ
右
兩
派
ノ
抗
爭
ノ
餘
波
ヲ
受
ケ
テ
京
城

ノ
帝
國
公
使
館
ハ
亂
兵
ノ
襲
フ
所
ト
ナ
リ
ソ
ノ
結
果
同
年
ノ
所
謂
濟
物
浦
條
約
ニ

依
リ
テ
朝
鮮
ノ
謝
罪
ト
共
ニ
日
本
公
館
警
備
ノ
タ
メ
京
城
ニ
日
本
兵
員
若
干
ヲ
置
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ク
コ
ト
ト
ナ
レ
リ
。
此
ノ
京
城
兵
變
ニ
際
シ
清
國
亦
兵
ヲ
朝
鮮
ニ
入
レ
タ
ル
ガ
ソ

ノ
爲
明
治
十
七
年
ニ
ハ
京
城
ニ
於
テ
日
清
兩
國
兵
ノ
衝
突
ア
リ
又
暴
徒
ノ
爲
本
邦

官
民
ノ
傷
害
セ
ラ
ル
ル
コ
ト
ア
リ
テ
翌
十
八
年
一
月
ノ
日
鮮
漢
城
條
約
ニ
ヨ
リ
テ

一
應
日
鮮
間
ニ
解
決
ヲ
見
タ
ル
モ
ソ
ノ
由
來
ス
ル
所
ハ
一
ニ
清
國
ノ
對
鮮
政
策
ニ

ア
ル
ヲ
以
テ
朝
鮮
問
題
ニ
對
ス
ル
善
後
處
理
ノ
爲
日
清
間
ニ
天
津
條
約
締
結
セ
ラ

レ
日
清
兩
國
兵
ヲ
朝
鮮
ヨ
リ
撤
退
ス
ル
コ
ト
軍
事
教
練
ノ
爲
兩
國
ヨ
リ
教
官
ヲ
派

遣
セ
ザ
ル
コ
ト
及
將
來
兩
國
兵
ヲ
朝
鮮
ニ
派
遣
セ
ン
ト
ス
ル
時
ハ
互
ニ
「
行
文
知

照
」
ス
ル
コ
ト
等
ヲ
約
セ
リ
。
而
シ
テ
コ
ノ
間
ニ
處
セ
シ
日
本
政
府
ノ
方
針
ハ
カ

ノ
征
韓
論
排
セ
ラ
レ
テ
以
來
一
ニ
外
ニ
事
ヲ
構
フ
ル
コ
ト
ナ
キ
ヲ
念
ト
シ
天
津
ニ

於
ケ
ル
日
清
交
涉
ニ
於
テ
モ
彼
ガ
朝
鮮
ヲ
以
テ
清
國
附
屬
ノ
國
ト
ナ
ス
ト
論
ズ
ル

事
ヲ
避
ケ
當
面
ノ
問
題
處
理
ニ
專
ラ
ニ
シ
又
明
治
十
七
年
京
城
ノ
變
ニ
ヨ
リ
テ
本

邦
ニ
亡
命
セ
ル
朝
鮮
ノ
金
玉
均
等
ノ
追
放
ヲ
行
ハ
ン
ト
シ
或
ハ
之
ヲ
孤
島
ニ
放
チ

テ
以
テ
清
鮮
ニ
對
シ
テ
憚
リ
ア
リ
ト
ス
ラ
ナ
セ
リ
。

コ
ノ
間
ニ
ア
リ
テ
帝
政
露
西
亞
ハ
中
央
亞
細
亞
ニ
於
テ
勢
力
ヲ
伸
張
セ
ン
ト
シ

相
爭
ヒ
居
リ
又
國
内
的
ニ
ハ
皇
帝
暗
殺
事
件
等
ア
リ
テ
國
内
不
安
ナ
リ
シ
ト
雖
モ

一
應
東
方
進
出
ニ
付
テ
モ
心
ヲ
配
シ
明
治
二
十
二
年
ニ
ハ
慶
興
府
條
約
ヲ
締
結
シ

テ
露
韓
國
境
ノ
要
地
慶
興
府
ヲ
自
國
ノ
タ
メ
開
放
セ
シ
メ
又
露
國
公
使
ハ
朝
鮮
宮

廷
ニ
入
リ
テ
隱
然
タ
ル
勢
力
ヲ
扶
植
セ
リ
。
斯
ク
露
國
勢
力
ノ
朝
鮮
伸
張
ヲ
視
タ

ル
英
國
ハ
明
治
十
八
年
（
一
八
八
五
年
）
露
國
勢
力
專（
マ
マ
）制
ノ
爲
朝
鮮
海
峽
ノ
要
地

巨
文
島
ノ
軍
事
占
領
ヲ
行
ヘ
リ
。
之
ニ
關
シ
清
國
ニ
於
テ
ハ
清
國
ノ
屬
邦
タ
ル
朝

鮮
ノ
屬
地
ヲ
占
領
ス
ル
ニ
付
テ
ハ
一
時
的
ナ
レ
バ
差
支
ヘ
ナ
シ
ト
ナ
セ
リ
。
之
ヲ

聞
知
セ
ル
駐
清
露
國
公
使
ハ
英
國
ノ
巨
文
島
占
領
ヲ
清
國
政
府
ニ
シ
テ
承
認
セ
バ

露
國
モ
亦
朝
鮮
ノ
一
部
ヲ
占
領
ス
ル
用
意
ア
リ
ト
通
告
セ
ル
爲
清
國
ハ
英
國
ノ
巨

文
島
退
去
ヲ
要
請
シ
他
方
露
國
亦
英
國
ノ
撤
退
後
之
ヲ
狙
フ
モ
ノ
ニ
非
ズ
ト
ノ
言

明
ヲ
得
テ
明
治
二
十
年
英
軍
ノ
退
去
ヲ
見
タ
リ
。
其
後
朝
鮮
宮
廷
ニ
勢
力
ヲ
得
タ

ル
露
國
公
使
京
城
ヲ
去
ル
ニ
及
ビ
清
國
ハ
愈
々
朝
鮮
ヲ
屬
邦
視
シ
テ
隱
然
タ
ル
勢

力
ヲ
振
ヒ
斯
ク
テ
ソ
ノ
結
ル
所
遂
ニ
日
清
間
ニ
戰
鬭
ノ
交
フ
ル
ノ
餘
儀
ナ
キ
ニ
至

レ
リ
。

　
　
　

日
清
戰
爭

明
治
二
十
七
年
（
一
八
九
四
年
）
四
月
朝
鮮
ニ
東
學
黨
ト
稱
ス
ル
宗
教
團
體
ノ

反
亂
ア
リ
朝
鮮
ノ
官
兵
盡
ク
破
レ
テ
京
城
亦
危
殆
ニ
迫
レ
ル
爲
韓
國
政
府
ハ
援
兵

ヲ
請
ヒ
清
國
ハ
之
ニ
應
ジ
テ
出
兵
ス
ル
模
樣
ナ
ル
旨
京
城
北
京
天
津
及
芝
罘
等
ノ

各
出
先
官
憲
ヨ
リ
通
報
ア
リ
タ
ル
ヲ
以
テ
我
ガ
廟
議
ハ
濟
物
浦
條
約
ノ
趣
旨
ニ
ヨ

リ
我
ヨ
リ
モ
若
干
ノ
兵
員
派
遣
ヲ
必
要
ト
認
メ
ソ
ノ
準
備
ニ
着
手
セ
ル
處
間
モ
ナ

ク
清
國
政
府
ヨ
リ
天
津
條
約
ニ
遵
ヒ
朝
鮮
國
ヘ
派
兵
ノ
旨
行
文
知
照
來
リ
タ
ル
ヲ

以
テ
我
ヨ
リ
モ
兵
員
派
遣
ヲ
清
國
政
府
ニ
通
告
ス
ル
ト
共
ニ
清
側
照
會
文
中
「
保

護
屬
邦
」
ノ
語
ア
リ
シ
ヲ
以
テ
特
ニ
公
文
ヲ
送
リ
テ
日
本
政
府
ハ
未
ダ
曾
テ
朝
鮮

國
ヲ
以
テ
清
國
ノ
屬
邦
ト
認
メ
ズ
ト
抗
議
セ
リ
。
日
本
ノ
出
兵
ニ
對
シ
朝
鮮
及
清

國
兩
政
府
ハ
我
方
兵
員
ノ
入
鮮
ヲ
拒
否
セ
ン
ト
セ
リ
。
而
シ
テ
我
ガ
兵
入
京
ノ
頃

ニ
ハ
東
學
黨
ノ
亂
モ
略
々
鎭
定
ニ
歸
シ
タ
ル
如
ク
ナ
リ
シ
ガ
當
方
ニ
於
テ
ハ
朝
鮮

政
府
ノ
弊
政
ニ
シ
テ
革
ム
ル
所
ナ
ク
ン
バ
到
底
變
亂
ノ
再
起
ヲ
防
グ
ニ
由
ナ
ク
今

ニ
於
テ
ソ
ノ
禍
根
ヲ
絶
チ
永
ク
東
洋
平
和
ノ
維
持
ヲ
謀
ル
ハ
目
前
ノ
急
務
ナ
リ
ト

ノ
廟
議
決
シ
六
月
清
國
政
府
ニ
善
後
策
ヲ
提
議
セ
ル
モ
直
チ
ニ
拒
絶
セ
ル
ヲ
以
テ
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日
本
政
府
ニ
於
テ
ハ
一
面
ニ
ハ
清
國
政
府
ニ
向
ヒ
テ
將
來
朝
鮮
ノ
安
寧
靜
謐
ヲ
保

持
シ
政
道
其
ノ
宜
シ
キ
ヲ
得
ル
ヲ
慥
メ
得
タ
ル
上
ニ
非
ザ
レ
バ
現
在
朝
鮮
ニ
於
ケ

ル
軍
隊
ノ
撤
去
ヲ
命
ズ
ル
コ
ト
能
ハ
ザ
ル
旨
ヲ
斷
言
シ
他
面
ニ
ハ
在
鮮
公
使
ニ
朝

鮮
政
府
ヘ
内
政
改
革
ノ
提
議
ヲ
ナ
ス
ベ
キ
旨
ヲ
訓
令
セ
リ
。

斯
ク
ノ
如
キ
日
清
間
ノ
緊
張
ニ
對
シ
英
露
兩
國
ハ
夫
々
調
停
ヲ
試
ミ
ン
ト
シ
テ

動
ク
所
ア
リ
英
國
政
府
ニ
於
テ
ハ
日
清
間
ニ
交
戰
起
ラ
バ
第
三
國
ノ
干
涉
ヲ
招
ク

ベ
キ
ニ
付
之
ヲ
防
ガ
ン
ト
欲
ス
ル
コ
ト
甚
ダ
切
ナ
ル
旨
ヲ
告
ゲ
又
露
國
政
府
ハ
清

國
政
府
ノ
依
賴
ニ
基
キ
日
本
側
ノ
撤
兵
ニ
關
シ
重
大
ナ
ル
警
告
ヲ
ナ
シ
來
レ
リ
。

然
ル
ニ
清
國
ニ
於
テ
ハ
最
初
露
國
ノ
力
ヲ
藉
リ
テ
日
本
ノ
朝
鮮
ニ
於
ケ
ル
勢
力
ヲ

斷
乎
一
擲
セ
ン
ト
シ
タ
ル
モ
其
後
内
部
ニ
溫
和
論
起
リ
ソ
ノ
結
果
英
國
ノ
調
停
ニ

耳
ヲ
傾
ク
ル
ニ
至
レ
リ
。
英
國
政
府
ノ
態
度
ハ
七
月
三
日
ノ
英
國
外
相
發
在
本
邦

臨
時
公
使
宛
電
報
ニ
「
日
清
兩
國
間
速
ニ
和
親
ノ
談
判
ヲ
開
始
ス
ル
ニ
非
ザ
レ
バ

露
國
ハ
歐
洲
各
國
ノ
聯
合
仲
裁
ヲ
喚
ビ
起
ス
コ
ト
疑
ナ
シ
」
ト
ア
ル
如
ク
又
同
七

日
英
國
外
相
ガ
在
英
本
邦
公
使
ニ
對
シ
テ
「
英
國
政
府
ハ
露
佛
獨
米
四
國
ノ
政
府

ニ
向
ツ
テ
其
ノ
英
國
ト
共
ニ
清
國
政
府
ニ
日
本
政
府
ノ
提
議
ヲ
肯
納
ス
ル
コ
ト
ヲ

勸
誘
ス
ル
コ
ト
ヲ
申
込
メ
リ
。
然
ル
ニ
獨
國
政
府
ハ
直
チ
ニ
之
ヲ
承
認
シ
タ
レ
ド

モ
其
ノ
他
ノ
國
々
ハ
未
ダ
確
答
ナ
シ
。
斯
カ
ル
手
段
ヲ
執
リ
タ
ル
所
以
ハ
全
ク
露

國
政
府
ガ
單
獨
ニ
干
涉
ヲ
爲
ス
コ
ト
ヲ
避
ク
ル
ガ
爲
ナ
リ
」
ト
ア
ル
ガ
如
シ
。
斯

ク
ノ
如
キ
見
地
ヨ
リ
英
國
政
府
ハ
單
リ
熱
心
ニ
調
停
ヲ
試
ミ
ン
ト
シ
テ
開
戰
ノ
際

ニ
迄
及
ベ
ル
ガ
ソ
ノ
目
標
ト
セ
ル
所
ハ
前
顯
英
國
外
相
ノ
電
報
ニ
モ
ア
ル
如
ク

「
朝
鮮
國
ニ
シ
テ
一
朝
獨
立
セ
ン
カ
外
國
干
涉
ノ
機
會
之
レ
ヨ
リ
多
キ
ヲ
加
ヘ
ン

ノ
ミ
。
而
シ
テ
同
國
ヲ
管
督
保
護
ス
ル
日
清
兩
國
ノ
權
力
ハ
之
ヨ
リ
衰
ヘ
ン
」
ト

考
ヘ
タ
ル
ト
調
停
交
涉
ヲ
通
ズ
ル
同
國
ノ
態
度
ヨ
リ
シ
テ
及
最
後
ニ
日
清
兩
國
ニ

ヨ
ル
朝
鮮
ノ
分
割
占
領
案
サ
ヘ
提
議
セ
ル
點
ヨ
リ
シ
テ
如
何
ニ
シ
テ
モ
朝
鮮
ニ
於

ケ
ル
日
清
間
ノ
衝
突
ヲ
解
消
シ
以
テ
他
國
勢
力
ノ
朝
鮮
侵
入
ヲ
回
避
セ
ン
ト
シ
タ

ル
モ
ノ
ノ
如
シ
。
之
ニ
對
シ
清
國
ノ
態
度
ハ
前
顯
英
國
外
相
電
報
ノ
道
破
セ
ル
如

ク「
朝
鮮
ニ
於
ケ
ル
其
ノ
地
位
及
主
權
貢
禮
ノ
事
ニ
就
テ
ハ
最
モ
戀
々
シ
居
レ
リ
」

ニ
盡
ク
。
日
本
ノ
意
ト
ス
ル
所
ハ
當
時
自
由
主
義（
者
ト欠

カ

シ）

テ
名
ア
リ
シ
福
澤
諭
吉
ガ

新
聞
紙
上
ニ
之
ヲ
述
ベ
居
レ
リ
。
曰
ク
「
我
輩
ガ
朝
鮮
經
略
ヲ
論
ズ
ル
ハ
支
那
ノ

保
護
ヲ
喜
バ
ズ
シ
テ
其
干
涉
ヲ
脱
セ
シ
メ
ン
ガ
爲
ニ
非
ズ
。
又
我
野
心
ヲ
逞
ウ
シ

テ
其
土
地
ヲ
蠶
食
セ
ン
ガ
爲
メ
ニ
非
ズ
。
目
下
ノ
形
勢
ヨ
リ
卜
ス
レ
バ
朝
鮮
ノ
地

ガ
他
ノ
強
國
ノ
手
ニ
落
ツ
ル
ハ
必
然
ノ
成
行
ニ
シ
テ
若
シ
モ
一
衣
帶
水
ヲ
隔
ツ
ル

對
岸
ノ
邊
ニ
強
大
ナ
ル
軍
港
ノ
設
立
ヲ
見
ル
ガ
如
キ
場
合
モ
ア
ラ
バ
我
立
國
ノ
爲

メ
ニ
容
易
ナ
ラ
ザ
ル
次
第
ニ
コ
ソ
ア
レ
バ
今
日
ニ
至
リ
豫
メ
彼
ニ
對
ス
ル
政
略
ヲ

一
定
シ
若
シ
モ
彼
國
ニ
シ
テ
獨
立
シ
得
ベ
キ
モ
ノ
ナ
ラ
バ
其
獨
立
ヲ
助
ケ
テ
以
テ

他
ノ
窺
窬
ヲ
防
グ
コ
ト
勿
論
ナ
レ
ド
モ
イ
ヨ
イ
ヨ
救
フ
可
ラ
ザ
ル
ニ
於
テ
ハ
一
旦

ノ
變
ア
ル
ニ
際
シ
テ
我
國
利
ヲ
傷
ケ
ザ
ル
ノ
用
意
肝
要
ナ
リ
ト
ノ
趣
旨
ニ
外
ナ
ラ

ズ（
３
）」
ト
。
又
當
時
ノ
英
國
紙
「
デ
イ
リ
・
テ
レ
グ
ラ
フ
」
ハ
論
ジ
テ
曰
ク
「
一
方

ニ
於
テ
日
本
ハ
日
清
條
約
ノ
規
定
ヲ
遵
守
シ
テ
飽
ク
マ
デ
朝
鮮
保
護
ヲ
精
神
ト
シ

其
ノ
内
政
ヲ
改
革
シ
露
ノ
蠶
食
ヲ
免
レ
シ
メ
ン
ト
欲
ス
ル
ノ
外
他
ニ
要
求
ス
ル
所

ナ
キ
ニ
モ
拘
ラ
ズ
清
國
ハ
日
英
ノ
利
益
ニ
反
對
ス
ル
陰
謀
ヲ
抱
キ
テ
日
清
條
約
ヲ

無
視
シ
朝
鮮
ヲ
シ
テ
再
ビ
無
政
府
ノ
位
置
ニ
陥
ラ
シ
メ
ン
ト
ス
。
思
フ
ニ
半
島
國

ニ
事
物
ノ
良
秩
序
ヲ
打
建
テ
清
國
ト
提
携
シ
テ
外
邦
ノ
野
心
ヲ
抑
ヘ
半
島
ノ
安
全

ヲ
維
持
ス
ル
事
ハ
是
レ
日
本
政
府
ニ
ト
リ
寧
ロ
自
衞
自
全
的
ノ
任
務
ト
ス
。
若
シ
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清
國
ニ
シ
テ
能
ク
獨
リ
半
島
國
ヲ
防
衞
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
タ
ラ
バ
日
本
固
ヨ
リ
之
ヲ

甘
諾
ス
ル
ナ
ラ
ン
カ
ナ
レ
ド
モ
衆
目
ノ
見
ル
如
ク
李
伯
政
府
ハ
外
交
上
ニ
モ
實
力

上
ニ
モ
決
シ
テ
斯
カ
ル
重
要
ノ
任
務
ヲ
負
擔
シ
得
ベ
キ
者
ニ
非
ザ
レ
バ
日
本
ハ
敢

ヘ
テ
進
ン
デ
之
ニ
任
ゼ
シ
ナ
リ
」
ト
。

日
清
談
判
ハ
七
月
二
十
六
日
英
國
側
ノ
提
議
ヲ
我
方
ニ
テ
斥
ケ
タ
ル
ヲ
以
テ
終

了
シ
戰
端
ハ
ソ
ノ
前
日
豐
島
沖
ニ
於
ケ
ル
海
戰
ニ
ヨ
リ
開
カ
レ
タ
リ
。
常
時
朝
野

ニ
於
テ
ハ
自
由
民
權
論
ヲ
中
心
ト
シ
テ
政
府
ヲ
擁
ス
ル
保
守
派
ト
民
間
ニ
ア
リ
シ

進
歩
派
ガ
激
烈
ナ
ル
抗
爭
ヲ
續
ケ
明
治
二
十
二
年
（
一
八
八
九
年
）
帝
國
憲
法
ノ

發
布
ア
リ
翌
二
十
三
年
ヨ
リ
帝
國
議
會
ノ
開
會
ヲ
見
タ
ル
モ
兩
派
ノ
角
逐
愈
々
熾

ナ
ル
モ
ノ
ア
リ
シ
ガ
今
ヤ
開
國
以
來
ノ
懸
案
タ
リ
シ
朝
鮮
問
題
解
決
ノ
機
ニ
際
シ

タ
ル
ト
當
時
大
國
ト
シ
テ
世
界
ニ
認
メ
ラ
レ
タ
ル
清
國
ト
干
戈
ヲ
交
フ
ベ
キ
秋
ニ

逢
ヒ
テ
國
民
ハ
忽
チ
ニ
シ
テ
一
致
團
結
シ
甲
鐵
艦
僅
カ
ニ
一
隻
ト
謂
フ
ガ
如
キ
軍

備
ヲ
以
テ
能
ク
大
勝
ヲ
博
シ
遼
東
半
島
ノ
日
本
軍
ニ
ヨ
ル
占
領
及
北
洋
艦
隊
ノ
殲

滅
ヲ
機
ト
シ
テ
北
京
政
府
ハ
和
ヲ
求
メ
明
治
二
十
八
年
四
月
下
關
ニ
於
テ
講
和
條

約
ノ
調
印
ヲ
了
セ
リ
。
コ
レ
ニ
ヨ
リ
清
國
ハ
朝
鮮
ノ
完
全
ナ
ル
獨
立
自
主
ヲ
承
認

シ
遼
東
半
島
臺
灣
全
島
及
澎
湖
列
島
ヲ
日
本
ニ
割
讓
ス
ル
等
ヲ
約
セ
リ
。
然
ル
ニ

條
約
調
印
後
一
週
ヲ
出
デ
ズ
シ
テ
在
京
露
獨
佛
三
國
公
使
外
務
省
ヲ
訪
問
日
本
ガ

遼
東
半
島
ヲ
領
有
セ
ン
ト
ス
ル
ハ
清
國
首
都
ヲ
危
ク
シ
朝
鮮
ノ
獨
立
ヲ
有
名
無
實

ナ
ラ
シ
メ
東
洋
平
和
ニ
有
害
ナ
ル
ヲ
以
テ
其
ノ
領
有
ヲ
放
棄
セ
ン
コ
ト
ヲ
要
求
シ

日
本
ニ
於
テ
ハ
大
國
ト
ノ
戰
爭
ヲ
終
ヘ
更
ニ
三
大
國
ノ
壓
迫
ニ
抗
ス
ベ
キ
モ
ナ
ク

ソ
ノ
主
張
ヲ
容
レ
同
年
十
一
月
日
清
間
ニ
遼
東
半
島
還
附
ノ
條
約
ヲ
締
結
セ
リ
。

コ
ノ
所
謂
三
國
干
涉
ハ
爾
後
國
内
ニ
於
テ
ハ
國
民
何
レ
モ
「
臥
薪
嘗
膽
」
ヲ
誓
フ

ト
共
ニ
國
外
ニ
於
テ
ハ
露
國
勢
力
ノ
東
漸
ニ
對
處
ス
ベ
キ
コ
ト
ト
ナ
レ
リ
。

　
　
　

帝
政
露
西
亞
ノ
清
韓
經
營

開
國
以
後
ニ
於
ケ
ル
日
本
ト
露
國
ト
ノ
關
係
ハ
日
露
間
最
初
ノ
條
約
以
來
樺
太

島
ガ
兩
國
ノ
共
有
ト
セ
ラ
レ
ソ
ノ
爲
紛
爭
ノ
絶
エ
ザ
リ
シ
ヲ
解
消
ス
ル
爲
明
治
八

年
條
約
ヲ
締
結
シ
樺
太
島
ニ
於
ケ
ル
我
ガ
共
有
權
ト
露
國
ノ
千
島
ニ
對
ス
ル
領
有

權
ト
ヲ
交
換
シ
以
テ
我
國
ガ
北
方
ヨ
リ
退
却
シ
テ
以
來
漸
ク
朝
鮮
半
島
ニ
於
テ
彼

我
ノ
交
涉
ヲ
見
ル
ニ
至
レ
リ
。
露
國
ガ
浦
鹽
斯
德
ニ
海
軍
鎭
守
府
ヲ
置
ケ
ル
ハ
明

治
六
年
（
一
八
七
三
年
）
ナ
リ
シ
ガ
當
時
露
國
ハ
露
土
戰
爭
ニ
於
テ
「
バ
ル
カ
ン
」

ヨ
リ
又
英
國
ノ
勢
力
ト
抗
シ
ツ
ツ
中
東
ヨ
リ
何
レ
モ
南
下
ヲ
策
シ
ツ
ツ
ア
リ
タ
ル

ト
國
内
ニ
於
ケ
ル
社
會
不
安
ヨ
リ
日
清
戰
爭
以
前
ニ
於
テ
ハ
ソ
ノ
東
漸
ハ
尚
準
備

時
代
ヲ
出
デ
ザ
リ
キ
。
然
ル
ニ
「
バ
ル
カ
ン
」
及
中
央
亞
細
亞
方
面
ヨ
リ
ス
ル
南

下
策
ノ
困
難
ナ
ル
ヲ
發
見
ス
ル
ヤ
東
方
ニ
於
ケ
ル
準
備
ヲ
促
進
セ
ン
ト
シ
明
治
二 

十
四
年
（
一
八
九
一
年
）
西
比
利
亞
鐵
道
ノ
起
工
ヲ
行
ヘ
リ
。
西
方
ヨ
リ
露
國
勢

力
ガ
日
本
ニ
迫
ラ
ン
ト
ス
ル
形
勢
ハ
日
本
朝
野
ノ
重
大
關
心
事
ニ
シ
テ
朝
鮮
問
題

ハ
亦
斯
カ
ル
見
地
ヨ
リ
モ
重
要
視
セ
ラ
レ
明
治
二
十
四
年
露
國
皇
太
子
來
朝
ノ
際

之
ヲ
狙
擊
セ
ル
モ
ノ
ス
ラ
出
ダ
セ
ル
ハ
斯
ク
ノ
如
キ
國
民
的
關
心
ノ
誤
レ
ル
發
露

ニ
ヨ
ル
。
三
國
干
涉
ノ
際
米
國
國
務
長
官
ハ
往
訪
ノ
本
邦
公
使
ニ
對
シ
テ
同
長
官

ガ
清
國
公
使
ニ
「
清
國
ノ
恐
ル
ベ
キ
ハ
日
本
ニ
ア
ラ
ズ
シ
テ
露
國
ナ
リ
」
ト
告
ゲ

タ
リ
ト
述
ベ
又
同
ジ
頃
英
國
外
務
大
臣
ガ
本
邦
公
使
ニ
對
シ
「
幸
ニ
貴
國
ト
我
國

ハ
其
ノ
距
離
遠
キ
ヲ
以
テ
互
ニ
嫉
妬
ノ
念
ヲ
挿
ム
ニ
及
バ
ズ
。
而
モ
其
利
害
頗
ル

相
類
似
ス
ル
ヲ
以
テ
是
ヨ
リ
以
降
益
々
其
ノ
交
涉
ヲ
親
密
ニ
シ
テ
常
ニ
友
誼
ヲ
保
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ツ
コ
ト
最
モ
余
ノ
希
望
ス
ル
所
ナ
リ
。
果
シ
テ
然
ラ
バ
一
朝
有
事
ア
ル
ニ
當
リ
互

ニ
相
助
ク
ル
ノ
場
合
モ
之
ア
ル
ベ
シ
」
ト
告
ゲ
タ
ル
等
英
米
モ
亦
來
ル
ベ
キ
露
國

ノ
東
進
策
ヲ
痛
感
シ
居
レ
ル
ヲ
示
ス
モ
ノ
ナ
リ
。

日
清
講
和
ニ
際
シ
獨
佛
兩
國
ト
共
ニ
干
涉
ヲ
行
ヒ
テ
日
本
ノ
遼
東
半
島
還
附
ニ

成
功
セ
ル
露
國
ハ
清
韓
兩
國
ニ
對
シ
テ
漸
ク
勢
力
ヲ
扶
植
ス
ル
ニ
至
レ
リ
。
朝
鮮

ニ
於
テ
ハ
清
國
ノ
勢
力
去
リ
タ
ル
モ
三
國
干
涉
ニ
ヨ
リ
テ
日
本
ヲ
屈
服
セ
シ
メ
タ

ル
露
國
ハ
清
國
ニ
代
リ
テ
漸
ク
勢
力
ヲ
振
ヒ
朝
鮮
王
室
ノ
一
部
亦
露
國
ノ
後
援
ヲ

恃
ミ
テ
日
本
ヲ
排
斥
セ
ン
ト
シ
親
日
派
分
子
ト
日
本
官
民
ハ
焦
燥
ノ
餘
リ
遂
ニ
明

治
二
十
八
年
十
月
ノ
變
ニ
於
テ
國
王
ノ
背
後
ニ
在
リ
シ
閔
王
妃
ヲ
殺
害
シ
タ
ル
等

ノ
擧
ア
リ
シ
爲
我
ガ
政
府
ニ
於
テ
ハ
關
係
者
ヲ
處
罰
ス
ル
ト
共
ニ
韓
廷
ニ
慰
問
ノ

使
ヲ
送
ル
等
事
態
ノ
重
大
化
防
止
ニ
力
ヲ
盡
セ
シ
カ
バ
コ
ノ
間
ヲ
利
シ
テ
露
國
ハ

翌
二
十
九
年
（
一
八
九
六
年
）
二
月
ニ
ハ
兵
ヲ
仁
川
ニ
上
陸
セ
シ
メ
朝
鮮
國
王
ハ

露
國
公
使
館
ニ
入
リ
親
日
分
子
ノ
罷
免
及
殺
害
セ
ラ
ル
ル
モ
ノ
相
次
ギ
露
國
勢
力

單
リ
朝
鮮
政
府
ニ
振
ヘ
リ
。
戰
後
經
營
ニ
腐
心
セ
ル
日
本
政
府
ハ
穩
便
ヲ
旨
ト
シ

同
年
山
縣
特
派
大
使
「
ロ
バ
ノ
フ
」
露
國
外
相
間
ノ
議
定
書
ニ
ヨ
リ
兩
國
政
府
協

同
シ
テ
朝
鮮
ノ
財
政
改
革
ヲ
援
助
ス
ベ
キ
コ
ト
等
ヲ
約
シ
更
ニ
京
城
ニ
於
ケ
ル
日

露
交
涉
ニ
ヨ
リ
露
國
ハ
日
本
ト
同
數
ノ
軍
隊
ヲ
京
城
其
他
ニ
駐
屯
セ
シ
ム
ル
コ
ト

ト
ナ
レ
リ
。
其
後
軍
事
的
經
濟
的
ニ
朝
鮮
進
出
ヲ
圖
リ
タ
ル
モ
間
モ
ナ
ク
滿
洲
經

略
ヲ
開
始
セ
ル
露
國
ハ
朝
鮮
ニ
於
テ
對
日
協
調
ヲ
策
シ
明
治
三
十
一
年
（
一
八
九 

八
年
）
ノ
協
定
ニ
ヨ
リ
兩
國
政
府
ニ
ヨ
ル
韓
國
ノ
主
權
及
獨
立
ノ
確
認
ト
内
政
不

干
涉
日
本
ノ
韓
國
ニ
於
ケ
ル
商
工
業
ノ
發
達
ヲ
妨
害
セ
ザ
ル
コ
ト
等
ヲ
約
定
セ
リ
。

然
レ
ド
モ
協
定
成
立
後
モ
兩
國
間
ニ
ハ
朝
鮮
内
ニ
於
テ
葛
藤
絶
エ
ズ
或
ハ
露
國
ガ

南
鮮
ニ
海
軍
基
地
ヲ
建
設
セ
ン
ト
シ
テ
日
本
ノ
阻
止
ス
ル
所
ト
ナ
リ
或
ハ
沿
岸
漁

業
權
ヲ
爭
フ
等
ノ
コ
ト
ア
リ
タ
ル
ガ
露
國
森
林
會
社
ヲ
仲
介
ト
ス
ル
鴨
綠
江
森
林

地
帶
ノ
利
權
獲
得
ハ
著
シ
ク
日
本
ノ
神
經
ヲ
刺
戟
セ
ル
ニ
モ
拘
ラ
ズ
明
治
三
十
六

年
（
一
九
〇
三
年
）
遂
ニ
韓
國
ヲ
シ
テ
條
約
ニ
ヨ
リ
之
ヲ
承
認
セ
シ
メ
事
實
上
鴨

綠
江
沿
岸
地
方
ノ
政
府
ニ
ヨ
ル
租
借
ニ
成
功
セ
リ
。

斯
ク
ノ
如
キ
露
國
東
進
政
策
ノ
發
展
ハ
清
國
ニ
於
テ
最
モ
露
骨
ヲ
極
メ
タ
リ
。

尤
モ
當
時
ノ
清
國
ハ
獨
リ
露
國
ノ
ミ
ノ
進
出
ア
リ
タ
ル
ニ
非
ズ
。
阿
片
戰
爭
以
來

清
國
ノ
微
力
ナ
ル
ヲ
知
レ
ル
列
強
ハ
日
清
戰
爭
ニ
至
ル
マ
デ
ハ
尚「
眠
レ
ル
獅
子
」

ト
ナ
セ
ル
モ
日
清
戰
爭
後
ハ
之
ヲ
「
死
セ
ル
獅
子
」
ト
ナ
シ
夫
々
各
種
權
利
利
益

ノ
伸
張
ヲ
計
レ
リ
。
而
シ
テ
東
進
政
策
ノ
推
進
ニ
餘
念
ナ
キ
露
國
ハ
明
治
二
十
八

年
十
二
月
ニ
ハ
早
ク
モ
清
國
ト
約
シ
テ
膠
州
灣
ヲ
冬
季
軍
艦
碇
繋
港
ト
爲
シ
翌
二 

十
九
年
一
月
ニ
ハ
露
清
銀
行
ヲ
開
設
シ
五
（
六
ヵ
）月
ニ
ハ
日
本
ヲ
目
標
ト
ス
ル
露
清
軍
事

同
盟
ヲ
密
約
シ
吉
林
黑
龍
江
省
經
由
浦
鹽
斯
德
ニ
至
ル
鐵
道
敷
設
權
ヲ
得
九
月
之

カ
批
准
交
換
ヲ
了
ス
ル
ト
共
ニ
東
清
鐵
道
會
社
ヲ
設
立
シ
南
滿
洲
支
線
ノ
經
營
ニ

着
手
セ
リ
。
翌
明
治
三
十
年
（
一
八
九
七
年
）
十
二
月
ニ
至
ル
ヤ
露
國
艦
隊
ハ
旅

順
港
ヲ
占
領
シ
言
ヲ
左
右
ニ
シ
テ
出
デ
ズ
而
シ
テ
翌
年
三
月
「
清
國
ニ
對
ス
ル
他

國
ノ
侵
略
ヲ
防
止
」
ス
ル
目
的
ヲ
以
テ
旅
順
大
連
ノ
租
借
東
清
鐵
道
支
線
ヲ
奉
天

ヲ
通
過
シ
大
連
ヘ
通
ズ
ル
ノ
權
利
等
ヲ
五
日
間
ノ
期
限
ヲ
付
シ
テ
要
求
セ
リ
。
依

ツ
テ
清
國
ニ
於
テ
ハ
右
侵
略
國
ト
ハ
日
英
ヲ
意
味
ス
ル
ヲ
以
テ
兩
國
ニ
對
シ
夫
々

清
國
ニ
對
ス
ル
侵
略
的
意
圖
ナ
キ
コ
ト
ヲ
表
明
ア
リ
度
キ
旨
ヲ
依
賴
セ
リ
。
之
ニ

關
シ
我
方
ニ
於
テ
ハ
英
國
當
局
ニ
照
會
シ
タ
ル
處
英
國
政
府
ハ
露
國
ノ
依
賴
モ
無

ク
シ
テ
斯
カ
ル
宣
言
ヲ
爲
ス
能
ハ
ズ
ト
ア
リ
タ
ル
ヲ
以
テ
我
方
亦
清
國
ニ
對
シ
請
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求
ノ
保
障
ヲ
宜
シ
得
ザ
ル
旨
ヲ
回
答
セ
リ
。
而
シ
テ
獨
佛
ガ
夫
々
山
東
南
清
ニ
於

テ
利
權
ヲ
要
求
セ
ル
時
ナ
レ
バ
遂
ニ
清
國
ハ
露
國
ノ
要
求
ニ
服
シ
明
治
三
十
一
年

（
一
八
九
八
年
）
三
月
條
約
ニ
調
印
セ
リ
。
尚
コ
ノ
遼
東
半
島
租
借
ニ
關
ス
ル
露

清
交
涉
ニ
際
シ
英
國
側
ハ
露
國
ガ
ソ
ノ
通
商
出
口
ト
シ
テ
港
灣
使
用
權
ヲ
得
ル
コ

ト
ア
ラ
バ
同
所
ヲ
自
由
港
ト
ナ
ス
ベ
キ
コ
ト
ノ
保
障
ヲ
與
ヘ
タ
ル
ヲ
以
テ
故
障
ヲ

唱
ヘ
ザ
ル
旨
ヲ
明
ラ
カ
ニ
ス
ル
ト
共
ニ
、
日
清
講
和
條
約
ノ
結
果
償
金
支
拂
保
障

ノ
爲
我
方
ノ
占
領
シ
居
リ
タ
ル
威
海
衞
ノ
明
渡
後
ノ
占
領
ヲ
希
望
シ
居
ル
旨
ヲ
仄

シ
且
英
國
朝
野
ニ
於
テ
ハ
露
國
ノ
清
國
侵
略
ニ
備
ヘ
テ
日
英
ノ
協
調
ヲ
主
張
ス
ル

モ
ノ
漸
ク
多
ク
コ
ノ
頃「
チ
エ
ン
バ
レ
ン
」植
民
相
ハ
我
ガ
駐
英
公
使
ニ
對
シ「
英

ハ
眞
ニ
清
國
境
土
ノ
完
全
ナ
ラ
ン
コ
ト
ヲ
希
望
ス
ル
モ
ノ
ナ
ル
モ
唯
奈
如
ニ
セ
ン

滿
洲
大
陸
ニ
於
テ
露
國
ト
對
抗
ス
ル
ニ
足
ル
ベ
キ
陸
兵
ナ
キ
コ
ト
且
ツ
夫
レ
清
國

人
自
ラ
獨
立
自
助
ノ
精
神
ナ
キ
ヲ
以
テ
他
ヨ
リ
之
ヲ
扶
植
セ
ン
ト
ス
ル
モ
殆
ド
其

由
ナ
キ
ナ
リ
。
故
ニ
如
何
ニ
シ
テ
能
ク
露
ノ
南
進
ヲ
防
遏
ス
ル
ヲ
得
ベ
キ
カ
余
未

ダ
其
良
答
ヲ
見
出
ス
能
ハ
ズ
若
シ
北
清
地
方
ニ
シ
テ
露
ノ
掌
中
ニ
歸
セ
ン
カ
今
日

英
人
等
ガ
唱
フ
ル
處
ノ
理
論
如
何
ニ
拘
ラ
ズ
結
局
清
國
分
割
ノ
實
現
ヲ
形
成
ス
ル

ニ
至
ル
ベ
シ
」
ト
述
ベ
居
レ
リ
。
其
他
露
國
ハ
東
三
省
鑛
山
採
掘
權
北
京
郊
外
蘆

溝
橋
ト
漢
口
ヲ
連
絡
ス
ル
蘆
漢
鐵
道
ノ
利
權
ヲ
白
耳
義
「
シ
ン
ヂ
ケ
ー
ト
」
ノ
名

ニ
隱
レ
テ
獲
得
シ
又
日
清
戰
爭
ニ
依
ル
清
國
ノ
對
日
支
拂
金
調
達
ノ
借
款
ニ
應
ズ

ル
等
着
々
清
國
ニ
地
步
ヲ
築
ク
ニ
至
レ
リ
。

　
　
　

列
強
ノ
清
國
經
營

清
國
經
營
ハ
獨
リ
露
國
ニ
止
マ
ラ
ズ
。
獨
逸
ハ
明
治
三
十
年
（
一
八
九
七
年
）

七
月
早
ク
モ
膠
州
灣
獲
得
ノ
目
的
ヲ
以
テ
露
國
ト
話
合
ヲ
行
フ
ニ
決
シ
獨
露
兩
帝

間
ニ
交
涉
ア
リ
タ
ル
上
同
年
九
月
山
東
省
ニ
テ
宣
敎
師
ノ
殺
害
セ
ラ
レ
タ
ル
ヲ
口

實
ト
シ
テ
十
一
月
膠
州
灣
ヲ
占
領
シ
翌
年
ノ
獨
清
條
約
ニ
ヨ
リ
租
借
權
ヲ
獲
得
セ

リ
。
其
他
山
東
ニ
於
ケ
ル
鐵
道
及
鑛
山
權
等
ヲ
得
タ
ル
ガ
此
ノ
間
ニ
處
シ
我
方
ニ

於
テ
ハ
英
側
ヲ
誘
ヒ
テ
斡
旋
ノ
勞
ヲ
ト
ラ
ン
ト
シ
タ
ル
モ
當
時
清
國
ガ
先
ヅ
露
側

ト
打
合
シ
タ
ル
ト
兩
國
間
ニ
一
二
ノ
懸
案
ア
リ
シ
爲
動
ズ
ル
コ
ト
ナ
カ
リ
キ
。
遼

東
還
附
ニ
同
功
一
體
ナ
リ
シ
最
後
ノ
一
タ
ル
佛
國
モ
亦
明
治
三
十
一
年
（
一
八
九 

八
年
）
四
月
清
國
ニ
對
シ
テ
廣
州
灣
ヲ
租
借
ス
ル
コ
ト
ニ
略
諒
解
ヲ
取
付
ケ
タ
ル

ガ
確
定
ス
ル
ニ
至
ラ
ザ
リ
シ
處
偶
々
佛
國
士
官
ガ
廣
州
灣
附
近
ニ
於
テ
殺
害
セ
ラ

レ
タ
ル
ヲ
機
ト
シ
テ
艦
隊
ヲ
動
カ
ス
等
ア
リ
タ
ル
爲
十
一
月
清
國
ハ
遂
ニ
廣
州
灣

ノ
租
借
條
約
ニ
調
印
セ
リ
。
又
佛
領
印
度
支
那
ヨ
リ
雲
南
府
ニ
通
ズ
ル
鐵
道
ニ
關

ス
ル
利
權
ヲ
モ
取
得
セ
リ
。

然
レ
ド
モ
清
國
本
部
ニ
對
シ
テ
逐
早
ク
確
固
タ
ル
地
位
ヲ
獲
得
セ
ル
ハ
阿
片
戰

爭
以
來
孜
々
ト
シ
テ
清
國
市
場
ノ
經
略
ニ
腐
心
シ
來
レ
ル
英
國
ナ
リ
。
而
シ
テ
同

國
ハ
日
清
戰
後
ニ
於
ケ
ル
清
國
ノ
情
勢
ヲ
眺
メ
露
獨
佛
ノ
進
出
ニ
對
抗
ス
ル
ノ
必

要
ヲ
認
メ
タ
ル
ガ
ソ
ノ
對
抗
策
ノ
一
ハ
自
國
ニ
ヨ
ル
權
益
ノ
擴
張
ナ
リ
。
明
治
三 

十（
十
ヵ
）
一
年
（
一
八
九
七
年
）
二
月
ノ
英
清
取
極
ニ
ヨ
リ
緬
甸
境
内
ノ
清
國
領
土
ヲ
取

得
シ
南
碗
河
附
近
ヲ
租
借
シ
孟
連
江
洪
ノ
不
割
讓
ヲ
約
セ
シ
メ
翌
明
治
三
十
一
年

（
一
八
九
八
年
）
二
月
ニ
ハ
英
清
外
交
文
書
ノ
交
換
ニ
ヨ
リ
清
國
政
府
ハ
揚
子
江

地
方
ノ
地
域
ヲ
他
國
ノ
抵
當
ニ
入
レ
若
シ
ク
ハ
租
貸
シ
又
ハ
割
讓
セ
ザ
ル
ベ
キ
ヲ

約
シ
、
又
同
月
總
理
衙
門
ハ
英
國
貿
易
ガ
他
國
ニ
超
越
ス
ル
間
ハ
英
國
人
ヲ
總
税

務
司
ト
シ
テ
傭
聘
ス
ル
コ
ト
ヲ
聲
明
シ
又
同
六
月
ノ
條
約
ニ
ヨ
リ
テ
ハ
九
龍
地
方
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ヲ
租
借
ス
ル
コ
ト
ト
ナ
レ
ル
ガ
同
七
月
ノ
英
清
條
約
ニ
ヨ
リ
山
東
省
威
海
衞
ノ
租

借
ニ
關
ス
ル
協
定
成
立
セ
リ
。
コ
ノ
威
海
衞
ハ
日
本
ガ
日
清
戰
後
ノ
講
和
條
約
履

行
ノ
擔
保
ト
シ
テ
保
障
占
領
ヲ
行
ヒ
來
レ
ル
ガ
偶
々
露
國
ノ
旅
順
大
連
租
借
要
求

ニ
關
ス
ル
清
國
ヘ
ノ
申
入
ニ
關
聯
シ
テ
日
英
間
ニ
交
涉
ア
リ
タ
ル
際
英
國
側
ヨ
リ

屢
々
日
本
ガ
威
海
衞
ヲ
明
渡
ス
考
ナ
ル
ヤ
否
ヤ
ヲ
質
シ
タ
ル
コ
ト
ア
リ
シ
點
ヨ
リ

見
テ
露
國
ノ
旅
順
大
連
租
借
ニ
付
テ
ハ
露
國
側
ヨ
リ
之
ヲ
自
由
ト
ナ
ス
ベ
キ
書
面

的
保
證
ヲ
取
得
ス
ル
コ
ト
ヲ
圖
ル
ト
共
ニ
之
ガ
實
質
的
對
抗
策
ト
シ
テ
威
海
衛
ノ

占
領
ヲ
胸
中
ニ
藏
セ
ル
ハ
英
京
ニ
於
ケ
ル
日
英
折
衝
ノ
間
ニ
之
ヲ
推
斷
ス
ル
コ
ト

ヲ
得
。
然
ル
ニ
露
國
ハ
旅
順
大
連
ノ
租
借
後
兩
港
ヲ
外
國
貿
易
ノ
爲
開
放
ス
ベ
シ

ト
公
約
セ
ル
ニ
モ
拘
ラ
ズ
旅
順
港
ヲ
軍
港
ト
ナ
サ
ン
ト
企
テ
タ
ル
ニ
ヨ
リ
英
國
政

府
ニ
於
テ
ハ
直
隷
灣
ニ
於
ケ
ル
勢
力
均
衡
ガ
破
壞
セ
ラ
レ
タ
ル
ヲ
理
由
ト
シ
露
國

勢
力
ガ
北
京
政
府
ニ
及
ボ
ス
重
大
ナ
ル
影
響
ニ
鑑
ミ
威
海
衛
ヲ
日
本
占
領
軍
撤
退

後
露
國
ノ
旅
順
港
租
借
ト
同
一
條
件
ニ
テ
借
受
ク
ル
コ
ト
ニ
決
シ
日
本
政
府
ノ
同

意
ヲ
得
度
キ
旨
申
出
ア
リ
日
本
政
府
ニ
於
テ
ハ
英
國
ノ
威
海
衛
占
領
ニ
同
意
シ
且

日
本
ガ
將
來
國
防
ヲ
強
固
ニ
シ
又
ハ
國
益
ヲ
增
進
ス
ル
爲
同
種
行
動
ヲ
執
ル
可
キ

必
要
ヲ
生
ジ
タ
ル
場
合
ニ
ハ
英
政
府
ノ
同
意
並
ニ
支
持
ヲ
得
度
キ
旨
ヲ
記
セ
ル
回

答
ヲ
手
交
セ
リ
。
斯
ク
テ
英
國
ハ
同
年
七
月
一
日
清
國
ト
ノ
間
ニ
威
海
衛
租
借
條

約
ヲ
締
結
シ
之
ヲ
日
本
軍
撤
退
後
租
借
ス
ル
コ
ト
ト
ナ
レ
リ
。
又
之
ト
共
ニ
鐵
道

經
營
ニ
於
テ
モ
英
國
ハ
露
國
ト
相
競
フ
所
ア
リ
北
京
郊
外
蘆
溝
橋
ヨ
リ
漢
口
、
武

昌
ヲ
連
絡
ス
ル
蘆
漢
鐵
道
建
設
權
ガ
白
耳
義
「
シ
ン
ジ
ケ
ー
ト
」
ヲ
通
シ
テ
事
實

上
露
國
政
府
ノ
手
ニ
落
ツ
ル
ヤ
英
國
ハ
清
國
ヲ
シ
テ
之
ト
同
ジ
條
件
ヲ
以
テ
上
海

南
京
間
、
上
海
杭
州
寧
波
間
、
浦
口
信
陽
間
、
廣
東
九
龍
間
ノ
四
鐵
道
ノ
敷
設
權

ヲ
獲
得
セ
リ
。
又
山
海
關
鐵
道
ト
東
清
鐵
道
ト
ノ
間
ニ
介
在
ス
ル
牛
莊
鐵
道
ハ
ソ

ノ
位
置
露
國
ノ
對
清
政
策
ニ
尠
カ
ラ
ザ
ル
關
係
ヲ
有
ス
ル
モ
ノ
ナ
ル
處
清
國
政
府

ガ
英
人
技
師
ニ
ソ
ノ
建
設
設
計
ヲ
託
シ
香
港
上
海
銀
行
ヨ
リ
資
本
ヲ
借
入
ル
ル
契

約
ヲ
ナ
シ
タ
ル
ガ
故
ニ
英
國
ハ
該
鐵
道
ヲ
利
用
シ
テ
優
ニ
露
國
ノ
南
下
ヲ
妨
害
シ

得
ル
コ
ト
ト
ナ
リ
タ
ル
爲
露
國
ハ
清
國
政
府
ニ
談
判
シ
同
鐵
道
ヲ
外
國
ニ
賣
却
シ

又
ハ
之
ヲ
外
國
ニ
抵
當
ト
セ
ザ
ル
コ
ト
ヲ
約
セ
シ
メ
以
テ
香
港
上
海
銀
行
ノ
借
款

及
擔
保
ヲ
無
效
ニ
歸
セ
シ
メ
ン
ト
試
ミ
タ
リ
。
斯
ク
テ
一
八
九
九
年
（
明
治
三
十 

二
年
）
四
月
英
露
間
ニ
協
定
成
立
シ
清
國
ニ
於
ケ
ル
兩
國
ノ
鐵
道
敷
設
範
圍
ヲ
劃

定
セ
リ
。
ソ
ノ
一
ハ
長
城
以
北
ヲ
露
國
ノ
鐵
道
敷
設
範
圍
ト
シ
ソ
ノ
二
ハ
揚
子
江

流
域
ヲ
英
國
ノ
鐵
道
敷
設
範
圍
ト
ス
ル
ノ
一
般
的
協
定
ニ
シ
テ
前
者
ハ
滿
洲
蒙
古

一
帶
ノ
地
方
ヲ
包
括
シ
タ
ル
モ
ノ
ナ
リ
ト
解
釋
セ
ラ
レ
後
者
ハ
英
國
外
務
次
官
ガ

議
院
ニ
於
テ
説
明
シ
タ
ル
所
ニ
依
レ
バ
雲
南
、
貴
州
、
四
川
、
湖
南
、
湖
北
、
江

西
、
安
徽
、
江
蘇
、
河
南
及
浙
江
ノ
十
省
ナ
ル
ガ
コ
ノ
露
國
ト
ノ
協
定
ハ
卽
チ
英

國
ノ
採
リ
タ
ル
對
抗
策
ノ
第
二
ノ
モ
ノ
ナ
リ
。
尚
英
國
ハ
揚
子
江
流
域
ヲ
中
心
ト

シ
テ
山
西
、
河
南
、
四
川
、
雲
南
、
安
徽
、
河
北
ノ
各
省
ニ
於
テ
鑛
山
採
掘
權
ヲ

獲
得
シ
又
英
國
ハ
清
國
政
府
ノ
一
般
的
目
的
、
鐵
道
敷
設
、
海
底
電
線
敷
設
等
ノ

爲
ニ
同
國
政
府
ニ
對
シ
テ
借
款
ヲ
供
與
セ
リ
。

斯
ク
ノ
如
キ
列
強
ノ
清
國
經
營
ハ
凡
ソ
三
個
ノ
方
面
ニ
於
テ
東
亞
ノ
時
局
ヲ
發

展
セ
シ
メ
タ
リ
。
清
國
ニ
於
ケ
ル
通
商
上
ノ
權
利
保
全
ニ
關
ス
ル
米
國
政
府
ノ
提

議
、
清
國
ニ
於
ケ
ル
義
和
團
事
件
ノ
發
生
及
日
英
接
近
ノ
強
化
ニ
ヨ
ル
同
盟
ノ
締

結
之
ナ
リ
。
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清
國
ニ
於
ケ
ル
機
會
均
等
主
義
ノ
提
唱

一
八
九
八
年
（
明
治
三
十
一
年
）
ハ
米
國
ト
東
亞
ト
ノ
關
係
ニ
一
轉
機
ヲ
劃
セ

リ
ト
史
家
モ
言
ヘ
ル
如
ク
同
年
米
國
ハ
布
哇
ヲ
併
合
シ
又
西
班
牙
ト
ノ
戰
爭
ニ
因

リ
比
律
賓
群
島
ヲ
領
有
シ
遂
ニ
東
亞
ノ
天
地
ニ
接
觸
ヲ
保
ツ
ニ
至
レ
リ
。
而
シ
テ

當
時
ノ
清
國
ヲ
眺
ム
ル
ニ
同
國
ハ
歐
洲
列
強
ニ
因
リ
到
ル
所
所
謂
勢
力
範
圍
利
益

範
圍
ノ
設
定
セ
ラ
ル
ル
ア
リ
テ
分
割
論
サ
ヘ
公
論
サ
レ
居
リ
タ
ル
有
樣
ナ
リ
シ
カ

バ
米
國
側
ハ
自
國
ノ
通
商
航
海
上
不
利
ヲ
招
ク
ベ
キ
ヲ
危
惧
シ
茲
ニ
清
國
ニ
於
ケ

ル
機
會
均
等
主
義
ノ
唱
導
ト
ナ
レ
リ
。
當
時
在
米
本
邦
公
使
ハ
コ
ノ
間
ニ
於
ケ
ル

事
情
ヲ
次
ノ
如
ク
報
告
シ
居
レ
リ
。「
米
國
ノ
清
國
ニ
對
ス
ル
政
策
ニ
付
テ
ハ
從
來

當
局
者
ニ
於
テ
モ
確
タ
ル
意
見
ナ
ク
唯
清
國
ト
通
商
ノ
關
係
ヲ
有
ス
ル
米
國
少
數

實
業
家
ノ
間
ニ
ハ
其
ノ
利
益
ノ
保
護
ニ
關
シ
多
少
ノ
希
望
ヲ
懷
キ
居
タ
ル
ナ
ラ
ン

モ
清
國
ニ
對
ス
ル
政
策
ニ
關
シ
テ
ハ
是
迄
何
等
意
見
ヲ
發
表
シ
タ
ル
モ
ノ
ナ
ク
當

時
米
國
官
吏
ニ
シ
テ
前
ニ
清
國
ニ
駐
在
シ
該
國
ノ
事
情
ニ
通
ゼ
ル
者
一
二
人
ヨ
リ

今
日
ニ
於
テ
該
國
ニ
於
ケ
ル
米
國
ノ
通
商
上
ノ
利
益
保
全
ニ
關
シ
早
ク
相
應
ノ
手

段
ヲ
執
ル
ニ
ア
ラ
ザ
レ
バ
遂
ニ
ハ
臍
ヲ
噛
ム
ノ
悔
ア
ル
ベ
キ
旨
頻
ニ
國
務
長
官
ニ

勸
告
セ
シ
コ
ト
ア
リ
」「
當
時
英
國
ガ
南
亞
弗
利
加
ノ
葛
藤
ニ
因
リ
多
少
掣
肘
セ
ラ

ル
ル
ニ
際
シ
他
ノ
國
ハ
之
レ
ヲ
以
テ
清
國
ニ
於
テ
其
ノ
平
常
ノ
欲
望
ヲ
滿
タ
ス
ノ

機
會
ト
ナ
サ
ズ
ト
ハ
期
シ
難
キ
ヲ
恐
レ
遂
ニ
英
露
獨
及
佛
國
駐
在
ノ
大
使
ニ
訓
令

シ
米
國
ノ
清
國
ニ
於
ケ
ル
商
業
上
ノ
利
益
ニ
關
シ
開
示
ス
ル
所
ア
リ
又
本
邦
ヘ
モ

通
知
シ
來
リ
タ
ル
次
第
ナ
リ
」
ト
。

斯
ク
テ
本
邦
ニ
對
シ
テ
ハ
明
治
三
十
二
年
（
一
八
九
九
年
）
十
二
月
二
十
日
附

ヲ
以
テ
「
合
衆
國
其
他
各
國
ノ
商
工
業
ニ
對
シ
清
國
ノ
版
圖
内
特
ニ
清
國
ニ
於
テ

歐
洲
數
ケ
國
ノ
要
求
ニ
係
ル
所
謂
勢
力
又
ハ
利
益
範
圍
ノ
内
ニ
於
テ
ハ
通
商
航
海

上
全
然
均
一
ノ
待
遇
ヲ
得
ン
コ
ト
ヲ
熱
望
シ
獨
逸
國
英
國
及
露
國
ニ
之
ニ
關
ス
ル

意
見
ヲ
提
出
ス
ル
ハ
此
時
ヲ
以
テ
恰
當
ノ
時
機
ト
思
料
」
ス
ト
ナ
シ
清
國
ニ
於
テ

諸
國
ノ
現
在
又
ハ
將
來
要
求
ス
ル
所
ノ
所
謂
利
益
的
又
ハ
勢
力
的
範
圍
内
等
ニ
於

テ
各
國
ノ
通
商
航
海
ニ
全
然
均
等
ノ
待
遇
ヲ
ナ
ス
ベ
キ
旨
ノ
正
式
的
保
證
ヲ
要
請

シ
來
レ
リ
。
日
本
政
府
ニ
於
テ
ハ
ソ
ノ
趣
旨
ノ
反
對
ス
ベ
キ
モ
ノ
ナ
キ
ノ
ミ
ナ
ラ

ズ
因
テ
以
テ
二
三
強
國
ノ
利
益
壟
斷
ヲ
排
除
シ
清
國
ノ
保
全
ニ
益
ス
ル
所
モ
ア
ル

ベ
シ
ト
思
量
シ
タ
ル
ニ
付
十
二
月
二
十
六
日
附
ヲ
以
テ
「
諸
外
國
ニ
於
テ
總
テ
承

諾
ヲ
表
ス
ル
ニ
於
テ
ハ
帝
國
政
府
ニ
於
テ
モ
欣
然
承
諾
ヲ
表
ス
ベ
キ
」
ヲ
回
答
セ

リ
。
照
會
ヲ
受
ケ
シ
英
獨
露
佛
伊
五
國
亦
他
國
ノ
承
諾
ア
ル
上
ハ
自
國
モ
同
樣
承

諾
ス
ベ
シ
ト
ノ
一
條
件
ヲ
附
シ
居
リ
而
シ
テ
關
係
國
孰
レ
モ
承
諾
シ
タ
レ
バ
米
國

政
府
ハ
ソ
ノ
旨
ヲ
各
國
政
府
ニ
通
牒
シ
本
邦
政
府
ニ
對
シ
テ
ハ
明
治
三
十
三
年

（
一
九
〇
〇
年
）
四
月
二
十
日
附
ヲ
以
テ
ソ
ノ
旨
申
越
シ
來
レ
リ
。

コ
レ
ニ
依
リ
通
商
上
ノ
機
會
均
等
主
義
ハ
清
國
内
ニ
於
ケ
ル
歐
州
數
ケ
國
ノ
利

益
範
圍
内
ニ
確
立
セ
ラ
ル
ル
コ
ト
ト
ナ
リ
タ
ル
ガ
同
主
義
ハ
當
時
阿
弗
利
加
ニ
於

ケ
ル
歐
州
列
強
ノ
植
民
地
ニ
付
テ
唱
ヘ
ラ
レ
又
清
國
ニ
付
テ
ハ
英
國
ガ
露
獨
ノ
同

國
ニ
於
テ
獲
得
セ
ル
利
益
範
圍
ニ
對
シ
テ
常
ニ
主
張
セ
ル
門
戸
開
放
ノ
主
義
ト
ソ

ノ
軌
ヲ
一
ニ
ス
ル
モ
ノ
ナ
リ
。
尤
モ
コ
レ
ハ
將
來
清
國
ニ
於
ケ
ル
利
益
範
圍
ノ
設

定
ヲ
正
面
ヨ
リ
排
斥
ス
ル
モ
ノ
ニ
ハ
非
ズ
ト
雖
モ
事
實
上
斯
カ
ル
政
策
ヲ
阻
止
セ

ン
ト
ス
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
清
國
保
全
ヲ
念
ト
セ
ル
日
本
ノ
政
策
ト
方
向
ヲ
同
ジ
ウ
セ

ル
モ
ノ
ナ
リ
。
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義
和
團
事
件
ノ
勃
發

清
國
ノ
領
土
ヲ
保
全
セ
ン
ト
ス
ル
願
望
ハ
清
國
内
部
ニ
於
テ
モ
露
呈
セ
ラ
レ
タ

リ
。
北
清
ニ
於
ケ
ル
義
和
團
ノ
蜂
起
卽
チ
之
ナ
リ
。
義
和
團
ハ
明
時
代
ニ
起
リ
タ

ル
一
種
ノ
宗
教
的
迷
信
ヲ
有
ス
ル
暴
民
ノ
集
團
ナ
ル
ガ
列
國
ノ
利
權
獲
得
競
爭
ニ

憤
慨
シ
明
治
三
十
二
年
（
一
八
九
九
年
）
末
山
東
河
南
省
境
ニ
於
テ
扶
清
滅
洋
ノ

旗
ヲ
飜
シ
テ
耶
蘇
教
徒
ト
衝
突
シ
英
國
宣
敎
師
一
名
ヲ
虐
殺
セ
ル
ガ
清
朝
廷
内
ノ

守
舊
派
ハ
之
ヲ
内
外
ニ
向
ツ
テ
利
用
セ
ン
ト
シ
タ
リ
シ
カ
バ
團
匪
ハ
勢
力
ヲ
得
翌

明
治
三
十
三
年
（
一
九
〇
〇
年
）
四
月
ニ
ハ
兵
ヲ
京
津
地
方
ニ
入
レ
タ
レ
バ
英
米

獨
佛
四
公
使
ハ
軍
艦
ヲ
太
沽
ニ
派
遣
シ
暴
徒
ノ
鎭
壓
ヲ
清
國
政
府
ニ
要
求
セ
シ
モ

要
領
ヲ
得
ズ
我
國
亦
軍
艦
ヲ
派
遣
セ
リ
。
然
ル
ニ
清
國
政
府
ニ
於
テ
ハ
依
然
團
匪

鎭
壓
ノ
實
無
カ
リ
シ
カ
バ
各
國
ハ
派
遣
兵
員
ヲ
增
加
セ
ル
ガ
列
國
ノ
增
遣
セ
ル
陸

戰
隊
ハ
京
津
間
ニ
阻
止
セ
ラ
レ
北
京
ハ
全
ク
戰
時
狀
態
ト
ナ
リ
清
國
政
府
ハ
外
交

團
ノ
北
京
引
揚
ヲ
要
求
シ
ソ
ノ
交
涉
中
清
國
正
規
兵
ノ
發
砲
ニ
ヨ
リ
戰
端
開
始
セ

ラ
ル
ル
ニ
至
レ
リ
。
列
國
公
使
館
ガ
清
國
兵
ノ
重
圍
ニ
陷
ル
ヤ
英
國
側
ハ
熱
心
ニ

日
本
ニ
對
シ
テ
強
勢
ナ
ル
增
兵
ヲ
請
求
シ
六
月
二
十
三
日
在
本
邦
英
國
臨
時
代
理

公
使
ヨ
リ
「
北
京
ニ
於
ケ
ル
列
國
公
使
館
及
之
ガ
救
援
ノ
爲
派
遣
セ
ラ
レ
タ
ル
列

國
兵
ノ
地
位
甚
ダ
危
殆
ナ
ル
ニ
付
テ
ハ
日
本
國
政
府
ハ
之
ヲ
救
援
ス
ル
爲
更
ニ
兵

ヲ
派
ス
ル
ノ
意
ア
リ
ヤ
問
合
ハ
ス
ベ
キ
旨
『
ソ
ー
ル
ス
ベ
リ
ー
』
侯
ヨ
リ
訓
令
ヲ

受
ケ
タ
リ
。
迅
速
ノ
行
動
ヲ
爲
ス
ノ
必
要
切
迫
セ
ル
ト
日
本
國
ノ
地
理
上
好
位
置

ニ
在
ル
ト
ハ
此
ノ
難
件
ニ
於
テ
日
本
國
ノ
意
向
ヲ
シ
テ
甚
ダ
重
キ
ヲ
爲
サ
シ
ム
ル
」

旨
ノ
覺
書
ヲ
提
出
シ
同
時
ニ
印
度
ヨ
リ
大
兵
ヲ
向
ク
ベ
キ
旨
ヲ
附
言
セ
リ
。
之
ヨ

リ
先
我
方
ハ
先
ヅ
海
軍
陸
戰
隊
ヲ
送
ル
ト
共
ニ
陸
軍
ヲ
モ
派
遣
セ
ル
ガ
翌
七
月
ニ

入
リ
英
國
側
ハ「
北
京
ニ
於
テ
ハ
獨
逸
公
使
殺
害
セ
ラ
レ
事
態
危
急
ナ
リ
」ト「
日

本
政
府
ガ
此
上
何
等
カ
ノ
措
置
ヲ
執
ラ
ル
ル
ヤ
否
ヤ
承
知
セ
ン
コ
ト
ヲ
望
ム
」
旨

申
入
ア
リ
更
ニ
兩
三
度
ニ
亙
リ
英
國
側
ハ
「
日
本
ノ
增
兵
ハ
各
國
ノ
要
求
」
ニ
シ

テ
又
「
日
本
軍
ヲ
增
遣
ス
ル
時
ハ
英
國
ハ
必
要
ニ
應
ジ
財
政
上
ノ
補
助
ヲ
供
給
ス

ル
ヲ
辭
セ
ザ
ル
」
旨
ヲ
モ
申
入
レ
來
レ
リ
。
十
月
二
日
暴
動
ノ
鎭
壓
ヲ
見
講
和
談

判
開
始
セ
ラ
レ
タ
ル
ガ
明
治
三
十
四
年
（
一
九
〇
一
年
）
九
月
七
日
北
京
ニ
於
テ

日
英
米
露
獨
佛
墺
伊
西
白
蘭
ト
清
國
間
ニ
本
事
變
ニ
關
ス
ル
最
終
議
定
書
調
印
セ

ラ
レ
清
國
ハ
列
國
ニ
總
額
四
億
五
千
萬
海
關
兩
ノ
償
金
ヲ
支
拂
フ
コ
ト
ノ
他
第
七

條
ハ
列
國
ガ
北
京
ニ
公
使
館
區
域
ナ
ル
一
地
域
ヲ
劃
定
シ
右
區
域
内
ニ
駐
兵
シ
得

ベ
シ
ト
定
メ
第
九
條
ハ
各
國
ガ
首
都
海
濱
間
ノ
自
由
交
通
ヲ
維
持
セ
ン
ガ
爲
ニ
相

互
ノ
協
議
ヲ
以
テ
決
定
ス
ベ
キ
各
地
點
ヲ
占
領
ス
ル
ノ
權
利
ヲ
定
メ
タ
ル
ガ
右
地

點
ハ
黃
村
、
郎
房
、
楊
村
、
天
津
、
軍
糧
城
、
塘
沽
、
蘆
臺
、
唐
山
、
灤
州
、
昌

黎
、
秦
皇
島
及
山
海
關
ト
定
メ
タ
リ
。

　
　
　

日
英
同
盟
ノ
發
足

　
　
　
　
　

―
―
第
一
回
日
英
協
約
―
―

右
義
和
團
事
件
ノ
影
響
ハ
滿
洲
ニ
モ
傳
播
シ
七
月
ニ
入
リ
テ
ハ
遼
陽
地
方
ニ 

於
ケ
ル
鐵
道
ノ
破
壞
セ
ラ
ル
ル
ア
リ
次
デ
「
ブ
ラ
ゴ
ヴ
エ
ス
チ
ン
ス
ク
」
ノ
砲
擊

ア
リ
猖
獗
ノ
勢
東
三
省
各
地
ニ
波
及
セ
ル
爲
露
國
ニ
於
テ
ハ
鐵
道
保
護
ト
匪
徒
鎭

定
ヲ
名
ト
シ
テ
旅
順
西
比
利
亞
兩
方
面
ヨ
リ
大
兵
ヲ
進
發
シ
續
々
滿
洲
ノ
要
地
ヲ

占
領
セ
リ
。
又
同
年
十
一
月
ニ
至
リ
關
東
總
督
「
ア
レ
キ
シ
エ
フ
」
中
將
ハ
奉
天

將
軍
增
祺
ヲ
誘
ヒ
テ
露
國
保
護
ノ
下
ニ
其
ノ
行
政
ヲ
復
立
セ
ン
ト
シ
茲
ニ
所
謂
露
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清
密
約
問
題
發
生
セ
リ
。
一
方
露
國
ハ
北
京
陷
落
ス
ル
ヤ
直
チ
ニ
撤
兵
問
題
ヲ
提

議
シ
獨
逸
ノ
元
兇
處
罰
要
求
ニ
對
シ
テ
モ
之
ニ
反
對
ス
ル
等
頻
リ
ニ
清
國
ニ
接
近

ス
ル
等
ア
リ
タ
ル
處
團
匪
事
件
終
焉
ス
ル
ヤ
明
治
三
十
三
年
十
月
十
六
日
英
國
ハ

獨
逸
ト
ノ
間
ニ
一
協
商
ヲ
成
立
セ
シ
メ
清
國
ノ
門
戸
開
放
、
領
土
保
全
、
兩
國
ガ

今
度
ノ
紛
擾
ヲ
利
用
ス
ル
第
三
國
ノ
侵
略
ニ
對
シ
各
自
國
ノ
利
益
保
護
ノ
爲
ニ
ス

ル
共
同
會
商
、
此
ノ
主
義
ニ
付
キ
テ
列
國
ノ
認
容
ヲ
得
ン
コ
ト
ヲ
定
メ
タ
リ
。
依

ツ
テ
日
本
政
府
ニ
於
テ
モ
之
ニ
對
シ
「
本
協
定
ニ
加
入
ス
ル
上
ハ
之
ニ
對
ス
ル
關

係
上
帝
國
政
府
ガ
加
入
國
ノ
代
リ
ニ
締
約
國
タ
リ
シ
場
合
ニ
於
ケ
ル
ト
同
一
ノ
地

位
ニ
置
カ
ル
ベ
キ
旨
ノ
證
言
ヲ
兩
締
約
國
ヨ
リ
受
取
リ
タ
ル
ヲ
以
テ
右
協
定
ニ
加

入
シ
其
協
定
ニ
載
ス
ル
所
ノ
主
義
ヲ
受
認
ス
ル
旨
確
然
聲
言
ス
ル
ヲ
躊
躇
セ
ザ
ル

ベ
キ
」
旨
申
述
ベ
タ
リ
。
然
ル
ニ
獨
逸
ニ
於
テ
ハ
明
治
三
十
四
年
三
月
十
五
日
ノ

宰
相
ノ
言
ニ
モ
ア
ル
如
ク
「
英
獨
協
商
ハ
滿
洲
ニ
適
用
セ
ズ
且
其
事
實
タ
ル
同
協

商
締
結
ノ
當
時
ニ
於
テ
明
瞭
ニ
表
白
セ
ラ
レ
タ
ル
所
ナ
リ
」
ト
セ
ル
ヲ
以
テ
英
國

ハ
獨
逸
ト
ノ
協
力
ニ
ヨ
リ
露
國
勢
力
ノ
南
下
ヲ
阻
止
シ
得
ザ
ル
ヲ
知
レ
リ
。
又
英

國
ハ
日
清
戰
爭
ニ
ヨ
リ
日
本
ノ
實
力
ヲ
認
識
シ
、
義
和
團
事
件
ニ
際
シ
テ
ハ
英
國

ノ
要
求
ニ
ヨ
リ
我
軍
ガ
列
國
聯
合
軍
ヲ
助
ケ
又
明
治
二
十
八
年
ヨ
リ
十
ケ
年
計
畫

ト
シ
テ
戰
艦
四
隻
其
他
多
數
ノ
補
助
艦
ヲ
建
造
セ
ン
ト
シ
ソ
ノ
大
部
分
ヲ
英
國
ニ

注
文
セ
ル
事
等
ニ
ヨ
リ
英
國
官
民
ニ
親
日
熱
ヲ
起
サ
シ
メ
タ
ル
モ
ノ
ノ
如
ク
又
本

邦
ニ
テ
ハ
日
清
戰
爭
ニ
英
國
ガ
中
立
ヲ
守
リ
タ
ル
事
三
國
干
涉
ニ
加
ハ
ラ
ザ
リ
シ

事
及
英
國
ガ
露
國
ノ
滿
韓
經
營
ニ
抗
議
セ
ル
等
ノ
事
實
ニ
ヨ
リ
對
英
感
情
頓
ニ
良

好
ヲ
加
ヘ
露
國
ノ
南
進
愈
々
急
ナ
ル
ト
相
應
ジ
テ
日
英
兩
國
ノ
接
近
ハ
愈
々
強
化

セ
ラ
レ
タ
リ
。

偶
々
英
國
ニ
於
テ
ハ
十
九
世
紀
末
對
獨
提
携
ノ
機
頓
ニ
動
キ
一
九
〇
一
年
（
明

治
三
十
四
年
）
一
月
「
エ
ド
ワ
ー
ド
」
七
世
ノ
登
極
ト
共
ニ
「
光
榮
ア
ル
孤
立
」

外
交
清
算
ノ
傾
向
著
シ
ク
「
ソ
ー
ル
ス
ベ
リ
ー
」
内
閣
ハ
率
先
對
獨
提
携
ヲ
駐
英

獨
國
代
理
大
使
ト
共
ニ
策
シ
ツ
ツ
ア
リ
タ
リ
。
一
方
日
英
兩
國
ガ
極
東
ニ
於
ケ
ル

共
通
ノ
利
益
ヲ
擁
護
ス
ル
爲
何
等
カ
ノ
話
合
ヲ
付
ク
ベ
シ
ト
ハ
明
治
三
十
一
年

（
一
八
九
八
年
）
膠
州
灣
及
旅
順
大
連
灣
事
件
以
來
英
國
ノ
新
聞
雜
誌
ニ
上
リ
植

民
大
臣
「
チ
エ
ン
バ
レ
ン
」
氏
ハ
我
ガ
加
藤
公
使
ヲ
招
待
セ
ル
席
上
露
國
ノ
政
策

ヨ
リ
生
ズ
ル
極
東
ノ
危
機
ニ
言
及
シ
日
本
政
府
ヨ
リ
英
國
ニ
對
シ
之
ガ
對
應
策
ニ

關
ス
ル
申
出
ヲ
爲
ス
ニ
於
テ
ハ
何
時
ニ
テ
モ
好
意
的
考
慮
ヲ
加
フ
ベ
キ
旨
ヲ
以
テ

セ
ル
處
明
治
三
十
四
年
三
四
月
ノ
交
駐
英
獨
國
代
理
大
使
「
エ
ツ
カ
ル
ト
ス
タ
イ

ン
」
男
屢
々
我
林
公
使
ヲ
訪
ヒ
私
見
ト
シ
テ
日
英
獨
三
國
同
盟
ニ
關
シ
テ
日
本
政

府
ヨ
リ
口
開
キ
ヲ
ナ
サ
バ
必
ズ
成
就
ス
ベ
シ
ト
ノ
慫
慂
ヲ
行
フ
コ
ト
ア
リ
タ
リ
。

依
ツ
テ
帝
國
政
府
ニ
於
テ
林
公
使
ニ
對
シ
本
件
ニ
關
シ
テ
英
國
側
ノ
意
向
試
探
ノ

權
能
ヲ
附
與
セ
ル
ヲ
以
テ
四
月
十
七
日
初
メ
テ
英
國
側
ニ
公
使
一
個
ノ
私
見
ト
シ

テ
「
絶
東
ノ
平
和
ヲ
確
保
ス
ル
爲
日
英
間
ニ
或
ル
永
久
的
協
定
ヲ
成
立
セ
シ
ム
ル

ノ
見
込
ア
ラ
ザ
ル
ベ
キ
ヤ
ノ
問
題
念
頭
ニ
浮
ベ
リ
」
ト
通
ズ
ル
所
ア
リ
英
國
側
ヨ

リ
ハ
「
必
ズ
シ
モ
兩
國
間
ノ
ミ
ニ
限
ル
ヲ
要
セ
ズ
」
ト
ノ
應
答
ナ
ド
ア
リ
タ
ル
ガ

ソ
ノ
後
當
方
ニ
於
テ
ハ
内
閣
ノ
更
迭
ア
リ
一
時
交
涉
杜
絶
シ
タ
ル
處
七
月
十
五
日

賜
暇
歸
朝
中
ナ
リ
シ
駐
日
英
國
公
使
林
公
使
ヲ
訪
問
シ
「
近
頃
英
國
政
府
ノ
最
高

當
局
者
諸
氏
ト
會
談
中
諸
氏
ハ
日
英
兩
國
間
ニ
於
ケ
ル
一
時
的
ノ
協
約
ハ
以
テ
將

來
極
東
ニ
起
リ
得
ベ
キ
事
件
ニ
應
ズ
ル
ニ
足
ラ
ズ
」「
一
種
ノ
同
盟
ヲ
組
織
セ
ザ
ル

ベ
カ
ラ
ズ
」
ト
ノ
意
見
ヲ
表
明
セ
リ
。
斯
ク
テ
日
英
間
ノ
同
盟
交
涉
ハ
漸
ク
軌
道
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ニ
乘
レ
ル
感
ア
リ
シ
ガ
英
國
ハ
當
時
日
本
ガ
露
國
ト
一
ノ
協
約
ニ
出
ヅ
ル
ナ
キ
ヤ

ヲ
惧
レ
タ
リ
。
蓋
シ
當
時
本
邦
ニ
於
テ
ハ
親
英
親
露
ノ
二
派
ア
リ
。
親
英
派
ハ
露

國
ノ
極
東
經
營
ニ
對
抗
ス
ル
爲
英
國
ノ
對
日
好
情
ヲ
掬
マ
ン
ト
シ
親
露
派
ハ
露
國

ノ
滿
洲
進
出
ニ
ハ
實
力
ヲ
以
テ
抗
シ
得
ザ
ル
ニ
於
テ
ハ
寧
ロ
露
國
ガ
朝
鮮
ニ
利
害

ヲ
感
ズ
ル
コ
ト
比
較
的
尠
キ
ヲ
利
用
シ
滿
韓
交
換
ノ
基
礎
ニ
ヨ
リ
極
東
ノ
平
和
ヲ

保
チ
得
ベ
シ
ト
ナ
ス
モ
ノ
ニ
シ
テ
伊
藤
博
文
ノ
如
キ
ハ
右
交
涉
ノ
爲
露
都
ニ
赴
キ

タ
ル
モ
右
ハ
却
ツ
テ
日
英
ノ
接
近
ノ
促
進
セ
ラ
ル
ル
結
果
ト
ナ
レ
リ
。
七
月
末
林

公
使
英
「
ラ
ン
ス
ダ
ウ
ン
」
外
相
ト
面
會
セ
ル
際
同
公
使
ハ
外
相
ノ
質
問
ニ
答
ヘ

「
滿
洲
ニ
於
ケ
ル
日
本
ノ
利
害
ハ
間
接
ナ
リ
。
然
レ
ド
モ
若
シ
露
國
ニ
シ
テ
滿
洲

ノ
資
源
ヲ
開
拓
セ
バ
遂
ニ
朝
鮮
ヲ
占
領
ス
ル
ニ
至
ル
可
ク
是
レ
日
本
ノ
極
力
防
止

セ
ザ
ル
可
カ
ラ
ザ
ル
所
ナ
リ
。
故
ニ
余
ノ
意
見
ニ
依
レ
バ
第
一
ニ
露
國
ヲ
シ
テ
出

來
得
ル
限
リ
滿
洲
ヨ
リ
遠
ザ
カ
ラ
シ
メ
第
二
ニ
結
局
交
戰
ノ
止
ム
可
カ
ラ
ザ
ル
場

合
ニ
際
シ
露
國
ヲ
シ
テ
如
何
ナ
ル
第
三
國
ノ
援
助
ヲ
モ
得
ザ
ラ
シ
ム
ル
コ
ト
日
本

ニ
取
リ
テ
必
要
ナ
リ
」
ト
言
ヘ
ル
ニ
「
ラ
ン
ス
ダ
ウ
ン
」
侯
ハ
之
ニ
答
ヘ
「
英
國

ハ
朝
鮮
ニ
於
テ
利
害
關
係
ヲ
有
ス
ル
モ
ノ
ニ
非
ズ
ト
雖
モ
其
ノ
露
國
ノ
掌
中
ニ
歸

ス
ル
ヲ
快
シ
ト
セ
ザ
ル
モ
ノ
ナ
リ
。
而
シ
テ
中
國
ニ
關
シ
テ
ハ
其
ノ
政
策
該
帝
國

ノ
門
戸
開
放
ト
保
全
ト
ニ
在
リ
。
故
ニ
日
英
兩
國
ノ
所
望
ハ
互
ニ
相
合
致
ス
ル
モ

ノ
ナ
リ
。
而
シ
テ
是
レ
相
互
ノ
防
衛
上
或
ル
事
ヲ
爲
ス
可
キ
ノ
時
機
ナ
リ
」
ト
。

故
ニ
林
公
使
ニ
於
テ
本
件
ガ
愈
々
私
的
交
涉
ノ
域
ヲ
脱
ス
ル
ニ
至
リ
タ
ル
ヲ
勘

考
シ
本
國
政
府
ニ
對
シ
確
乎
タ
ル
方
針
ヲ
伺
ヒ
出
デ
タ
ル
處
八
月
八
日
時
ノ
曾
禰

外
務
大
臣
ハ
林
公
使
ノ
「
ラ
ン
ス
ダ
ウ
ン
」
侯
ニ
對
シ
テ
ナ
セ
ル
陳
述
ノ
次
第
ヲ

是
認
シ
別
ニ
同
公
使
心
得
迄
ニ
本
邦
政
府
ノ
意
見
ヲ
内
示
シ
「
韓
國
ヲ
シ
テ
他
邦

蠶
食
政
略
ノ
結
果
ヲ
被
ラ
シ
メ
ザ
ル
コ
ト
ハ
日
本
ニ
取
リ
テ
ハ
一
ノ
根
本
主
義
ニ

シ
テ
此
ノ
主
義
タ
ル
日
本
政
府
ハ
萬
難
ヲ
排
シ
極
力
之
ヲ
固
守
セ
ザ
ル
可
カ
ラ
ザ

ル
所
ナ
リ
。
此
レ
該
根
本
主
義
ヲ
維
持
ス
ル
ハ
卽
チ
日
本
ノ
安
全
ヲ
期
ス
ル
所
以

ナ
レ
バ
ナ
リ
。
且
又
日
本
政
府
ノ
見
ル
所
ニ
據
レ
バ
露
國
ニ
シ
テ
滿
洲
ニ
於
テ
現

存
約
定
ヲ
以
テ
取
極
メ
タ
ル
範
圍
ヲ
超
越
シ
テ
其
ノ
統
治
權
ヲ
擴
張
ス
ル
ガ
如
キ

ハ
此
レ
韓
國
ノ
獨
立
ヲ
危
ウ
ス
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
隨
ツ
テ
日
本
ニ
取
リ
テ
ハ
不
安
ノ

因
タ
ル
ベ
キ
ナ
リ
。
加
之
斯
カ
ル
統
治
權
ノ
擴
張
又
ハ
北
清
ニ
於
ケ
ル
領
土
的
商

業
的
或
ハ
工
業
的
利
益
ノ
專
占
ノ
增
加
ハ
多
少
ヲ
論
セ
ズ
此
レ
實
ニ
日
英
兩
國
ノ

共
ニ
政
略
ト
ス
ル
所
ノ
門
戸
開
放
及
領
土
保
全
ノ
政
略
ト
矛
盾
ス
ル
者
タ
ラ
ズ
ン

バ
ア
ラ
ザ
ル
ベ
シ
」
ト
ナ
セ
リ
。

斯
ク
テ
日
英
交
涉
ハ
愈
々
本
筋
ニ
入
リ
協
定
ノ
性
質
ト
範
圍
ニ
付
豫
備
交
涉
行

ハ
レ
タ
ル
ガ
獨
逸
加
入
ノ
件
ニ
關
シ
テ
ハ
其
後
英
獨
關
係
面
白
カ
ラ
ザ
ル
爲
英
國

側
ハ
「
當
分
ノ
間
本
問
題
ヲ
日
英
兩
國
間
ニ
留
メ
置
キ
同
國
ヘ
ハ
追
ツ
テ
談
話
進

捗
ス
ル
ヲ
俟
ツ
テ
申
込
ム
方
望
マ
シ
キ
」
旨
ノ
陳
述
ア
リ
其
後
英
國
側
ニ
於
テ
モ

頻
リ
ニ
勘
考
中
ナ
リ
シ
ガ
十
一
月
六
日
「
ラ
ン
ス
ダ
ウ
ン
」
侯
ヨ
リ
林
公
使
ニ
對

シ
同
盟
協
約
案
ノ
提
示
ア
リ
タ
リ
。
之
ニ
對
シ
帝
國
政
府
ノ
修
正
案
ハ
十
二
月
七

日
林
公
使
ニ
交
付
セ
ラ
レ
十
二
日
同
公
使
ヨ
リ
英
國
政
府
ニ
提
出
セ
リ
。
是
ヨ
リ

翌
明
治
三
十
五
年
（
一
九
〇
二
年
）
一
月
下
旬
ニ
至
ル
約
一
ケ
月
半
ハ
逐
條
討
議

ヲ
行
ヘ
ル
モ
ノ
ナ
ル
ガ
ソ
ノ
間
伊
藤
公
ノ
訪
露
ハ
英
國
側
ヲ
シ
テ
日
露
接
近
ヲ
懸

念
セ
シ
ム
ル
ト
共
ニ
著
シ
ク
交
涉
ヲ
進
捗
セ
シ
ム
ル
ノ
結
果
ヲ
齎
セ
リ
。
而
シ
テ

交
涉
ノ
難
關
タ
リ
シ
ハ
兩
締
約
國
ガ
孰
レ
モ
東
洋
ニ
於
テ
最
大
海
軍
力
ヲ
有
ス
ル

別
國
ノ
海
軍
力
ニ
比
シ
實
質
上
優
勢
ナ
ル
海
軍
ヲ
常
ニ
東
洋
ニ
維
持
ス
ル
コ
ト
及
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大
不
列
顚
國
ハ
日
本
國
ガ
現
ニ
韓
國
ニ
於
テ
有
ス
ル
優
勢
ナ
ル
利
益
ヲ
擁
護
增
進

ス
ル
爲
適
宜
必
要
ト
認
ム
ル
所
ノ
措
置
ヲ
採
リ
得
ル
旨
ヲ
承
認
ス
ル
コ
ト
ノ
二
件

ナ
リ
。
前
者
ハ
名
義
上
英
國
ニ
於
テ
海
軍
力
ノ
配
置
ヲ
拘
束
セ
ラ
ル
ル
ヲ
好
マ
ザ

リ
シ
爲
ニ
シ
テ
結
局
形
式
及
字
句
ノ
修
正
ヲ
以
テ
妥
結
セ
リ
。
後
者
ニ
ア
リ
テ
ハ

協
約
案
ガ
事
實
上
清
國
ニ
於
ケ
ル
日
英
共
同
ノ
利
益
ト
韓
國
ニ
於
ケ
ル
日
本
卓
越

ノ
利
益
ヲ
擁
護
ス
ル
ノ
規
定
ナ
ル
ヲ
以
テ
日
本
ニ
厚
ク
英
國
ニ
薄
キ
ヲ
均
衡
セ
シ

メ
ン
ト
セ
バ
協
約
ノ
適
用
範
圍
ヲ
他
方
面
印
度
國
境
方
面
ニ
擴
張
ス
ル
ヲ
要
ス
ト

ナ
ス
英
國
ノ
考
慮
ヨ
リ
出
デ
タ
ル
處
日
本
側
ニ
於
テ
ハ
本
協
約
ノ
範
圍
ヲ
各
自
疆

域
上
ニ
及
ボ
サ
シ
ム
ル
ハ
當
初
ノ
性
質
ヲ
一
變
セ
シ
ム
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
又
英
國
ノ

長
江
流
域
ニ
於
テ
有
ス
ル
利
益
ノ
極
メ
テ
重
大
ナ
ル
ハ
ソ
ノ
領
域
ノ
廣
大
人
口
ノ

多
數
ナ
ル
韓
國
ト
比
較
ス
ル
ヲ
得
ズ
ト
ナ
シ
英
國
側
亦
之
ヲ
諒
解
ス
ル
所
ア
リ
亦

英
國
側
ガ
我
ガ
提
案
ノ
韓
國
ニ
關
ス
ル
文
句
ヲ
承
認
ス
ル
ニ
於
テ
ハ
日
本
ノ
侵
略

的
政
策
ヲ
幇
助
ス
ル
ノ
意
味
ニ
解
セ
ラ
レ
議
會
ニ
於
テ
辯
明
ノ
辭
ナ
キ
ヲ
虞
レ
タ

ル
ガ
之
亦
我
方
對
韓
政
策
ノ
平
和
的
方
針
ヲ
諒
ト
ス
ル
ト
共
ニ
文
辭
ノ
修
正
ヲ
以

テ
決
着
ヲ
見
タ
リ
。

二
難
關
ノ
解
決
ト
共
ニ
日
英
ノ
議
漸
ク
纏
リ
明
治
三
十
五
年
（
一
九
〇
二
年
）

一
月
二（
三
十
ヵ
）

十
九
日
英
京
ニ
於
テ
日
英
協
約
調
印
セ
ラ
レ
タ
リ
。
協
約
ノ
内
容
ト
ス
ル

所
ハ
日
英
兩
國
政
府
ガ
「
偏
ニ
極
東
ニ
於
テ
現
狀
及
全
局
ノ
平
和
ヲ
維
持
ス
ル
コ

ト
ヲ
希
望
シ
且
ツ
清
帝
國
及
韓
帝
國
ノ
獨
立
ト
領
土
保
全
ト
ヲ
維
持
ス
ル
コ
ト
及

該
二
國
ニ
於
テ
各
國
ノ
商
工
業
ヲ
シ
テ
均
等
ノ
機
會
ヲ
得
セ
シ
ム
ル
コ
ト
ニ
關
シ

特
ニ
利
益
關
係
ヲ
有
ス
ル
」
旨
ヲ
述
ベ
兩
國
ハ
孰
レ
モ
清
國
ニ
特
殊
利
益
ヲ
有
シ

日
本
ハ
更
ニ
韓
國
ニ
「
政
治
上
並
商
業
上
及
工
業
上
格
段
ニ
利
益
ヲ
有
ス
ル
ヲ
以

テ
」「
右
等
利
益
ニ
シ
テ
別
國
ノ
侵
略
的
行
動
ニ
因
リ
」
若
ク
ハ
清
韓
兩
國
ニ
於
ケ

ル
騷
動
ノ
發
生
ニ
因
リ
侵
迫
セ
ラ
レ
タ
ル
場
合
ハ
必
要
ナ
ル
措
置
ヲ
執
ル
ベ
ク
兩

締
約
國
ノ
一
方
ガ
ソ
ノ
爲
別
國
ト
開
戰
セ
ル
場
合
ハ
一
方
ハ
嚴
正
中
立
ヲ
守
リ
其

ノ
同
盟
國
ニ
對
シ
テ
他
國
ノ
戰
爭
加
入
ヲ
妨
グ
ル
コ
ト
ニ
努
メ
他
國
ノ
參
戰
ア
リ

タ
ル
時
ハ
他
ノ
締
約
國
ハ
協
同
戰
闘
ニ
當
ラ
ン
ト
ス
ル
等
ニ
シ
テ
期
間
ハ
五
箇
年

ニ
シ
テ
自
動
的
更
新
ヲ
認
メ
タ
リ
。

本
協
約
ノ
成
立
各
國
ニ
通
報
セ
ラ
ル
ル
ヤ
獨
逸
ニ
於
テ
ハ
主
導
的
態
度
ヲ
執
ル

ヨ
リ
モ
寧
ロ
局
外
中
立
ノ
位
置
ニ
立
ツ
ト
ナ
シ
米
國
ニ
於
テ
ハ
「
本
協
約
ノ
目
的

ハ
米
國
ノ
希
望
シ
タ
ル
所
ト
全
然
協
合
ス
ル
ヲ
見
ル
」
ト
述
ベ
清
國
慶
親
王
ハ
滿

面
歡
喜
ノ
色
ヲ
顯
ハ
シ
テ
之
ヲ
受
ケ
韓
國
亦
其
ノ
主
意
ヲ
明
晰
ニ
諒
解
シ
タ
ル
處

露
國
ニ
於
テ
ハ
「
該
協
約
ニ
於
テ
戰
爭
ニ
關
ス
ル
條
項
ヲ
見
ル
ハ
極
メ
テ
遺
憾
ニ

堪
ヘ
ザ
ル
處
ナ
リ
。
何
ト
ナ
レ
バ
其
ノ
目
的
ガ
我
ガ
露
國
ヲ
意
味
ス
ル
ハ
明
瞭
ナ

レ
バ
ナ
リ
」
ト
ナ
セ
ル
ガ
三
月
十
六
日
佛
國
ト
共
ニ
共
同
宣
言
ヲ
發
シ
テ
日
英
同

盟
ニ
應
ヘ
タ
リ
。
而
シ
テ
本
同
盟
ノ
豫
想
セ
ル
戰
爭
ハ
二
年
ニ
シ
テ
極
東
ノ
天
地

ヲ
訪
レ
タ
リ
。

　
　
　

日
露
戰
爭

日
清
戰
爭
及
三
國
干
涉
ニ
ヨ
ル
清
國
ノ
反
日
親
露
感
情
ヲ
充
分
ニ
利
用
セ
ル
露

國
ガ
戰
後
孜
々
ト
シ
テ
滿
韓
經
營
ニ
從
事
セ
ル
ハ
上
述
セ
ル
如
ク
ナ
ル
ガ
其
後
注

目
ス
ベ
キ
事
案
ト
シ
テ
ハ
一
八
九
六
年
（
明
治
二
十
九
年
）
五（
六
月
三
日
ヵ
）

月
二
十
六
日
聖
彼

得
堡
ニ
於
テ
露
帝
ノ
戴
冠
式
參
列
ヲ
名
ト
ス
ル
清
國
遣
露
大
使
李
鴻
章
ト
露
國
ノ

「
プ
リ
ン
ス
・
ロ
バ
ノ
フ
」
ト
ノ
間
ニ
密
約
セ
ラ
レ
タ
ル
露
清
同
盟
ニ
シ
テ
露
國
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ハ
之
ニ
ヨ
リ
黑
龍
江
吉
林
兩
省
ヲ
橫
斷
シ
テ
浦
鹽
斯
德
ノ
方
向
ニ
一
條
ノ
鐵
道
線

ヲ
建
設
ス
ル
權
利
ヲ
得
ル
ト
共
ニ
「
東
方
亞
細
亞
ニ
於
ケ
ル
露
西
亞
領
土
ニ
對
ス

ル
ト
又
ハ
支
那
國
若
ク
ハ
朝
鮮
國
ニ
對
ス
ル
ト
ヲ
問
ハ
ズ
日
本
國
ノ
企
ツ
ル
一
切

ノ
侵
略
」
ニ
對
シ
兩
締
約
國
ハ
「
使
用
シ
得
ル
一
切
ノ
陸
海
軍
ヲ
以
テ
相
互
ニ
支

持
」
ス
ル
コ
ト
ヲ
約
セ
シ
メ
タ
リ
。
而
シ
テ
コ
ノ
條
約
ニ
基
ク
東
清
鐵
道
及
明
治

二（
二
十
四
ヵ
）

十
三
年
（
一（
一
八
九
一
ヵ
）

八
九
〇
年
）
以
來
起
工
中
ナ
リ
シ
西
比
利
亞
鐵
道
ハ
明
治
三
十
四

年
（
一
九
〇
一
年
）
十
一
月
全
通
ヲ
見
タ
リ
。

北
清
事
變
ト
共
ニ
滿
洲
ニ
出
兵
セ
ル
露
國
ハ
明
治
三
十
三
年
（
一
九
〇
〇
年
）

十
一
月
奉
天
將
軍
增
祺
ト
ノ
間
ニ
滿
洲
保
護
ニ
關
ス
ル
一
ノ
豫
備
協
約
ヲ
調
印
シ

奉
天
省
域
等
ノ
各
處
ニ
於
テ
鐵
道
保
護
ト
地
方
安
寧
ノ
爲
露
兵
ヲ
駐
防
セ
シ
メ
露

官
ノ
一
時
占
領
ス
ル
營
口
等
ノ
場
所
ハ
露
政
府
ニ
於
テ
奉
天
省
ノ
安
寧
ト
爲
リ
タ

リ
ト
認
ム
ル
時
清
國
行
政
ノ
下
ニ
復
歸
セ
シ
ム
ル
事
等
ヲ
約
定
セ
シ
メ
タ
ル
ガ
北

京
政
府
ノ
承
認
ス
ル
所
ト
ナ
ラ
ズ
本
件
談
判
ハ
露
都
ニ
移
サ
レ
タ
リ
。
日
本
政
府

ニ
於
テ
ハ
明
治
三
十
四
年
（
一
九
〇
一
年
）
一
月
清
國
政
府
ニ
對
シ
露
國
ヲ
シ
テ

滿
洲
ヨ
リ
撤
兵
セ
シ
メ
且
滿
洲
ヲ
シ
テ
事
實
上
露
國
ノ
領
有
ニ
歸
セ
シ
ム
ル
ガ
如

キ
讓
與
ハ
ス
ベ
テ
之
ヲ
拒
絶
ス
ベ
キ
ヲ
勸
告
シ
又
露
國
政
府
ヨ
リ
ハ
右
協
約
ヲ
虛

報
ト
シ
「
縱
令
露
國
ニ
シ
テ
永
久
同
地
ヲ
占
領
ス
ル
ニ
決
ス
ル
ト
モ
權
利
上
毫
モ

批
難
ヲ
受
ク
ベ
キ
所
ナ
シ
」
ト
ノ
回
答
ヲ
得
タ
リ
。
露
都
ニ
於
ケ
ル
露
清
交
涉
ノ

眞
相
ハ
一
月
下
旬
北
京
ヨ
リ
ノ
電
報
ニ
依
リ
窺
知
シ
得
ラ
レ
タ
ル
ガ
右
ハ
滿
洲
ヲ

露
國
ノ
保
護
化
シ
且
清
國
政
府
ハ
滿
蒙
ニ
於
テ
鐵
道
ヲ
敷
設
ス
ル
ノ
權
利
ヲ
毫
モ

有
セ
ザ
ル
等
ノ
規
定
ア
リ
タ
リ
。

日
本
政
府
ニ
於
テ
ハ
一
月
露
清
協
商
ニ
關
シ
露
國
ニ
質
問
ス
ル
ト
同
時
ニ
英
國

ノ
之
ニ
關
ス
ル
意
向
ヲ
叩
キ
タ
ル
處
十
五
日
英
國
外
相
ハ
我
ガ
林
公
使
ニ
對
シ
露

國
ガ
公
然
ト
ニ
ハ
非
ザ
ル
モ
再
三
滿
洲
ヲ
合
併
ス
ル
ノ
意
向
ヲ
否
認
シ
タ
ル
ニ
依

リ
此
ノ
種
ノ
質
問
ヲ
公
然
提
起
ス
ル
ヲ
以
テ
未
ダ
機
宜
ニ
適
ス
ル
モ
ノ
ニ
ア
ラ
ズ

ト
思
惟
ス
ル
旨
ヲ
答
ヘ
タ
リ
。
其
後
我
方
ヨ
リ
本
件
ニ
關
シ
英
國
政
府
ト
絶
エ
ズ

連
絡
シ
清
國
ニ
對
シ
日
英
共
同
ノ
警
告
ヲ
發
ス
ル
コ
ト
ニ
事
ヲ
運
バ
ン
ト
ナ
シ
居

リ
タ
ル
ガ
二
月
十
二
日
英
國
外
相
ハ
我
ガ
林
公
使
ニ
對
シ
「
本
日
駐
英
清
國
公
使

羅
豐
祿
ニ
對
シ
目
下
ノ
場
合
所
謂
滿
洲
協
商
ノ
如
キ
領
土
ニ
關
ス
ル
約
定
ヲ
締
結

ス
ル
ハ
清
國
ニ
取
リ
危
害
ノ
源
因
タ
ル
コ
ト
並
ニ
清
帝
國
ニ
於
ケ
ル
領
土
權
ニ
關

ス
ル
協
定
ヲ
何
レ
ノ
一
國
ト
モ
締
結
ス
ベ
カ
ラ
ザ
ル
コ
ト
ヲ
警
告
セ
リ
。
獨
逸
政

府
モ
亦
英
國
政
府
ノ
協
議
ニ
應
ジ
同
樣
ノ
警
告
ヲ
與
フ
ル
コ
ト
ト
ナ
リ
タ
リ
。
英

國
及
日
本
ガ
與
フ
ル
這
般
ノ
警
告
ハ
清
國
政
府
ニ
對
シ
良
好
ノ
結
果
ア
ル
ベ
キ
ヲ

信
ズ
」
ト
通
報
セ
リ
。
因
ツ
テ
日
本
側
ニ
於
テ
モ
十
三
日
清
國
ニ
對
シ
「
若
シ
清

國
ニ
シ
テ
今
回
ノ
事
變
ニ
關
聯
シ
或
ル
一
國
ト
單
獨
ノ
約
定
ヲ
締
結
シ
テ
之
ニ
專

占
的
若
ク
ハ
特
別
ナ
ル
領
土
上
ノ
利
益
ヲ
與
フ
ル
ト
キ
ハ
清
國
領
土
ノ
保
全
ハ
爲

ニ
重
大
ノ
危
險
ニ
陥
ル
ベ
キ
コ
ト
」
ヲ
申
入
レ
米
國
ハ
我
國
ノ
提
言
ニ
ヨ
リ
墺
伊

ハ
獨
逸
ノ
提
言
ニ
ヨ
リ
同
樣
ノ
警
告
ヲ
清
國
ニ
與
ヘ
タ
リ
。

其
後
露
國
ハ
旅
順
協
商
ノ
確
認
ヲ
強
ヒ
ザ
ル
コ
ト
ニ
同
意
シ
タ
ル
モ
尋
イ
デ
露

國
ハ
滿
洲
善
後
時
宜
ニ
關
シ
滿
洲
還
附
ヲ
約
ス
ル
ト
共
ニ
條
件
的
滿
洲
駐
兵
、
清

國
ニ
依
ル
滿
洲
ノ
非
武
裝
、
滿
洲
鐵
道
ヨ
リ
北
京
ニ
向
ヒ
長
城
ニ
至
ル
鐵
道
敷
設

權
等
十
二
箇
條
ノ
要
求
ヲ
提
出
セ
リ
。
之
ニ
關
シ
清
國
公
使
ヨ
リ
ハ
三
月
一
日
日

本
政
府
ニ
對
シ
「
清
國
獨
力
ニ
テ
ハ
露
國
ノ
要
求
ニ
抗
ス
ル
能
ハ
ズ
」
ト
ナ
シ
露

國
ニ
對
シ
テ
英
獨
米
及
帝
國
ノ
共
同
勸
告
ヲ
要
求
シ
來
レ
リ
。
此
ノ
清
國
ノ
要
求
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ニ
對
シ
獨
米
ハ
比
較
的
冷
淡
ナ
リ
シ
モ
英
國
ハ
露
國
從
來
ノ
聲
明
ト
今
回
ノ
提
案

ト
ノ
矛
盾
ニ
付
露
國
政
府
ノ
説
明
ヲ
求
メ
ン
ト
ナ
シ
タ
ル
處
露
國
側
ニ
於
テ
ハ
新

聞
紙
上
掲
載
ノ
約
案
ハ
捏
造
ニ
過
ギ
ズ
ト
ナ
ス
ト
共
ニ
三
月
七
日
同
國
政
府
ハ
英

國
側
ノ
質
問
ニ
應
ヘ
「
獨
立
國
ニ
於
テ
ハ
他
國
ト
其
ノ
便
宜
ニ
適
ス
ル
條
約
ヲ
結

ブ
コ
ト
全
ク
自
由
ニ
シ
テ
第
三
國
ハ
之
ニ
干
涉
ス
ル
ノ
權
ナ
シ
」
ト
ナ
シ
約
案
ノ

提
示
ヲ
峻
拒
セ
リ
。
而
シ
テ
日
本
政
府
ニ
於
テ
ハ
英
國
ト
絶
エ
ズ
連
絡
シ
居
リ
タ

ル
處
露
都
ニ
於
テ
ハ
露
國
側
ハ
條
約
案
ニ
重
要
ナ
ラ
ザ
ル
修
正
ヲ
加
ヘ
テ
清
國
側

ニ
提
出
シ
三
月
二
十
六
日
ヲ
限
リ
テ
之
ニ
調
印
セ
ン
コ
ト
ヲ
迫
リ
「
若
シ
右
ノ
期

限
内
ニ
調
印
ヲ
了
セ
ザ
ル
ト
キ
ハ
露
國
ハ
條
約
案
ヲ
撤
回
シ
テ
自
由
ノ
行
動
ヲ
執

ル
ベ
シ
」
ト
聲
明
セ
リ
。
日
本
政
府
ニ
於
テ
ハ
之
ニ
關
シ
「
指
定
ノ
期
限
内
ニ
該

約
案
ニ
調
印
セ
ズ
隨
ツ
テ
露
國
ヲ
シ
テ
之
ヲ
撤
回
ス
ル
ニ
至
ラ
シ
ム
ベ
キ
コ
ト
ヲ

清
國
ニ
勸
告
ス
ル
ニ
付
帝
國
政
府
ハ
英
國
政
府
及
獨
逸
政
府
ト
共
同
セ
ン
コ
ト
ヲ

欲
ス
」
ル
方
針
ヲ
決
定
シ
テ
英
國
政
府
ノ
同
意
ヲ
得
三
月
二
十
日
清
國
ニ
對
シ
我

方
ヨ
リ
通
告
ス
ル
所
ア
リ
タ
リ
。

一
方
清
國
ヨ
リ
英
國
ニ
對
シ
滿
洲
問
題
ニ
關
シ
テ
英
國
政
府
ハ
現
下
ノ
難
況
ヨ

リ
清
國
ヲ
救
出
ス
ル
カ
若
ク
ハ
約
定
調
印
ノ
期
日
ヲ
延
長
ス
ル
樣
露
國
ニ
勸
告
ス

ル
カ
二
者
其
ノ
一
ニ
出
デ
ン
コ
ト
ヲ
請
ヘ
ル
處
英
國
ニ
於
テ
ハ
「
清
國
自
ラ
約
定

ノ
調
印
ヲ
拒
絶
ス
ル
ヨ
リ
外
他
ニ
清
國
ヲ
援
助
ス
ベ
キ
方
法
ナ
シ
」
ト
答
ヘ
タ
ル

ヲ
以
テ
清
國
ニ
於
テ
ハ
本
問
題
ヲ
在
北
京
外
國
公
使
ノ
仲
裁
ニ
付
ス
ベ
キ
コ
ト
ヲ

提
議
セ
リ
。
一
方
我
方
モ
之
ト
時
ヲ
同
ジ
ウ
シ
テ
三
月
二
十
五
日
露
國
政
府
ニ
對

シ
テ
「
日
本
政
府
ハ
露
清
兩
國
間
ニ
於
テ
締
結
セ
ラ
レ
ン
ト
ス
ル
滿
洲
ニ
關
ス
ル

約
定
案
中
或
ル
條
款
ハ
清
國
ノ
主
權
ヲ
毀
損
シ
又
他
ノ
條
款
ハ
清
國
ニ
關
係
ア
ル

他
國
ノ
權
利
及
利
益
ニ
大
ナ
ル
影
響
ヲ
及
ボ
ス
モ
ノ
ノ
如
シ
」
故
ニ
「
本
案
件
ハ

之
ヲ
北
京
ニ
於
ケ
ル
列
國
代
表
者
ノ
會
議
ニ
提
出
シ
協
定
ス
ル
ニ
如
カ
ザ
ル
コ
ト

ヲ
信
ズ
ル
モ
ノ
」
ナ
ル
旨
ヲ
申
入
レ
タ
ル
ニ
露
國
側
ハ
「
兩
獨
立
國
間
ノ
談
判
中

ナ
ル
問
題
ニ
關
ス
ル
此
ノ
種
通
牒
ハ
公
然
之
ヲ
接
受
ス
ル
コ
ト
ヲ
辭
退
セ
ザ
ル
ヲ

得
ズ
」
ト
答
ヘ
タ
リ
。
同
日
清
國
側
ハ
列
國
會
議
附
議
ニ
關
シ
日
本
政
府
ノ
助
力

ヲ
請
ヒ
來
レ
ル
ヲ
以
テ
我
方
ヨ
リ
ハ
此
ノ
際
清
國
ハ
英
國
政
府
勸
告
ノ
如
ク
滿
洲

條
約
ノ
正
文
ヲ
北
京
使
臣
會
議
ニ
提
出
ス
ル
カ
少
ク
ト
モ
我
方
ガ
之
ヲ
露
國
ニ
對

シ
テ
引
用
シ
得
ル
樣
公
然
之
ヲ
日
本
政
府
ニ
提
出
ス
ベ
キ
旨
ヲ
勸
告
セ
リ
。
而
シ

テ
四
月
二
日
清
國
ハ
露
國
ニ
對
シ
テ
日
英
米
獨
四
國
ヨ
リ
滿
洲
問
題
ヲ
北
京
會
議

ニ
付
ス
ベ
シ
ト
ノ
勸
告
ア
リ
タ
ル
ヲ
叙
シ
露
國
ノ
讓
步
ヲ
求
メ
露
國
ハ
遂
ニ
五
日

本
件
商
議
ノ
斷
絶
ヲ
聲
明
セ
リ
。

明
治
三
十
四
年
（
一
九
〇
一
年
）
三
月
露
國
ガ
期
ヲ
定
メ
テ
密
約
ノ
調
印
ヲ
清

國
ニ
迫
リ
タ
ル
頃
清
國
側
ニ
ハ
所
謂
滿
洲
開
放
論
ア
リ
テ
之
ニ
ヨ
リ
列
強
ヲ
シ
テ

露
國
ノ
滿
洲
占
領
ニ
反
對
ス
ル
理
由
ヲ
得
セ
シ
メ
ン
ト
セ
ル
事
ア
リ
。
我
方
ニ
於

テ
ハ
一
策
ナ
リ
ト
シ
テ
英
國
ニ
諮
リ
タ
ル
ニ
同
國
ハ
ソ
ノ
必
要
ヲ
認
メ
ズ
ト
ナ
シ

又
米
國
ハ
寧
ロ
清
國
全
土
ノ
開
放
ヲ
唱
ヘ
タ
ル
マ
マ
中
止
セ
ラ
レ
居
リ
タ
ル
處
其

後
滿
洲
問
題
ニ
關
ス
ル
露
清
談
判
再
開
ノ
風
評
ア
リ
日
英
兩
國
ニ
於
テ
ハ
連
絡
ヲ

續
ク
ル
ト
共
ニ
滿
洲
保
全
ノ
策
ニ
付
夫
々
勘
案
シ
ツ
ツ
ア
リ
タ
ル
ガ
十
月
七
日
清

國
側
ヨ
リ
露
國
ガ
盛
京
省
駐
屯
露
兵
ハ
本
年
内
、
黑
龍
江
、
吉
林
二
省
ノ
露
兵
ハ

二
年
後
撤
退
ス
ル
事
等
ノ
提
案
ヲ
ナ
シ
滿
洲
ニ
關
ス
ル
密
約
ヲ
締
結
セ
ン
ト
シ
居

ル
旨
聞
込
ア
リ
タ
ル
爲
日
本
ヨ
リ
ハ
清
國
政
府
ニ
撤
兵
ハ
一
年
内
タ
ル
ベ
キ
コ
ト

等
ヲ
通
牒
ス
ル
ト
共
ニ
英
國
ニ
通
報
シ
英
國
ヨ
リ
ハ
露
國
ニ
申
入
ル
ル
所
ア
リ
タ
リ
。
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然
ル
ニ
十
二
月
我
方
ハ
端
ナ
ク
モ
露
清
銀
行
ト
清
國
政
府
ト
ノ
間
ニ
滿
洲
ニ
於

ケ
ル
礦
山
採
掘
權
其
他
工
業
上
ノ
經
營
ニ
關
シ
或
ル
條
件
ノ
下
ニ
該
銀
行
ニ
對
シ

優
先
的
權
利
ヲ
與
フ
ベ
キ
一
契
約
ノ
商
議
中
ニ
屬
ス
ル
モ
ノ
ア
ル
ヲ
知
レ
リ
。
我

方
ニ
於
テ
ハ
之
ガ
調
印
ノ
延
期
ヲ
清
國
政
府
ニ
申
入
ル
ル
ト
共
ニ
英
國
ヨ
リ
ハ
清

國
政
府
ニ
對
シ
之
ヲ
拒
絶
ス
ル
樣
忠
告
シ
之
ヲ
爲
サ
ザ
ル
ニ
於
テ
ハ
英
國
モ
同
樣

ノ
權
利
ヲ
要
求
ス
ベ
キ
旨
申
入
レ
ア
リ
タ
リ
。
米
國
亦
之
ニ
反
對
ナ
ル
旨
露
清
兩

國
ニ
通
告
ス
ル
所
ア
リ
清
國
政
府
ハ
露
清
銀
行
ト
ノ
契
約
ニ
調
印
セ
ザ
ル
意
向
ヲ

露
國
側
ニ
明
示
セ
リ
。
其
後
露
清
滿
洲
條
約
案
ニ
關
シ
テ
ハ
日
英
間
ニ
ソ
ノ
修
正

ニ
付
テ
交
涉
ア
リ
タ
ル
ガ
我
方
ニ
於
テ
ハ
三
月
一
日
ノ
在
英
林
公
使
宛
大
臣
ノ
訓

電
ニ
モ
ア
ル
如
ク
「
出
來
得
ベ
ク
ン
バ
該
協
定
ヲ
速
ニ
訂
結
ス
ル
コ
ト
大
ニ
望
マ

シ
キ
義
ニ
テ
之
ヨ
リ
生
ズ
ル
利
益
ハ
協
約
中
一
二
ノ
缺
點
ヲ
補
フ
ニ
餘
リ
ア
ル
ベ

キ
ナ
リ
」
ト
ナ
シ
四
月
一
日
ニ
ハ
在
清
使
臣
ニ
對
シ
協
約
ノ
速
ニ
訂
結
セ
ラ
ル
ル

ヲ
欲
シ
異
議
ヲ
抛
棄
ス
ベ
キ
旨
訓
令
セ
ル
結
果
同
八
日
露
清
間
ノ
滿
洲
還
附
條
約

成
レ
リ
。
ソ
ノ
骨
子
ハ
調
印
後
三
期
ニ
分
ケ
一
ケ
年
半
内
ニ
滿
洲
駐
屯
露
國
軍
隊

ノ
撤
退
ヲ
約
セ
ル
コ
ト
之
ナ
リ
。

然
ル
ニ
露
國
ハ
本
協
約
ニ
ヨ
リ
明
治
三
十
五
年
（
一
九
〇
二
年
）
十
月
八
日
迄

ニ
行
フ
ベ
キ
盛
京
省
西
南
部
ノ
第
一
期
撤
兵
ハ
實
行
セ
シ
モ
第
二
期
撤
兵
ノ
義
ニ

付
テ
ハ
撤
兵
期
日
ノ
間
際
ニ
迫
リ
奉
天
及
牛
莊
ニ
增
兵
ヲ
行
ヒ
タ
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ

第
二
期
撤
兵
期
限
タ
ル
翌
三
十
六
年
（
一
九
〇
三
年
）
四
月
八
日
ヲ
過
グ
ル
十
八

日
清
國
ニ
對
シ
七
ケ
條
ニ
亙
ル
滿
蒙
特
殊
權
益
確
保
ノ
要
求
ヲ
提
出
シ
以
テ
撤
兵

ノ
要
件
ト
セ
リ
。
之
ニ
關
シ
我
方
ニ
於
テ
ハ
英
米
兩
國
ニ
呼
ビ
掛
ケ
相
協
同
シ
テ

露
國
ノ
要
求
打
破
ニ
努
メ
タ
ル
結
果
清
國
政
府
モ
斷
然
コ
ノ
要
求
ヲ
却
ケ
タ
リ
。

然
ル
ニ
露
國
ニ
於
テ
ハ
蒙
古
政
治
組
織
ノ
不
變
更
、
露
國
ヨ
リ
還
附
ス
ベ
キ
土
地

ノ
他
國
ヘ
ノ
不
讓
與
、
滿
洲
ニ
於
テ
新
ニ
開
港
及
開
市
場
ヲ
設
ケ
ザ
ル
コ
ト
等
ノ

保
證
ヲ
求
メ
テ
已
マ
ザ
リ
シ
ガ
英
米
ニ
於
テ
ハ
露
國
ノ
辯
明
ニ
滿
足
シ
テ
以
テ
滿

洲
ニ
於
テ
露
國
ト
衝
突
ス
ル
ヲ
回
避
セ
ン
ト
ス
ル
ニ
傾
ケ
リ
。
之
ニ
反
シ
我
方
ニ

於
テ
ハ
清
國
ニ
對
シ
撤
兵
ノ
要
件
ハ
飽
ク
マ
デ
之
ヲ
却
ク
ル
樣
勸
告
シ
來
リ
シ
處

九
月
六
日
前
ノ
要
求
ニ
代
ヘ
五
ケ
條
ノ
新
要
求
ヲ
提
出
シ
吉
林
省
ノ
撤
兵
ヲ
更
ニ

四
ケ
月
間
延
期
ス
ル
コ
ト
、
英
國
ノ
獲
得
シ
タ
ル
權
利
ハ
悉
ク
露
國
ニ
於
テ
モ
之

ヲ
請
求
シ
得
ル
コ
ト
等
ヲ
申
出
デ
タ
リ
。
之
ニ
對
シ
清
國
側
ニ
於
テ
ハ
露
兵
ノ
滿

洲
撤
兵
ヲ
速
カ
ナ
ラ
シ
ム
ル
爲
ソ
ノ
要
求
ニ
應
ゼ
ン
ト
シ
英
米
亦
熱
意
ナ
カ
リ
シ

カ
ハ
日
本
政
府
ニ
於
テ
ハ
直
接
露
國
ト
交
涉
ス
ル
コ
ト
ト
ナ
レ
リ
。

三
國
干
涉
以
來
ニ
於
ケ
ル
露
國
ノ
清
國
經
略
ハ
我
ガ
國
民
ヲ
シ
テ
著
シ
ク
憤
激

セ
シ
メ
特
ニ
今
次
ノ
滿
洲
撤
兵
問
題
ニ
關
シ
テ
ハ
ソ
ノ
對
露
反
感
ハ
絶
頂
ニ
達
セ

ル
觀
ア
リ
シ
處
日
本
政
府
ニ
於
テ
ハ
露
國
ノ
世
界
ニ
於
ケ
ル
地
位
ニ
鑑
ミ
飽
ク
迄

平
和
的
解
決
ヲ
以
テ
ソ
ノ
方
針
ト
シ
明
治
三
十
六
年
（
一
九
〇
三
年
）
七
月
以
來

頻
リ
ニ
露
國
ト
折
衝
ス
ル
所
ア
リ
タ
リ
。
ソ
ノ
骨
子
ト
ス
ル
所
ハ
所
謂
滿
韓
交
換

ノ
立
場
ニ
立
ツ
モ
ノ
ニ
シ
テ
兩
地
ノ
領
土
的
保
全
及
門
戸
開
放
ヲ
保
障
ス
ル
ト
共

ニ
露
國
ハ
韓
國
ニ
於
ケ
ル
日
本
ノ
優
勢
ナ
ル
利
益
ヲ
承
認
シ
日
本
ハ
滿
洲
ニ
於
ケ

ル
露
國
ノ
特
殊
ナ
ル
利
益
ヲ
承
認
ス
ル
コ
ト
等
ヲ
協
定
セ
ン
ト
ス
ル
モ
ノ
ナ
リ
シ

モ
露
國
ニ
ア
リ
テ
ハ
韓
國
ニ
於
ケ
ル
日
本
ノ
地
位
ヲ
認
ム
ル
ニ
十
分
ナ
ラ
ザ
ル
反

面
滿
洲
ニ
關
シ
テ
ハ
何
等
ノ
協
商
ヲ
モ
爲
ス
コ
ト
ヲ
拒
絶
シ
殊
ニ
韓
國
領
土
ニ
シ

テ
北
緯
三
十
九
度
以
北
ノ
部
分
ノ
中
立
地
帶
化
ヲ
主
張
シ
テ
讓
ラ
ズ
遂
ニ
明
治
三 

十
七
年
（
一
九
〇
四
年
）
一
月
十
三
日
我
方
ノ
最
終
提
議
モ
露
國
ノ
顧
ル
所
ト
ナ
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ラ
ズ
二
月
六
日
國
交
斷
絶
十
日
宣
戰
ト
ナ
レ
リ
。

戰
況
ハ
日
本
軍
ノ
有
利
ニ
展
開
シ
明
治
三
十
八
年
（
一
九
〇
五
年
）
一
月
旅
順

陷
落
シ
三
月
十
日
奉
天
ヲ
占
領
ス
ル
ト
共
ニ
五
月
ニ
ハ
對
馬
海
峽
ニ
於
テ
露
國
艦

隊
ヲ
覆
滅
セ
リ
。

明
治
三
十
七
年
（
一
九
〇
四
年
）
ノ
暮
頃
ヨ
リ
「
ル
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
」
米
國
大

統
領
ヲ
繞
リ
テ
漸
ク
平
和
ノ
氣
運
動
キ
我
方
ハ
ソ
ノ
後
同
大
統
領
ト
絶
エ
ズ
連
絡

ス
ル
所
ア
リ
翌
三
十
八
年
（
一
九
〇
五
年
）
一
月
二
十
五
日
同
大
統
領
ニ
對
シ
平

和
克
服
後
ニ
於
ケ
ル
滿
韓
並
旅
順
ニ
關
ス
ル
日
本
政
府
ノ
意
思
並
希
望
及
講
和
問

題
ニ
關
シ
申
入
レ
置
キ
タ
リ
。
而
シ
テ
同
大
統
領
ハ
英
佛
獨
ニ
諮
リ
露
國
政
府
ニ

和
議
ヲ
勸
告
セ
ル
處
露
國
ハ
「
波
羅
的
艦
隊
並
奉
天
附
近
ニ
現
存
ス
ル
四
十
萬
ノ

兵
ヲ
以
テ
十
分
有
力
ナ
ル
モ
ノ
ト
確
信
ス
ル
ヲ
以
テ
戰
爭
ヲ
繼
續
ス
ル
コ
ト
ニ
決

セ
リ
」
ト
回
答
セ
ル
モ
奉
天
ニ
於
ケ
ル
敗
戰
後
ハ
露
國
ハ
日
本
ニ
ヨ
ル
國
辱
的
條

件
ノ
提
出
ヲ
恐
レ
テ
和
ヲ
請
ハ
ザ
ル
模
樣
ナ
ル
ヲ
以
テ
大
統
領
ハ
日
本
ヨ
リ
講
和

條
件
ノ
提
出
ア
リ
度
キ
旨
通
告
シ
來
リ
タ
リ
。
我
方
ニ
於
テ
ハ
「
露
國
ニ
シ
テ
誠

實
ニ
平
和
ヲ
希
望
ス
ル
ノ
意
ヲ
表
示
ス
ル
狀
態
ニ
達
セ
ザ
ル
限
リ
ハ
同
國
ガ
何
等

日
本
ノ
申
出
ニ
係
ル
條
件
ヲ
承
諾
ス
ル
ノ
意
向
ヲ
有
ス
ベ
キ
ヲ
期
待
ス
ル
能
ハ
ズ
」

ト
ナ
ス
ト
共
ニ
直
接
當
事
國
ノ
談
判
ヲ
主
張
シ
テ
主
ト
シ
テ
米
國
側
ト
連
絡
ス
ル

所
ア
リ
。
米
國
側
ハ
頻
リ
ニ
露
國
政
府
ノ
意
向
ヲ
伺
ヒ
對
日
講
和
ヲ
慫
慂
シ
居
リ

タ
ル
處
其
後
露
國
ニ
於
テ
ハ
波
羅
的
艦
隊
ガ
日
本
近
海
ニ
接
近
セ
ル
ヲ
以
テ
希
望

ヲ
ソ
ノ
日
本
海
軍
ト
ノ
決
戰
ニ
カ
ケ
タ
ル
モ
五
月
日
本
海
海
戰
ニ
於
テ
大
敗
ヲ
喫

セ
ル
爲
日
本
政
府
ニ
於
テ
ハ
戰
爭
終
結
ノ
時
機
至
レ
リ
ト
ナ
シ
六
月
一
日
米
國
大

統
領
ニ
對
シ
「
大
統
領
ハ
直
接
且
全
然
其
一
己
ノ
發
意
ニ
依
リ
兩
交
戰
國
ヲ
シ
テ

直
接
談
判
ニ
入
ラ
シ
メ
ン
ガ
爲
兩
國
ヲ
誘
ヒ
相
互
接
近
セ
シ
ム
ル
ニ
至
ラ
ン
コ
ト

是
帝
國
政
府
ノ
希
望
ス
ル
所
ナ
リ
」
ト
開
陳
セ
ル
ニ
對
シ
大
統
領
ニ
於
テ
ハ
「
余

一
己
ト
シ
テ
ハ
此
際
講
和
ノ
成
立
ス
ル
モ
將
又
戰
爭
ノ
繼
續
ス
ル
モ
余
ニ
於
テ
敢

テ
擇
ブ
所
ナ
シ
。
此
點
ニ
關
シ
テ
ハ
余
ハ
今
回
ノ
海
戰
以
來
態
度
ヲ
一
變
シ
ツ
ツ

ア
リ
」
ト
ナ
ス
ト
共
ニ
日
本
ノ
提
出
ス
ベ
キ
講
和
條
件
ノ
緩
大
ナ
ル
ベ
キ
ヲ
慫
慂

セ
ル
ガ
米
國
側
ハ
獨
逸
ト
共
ニ
協
議
ノ
上
露
帝
ニ
對
シ
講
和
ノ
勸
告
ヲ
行
ヒ
ソ
ノ

意
向
ヲ
確
認
シ
タ
ル
上
六
月
九
日
米
國
側
ヨ
リ
正
式
ニ
日
露
兩
國
ニ
對
シ
「
兩
國

政
府
ニ
於
テ
兩
國
自
己
ノ
爲
メ
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
文
明
世
界
全
體
ノ
利
益
ノ
爲
相
互
間

ニ
直
接
ノ
講
和
談
判
ヲ
開
始
セ
ン
コ
ト
ヲ
切
望
ス
。
右
講
和
談
判
ハ
兩
交
戰
國
間

ニ
於
テ
直
接
ニ
之
ヲ
行
フ
ベ
キ
」
旨
申
入
ア
リ
十
日
我
方
之
ヲ
受
諾
シ
露
國
亦
米

國
ノ
提
議
ヲ
受
諾
シ
タ
ル
ヲ
以
テ
兩
國
全
權
委
員
ハ
同
年
八
月
十
日
ヨ
リ
米
國

「
ポ
ー
ツ
マ
ス
」
ニ
會
シ
九
月
五
日
講
和
條
約
ノ
成
立
ヲ
見
タ
リ
。
本
條
約
ニ
於

テ
「
露
西
亞
帝
國
政
府
ハ
日
本
國
ガ
韓
國
ニ
於
テ
政
事
上
軍
事
上
及
經
濟
上
卓
絶

ナ
ル
利
益
ヲ
有
ス
ル
コ
ト
ヲ
承
認
シ
」「
清
國
政
府
ノ
承
諾
ヲ
以
テ
旅
順
港
、
大
連

並
其
附
近
ノ
領
土
及
領
水
ノ
租
借
權
及
該
租
借
權
ニ
關
聯
シ
又
ハ
其
一
部
ヲ
組
成

ス
ル
一
切
ノ
權
利
、
特
權
及
讓
與
ヲ
日
本
帝
國
政
府
ニ
移
轉
讓
渡
」
シ
「
長
春
寛

城
子
旅
順
口
間
ノ
鐵
道
並
同
地
方
ニ
於
テ
之
ニ
附
屬
ス
ル
一
切
ノ
權
利
、
特
權
、

財
産
及
同
地
方
ニ
於
テ
該
鐵
道
ニ
屬
シ
又
ハ
其
利
益
ノ
爲
ニ
經
營
セ
ラ
ル
ル
一
切

ノ
炭
坑
ヲ
」
同
樣
日
本
側
ニ
移
轉
讓
渡
シ
又
薩
哈
嗹
島
南
部
ヲ
讓
渡
シ
且
「
日
本

海
『
オ
ホ
ー
ツ
ク
ス
』
海
及
『
ベ
ー
リ
ン
グ
』
海
ニ
瀕
ス
ル
露
西
亞
國
領
土
沿
岸

ニ
於
ケ
ル
漁
業
權
ヲ
日
本
國
臣
民
ニ
許
與
セ
ム
ガ
爲
日
本
國
ト
協
定
ヲ
ナ
ス
ベ
キ

コ
ト
ヲ
約
」
セ
リ
。
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本
日
露
戰
爭
ニ
依
リ
我
方
ハ
武
力
ニ
ヨ
ル
東
亞
經
略
ノ
脅
威
ヲ
除
去
ス
ル
コ
ト

ヲ
得
以
テ
日
本
ノ
生
存
ヲ
保
持
ス
ル
ノ
外
廓
ヲ
築
ケ
ル
ガ
次
イ
デ
來
レ
ル
ハ
斯
ク

保
全
シ
得
タ
ル
東
亞
内
部
ニ
於
テ
ソ
ノ
實
ヲ
保
障
ス
ル
ノ
問
題
ナ
リ
。

　
　
　

日
英
提
携
ノ
繼
續

　
　
　
　
　

―
―
第
二
回　

第
三
回
日
英
協
約
―
―

日
露
戰
爭
以
後
大
正
六
年
（
一
九
一
七
年
）
ノ
所
謂
石
井
「
ラ
ン
シ
ン
グ
」
協

定
ニ
至
ル
迄
ノ
十
有
餘
年
ハ
日
本
ガ
東
亞
大
陸
ニ
ソ
ノ
地
歩
ヲ
固
メ
タ
ル
期
間
ナ

リ
。
ソ
レ
ハ
先
ヅ
日
英
同
盟
ノ
更
新
ニ
ヨ
リ
テ
露
國
ノ
復
讐
ニ
備
ヘ
ル
ト
共
ニ

「
ポ
ー
ツ
マ
ス
」
條
約
ノ
趣
旨
ニ
ヨ
リ
テ
韓
國
ニ
卓
絶
セ
ル
地
歩
ヲ
確
立
シ
保
護

關
係
ヨ
リ
遂
ニ
日
韓
併
合
ト
ナ
リ
滿
洲
ニ
於
テ
ハ
戰
後
米
國
ノ
滿
洲
進
出
ヲ
排
シ

テ
ソ
ノ
爲
累
次
日
露
ノ
協
商
成
ル
ト
共
ニ
清
國
又
ハ
後
ノ
中
華
民
國
ト
相
次
イ
デ

條
約
ヲ
結
ビ
テ
ソ
ノ
權
益
ヲ
確
保
シ
所
謂
石
井
「
ラ
ン
シ
ン
グ
」
協
定
ニ
ヨ
リ
テ

米
國
ノ
承
認
ス
ル
所
ト
ナ
レ
ル
モ
ノ
ナ
リ
。

明
治
三
十
五
年
（
一
九
〇
二
年
）
締
結
セ
ラ
レ
タ
ル
日
英
同
盟
ハ
漸
ク
ソ
ノ
期

間
タ
ル
五
箇
年
ニ
近
付
キ
タ
ル
ヲ
以
テ
明
治
三
十
七
年
末
ヨ
リ
問
題
ト
ナ
リ
同
盟

條
約
ノ
基
礎
ヲ
擴
張
シ
テ
其
ノ
根
柢
ヲ
鞏
固
ニ
セ
ン
ト
ス
ル
諸
論
ハ
日
英
兩
國
新

聞
紙
上
ニ
散
見
ス
ル
ニ
至
リ
タ
リ
。
明
治
三
十
八
年
（
一
九
〇
五
年
）
二
月
二
十 

四
日
ニ
至
リ
英
國
側
ヨ
リ
同
盟
繼
續
ノ
内
交
涉
開
始
ノ
申
出
ア
リ
我
方
ハ
之
ニ
應

ジ
テ
折
衝
ヲ
開
始
セ
ル
ガ
英
國
側
有
識
者
間
ニ
ハ
同
盟
擴
張
論
者
多
ク
「
バ
ル
フ

オ
ア
」
首
相
ノ
如
キ
モ
ソ
ノ
一
人
タ
リ
シ
ナ
リ
。
然
ル
ニ
「
バ
ル
フ
オ
ア
」
保
守

黨
内
閣
ノ
地
位
甚
ダ
安
定
ヲ
缺
キ
野
黨
タ
ル
自
由
黨
ハ
同
盟
ニ
反
對
ナ
リ
シ
爲
ト

同
盟
繼
續
ノ
商
議
開
始
ノ
模
樣
外
部
ニ
漏
洩
ス
ル
ニ
至
リ
テ
ヨ
リ
歐
洲
大
陸
就
中

佛
獨
兩
國
ノ
猜
疑
心
頓
ニ
加
ハ
リ
意
外
ノ
方
面
ヨ
リ
妨
害
發
生
ス
ル
ナ
キ
ヤ
ヲ
惧

レ
タ
ル
ヲ
以
テ
同
盟
協
商
ハ
速
ニ
之
ヲ
完
了
ス
ル
ノ
必
要
ニ
迫
ラ
レ
タ
リ
。
同
盟

條
約
更
新
ニ
際
シ
テ
ハ
我
方
ハ
最
初
範
圍
ハ
現
行
ノ
儘
ト
シ
且
追
ツ
テ
韓
國
ノ
外

交
ヲ
管
掌
ス
ル
ノ
意
思
ヲ
有
ス
ル
ニ
付
豫
メ
英
國
政
府
ノ
承
認
並
援
助
ヲ
求
メ
置

カ
ン
ト
ス
ル
ノ
方
針
ヲ
決
定
セ
ル
ニ
英
國
側
ニ
於
テ
ハ
現
在
ノ
防
禦
同
盟
ヲ
攻
守

同
盟
ト
ス
ル
コ
ト
及
印
度
ヲ
條
約
ノ
適
用
範
圍
ニ
加
フ
ベ
キ
コ
ト
等
ヲ
主
張
セ
ル

處
我
方
ニ
於
テ
ハ
在
英
帝
國
公
使
ノ
意
見
具
申
モ
ア
リ
五
月
二
十
四
日
ノ
閣
議
ニ

ヨ
リ
「
斷
然
現
今
ノ
協
約
ヨ
リ
進
デ
攻
守
同
盟
ニ
移
ル
ヲ
得
策
ナ
リ
ト
思
惟
」
シ

同
盟
ノ
擴
張
更
新
ヲ
見
バ
「
露
國
ト
雖
モ
復
仇
ヲ
試
ミ
ル
ノ
餘
地
ナ
ク
」
又
戰
爭

ニ
ヨ
リ
列
強
ノ
「
畏
懼
猜
疑
ノ
念
モ
亦
裏
面
ニ
存
在
ス
ル
コ
ト
ヲ
覺
悟
セ
ザ
ル
ベ

カ
ラ
」
ザ
ル
ガ
「
英
國
ト
攻
守
同
盟
ノ
約
ヲ
訂
セ
ン
ニ
ハ
此
憂
ヲ
防
ギ
他
ノ
排
濟

ヲ
免
ル
ル
ヲ
得
ベ
シ
」
ト
ナ
シ
「
東
洋
ニ
於
テ
全
局
ノ
平
和
ヲ
維
持
シ
且
清
國
ニ

於
ケ
ル
共
通
ノ
權
益
（
卽
チ
同
國
ノ
領
土
保
全
、
門
戸
開
放
ノ
主
義
ヲ
維
持
ス
ル

コ
ト
）
及
極
東
並
ニ
印
度
以
東
ニ
於
ケ
ル
各
自
特
殊
ノ
利
益
ヲ
擁
護
ス
ル
ヲ
目
的

ト
ス
ル
コ
ト
」
ト
シ
テ
商
議
ヲ
開
始
セ
リ
。

交
涉
ノ
論
點
ハ
主
ト
シ
テ
韓
國
及
印
度
ノ
問
題
ニ
シ
テ
我
方
ハ
日
本
ノ
韓
國
ニ

保
護
權
ヲ
設
定
セ
ン
ト
ス
ル
場
合
ニ
於
ケ
ル
英
國
ノ
贊
助
ニ
關
シ
秘
密
約
款
ノ
締

結
ヲ
求
メ
タ
リ
。
英
國
側
ハ
日
本
ノ
韓
國
ニ
於
ケ
ル
政
治
上
軍
事
上
及
經
濟
上
ノ

特
殊
權
益
ヲ
擁
護
セ
ン
ガ
爲
正
當
且
必
要
ト
認
ム
ル
措
置
ヲ
採
ル
ノ
權
利
ハ
他
國

ノ
條
約
上
ノ
權
利
及
列
國
ノ
商
工
業
上
ノ
機
會
均
等
主
義
ニ
牴
觸
セ
ザ
ル
限
リ
之

ヲ
承
認
シ
他
方
日
本
ガ
英
國
ノ
印
度
國
境
ニ
接
近
ス
ル
地
方
ニ
於
テ
有
ス
ル
特
殊
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利
益
及
該
利
益
ヲ
擁
護
セ
ン
ガ
爲
正
當
且
必
要
ト
認
ム
ル
措
置
ヲ
採
ル
ノ
權
利
ヲ

承
認
セ
ン
コ
ト
ヲ
要
求
シ
更
ニ
軍
事
的
援
助
ニ
關
シ
テ
相
當
具
體
的
ニ
係
數
ヲ
記

載
セ
ル
約
款
ヲ
包
含
ス
ル
公
文
ヲ
交
涉
セ
ン
コ
ト
ヲ
要
求
セ
リ
。
我
方
ニ
於
テ
ハ

「
韓
國
ニ
於
テ
他
國
ノ
條
約
上
ノ
權
利
ヲ
侵
害
セ
ザ
ル
限
リ
」
ナ
ル
文
句
ハ
我
ガ

行
動
ノ
自
由
ヲ
拘
束
ス
ル
ノ
甚
シ
キ
モ
ノ
ト
シ
之
ニ
反
對
シ
又
印
度
ニ
關
ス
ル
條

項
ハ
地
域
ノ
點
ニ
於
テ
協
約
前
文
ニ
規
定
セ
ル
本
協
約
ノ
範
圍
ヨ
リ
餘
リ
ニ
廣
汎

ニ
亙
ル
ニ
鑑
ミ
英
國
ガ
該
地
方
ニ
於
テ
執
ル
ベ
キ
手
段
ヲ
公
認
ス
ル
ニ
ハ
異
存
ナ

キ
モ
該
條
ノ
存
置
ハ
不
必
要
ナ
リ
ト
主
張
シ
又
兵
力
相
互
援
助
ノ
性
質
及
程
度
ハ

戰
闘
ノ
狀
況
ニ
ヨ
リ
異
ル
ベ
ク
豫
メ
想
定
ス
ル
ヲ
得
ザ
ル
ニ
依
リ
右
問
題
ハ
明
ラ

カ
ニ
兩
國
軍
事
當
事
者
ノ
ミ
ニ
專
屬
ス
ル
モ
ノ
ナ
リ
ト
ノ
理
由
ニ
ヨ
リ
之
ガ
削
除

ヲ
求
メ
タ
リ
。
其
後
上
掲
諸
問
題
モ
夫
々
圓
滿
ニ
解
決
シ
約
半
歲
ノ
後
八
月
十
二

日
調
印
ヲ
見
タ
リ
。

本
協
約
ノ
骨
子
ハ
範
圍
ヲ
「
東
亞
及
印
度
」
ト
シ
純
然
タ
ル
攻
守
同
盟
ト
爲
シ

締
盟
國
ガ
不
當
ニ
第
三
國
ノ
攻
擊
ヲ
受
ク
ル
場
合
ニ
ハ
第
四
國
ノ
第
三
國
ヲ
援
助

ス
ル
コ
ト
ナ
シ
ト
ス
ル
モ
締
約
國
ノ
他
ノ
一
方
ハ
直
チ
ニ
援
助
ヲ
與
フ
ベ
キ
義
務

發
生
ス
ル
コ
ト
、
英
國
ハ
日
本
ガ
韓
國
ニ
於
テ
有
ス
ル
卓
絶
ナ
ル
「
利
益
ヲ
擁
護

增
進
セ
ム
ガ
爲
正
當
且
必
要
ト
認
ム
ル
指
導
、
監
理
及
保
護
ノ
措
置
ヲ
韓
國
ニ
於

テ
執
ル
ノ
權
利
ヲ
承
認
」
シ
又
日
本
ハ
印
度
「
國
境
ノ
附
近
ニ
於
テ
大
不
列
顚
國

ガ
其
ノ
印
度
領
地
ヲ
擁
護
セ
ム
ガ
爲
必
要
ト
認
ム
ル
措
置
ヲ
執
ル
ノ
權
利
ヲ
承
認
」

シ
協
約
ノ
期
限
ハ
調
印
ヨ
リ
十
箇
年
ト
定
メ
ラ
レ
タ
リ
。

第
二
回
日
英
協
約
成
立
以
來
年
ト
共
ニ
英
國
ノ
親
日
熱
冷
却
セ
ル
ガ
右
ハ
從
來

ノ
反
動
的
傾
向
其
他
當
面
ノ
諸
原
因
ノ
他
米
國
ト
ノ
傳
統
的
親
善
關
係
ガ
日
米
關

係
漸
ク
複
雜
ヲ
加
ヘ
ン
ト
ス
ル
ニ
際
シ
テ
損
ハ
ル
ル
コ
ト
ヲ
惧
レ
タ
ル
ニ
由
來
ス

ト
言
ハ
ル
。
然
ル
ニ
日
本
政
府
ニ
於
テ
ハ
飽
ク
迄
日
英
同
盟
ヲ
維
持
セ
ン
ト
ス
ル

ノ
方
針
ヲ
持
シ
英
國
側
亦
當
時
獨
逸
ト
海
軍
制
限
問
題
植
民
地
問
題
ニ
テ
確
執
ア

リ
シ
爲
獨
逸
ニ
拮
抗
セ
ン
爲
同
盟
ノ
繼
續
ヲ
希
望
シ
居
リ
タ
ル
モ
ノ
ノ
如
シ
。

時
恰
モ
明
治
四
十
三
年
（
一
九
一
〇
年
）
九
月
米
國
政
府
ハ
英
國
政
府
ニ
對
シ

總
括
的
仲
裁
條
約
ヲ
締
結
セ
ン
コ
ト
ヲ
提
議
ス
ル
ニ
至
レ
リ
。
依
ツ
テ
同
二
十
六

日
「
グ
レ
ー
」
英
國
外
相
ヨ
リ
我
方
ニ
對
シ
英
米
仲
裁
條
約
中
「
日
英
同
盟
條
約

ニ
牴
觸
セ
ザ
ル
限
リ
」
ナ
ル
文
句
ヲ
挿
入
ス
ル
カ
或
ハ
日
本
ヲ
モ
該
仲
裁
條
約
ニ

參
加
セ
シ
ム
ル
カ
ノ
二
案
ヲ
提
出
シ
來
レ
リ
。
我
方
ニ
於
テ
ハ
之
ニ
對
シ
翌
明
治

四
十
四
年
（
一
九
一
一
年
）
三
月
二
十
七
日
「
英
米
仲
裁
裁
判
條
約
ノ
締
結
ヲ
機

ト
シ
日
英
同
盟
條
約
ヲ
改
訂
シ
米
國
ヲ
同
盟
條
約
適
用
ノ
範
圍
外
ニ
置
ク
ヲ
明
ラ

カ
ニ
ス
ル
ト
同
時
ニ
該
條
約
ノ
期
限
ヲ
延
長
ス
ル
コ
ト
ト
ナ
ス
ベ
シ
」
ト
ノ
意
向

ヲ
傳
ヘ
四
月
五
日
同
盟
改
訂
問
題
ニ
關
ス
ル
我
方
ノ
方
針
ヲ
決
定
シ
期
限
ハ
調
印

ノ
日
ヨ
リ
十
箇
年
ト
ス
ル
コ
ト
、
締
盟
國
ノ
一
方
ト
一
般
仲
裁
條
約
ヲ
有
ス
ル
第

三
國
ヲ
同
盟
條
約
ノ
適
用
範
圍
外
ニ
措
ク
旨
ノ
規
定
ヲ
追
加
ス
ル
コ
ト
、
韓
國
並

日
露
戰
爭
ニ
關
ス
ル
規
定
ヲ
削
除
ス
ル
コ
ト
及
英
國
ニ
於
テ
日
本
ノ
其
國
境
附
近

ニ
於
テ
有
ス
ル
特
殊
利
益
ヲ
承
認
ス
ル
旨
ノ
規
定
ヲ
追
加
ス
ル
コ
ト
ト
セ
リ
。
交

涉
ニ
際
シ
テ
ハ
韓
國
ニ
關
ス
ル
規
定
ノ
削
除
ハ
日
韓
併
合
後
ナ
リ
シ
爲
問
題
ナ
ク

又
日
本
ノ
其
國
境
附
近
ニ
於
テ
有
ス
ル
特
殊
權
益
ヲ
承
認
ス
ベ
キ
規
定
ハ
當
方
ニ

於
テ
モ
固
執
セ
ズ
前
協
約
ノ
英
國
ノ
印
度
國
境
附
近
ニ
於
ケ
ル
同
種
規
定
ノ
削
除

ト
共
ニ
撤
回
セ
ラ
レ
問
題
ハ
米
國
ト
英
國
ト
ノ
關
係
ノ
ミ
ナ
リ
シ
ガ
之
モ
漸
ク
妥

結
ヲ
見
七
月
十
三
日
第
三
回
同
盟
協
約
ノ
調
印
ヲ
了
セ
リ
。
本
協
約
ニ
ハ
日
英
同
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盟
ガ
總
括
的
仲
裁
裁
判
條
約
ヲ
有
ス
ル
國
ト
ノ
間
ニ
適
用
ナ
キ
旨
ヲ
規
定
シ
期
限

ハ
調
印
ノ
日
ヨ
リ
十
箇
年
ト
ナ
レ
リ
。
尤
モ
該
英
米
仲
裁
條
約
ハ
成
立
ヲ
見
ズ
シ

テ
了
レ
リ
。

　
　
　

韓
國
ノ
確
保

　
　
　
　
　

―
―
日
韓
併
合
―
―

明
治
三
十
七
年
（
一
九
〇
四
年
）
二
月
六
日
日
露
ノ
國
交
斷
絶
ス
ル
ヤ
同
二
十 

三
日
日
韓
議
定
書
成
リ
韓
國
ハ
ソ
ノ
自
主
權
ノ
一
部
ヲ
抛
棄
シ
重
要
ナ
ル
國
務
ニ

關
シ
テ
日
本
ノ
干
涉
權
ア
ル
ヲ
承
認
セ
ル
ガ
韓
國
ノ
情
勢
ハ
尚
安
慮
ス
ル
能
ハ
ザ

ル
モ
ノ
ア
ル
ヲ
以
テ
明
治
三
十
七
年
五
月
三
十
一
日
根
本
的
對
韓
方
針
ヲ
決
定
シ

「
韓
國
ノ
存
亡
ハ
帝
國
安
危
ノ
繋
ル
所
ニ
シ
テ
斷
ジ
テ
之
ヲ
他
國
ノ
呑
噬
ニ
一
任

ス
ル
ヲ
得
ズ
。
是
レ
卽
チ
帝
國
ノ
常
ニ
該
國
ノ
獨
立
及
領
土
保
全
維
持
ノ
爲
メ
其

ノ
全
力
ヲ
傾
注
シ
タ
ル
所
以
ニ
シ
テ
一
再
國
運
ヲ
賭
シ
テ
強
隣
ト
干
戈
ヲ
交
フ
ル

ニ
至
リ
タ
ル
モ
ノ
實
ニ
此
ニ
基
因
ス
ル
モ
ノ
ト
ス
」「
而
カ
モ
該
國
政
治
ノ
糜
爛
セ

ル
人
心
ノ
腐
敗
セ
ル
到
底
永
ク
其
獨
立
ヲ
支
持
ス
ル
能
ハ
ザ
ル
ハ
明
瞭
ナ
ル
ヲ
以

テ
」「
韓
國
ニ
對
シ
政
事
上
及
軍
事
上
ニ
於
テ
保
護
ノ
實
權
ヲ
收
メ
」
ン
ト
シ
八
月

二
十
二
日
ニ
ハ
第
一
回
日
韓
協
約
調
印
セ
ラ
レ
外
務
日
本
人
顧
問
ノ
傭
聘
及
外
國

ト
ノ
重
要
案
件
處
理
ニ
關
シ
日
本
政
府
ト
協
議
セ
シ
ム
ル
コ
ト
ト
シ
右
ハ
第
二
回

日
英
同
盟
條
約
ニ
ヨ
リ
ソ
ノ
趣
旨
ノ
承
認
ヲ
見
タ
ル
ガ
更
ニ
九
月
二
十
六
日
我
方

ハ
英
國
ニ
對
シ
韓
人
ノ
妄
動
ヲ
制
ス
ル
爲
「
韓
國
ノ
外
交
關
係
ヲ
擧
ゲ
テ
引
受
ク

ル
ノ
外
他
途
ナ
キ
ヲ
信
」
ズ
ル
旨
ヲ
述
ベ
ソ
ノ
意
向
ヲ
訊
ネ
タ
ル
ニ
「
ラ
ン
ス
ダ

ウ
ン
」
英
國
外
相
ハ
「
英
國
政
府
ハ
新
同
盟
協
約
ニ
依
リ
啻
ニ
日
本
ガ
韓
國
ニ
對

シ
テ
執
ル
所
ノ
措
置
ニ
異
議
ヲ
有
セ
ザ
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
却
ツ
テ
欣
然
其
ノ
成
就
ヲ

見
ン
ト
欲
ス
」
ト
答
ヘ
タ
リ
。

斯
ク
テ
明
治
三
十
八
年
十
一
月
十
七
日
第
二
回
日
韓
協
約
成
リ
、
之
ニ
ヨ
リ
韓

國
ハ
其
ノ
外
交
事
務
ノ
一
切
ヲ
我
方
ニ
委
任
シ
我
ガ
政
府
ハ
代
表
者
ト
シ
テ
京
城

ニ
統
監
ヲ
置
ク
コ
ト
ト
ナ
レ
リ
。
明
治
四
十
年
（
一
九
〇
七
年
）
六
月
ノ
第
二
回

萬
國
平
和
會
議
開
カ
ル
ル
ヤ
韓
國
皇
帝
ハ
密
使
ヲ
派
シ
テ
會
議
ニ
列
席
セ
ン
ト
ス

ル
ノ
運
動
ヲ
開
始
セ
ル
爲
我
方
之
ガ
善
後
措
置
ヲ
講
ジ
同
國
皇
帝
李
熈
讓
位
シ
皇

太
子
王
位
ヲ
繼
ゲ
リ
。
同（
七
ヵ
）月

二
十
四
日
我
方
ハ
更
ニ
韓
國
ト
新
協
約
ヲ
結
ビ
韓
國

政
府
ハ
施
設
ノ
改
善
ニ
關
シ
テ
ハ
統
監
ノ
指
揮
ヲ
受
ケ
法
律
ノ
制
定
重
要
ナ
ル
行

政
上
ノ
處
分
高
等
官
吏
ノ
任
免
ハ
統
監
ノ
承
認
同
意
ヲ
要
ス
ル
コ
ト
ト
ス
ル
等
ヲ

規
定
セ
リ
。
明
治
四
十
二
年
（
一
九
〇
九
年
）
七
月
ニ
ハ
司
法
及
監
獄
事
務
ヲ
日

本
ニ
委
任
ス
ル
ノ
協
定
成
リ
タ
ル
ガ
我
ガ
對
韓
關
係
ハ
未
ダ
全
ク
滿
足
ス
ベ
カ
ラ

ザ
ル
モ
ノ
ア
ル
ヲ
以
テ
同
七
月
六
日
ノ
閣
議
ニ
於
テ
適
當
ノ
時
機
ニ
於
テ
韓
國
ノ

併
合
ヲ
斷
行
ス
ル
コ
ト
及
併
合
ノ
時
機
到
來
ス
ル
迄
ハ
併
合
ノ
方
針
ニ
基
キ
充
分

ニ
保
護
ノ
實
權
ヲ
收
メ
努
メ
テ
實
力
ノ
扶
植
ヲ
圖
ル
ベ
キ
コ
ト
ノ
二
大
方
針
ヲ
決

定
セ
リ
。
我
方
ニ
於
テ
ハ
英
國
ニ
對
シ
先
ヅ
コ
ノ
旨
通
報
セ
ル
ニ
同
國
ニ
於
テ
ハ

「
韓
國
ニ
於
テ
日
本
國
ノ
勢
力
ヲ
增
加
ス
ル
コ
ト
ニ
對
シ
テ
ハ
英
國
政
府
ニ
於
テ

何
等
反
對
ス
ベ
キ
理
由
ナ
キ
モ
經
濟
上
ノ
點
ヨ
リ
懸
念
ニ
堪
ヘ
ザ
ル
コ
ト
ア
リ
」

ト
ナ
シ
タ
ル
ヲ
以
テ
我
方
ニ
於
テ
ハ
韓
國
ニ
於
ケ
ル
外
國
ノ
經
濟
的
利
益
ノ
尊
重

ニ
關
シ
夫
々
處
置
シ
タ
ル
上
日
韓
併
合
條
約
ハ
明
治
四
十
三
年
八
月
二
十
二
日
調

印
セ
ラ
レ
茲
ニ
開
國
以
來
我
ガ
外
交
政
策
上
ノ
重
大
案
件
タ
リ
シ
朝
鮮
問
題
ハ
終

結
ヲ
見
ル
ニ
至
レ
リ
。
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滿
蒙
ノ
保
全

　
　
　
　
　

―
―
米
國
ノ
對
滿
政
策
、
第
一
、二
、三
回
日
露
協
約
―
―

「
ポ
ー
ツ
マ
ス
」
ニ
於
ケ
ル
日
露
講
和
條
約
ニ
ヨ
リ
露
國
ノ
日
本
ニ
讓
渡
セ
ル

滿
洲
内
ニ
於
ケ
ル
權
益
ハ
清
國
政
府
ノ
承
諾
ヲ
要
ス
ル
コ
ト
ニ
ナ
リ
居
レ
ル
爲
明

治
三
十
八
年
（
一
九
〇
五
年
）
十
二
月
二
十
二
日
日
清
條
約
及
附
屬
協
定
成
リ
ソ

ノ
讓
渡
ヲ
承
認
セ
シ
ム
ル
ト
共
ニ
滿
洲
ニ
於
ケ
ル
權
益
ヲ
確
保
シ
又
清
國
側
ヲ
シ

テ
南
滿
洲
鐵
道
附
近
ニ
於
テ
之
ト
並
行
ス
ル
幹
線
又
ハ
該
鐵
道
ノ
利
益
ヲ
害
ス
ベ

キ
支
線
ヲ
敷
設
セ
ザ
ル
コ
ト
等
十
六
ケ
條
ノ
合
意
事
項
ヲ
議
事
錄
ニ
留
メ
シ
メ
タ

リ
。然

ル
ニ
米
國
ノ
鐵
道
王
ト
言
ハ
レ
シ
「
エ
ド
ワ
ー
ド
・
ヘ
ン
リ
・
ハ
リ
マ
ン
」

氏
ハ
南
滿
洲
鐵
道
ノ
經
營
權
ヲ
掌
握
シ
東
清
鐵
道
ヲ
買
收
シ
西
比
利
亞
鐵
道
ノ
通

過
權
ヲ
得
テ
波
羅
的
海
ニ
達
シ
以
テ
大
西
洋
ヲ
橫
斷
シ
最
後
ニ
ソ
ノ
勢
力
下
ニ
ア

ル
米
國
鐵
道
ト
連
絡
シ
一
系
統
ニ
屬
ス
ル
世
界
一
週
通
路
ヲ
實
現
セ
ン
ト
ス
ル
ノ

大
計
畫
ヲ
立
テ
明
治
三
十
八
年
八
月
末
本
邦
ニ
渡
來
シ
桂
首
相
等
ト
會
見
シ
南
滿

洲
鐵
道
ノ
日
米
共
同
管
理
ヲ
申
出
デ
タ
リ
。
之
ニ
對
シ
我
方
ニ
於
テ
ハ
戰
後
露
國

ノ
復
仇
ヲ
懸
念
シ
居
タ
ル
際
ト
テ
協
議
ノ
歩
ヲ
進
メ
遂
ニ
十
月
十
二
日
桂
首
相
ト

「
ハ
リ
マ
ン
」
氏
ト
ノ
間
ニ
豫
備
協
定
覺
書
ノ
交
換
成
リ
「
日
本
政
府
ノ
獲
得
セ

ル
滿
洲
鐵
道
並
附
屬
財
産
ノ
買
收
該
鐵
道
ノ
復
舊
整
備
改
築
及
延
長
並
大
連（「
ダ

ル
ニ
ー
」）
ニ
於
ケ
ル
鐵
道
終
端
ノ
完
整
及
改
良
ノ
爲
資
金
ヲ
調
フ
ル
ノ
目
的
ヲ
以

テ
一
ノ
『
シ
ン
ヂ
ケ
ー
ト
』
ヲ
組
織
ス
ル
コ
ト
、
兩
當
事
者
ハ
其
取
得
シ
タ
ル
財

産
ニ
對
シ
共
同
且
均
等
ノ
所
有
權
ヲ
有
ス
ベ
キ
モ
ノ
ト
ス
」
ル
事
ヲ
約
定
セ
リ
。

然
ル
ニ
「
ポ
ー
ツ
マ
ス
」
講
和
會
議
ヨ
リ
歸
朝
中
ナ
リ
シ
小
村
外
相
ハ
本
件
ヲ
以

テ
政
府
ノ
大
失
態
ト
ナ
シ
協
約
破
棄
ヲ
桑
港
ニ
歸
着
セ
ル
「
ハ
リ
マ
ン
」
氏
ニ
通

報
シ
又
我
方
ヨ
リ
ハ
清
露
兩
國
政
府
ト
約
定
締
結
ノ
上
ナ
ラ
デ
ハ
鐵
道
及
財
産
ノ

移
轉
ニ
關
シ
協
定
ヲ
遂
グ
ル
能
ハ
ザ
ル
旨
ヲ
述
ベ
他
方
十
一
月
初
旬
清
國
政
府
ト

ノ
間
ニ
成
レ
ル
滿
洲
條
約
ニ
於
テ
「
日
本
國
政
府
ハ
清
露
兩
國
間
ニ
締
結
セ
ラ
レ

タ
ル
租
借
地
並
鐵
道
ニ
關
ス
ル
原
條
約
ニ
照
シ
努
メ
テ
遵
行
ス
ベ
キ
コ
ト
ヲ
承
諾

ス
ル
」
旨
ヲ
規
定
シ
滿
洲
鐵
道
經
營
ニ
關
シ
テ
ハ
日
清
兩
國
民
ノ
外
關
與
ス
ベ
カ

ラ
ザ
ル
方
針
ヲ
採
ル
コ
ト
ニ
決
シ
明
治
三
十
九
年
一
月
中
旬
更
メ
テ「
ハ
リ
マ
ン
」

氏
ニ
通
知
ス
ル
所
ア
リ
タ
リ
。

斯
ク
米
國
ノ
滿
洲
ニ
對
シ
テ
關
心
ノ
深
マ
リ
ツ
ツ
ア
ル
コ
ト
及
清
國
ノ
日
露
抵

制
策
ニ
備
フ
ル
爲
我
方
ハ
露
國
ト
交
情
ヲ
厚
ウ
ス
ル
ヲ
得
策
ト
シ
又
露
國
ハ
同
盟

國
タ
ル
佛
國
ガ
獨
逸
ト
ノ
關
係
險
惡
ナ
リ
シ
カ
バ
東
亞
ニ
於
テ
日
本
ト
事
ヲ
構
フ

ル
ヲ
許
サ
ザ
ル
爲
日
露
間
ノ
接
近
漸
ク
成
リ
明
治
四
十
年
（
一
九
〇
七
年
）
七
月

三
十
日
秘
密
協
約
附
屬
文
書
ト
共
ニ
第
一
回
日
露
協
約
成
立
セ
リ
。
領
土
保
全
及

締
約
國
ト
清
國
ト
ノ
取
極
ニ
ヨ
ル
一
切
ノ
權
利
並
「
ポ
ー
ツ
マ
ス
」
條
約
關
係
ノ

權
利
ヲ
相
互
ニ
尊
重
シ
、「
清
帝
國
ノ
獨
立
及
領
土
保
全
並
同
國
ニ
於
ケ
ル
列
國
商

工
業
ノ
機
會
均
等
主
義
ヲ
承
認
シ
且
自
國
ノ
執
リ
得
ベ
キ
一
切
ノ
平
和
的
手
段
ニ

依
リ
現
狀
ノ
存
續
及
前
記
主
義
ノ
確
立
ヲ
擁
護
支
持
ス
ル
コ
ト
ヲ
約
」
セ
リ
。
又

秘
密
協
約
ニ
ヨ
リ
テ
滿
洲
ニ
南
北
分
界
線
ヲ
引
キ
ソ
ノ
以
北
ヲ
露
國
以
南
ヲ
日
本

ノ
勢
力
範
圍
ト
シ
露
國
ハ
政
事
上
利
害
共
通
ノ
日
韓
關
係
ヲ
承
認
シ
日
本
ハ
外
蒙

古
ニ
於
ケ
ル
露
國
ノ
特
殊
利
益
ヲ
承
認
セ
リ
。

斯
ク
ノ
如
キ
滿
洲
ニ
於
ケ
ル
日
露
提
携
ガ
能
ク
ソ
ノ
實
ヲ
發
揮
セ
ル
ハ
米
國
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「
ノ
ツ
ク
ス
」
國
務
長
官
ノ
提
案
セ
ル
滿
洲
鐵
道
中
立
案
ナ
リ
。
清
國
政
府
ニ
於

テ
ハ
反
日
派
分
子
ガ
滿
洲
ニ
於
ケ
ル
日
本
ノ
勢
力
伸
張
ヲ
牽
制
ス
ル
ノ
意
圖
ア
リ

偶
々
英
米
人
共
同
シ
テ
奉
天
總
督
ト
ノ
間
ニ
錦
州
ヨ
リ
愛
琿
ニ
至
ル
鐵
道
敷
設
假

契
約
ヲ
締
結
シ
清
國
政
府
ノ
認
可
ヲ
求
メ
タ
ル
ヲ
機
ト
シ
清
國
側
ニ
於
テ
ハ
啻
ニ

該
鐵
道
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
日
露
兩
國
ノ
鐵
道
ヲ
モ
買
收
シ
追
ツ
テ
滿
洲
問
題
ヲ
根
柢
ヨ

リ
解
決
ス
ル
コ
ト
ニ
付
米
國
ノ
援
助
ヲ
要
請
セ
ル
模
樣
ナ
リ
。
米
國
ニ
於
テ
ハ
明

治
四
十
二
年
（
一
九
〇
九
年
）
十
二
月
十
八
日
我
方
ニ
對
シ
錦
愛
鐵
道
ノ
一
件
ヲ

通
報
ス
ル
ト
共
ニ
米
國
ハ
日
本
及
他
ノ
第
三
國
ヲ
シ
テ
本
件
ニ
加
入
セ
シ
ム
ル
コ

ト
ニ
付
清
國
ノ
同
意
ヲ
得
ル
樣
盡
力
ス
ベ
キ
旨
照
會
シ
來
ル
ト
共
ニ
滿
洲
鐵
道
ノ

處
理
ニ
關
シ
「
一
切
ノ
鐵
道
ヲ
清
國
ノ
所
有
ニ
歸
セ
シ
メ
之
ヲ
一
ノ
經
濟
的
學
術

的
ニ
シ
テ
且
公
平
ナ
ル
經
理
ノ
下
ニ
併
合
シ
之
ニ
要
ス
ル
資
金
ハ
適
當
ノ
方
法
ヲ

以
テ
相
當
ノ
割
合
ニ
依
リ
加
入
希
望
ノ
諸
國
ヨ
リ
調
達
ス
ル
コ
ト
」
及
「
英
米
兩

國
ハ
錦
愛
鐵
道
ノ
協
定
ニ
關
シ
南
滿
洲
ノ
商
業
的
中
立
ニ
異
存
ナ
キ
關
係
諸
國
ヲ

誘
致
シ
各
國
共
同
ノ
下
ニ
錦
愛
鐵
道
其
他
商
業
上
ノ
發
達
ニ
伴
ヒ
將
來
敷
設
ヲ
必

要
ト
ス
ベ
キ
諸
鐵
道
ノ
工
事
並
資
金
調
達
ニ
從
事
ス
ル
ト
共
ニ
既
設
鐵
道
ニ
シ
テ

本
計
畫
ノ
系
統
中
ニ
編
入
セ
ム
ガ
爲
メ
ニ
提
供
セ
ラ
ル
ル
モ
ノ
ア
ラ
バ
其
ノ
買
收

ニ
必
要
ナ
ル
資
金
ヲ
清
國
ニ
供
給
ス
ル
コ
ト
」
ヲ
提
議
シ
來
レ
リ
。

本
提
案
ハ
同
時
ニ
英
佛
獨
露
ノ
諸
國
ニ
對
シ
テ
モ
爲
サ
レ
タ
ル
ガ
我
方
ニ
於
テ

ハ
露
國
政
府
ノ
申
出
ニ
基
キ
回
答
ニ
先
立
チ
本
問
題
ニ
最
モ
利
害
關
係
深
キ
日
露

兩
國
間
ニ
於
テ
打
合
セ
ヲ
遂
グ
ル
所
ア
リ
明
治
四
十
三
年
一
月
二
十
一
日
本
邦
政

府
ハ
回
答
ヲ
發
シ
「
其
ノ
趣
旨
ニ
於
テ
『
ポ
ー
ツ
マ
ス
』
條
約
ノ
規
定
ト
扞
格
ス

ル
所
極
メ
テ
重
大
ナ
ル
モ
ノ
ア
ル
ヲ
認
メ
」「
帝
國
政
府
ノ
見
ル
所
ヲ
以
テ
ス
レ
バ

滿
洲
ノ
現
狀
ニ
於
テ
清
國
ガ
其
ノ
政
治
上
ノ
權
利
ヲ
完
全
ニ
享
有
ス
ル
ヲ
特
ニ
妨

礙
ス
ル
ガ
如
キ
モ
ノ
ハ
更
ニ
無
之
ト
存
」
ジ
又
「
鐵
道
ノ
經
理
ニ
關
シ
テ
ハ
一
國

專
屬
制
度
ニ
代
ユ
ル
ニ
列
國
共
同
制
度
ヲ
以
テ
ス
ル
ヲ
便
益
又
ハ
有
利
ナ
リ
ト
爲

ス
ハ
帝
國
政
府
ノ
首
肯
シ
難
キ
所
」
ナ
リ
ト
ナ
シ
タ
リ
。

我
方
ニ
於
テ
ハ
日
露
兩
國
政
府
ガ
此
際
更
ニ
協
商
ヲ
遂
ゲ
以
テ
兩
國
從
來
ノ
關

係
ニ
一
歩
ヲ
進
ム
ル
コ
ト
必
要
ナ
リ
ト
思
考
シ
タ
ル
處
露
國
部
内
ニ
モ
コ
ノ
論
ア

リ
我
方
ノ
内
意
ヲ
叩
キ
來
リ
タ
ル
ヲ
以
テ
彼
我
折
衝
ヲ
遂
ゲ
明
治
四
十
三
年
七
月

四
日
前
日
露
協
約
ヲ
補
成
ス
ベ
キ
協
定
成
立
セ
リ
。
第
二
回
日
露
協
約
ハ
「
滿
洲

ニ
於
ケ
ル
各
自
ノ
鐵
道
線
改
善
及
該
鐵
道
ノ
聯
絡
業
務
完
整
ノ
爲
相
互
ニ
友
好
的

協
力
ヲ
與
フ
ル
コ
ト
」
及
滿
洲
ノ
現
狀
維
持
ノ
尊
重
等
ヲ
約
シ
且
秘
密
協
約
ニ
於

テ
前
秘
密
條
項
ヲ
確
認
補
充
セ
リ
。

而
シ
テ
明
治
四
十
五
年
（
一
九
一
二
年
）
一
月
十
六
日
ノ
閣
議
ハ
南
北
滿
洲
利

益
地
域
日
露
分
界
線
ノ
延
長
補
足
ニ
關
シ
及
内
外
蒙
古
勢
力
範
圍
分
配
ニ
關
シ
對

露
開
談
ノ
件
ヲ
容
認
セ
ル
ガ
本
件
ハ
七
月
八
日
日
露
兩
國
全
權
間
ニ
調
印
ヲ
見
タ

リ
。
此
ノ
第
三
回
日
露
協
約
ニ
於
テ
ハ
既
定
ノ
分
界
線
ヲ
延
長
ス
ル
ト
共
ニ
内
蒙

古
ヲ
東
西
ニ
分
割
シ
西
方
ヲ
露
國
東
方
ヲ
日
本
ノ
利
益
範
圍
ト
シ
是
亦
嚴
祕
ニ
附

ス
ル
コ
ト
ト
セ
リ
。

斯
ク
滿
洲
及
蒙
古
ハ
日
露
ノ
提
携
ニ
ヨ
リ
一
應
安
定
ヲ
見
タ
ル
ガ
三
回
ノ
日
露

協
約
ヲ
通
ジ
我
方
ガ
常
ニ
英
國
政
府
ニ
凡
テ
ヲ
通
報
シ
連
絡
ス
ル
所
ア
リ
タ
ル
ハ

注
目
ニ
値
ス
。
尚
滿
洲
及
蒙
古
ノ
保
全
漸
ク
成
ル
ト
共
ニ
日
本
ハ
中
國
全
土
ノ
保

全
ニ
付
關
心
ヲ
深
カ
ラ
シ
ム
ル
ニ
至
レ
リ
。
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中
國
ノ
保
全

　
　
　
　
　

―
―�

所
謂
二
十
一
ケ
條
問
題
、
高
平
「
ル
ー
ト
」
取
極
、

　
　
　
　
　
　
　

石
井
「
ラ
ン
シ
ン
グ
」
協
定
―
―

大
正
三
年
（
一
九
一
四
年
）
世
界
大
戰
勃
發
ス
ル
ヤ
日
本
ハ
聯
合
國
側
ニ
ア
リ

テ
獨
墺
ニ
對
シ
テ
戰
爭
ニ
從
事
シ
同
十
一
月
七
日
膠
州
灣
陷
落
ス
ル
ニ
至
リ
タ
ル

ヲ
以
テ
本
邦
政
府
ハ
中
國
政
府
ニ
對
シ
山
東
時
局
ノ
善
後
ヲ
圖
リ
併
セ
テ
日
華
懸

案
ノ
同
時
的
解
決
ヲ
圖
リ
日
本
ノ
地
位
ヲ
鞏
固
ニ
シ
以
テ
東
洋
ノ
平
和
ヲ
永
遠
ニ

保
持
ス
ル
ノ
目
的
ヲ
以
テ
交
涉
ヲ
開
始
ス
ル
ニ
決
シ
翌
大
正
四
年（
一
九
一
五
年
）

一
月
十
八
日
要
旨
左
記
ノ
如
キ
要
求
ヲ
袁
世
凱
大
總
統
ニ
提
出
セ
リ
。

（
甲
）
要
求
事
項

第
一
號
（
山
東
省
ニ
關
ス
ル
件
）

第
一
條　

山
東
省
ニ
關
ス
ル
將
來
ノ
日
獨
取
極
ヲ
承
認
ス
ル
コ
ト

第
二
條　

山
東
省
地
方
ヲ
他
國
ニ
讓
渡
又
ハ
貸
與
セ
ザ
ル
コ
ト

第�

三
條　

芝
罘
又
ハ
龍
口
ト
膠
州
灣
ヨ
リ
濟
南
ニ
至
ル
鐵
道
ト
ヲ
連
絡
ス
ベ

キ
鐵
道
敷
設
權
ヲ
允
許
ス
ル
コ
ト

第
四
條　

山
東
省
主
要
都
市
ヲ
開
ク
コ
ト

第
二
號
（
南
滿
洲
及
東
部
内
蒙
古
ニ
關
ス
ル
件
）

第�

一
條　

旅
順
大
連
租
借
期
限
及
滿
洲
安
奉
兩
鐵
道
各
期
限
ヲ
九
十
九
ケ
年

延
長
ス
ル
コ
ト

第
二
條　

土
地
商
租
ヲ
日
本
人
ニ
許
ス
コ
ト

第
三
條　

居
住
及
營
業
ノ
自
由
ヲ
日
本
人
ニ
許
ス
コ
ト

第
四
條　

鑛
山
採
掘
權
ヲ
日
本
人
ニ
與
フ
ル
コ
ト

第�

五
條　

鐵
道
敷
設
權
ヲ
他
國
人
ニ
與
ヘ
タ
リ
又
ハ
鐵
道
敷
設
ノ
爲
他
國
人

ヨ
リ
資
金
ノ
供
給
ヲ
仰
グ
時
或
ハ
同
地
ノ
諸
税
ヲ
擔
保
ニ
他
國
ヨ
リ
借
款

ヲ
起
ス
時
ハ
日
本
政
府
ノ
同
意
ヲ
得
ル
コ
ト

第�

六
條　

政
治
財
政
軍
事
上
ノ
顧
問
教
官
ヲ
要
ス
ル
時
ハ
先
ヅ
日
本
ニ
協
議

ス
ル
コ
ト

第
七
條　

九
十
九
ケ
年
間
吉
長
鐵
道
ノ
管
理
經
營
ヲ
日
本
ニ
委
任
ス
ル
コ
ト

第
三
號
（
漢
冶
萍
公
司
ニ
關
ス
ル
件
）

第
一
條　

適
當
ノ
時
機
ニ
漢
冶
萍
公
司
ヲ
兩
國
ノ
合
辨
ト
ス
ル
コ
ト

第�

二
條　

同
公
司
所
屬
鑛
山
附
近
ノ
鑛
山
採
掘
ヲ
同
公
司
以
外
ノ
モ
ノ
ニ
許

可
ス
ル
ニ
ハ
同
公
司
ノ
承
諾
ヲ
要
ス
ル
コ
ト

第
四
號
（
支
那
港
灣
島
嶼
不
割
讓
ノ
件
）

沿
岸
ノ
港
灣
及
島
嶼
ヲ
他
國
ニ
讓
與
若
ク
ハ
貸
與
シ
ナ
イ
コ
ト

（
乙
）
希
望
條
項

第
五
號

一
、
中
央
政
府
ニ
ヨ
ル
日
本
人
顧
問
ノ
傭
聘
ヲ
ナ
ス
コ
ト

二�

、
支
那
内
地
ニ
於
ケ
ル
日
本
ノ
病
院
寺
院
及
學
校
ニ
土
地
所
有
權
ヲ
認
ム

ル
コ
ト

三�

、
必
要
ナ
ル
地
方
ノ
警
察
ヲ
日
支
合
同
ト
ス
ル
カ
日
本
人
ヲ
傭
聘
ス
ル
コ

ト
四
、
兵
器
ノ
入
手
ハ
日
本
ノ
協
力
ヲ
得
ル
コ
ト

五�
、
武
昌
ト
九
江
南
昌
線
ト
ヲ
聯
絡
ス
ル
鐵
道
及
南
昌
杭
州
間
南
昌
潮
州
間

鐵
道
敷
設
權
ヲ
日
本
ニ
許
與
ス
ル
コ
ト
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六�

、
福
建
省
ニ
於
ケ
ル
鐵
道
鑛
山
港
灣
ノ
設
備
ニ
關
シ
外
國
資
本
ヲ
要
ス
ル

場
合
ハ
日
本
ニ
協
議
ス
ル
コ
ト

七
、
支
那
ニ
於
ケ
ル
日
本
人
ノ
布
教
權
ヲ
認
ム
ル
コ
ト

尚
膠
州
灣
租
借
地
最
後
ノ
處
分
ニ
關
シ
テ
ハ
若
シ
支
那
政
府
ニ
シ
テ
全
然
我
要

求
ヲ
應
諾
ス
ル
ニ
於
テ
ハ
之
ガ
還
附
ヲ
詮
議
ス
ル
モ
苦
シ
カ
ラ
ズ
。
尤
モ
同
地

ヲ
開
放
シ
テ
商
港
ト
ナ
シ
我
専
管
居
留
地
ヲ
設
ク
ル
コ
ト
ヲ
絶
對
ニ
必
要
ト
ス

ル
コ
ト
。

二
月
二
日
兩
國
第
一
回
會
議
開
催
セ
ラ
レ
爾
後
二
十
四
回
會
合
ヲ
重
ネ
三
箇
月

ヲ
經
過
ス
ル
モ
何
等
決
ス
ル
所
ナ
ク
我
方
ハ
要
求
ノ
部
分
的
緩
和
撤
回
等
ヲ
行
ヒ

四
月
二
十
六
日
修
正
案
ヲ
提
出
ス
ル
ト
共
ニ
膠
州
灣
還
附
ヲ
言
明
セ
ル
處
彼
ニ
ア

リ
テ
ハ
五
月
一
日
我
ガ
修
正
案
ニ
對
ス
ル
修
正
案
ヲ
提
出
シ
膠
州
灣
ノ
無
條
件
還

附
ト
日
獨
講
和
會
議
ニ
對
ス
ル
參
加
ヲ
要
求
ス
ル
他
膠
州
灣
ニ
於
テ
日
獨
戰
爭
ニ

因
ル
損
害
ハ
日
本
側
ニ
於
テ
全
部
賠
償
ス
ベ
キ
コ
ト
等
ヲ
要
求
セ
リ
。
依
ツ
テ
我

方
ハ
協
商
ノ
餘
地
ナ
キ
ニ
鑑
ミ
五
月
七
日
最
後
通
牒
ヲ
提
出
ス
ル
ト
共
ニ
第
五
號

ハ
福
建
省
ニ
關
ス
ル
交
換
公
文
ヲ
除
ク
外
全
部
之
ヲ
他
日
ノ
交
涉
ニ
讓
ル
旨
通
告

シ
四
月
二
十
六
日
提
出
ノ
日
本
政
府
修
正
案
通
リ
應
諾
セ
ン
コ
ト
ヲ
求
メ
五
月
九

日
午
後
六
時
迄
ニ
滿
足
ナ
ル
回
答
ヲ
得
ザ
レ
バ
自
由
行
動
ヲ
執
ル
ベ
キ
旨
聲
明
シ

タ
ル
結
果
中
國
政
府
ハ
九
日
午
前
一
時
我
ガ
要
求
ヲ
受
諾
シ
五
月
二
十
五
日
條
約

ノ
調
印
ヲ
見
タ
リ
。

本
件
ニ
關
シ
テ
ハ
交
涉
開
始
後
間
モ
ナ
ク
要
求
條
項
ノ
大
要
ヲ
先
ヅ
英
國
政
府

ニ
通
告
シ
後
米
佛
露
三
國
政
府
ニ
モ
通
告
セ
ル
處
第
五
號
ノ
希
望
條
項
ハ
希
望
ニ

過
ギ
ズ
ト
シ
テ
各
國
政
府
ニ
通
告
セ
ザ
リ
シ
爲
中
國
側
之
ヲ
曝
露
ス
ル
ト
共
ニ
世

界
ノ
疑
惑
ヲ
招
ケ
リ
。
本
件
ト
最
モ
深
キ
關
係
ヲ
有
シ
又
我
方
ヨ
リ
絶
エ
ズ
連
絡

セ
ル
ハ
英
國
ナ
ル
ガ
一
月
二
十
二
日
我
方
ヨ
リ
要
求
提
出
ノ
次
第
ヲ
「
グ
レ
ー
」

外
相
ニ
開
陳
セ
ル
處
同
外
相
ハ
「
遼
東
半
島
租
借
地
及
滿
洲
鐵
道
期
限
延
長
ノ
件

ニ
付
テ
ハ
先
年
加
藤
男
歸
朝
ノ
際
自
分
ト
會
談
ノ
次
第
モ
有
之
日
本
國
ノ
要
求
ハ

敢
テ
理
由
ナ
キ
ニ
非
ズ
ト
自
分
モ
豫
テ
思
考
シ
タ
リ
」「
日
華
關
係
ノ
圓
滿
ト
兩
國

間
紛
議
ノ
杜
絶
ハ
英
國
ノ
立
場
ニ
取
リ
テ
モ
頗
ル
望
マ
シ
キ
儀
ニ
有
之
日
本
國
ガ

右
樣
ノ
見
地
ヨ
リ
此
種
ノ
協
定
ヲ
支
那
ト
ノ
間
ニ
遂
ゲ
ン
ト
ス
ル
ハ
大
體
ニ
於
テ

至
極
妥
當
ノ
措
置
」
ナ
リ
ト
ナ
シ
タ
ル
ガ
華
南
鐵
道
ニ
關
ス
ル
英
國
ノ
利
益
ニ
付

テ
ハ
其
後
申
入
ル
ル
所
ア
リ
タ
リ
。
然
シ
乍
ラ
三
月
八
日
「
グ
レ
ー
」
外
相
ハ
在

英
本
多
參
事
官
ニ
對
シ
「
鐵
道
問
題
ノ
如
キ
ハ
云
ハ
バ
小
事
ニ
過
ギ
ズ
。
自
分
ノ

大
イ
ニ
懸
念
ス
ル
所
ハ
日
華
問
題
ヨ
リ
起
生
ス
ベ
キ
『
ポ
リ
チ
カ
ル
・
デ
ヴ
エ
ロ

ツ
プ
メ
ン
ト
』
ニ
ア
リ
。
獨
逸
國
ガ
中
國
ニ
於
テ
盛
ニ
陰
謀
ヲ
逞
ウ
シ
ツ
ツ
ア
ル

ハ
勿
論
事
實
ニ
シ
テ
之
ハ
中
國
ヲ
シ
テ
日
本
ノ
要
求
ニ
反
抗
セ
シ
ム
ベ
ク
百
方
使

嗾
シ
ツ
ツ
ア
ル
ベ
キ
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
之
ニ
依
リ
日
華
兩
國
間
ノ
衝
突
ヲ
見
ル
如
キ
コ

ト
ア
レ
バ
其
最
モ
本
懷
ト
ス
ル
所
ナ
ル
ベ
シ
。」「
元
來
『
イ
ン
ク
リ
ー
ス
・
オ
ヴ
・

ジ
ヤ
パ
ン
ズ
・
シ
エ
ア
・
オ
ヴ
・
デ
ヴ
エ
ロ
ツ
プ
メ
ン
ト
・
オ
ヴ
・
チ
ヤ
イ
ナ
』

ハ
自
分
ノ
夙
ニ
當
然
ト
認
メ
居
ル
所
ナ
リ
。
日
本
ハ
既
ニ
米
國
ニ
モ
加
奈
陀
ニ
モ

移
民
ニ
重
キ
ヲ
置
キ
居
ラ
ズ
。何
レ
ニ
カ
國
民
ノ
發
展
地
ヲ
求
メ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
。

此
事
情
ニ
鑑
ミ
ル
モ
中
國
ニ
於
テ
將
來
日
本
ガ
商
工
業
上
其
他
將
來
益
々
發
展
ス

ベ
キ
ハ
自
然
ノ
數
」
ナ
リ
ト
述
ベ
タ
リ
。

五
月
七
日
在
英
帝
國
公
使
ガ
最
後
通
牒
手
交
ノ
件
ヲ
通
告
セ
ル
ニ
對
シ
「
グ

レ
ー
」
外
相
ハ
「
日
本
國
ガ
最
後
通
牒
ニ
於
テ
福
建
問
題
以
外
ノ
第
五
號
各
項
ニ
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付
讓
步
ス
ル
コ
ト
ト
セ
ル
旨
承
知
セ
ル
ガ
中
國
ガ
頑
強
ニ
反
抗
セ
ル
ハ
主
ト
シ
テ

第
五
號
各
項
ニ
ア
リ
シ
樣
承
知
シ
タ
ル
ニ
日
本
ガ
此
際
之
ヲ
本
交
涉
ヨ
リ
引
放
シ

後
日
ノ
相
談
ニ
讓
ラ
ン
ト
ノ
申
出
ヲ
ナ
ス
ハ
日
本
側
ニ
於
テ
大
ナ
ル
讓
步
ヲ
ナ
シ

タ
ル
モ
ノ
ト
云
フ
ベ
シ
。
卽
チ
讓
步
附
最
後
通
牒
ト
モ
稱
ス
ベ
キ
モ
ノ
ナ
ル
ヲ
以

テ
支
那
ハ
宜
シ
ク
此
際
之
ヲ
應
諾
シ
テ
時
局
ヲ
妥
結
ス
ル
事
利
益
ナ
ル
ベ
シ
ト
自

分
ハ
思
考
シ
」
支
那
公
使
ニ
對
シ
テ
「
支
那
ハ
宜
シ
ク
速
ニ
之
ヲ
受
諾
シ
以
テ
時

局
ノ
妥
結
ヲ
計
ル
コ
ト
ト
ス
ル
コ
ト
得
策
ト
ス
ル
旨
自
分
ノ
勸
告
ト
シ
申
聞
ケ
置

ケ
リ
」
ト
述
ベ
最
後
ニ
所
見
ト
シ
テ
「
日
本
國
ニ
對
ス
ル
世
上
ノ
不
滿
ハ
日
本
國

ノ
『
ケ
イ
ス
』
外
部
ニ
好
ク
知
ラ
レ
居
ラ
ザ
ル
ニ
職
由
ス
ル
モ
ノ
ニ
付
若
シ
自
分

又
ハ
他
ノ
『
オ
ー
ソ
リ
タ
テ
イ
ヴ
・
ソ
ー
ス
』
ヲ
シ
テ
日
本
國
ノ
『
ケ
イ
ス
』
ト

其
眞
意
ノ
ア
ル
所
ヲ
一
般
ニ
開
示
セ
シ
メ
タ
ラ
ン
ニ
ハ
物
論
ノ
發
生
ヲ
見
ル
ニ
至

ラ
ザ
リ
シ
ナ
ラ
ン
ト
思
考
ス
」
ト
附
言
セ
リ
。

米
國
ニ
於
テ
ハ
本
件
通
牒
ニ
接
シ
右
ハ
高
平
「
ル
ー
ト
」
取
極
ノ
條
項
ノ
適
用

ヲ
促
ス
ベ
キ
ヤ
否
ヤ
論
議
ノ
的
ト
ナ
レ
リ
。
右
高
平
「
ル
ー
ト
」
協
定
ノ
發
端
ハ

明
治
四
十
一
年
（
一
九
〇
八
年
）
九
月
二
十
九
日
右
高
平
公
使
ニ
對
シ
小
村
外
務

大
臣
ガ
太
平
洋
問
題
ニ
關
シ
日
米
兩
國
間
ニ
適
當
ノ
時
機
ニ
於
テ
商
議
ヲ
遂
ゲ
度

キ
意
向
ニ
關
シ
訓
令
ヲ
發
セ
ル
ニ
ア
リ
。
コ
レ
當
時
日
米
間
ニ
ハ
移
民
問
題
太
平

洋
問
題
ノ
擡
頭
シ
ツ
ツ
ア
リ
シ
際
ト
テ
是
ヲ
以
テ
「
排
日
論
者
等
ニ
ト
リ
テ
以
テ

辭
柄
ト
ス
ル
所
ノ
事
由
ヲ
除
却
」
セ
ン
ト
ス
ル
ヲ
目
的
ト
セ
リ
。
而
シ
テ
同
年
十

月
米
國
艦
隊
來
訪
シ
我
國
朝
野
ノ
歡
迎
ヲ
受
ケ
「
米
國
大
統
領
及
政
府
ハ
同
國
艦

隊
ニ
對
セ
ル
我
官
民
ノ
熱
誠
ナ
ル
歡
迎
ヲ
聞
知
シ
十
分
米
國
ニ
對
ス
ル
我
誠
意
ヲ

感
得
シ
タ
ル
ベ
キ
コ
ト
ヲ
信
ジ
此
時
機
ニ
於
テ
本
件
ノ
商
議
ヲ
開
始
ス
ル
ヲ
適
當

ト
認
メ
タ
リ
」
ト
ナ
シ
十
月
十
五
日
小
村
大
臣
ノ
訓
電
高
平
公
使
ニ
達
セ
ル
爲
茲

ニ
日
米
間
ノ
商
議
ハ
開
始
セ
ラ
レ
タ
リ
。
協
商
案
ハ
太
平
洋
問
題
ヲ
主
ト
シ
之
ニ

清
國
問
題
ヲ
加
味
セ
ル
モ
ノ
ナ
リ
シ
ガ
論
點
ハ
清
國
ノ
領
土
保
全
ノ
約
定
ニ
シ
テ

我
方
ガ
「
清
國
現
在
ノ
狀
勢
ハ
最
早
斯
ク
ノ
如
キ
約
束
ヲ
ナ
ス
ヲ
必
要
ト
セ
ザ
ル

ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
他
國
ニ
於
テ
自
國
領
土
ノ
保
全
ヲ
約
ス
ル
ハ
清
國
ノ
甚
ダ
懌
ハ
ザ
ル

所
」
ト
ナ
セ
ル
ニ
對
シ
米
國
側
之
ヲ
主
張
シ
我
方
ノ
讓
步
ス
ル
所
ト
ナ
リ
十
一
月

三
十
日
高
平
公
使
ト
「
ル
ー
ト
」
國
務
長
官
ト
ノ
間
ニ
公
文
ノ
交
換
ヲ
了
セ
リ
。

ソ
ノ
中
ニ
於
テ
兩
國
政
府
共
通
ノ
意
見
ト
シ
テ
表
顯
セ
ラ
レ
タ
ル
モ
ノ
ハ
「
一
、

太
平
洋
ニ
於
ケ
ル
兩
國
商
業
ノ
自
由
平
穏
ナ
ル
發
達
ヲ
奬
勵
ス
ル
ハ
兩
國
政
府
ノ

希
望
タ
リ
。
二
、
兩
國
政
府
ノ
政
策
ハ
何
等
侵
略
的
傾
向
ニ
制
セ
ラ
ル
ル
コ
ト
ナ

ク
前
記
方
面
ニ
於
ケ
ル
現
狀
維
持
及
清
國
ニ
於
ケ
ル
商
工
業
ノ
機
會
均
等
主
義
ノ

擁
護
ヲ
目
的
ト
ス
。
三
、
從
テ
兩
國
政
府
ハ
相
互
ニ
前
記
方
面
ニ
於
テ
他
ノ
一
方

ノ
有
ス
ル
所
領
ヲ
尊
重
ス
ル
ノ
強
固
ナ
ル
決
意
ヲ
有
ス
。
四
、
兩
國
政
府
ハ
又
其

ノ
權
内
ニ
屬
ス
ル
一
切
ノ
平
和
手
段
ニ
依
リ
清
國
ノ
獨
立
及
領
土
保
全
並
同
帝
國

ニ
於
ケ
ル
列
國
ノ
商
工
業
ニ
對
ス
ル
機
會
均
等
主
義
ヲ
支
持
シ
以
テ
清
國
ニ
於
ケ

ル
列
國
ノ
共
通
利
益
ヲ
保
護
ス
ル
ノ
決
意
ヲ
有
ス
。
五
、
前
述
ノ
現
狀
維
持
又
ハ

機
會
均
等
主
義
ヲ
侵
迫
ス
ル
事
件
發
生
ス
ル
ト
キ
ハ
兩
國
政
府
ハ
其
ノ
有
益
ト
認

ム
ル
措
置
ニ
關
シ
協
商
ヲ
遂
ゲ
ム
ガ
爲
互
ニ
意
見
ヲ
交
換
ス
ベ
シ
。」

其
後
米
國
政
府
ガ
東
亞
ニ
對
シ
注
目
ス
ベ
キ
政
策
ノ
闡
明
ヲ
行
ヘ
ル
ハ
卽
チ
石

井
「
ラ
ン
シ
ン
グ
」
協
定
ナ
リ
。
大
正
六
年
（
一
九
一
七
年
）
五
月
十
二
日
「
ラ

ン
シ
ン
グ
」
米
國
國
務
長
官
ヨ
リ
在
米
佐
藤
大
使
ニ
對
シ
米
國
ノ
世
界
大
戰
參
戰

ニ
關
聯
シ
英
佛
露
伊
ヨ
リ
打
合
セ
ノ
爲
特
派
使
節
ノ
派
遣
ア
ル
ニ
付
日
本
ヨ
リ
モ
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同
樣
ノ
特
使
ヲ
派
遣
セ
バ
「
兩
國
ノ
國
交
上
多
大
ノ
裨
益
ア
ル
ベ
」
ク
右
ハ
「
時

局
問
題
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
東
洋
問
題
ニ
付
テ
モ
亦
打
合
セ
ヲ
試
ム
ル
ヲ
妨
ゲ
ザ
ル
ベ
シ
」

ト
ノ
慫
慂
ア
リ
。
日
本
ハ
之
ニ
應
ジ
我
方
ノ
發
案
ト
シ
テ
同
二
十
二
日
特
派
大
使

派
遣
ヲ
通
告
シ
石
井
子
爵
ヲ
特
派
使
節
ト
シ
テ
渡
米
セ
シ
メ
タ
リ
。

本
野
外
務
大
臣
ハ
六
月
十
三
日
附
ヲ
以
テ
石
井
大
使
ニ
對
シ
テ
訓
令
ヲ
附
與
シ

「
此
ノ
機
會
ヲ
利
用
シ
進
デ
日
米
親
交
ノ
障
礙
ス
ル
ノ
虞
ア
ル
ベ
キ
一
切
ノ
事
態

ヲ
芟
除
ス
ル
爲
主
ト
シ
テ
左
ノ
二
件
ニ
關
シ
米
國
政
府
ト
商
量
シ
テ
適
當
ナ
ル
措

置
ヲ
講
ズ
ル
ノ
極
メ
テ
得
策
ナ
ル
ヲ
認
ム
。
一
、
米
國
ニ
於
ケ
ル
日
本
人
ノ
地
位

ニ
關
ス
ル
問
題
。
一
、
支
那
ニ
於
ケ
ル
帝
國
特
殊
ノ
關
係
ヲ
明
カ
ニ
シ
將
來
兩
國

行
動
ノ
調
和
ニ
關
ス
ル
問
題
」
ナ
ル
旨
ヲ
述
ブ
ル
ト
共
ニ
七
月
二
十
四
日
ソ
ノ
解

決
案
ノ
大
綱
ヲ
内
訓
セ
リ
。

石
井
大
使
一
行
ハ
八
月
二
十
二
日
華
府
ニ
到
着
九
月
六
日
「
ラ
ン
シ
ン
グ
」
國

務
長
官
ト
會
談
セ
ル
ニ
同
長
官
ハ
「
現
下
吾
人
ノ
努
ム
可
キ
ハ
戰
爭
ニ
全
力
ヲ
盡

ス
ニ
ア
ル
ガ
故
ニ
日
米
懸
案
問
題
ハ
總
テ
是
ヲ
戰
後
ニ
解
決
ス
ル
コ
ト
ト
致
度
シ
」

ト
述
ベ
タ
ル
ヲ
以
テ
石
井
大
使
ヨ
リ
「
本
使
渡
米
ノ
機
會
ニ
於
テ
二
、三
重
要
ナ

ル
問
題
ニ
付
進
デ
貴
官
ヨ
リ
談
話
ア
ル
可
キ
事
ニ
了
解
シ
來
タ
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
本

使
亦
此
機
會
ニ
腹
蔵
ナ
キ
意
見
ノ
交
換
ヲ
ナ
シ
出
來
得
可
ク
ハ
支
那
問
題
ニ
關
シ

一
種
宣
言
書
樣
ノ
モ
ノ
ヲ
議
定
シ
之
ヲ
發
表
シ
」
度
キ
旨
申
出
デ
タ
ル
ニ
長
官
モ

之
ヲ
諒
承
シ
折
衝
ニ
入
レ
ル
カ
我
方
ハ
中
國
ニ
於
ケ
ル
日
本
ノ
特
殊
地
位
ヲ
承
認

セ
ン
コ
ト
ヲ
求
メ
長
官
ハ
「
天
然
ノ
與
ヘ
タ
ル
支
那
ニ
於
ケ
ル
日
本
ノ
地
位
ハ
最

モ
明
瞭
ナ
ル
處
ニ
シ
テ
此
際
之
ヲ
宣
言
ノ
一
項
ト
ナ
ス
ニ
及
バ
ザ
ル
ベ
シ
」
ト
ナ

シ
更
ニ
九
月
二
十
二
日
「
ラ
ン
シ
ン
グ
」
長
官
ハ
「
米
國
ハ
支
那
ニ
於
ケ
ル
日
本

ノ
經
濟
的
特
殊
利
益
ヲ
認
ム
ル
ニ
躊
躇
セ
ザ
ル
コ
ト
右
承
知
ノ
通
ナ
ル
モ
『
パ
ラ

マ
ウ
ン
ト
・
イ
ン
テ
レ
ス
ト
』
ハ
『
オ
ー
プ
ン
・
ド
ア
ー
』
ト
衝
突
ス
ル
モ
ノ
ナ

ル
ガ
故
ニ
之
ヲ
認
ム
ル
能
ハ
ズ
」
ト
言
ヒ
タ
ル
ヲ
以
テ
石
井
大
使
ハ
「
日
本
ハ
其

支
那
ニ
有
ス
ル
利
益
ハ
『
パ
ラ
マ
ウ
ン
ト
』
ナ
ラ
ザ
ル
可
カ
ラ
ズ
ト
ス
ル
モ
ノ
ニ

ア
ラ
ズ
『
ス
ペ
シ
ヤ
ル
・
イ
ン
テ
レ
ス
ト
』
ノ
承
認
ニ
テ
甘
ン
ズ
ル
モ
ノ
ナ
リ
。」

「
支
那
ノ
内
亂
又
ハ
滅
亡
ハ
他
國
ニ
直
接
影
響
ナ
キ
モ
日
本
ニ
ハ
死
活
ノ
關
係
ア

リ
。」「
故
ニ
日
本
ハ
支
那
ノ
國
防
、
治
安
一
般
ニ
亙
リ
善
政
ヲ
見
ザ
レ
バ
自
國
ノ

防
禦
上
安
心
ス
ル
能
ハ
ズ
。
故
ニ
支
那
ノ
獨
立
ヲ
傷
ケ
ザ
ル
範
圍
ニ
於
テ
支
那
ニ

行
政
改
革
ヲ
勸
告
シ
又
教
官
ヲ
供
給
シ
テ
援
助
ヲ
與
フ
ル
等
ノ
コ
ト
ハ
日
本
ノ
當

然
認
ム
ベ
キ
義
務
ナ
リ
」
ト
主
張
シ
遂
ニ
國
務
長
官
ハ
「
日
本
政
府
ノ
趣
旨
ハ
能

ク
了
解
セ
リ
」
ト
ナ
セ
リ
。
依
ツ
テ
公
文
ノ
審
議
ニ
入
リ
國
務
長
官
ヨ
リ
案
文
提

出
ア
リ
大
要
之
ヲ
承
認
セ
ル
ガ
ソ
ノ
際
國
務
長
官
ハ
石
井
大
使
ニ
對
シ
本
件
公
文

ハ
軈
テ
支
那
ニ
對
ス
ル
日
本
ノ
「
モ
ン
ロ
ー
」
主
義
ヲ
承
認
ス
ル
モ
ノ
ニ
等
シ
ク

亞
細
亞
ノ
政
局
上
重
要
ノ
意
義
ヲ
有
ス
ル
モ
ノ
ト
信
ズ
ル
旨
明
言
セ
リ
。

十
一
月
二
日
公
文
ハ
交
換
ヲ
見
世
上
謂
フ
石
井
「
ラ
ン
シ
ン
グ
」
協
定
ナ
ル
モ

ノ
成
立
セ
ル
ガ
ソ
ノ
中
ニ
於
テ
「
合
衆
國
及
ビ
日
本
國
兩
政
府
ハ
領
土
相
近
接
ス

ル
國
家
ノ
間
ニ
ハ
特
殊
ノ
關
係
ヲ
生
ズ
ル
コ
ト
ヲ
承
認
ス
。
從
テ
合
衆
國
政
府
ハ

日
本
國
ガ
支
那
ニ
於
テ
特
殊
ノ
利
益
ヲ
有
ス
ル
コ
ト
ヲ
承
認
ス
。
日
本
ハ
所
領
ニ

接
壤
セ
ル
地
方
ニ
於
テ
殊
ニ
然
リ
ト
ス
」
ト
ナ
シ
又
兩
國
政
府
ハ
「
毫
モ
支
那
ノ

獨
立
又
ハ
領
土
保
全
ヲ
侵
害
ス
ル
ノ
目
的
ヲ
有
ス
ル
モ
ノ
ニ
非
ル
コ
ト
ヲ
聲
明
ス
。

且
右
兩
國
政
府
ハ
常
ニ
支
那
ニ
於
テ
所
謂
門
戸
開
放
又
ハ
商
工
業
ニ
對
ス
ル
機
會

均
等
ノ
主
義
ヲ
支
持
ス
ル
コ
ト
ヲ
聲
明
」
セ
リ
。
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要
ス
ル
ニ
之
ニ
ヨ
リ
我
國
ハ
露
英
米
等
ノ
各
國
ノ
諒
解
ノ
下
ニ
中
國
ノ
保
全
ヲ

確
保
シ
得
タ
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
從
ツ
テ
韓
國
ヨ
リ
南
滿
洲
東
部
内
蒙
古
ニ
及
ビ
更
ニ

中
國
全
般
ト
濃
薄
ノ
差
コ
ソ
ア
レ
完
全
ニ
東
亞
保
全
政
策
ノ
展
開
ヲ
完
了
シ
以
テ

國
家
ノ
生
存
獨
立
ヲ
維
持
シ
得
ル
ノ
態
勢
ヲ
形
成
セ
リ
。
然
ル
ニ
世
界
大
戰
ノ
勃

發
ハ
來
ル
ベ
キ
世
界
協
調
推
進
ノ
端
緒
ヲ
爲
シ
日
本
モ
亦
コ
ノ
世
界
協
調
ノ
裡
ニ

國
家
ノ
獨
立
國
民
ノ
生
活
ヲ
保
障
ス
ル
ノ
政
策
ヲ
採
ラ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ザ
ル
ニ
至
レ
リ
。

第
三
章　

世
界
協
調
政
策
ノ
推
進
ニ
ヨ
ル
國
民
生
活
ノ
確
保

　
　
　

世
界
大
戰
參
加

大
正
三
年
（
一
九
一
四
年
）
六
月
二
十
八
日
墺
太
利
國
新
領
土
タ
ル
「
ボ
ス
ニ

ヤ
」
州
「
サ
ラ
エ
ボ
」
ニ
於
テ
發
生
セ
ル
墺
國
皇
儲
夫
妻
ノ
暗
殺
事
件
ハ
所
謂
第

一
次
世
界
大
戰
ノ
導
火
線
ト
ナ
レ
ル
ガ
又
同
時
ニ
コ
ノ
大
戰
ハ
世
界
ニ
於
ケ
ル
國

際
的
協
調
ヲ
推
進
セ
シ
ム
ル
ノ
動
因
ト
ナ
リ
タ
リ
。
墺
洪
國
ハ
本
事
件
ヲ
契
機
ト

シ
テ
七
月
二
十
八
日
「
セ
ル
ビ
ア
」
ニ
對
シ
テ
宣
戰
セ
リ
。
之
ヨ
リ
先
露
國
ハ
墺

洪
國
ノ
對
塞
國
行
動
ヲ
控
制
ス
ル
ノ
目
的
ヲ
以
テ
動
員
ヲ
命
ジ
墺
洪
國
亦
露
國
ニ

對
シ
テ
動
員
シ
タ
ル
爲
列
強
ノ
對
立
漸
ク
緊
張
ノ
頂
點
ニ
ア
リ
タ
ル
歐
州
大
陸
ハ

形
勢
頓
ニ
危
急
ヲ
告
グ
ル
ニ
至
リ
タ
ル
ヲ
以
テ
英
國
ハ
英
獨
佛
伊
四
國
間
ノ
會
議

ニ
ヨ
リ
時
局
ヲ
平
和
ニ
解
決
セ
ン
コ
ト
ヲ
提
議
シ
タ
ル
モ
成
ラ
ズ
八
月
一
日
獨
逸

ハ
露
國
ニ
對
シ
テ
開
戰
ヲ
宣
シ
翌
二
日
露
國
亦
對
獨
宣
戰
ヲ
行
ヘ
リ
。
他
方
獨
逸

亦
七
月
三
十
一
日
以
來
佛
獨
國
境
ニ
軍
事
行
動
ヲ
行
ヒ
在
佛
大
使
ヲ
召
喚
セ
ル
爲

佛
國
モ
亦
動
員
ヲ
行
ヒ
佛
獨
兩
國
モ
交
戰
狀
態
ニ
入
レ
リ
。
次
イ
デ
英
國
ハ
獨
逸

ガ
白
國
ノ
中
立
ニ
關
シ
保
障
ヲ
與
フ
ル
コ
ト
ヲ
拒
ミ
タ
ル
結
果
露
佛
側
ニ
立
チ
テ

對
獨
戰
爭
ニ
參
加
ス
ル
ニ
至
リ
八
月
四
日
ヲ
以
テ
獨
逸
ニ
宣
戰
シ
タ
ル
ニ
ヨ
リ
遂

ニ
獨
墺
對
佛
英
ノ
對
戰
ヲ
見
ル
コ
ト
ト
ナ
リ
茲
ニ
英
國
ト
同
盟
關
係
ニ
ア
リ
シ
我

國
モ
亦
ソ
ノ
去
就
ヲ
決
セ
ザ
ル
ヲ
得
ザ
ル
ニ
至
レ
リ
。

大
正
三
年
八
月
三
日
在
日
「
グ
リ
ー
ン
」
英
國
大
使
加
藤
大
臣
ヲ
訪
問
シ
二
日

本
國
政
府
ヨ
リ
接
受
セ
ル
趣
ヲ
以
テ
「『
サ
ー
・
エ
ド
ワ
ー
ド
・
グ
レ
ー
』
ハ
日
英

條
約
ニ
規
定
ス
ル
利
益
ガ
渦
中
ニ
投
ゼ
ラ
ル
ル
如
キ
事
無
カ
ル
ベ
ク
且
英
政
府
ハ

同
條
約
規
定
ニ
基
キ
日
本
政
府
ニ
援
助
ヲ
求
ム
ル
ガ
如
キ
事
無
カ
ル
ベ
シ
ト
信
ズ
」

ル
旨
ノ
電
報
寫
ヲ
手
交
セ
ル
ヲ
以
テ
同
大
臣
ハ
「
日
英
同
盟
ニ
シ
テ
遂
ニ
其
適
用

ヲ
見
ル
必
要
生
ゼ
サ
ル
ハ
幸
ナ
ル
モ
萬
一
其
ノ
適
用
ヲ
要
ス
ル
場
合
ア
ラ
バ
英
國

政
府
ノ
請
求
ヲ
待
テ
帝
國
政
府
ハ
必
要
ナ
ル
手
段
ヲ
執
ル
ニ
躊
躇
セ
ザ
ル
ベ
キ
ニ

付
英
國
政
府
ノ
態
度
決
定
次
第
成
ル
ベ
ク
速
ニ
之
ヲ
承
知
致
度
」
旨
申
述
ベ
置
キ

タ
ル
處
翌
四
日
「
英
獨
或
ハ
開
戦
ス
ル
ニ
至
ル
ヤ
モ
測
ラ
レ
ズ
。
而
シ
テ
右
戰
爭

ガ
極
東
ニ
モ
波
及
シ
從
テ
香
港
及
威
海
衛
ガ
襲
擊
ヲ
受
ク
ル
コ
ト
ア
ル
場
合
ニ
ハ

英
國
政
府
ハ
日
本
政
府
ノ
援
助
ニ
信
頼
ス
」
ト
ノ
本
國
政
府
來
電
ヲ
大
臣
ニ
送
附

シ
來
レ
リ
。
然
ル
ニ
又
同
四
日
英
國
側
ハ
我
方
ニ
對
シ
「
英
國
ハ
日
本
國
ノ
援
助

ヲ
求
ム
ル
必
要
ニ
迫
ラ
ル
ル
コ
ト
ハ
多
分
之
レ
ナ
カ
ル
ベ
ク
又
日
本
國
ヲ
今
回
ノ

戰
爭
ニ
引
入
ル
ル
コ
ト
ハ
英
國
ノ
避
ケ
ン
ト
ス
ル
所
ナ
リ
。
往
年
日
露
戰
爭
中
本

大
臣
ハ
現
職
ニ
ア
ラ
ザ
リ
シ
モ
記
憶
ス
ル
所
ニ
テ
ハ
當
時
佛
國
ハ
露
國
艦
隊
ニ
援

助
ヲ
與
ヘ
居
リ
タ
ル
ニ
付
日
本
國
ハ
右
ニ
關
シ
英
國
ノ
援
助
ヲ
求
ム
ル
コ
ト
ヲ
得

タ
ル
ニ
拘
ラ
ズ
其
之
ヲ
爲
サ
ザ
リ
シ
寛
大
ナ
ル
精
神
ヲ
酌
ミ
英
國
政
府
モ
亦
努
メ

テ
日
本
國
ニ
累
ヲ
及
ボ
ス
コ
ト
ヲ
避
ク
ル
考
ナ
ル
」
旨
ヲ
通
報
セ
リ
。
而
シ
テ
我
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方
ハ
同
日
「
帝
國
政
府
ハ
厳
正
中
立
ノ
態
度
ヲ
確
守
シ
得
ベ
キ
コ
ト
ヲ
期
待
ス
ル

モ
萬
一
英
國
ニ
シ
テ
戰
渦
中
ニ
投
ズ
ル
ニ
至
リ
日
英
協
約
ノ
目
的
或
ハ
危
殆
ニ
瀕

ス
ル
等
ノ
場
合
ニ
於
テ
ハ
日
本
ハ
協
約
上
ノ
義
務
ト
シ
テ
必
要
ナ
ル
措
置
ヲ
執
ル

ニ
至
ル
コ
ト
ア
ル
ベ
シ
」
ト
公
表
セ
リ
。

其
後
八
月
七
日
ニ
至
リ
英
國
側
ヨ
リ
「
支
那
海
ニ
於
テ
英
國
戰
艦
ガ
獨
逸
國
船

舶
ヲ
發
見
シ
且
ツ
之
ヲ
擊
破
ス
ル
ニ
ハ
尚
多
少
ノ
時
日
ヲ
要
ス
ベ
キ
ヲ
以
テ
若
シ

出
來
得
ベ
ク
ン
ハ
日
本
艦
隊
ニ
於
テ
現
ニ
英
國
ノ
貿
易
ヲ
襲
擊
シ
ツ
ツ
ア
ル
獨
逸

武
裝
巡
洋
商
船
ヲ
捜
索
シ
且
之
ヲ
擊
破
ス
ル
コ
ト
ヲ
必
要
ト
ス
」「
右
ハ
勿
論
獨
逸

國
ニ
對
ス
ル
交
戰
ヲ
意
味
ス
ル
モ
ノ
ナ
リ
ト
雖
モ
英
國
政
府
ノ
所
見
ニ
依
レ
バ
實

ニ
避
ケ
難
キ
モ
ノ
ナ
リ
ト
ス
」
ト
ノ
申
出
デ
ア
リ
タ
ル
ヲ
以
テ
同
大
臣
ハ
「
日
英

同
盟
ノ
趣
旨
ニ
基
キ
必
要
ノ
場
合
ニ
英
國
ニ
援
助
ヲ
與
フ
ル
ヲ
拒
マ
ザ
ル
ハ
先
日

モ
申
述
ベ
タ
ル
通
リ
ナ
レ
バ
只
今
ノ
御
申
出
ニ
對
シ
テ
ハ
十
分
考
慮
ノ
上
英
國
政

府
ノ
滿
足
ヲ
得
ル
樣
精
々
盡
力
致
ス
ベ
キ
モ
只
日
本
ノ
援
助
ヲ
獨
逸
假
裝
巡
洋
艦

ニ
對
ス
ル
場
合
ノ
ミ
ニ
限
ル
コ
ト
ハ
如
何
ア
ラ
ン
カ
ト
思
ハ
ル
ル
ガ
兎
ニ
角
研
究

ノ
上
御
返
事
ス
ベ
シ
」
ト
答
ヘ
タ
リ
。

斯
ク
テ
同
七
日
ノ
臨
時
閣
議
ニ
於
テ
我
方
ハ
大
體
英
國
ノ
申
出
ニ
應
ズ
ル
コ
ト

ニ
決
定
、
翌
八
日
之
ヲ
伏
奏
、
同
夜
元
老
大
臣
ノ
會
議
ヲ
開
キ
對
獨
開
戰
ヲ
決
定

セ
リ
。
而
シ
テ
翌
九
日
加
藤
大
臣
ハ
英
國
大
使
ニ
對
シ
「
支
那
海
ニ
於
テ
獨
逸
假

裝
巡
洋
艦
ヲ
捜
索
シ
且
之
ヲ
擊
破
ス
ル
目
的
ノ
爲
メ
ニ
帝
國
政
府
ガ
其
所
屬
軍
艦

ノ
或
ル
モ
ノ
ヲ
使
用
ス
ル
コ
ト
ハ
大
使
閣
下
ノ
覺
書
中
ニ
記
述
セ
ラ
レ
タ
ル
通
リ

疑
モ
ナ
ク
交
戰
行
爲
ニ
シ
テ
獨
逸
國
ニ
對
ス
ル
開
戰
ノ
宣
言
ヲ
必
要
ト
ス
ル
モ
ノ

ナ
リ
。
一
旦
交
戰
國
ト
ナ
リ
タ
ル
以
上
ハ
日
本
ノ
行
動
ハ
單
ニ
敵
國
假
裝
巡
洋
艦

ノ
擊
破
ノ
ミ
ニ
局
限
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ズ
シ
テ
必
ズ
ヤ
日
本
ハ
支
那
海
ニ
關
ス
ル
限

リ
兩
同
盟
國
ニ
共
通
ナ
ル
目
的
ヲ
遂
行
ス
ル
ガ
爲
メ
卽
チ
東
亞
ニ
於
ケ
ル
日
本
及

英
國
ノ
利
益
ニ
損
害
ヲ
被
ラ
シ
ム
ベ
キ
獨
逸
國
ノ
勞
力
ヲ
破
滅
セ
ン
ガ
爲
メ
成
シ

得
ベ
キ
一
切
ノ
手
段
方
法
ヲ
執
ル
コ
ト
ヲ
必
要
ト
ス
ル
ニ
至
ル
ベ
シ
」
且
「
帝
國

政
府
ハ
開
戰
ノ
宣
言
中
ニ
聲
明
ス
ル
ニ
獨
逸
國
ノ
侵
略
行
動
ノ
結
果
ト
シ
テ
東
亞

ノ
方
面
ニ
於
ケ
ル
一
般
ノ
平
和
侵
迫
セ
ラ
レ
且
其
特
殊
利
益
ガ
危
殆
ニ
瀕
ス
ル
ニ

至
レ
リ
ト
認
メ
之
ガ
爲
メ
英
國
ハ
日
本
ニ
援
助
ヲ
求
メ
而
シ
テ
日
本
ハ
其
請
求
ニ

應
ジ
タ
ル
コ
ト
ヲ
以
テ
セ
ン
ト
欲
ス
」
ル
旨
ノ
覺
書
ヲ
手
交
セ
リ
。
之
ニ
對
シ
英

國
側
ヨ
リ
ハ
ソ
ノ
「
最
憂
フ
ル
處
ハ
東
亞
ノ
戰
爭
ガ
支
那
内
部
ノ
擾
亂
ヲ
誘
致
シ

延
イ
テ
ハ
東
亞
全
般
ノ
騷
擾
ト
ナ
リ
英
國
貿
易
ニ
大
打
擊
ヲ
及
ボ
サ
ザ
ル
カ
ノ
點

ニ
ア
リ
依
テ
英
國
政
府
ハ
目
下
駐
支
英
國
公
使
及
英
國
支
那
艦
隊
司
令
長
官
ノ
意

見
ヲ
徵
シ
居
ル
ニ
付
英
國
政
府
ノ
確
答
ア
ル
迄
日
本
國
政
府
ニ
於
テ
軍
事
行
動
ヲ

見
合
セ
ラ
レ
度
ク
尤
モ
日
獨
開
戰
ノ
曉
日
本
國
ガ
膠
州
灣
ヲ
陷
レ
戰
後
之
ヲ
領
有

ス
ル
ト
モ
英
國
政
府
ニ
於
テ
毫
モ
異
議
ア
ル
次
第
ニ
非
ザ
ル
ニ
付
此
ノ
點
ハ
日
本

國
政
府
ニ
於
テ
誤
解
ナ
キ
コ
ト
ヲ
希
望
ス
」
ト
述
ベ
タ
リ
。
然
ル
ニ
東
京
ニ
於
テ

ハ
前
記
元
老
内
閣
會
議
等
著
シ
ク
世
人
ノ
注
目
ヲ
惹
キ
其
ノ
内
容
等
ノ
新
聞
紙
上

ニ
揣
摩
ス
ル
モ
ノ
漸
ク
多
ク
ナ
リ
シ
カ
バ
十
日
加
藤
大
臣
ハ
再
ビ
英
國
大
使
ヲ
招

キ
「
帝
國
政
府
ニ
於
テ
ハ
最
早
其
處
決
ニ
對
シ
重
大
ナ
ル
變
更
ヲ
加
フ
ル
コ
ト
能

ハ
ザ
ル
立
場
ニ
至
リ
タ
ル
ニ
付
英
國
政
府
ニ
於
テ
モ
是
非
同
意
ア
リ
度
」
キ
旨
申

述
ブ
ル
ト
共
ニ
英
國
側
ノ
危
惧
ノ
全
然
杞
憂
ニ
屬
ス
ル
コ
ト
ヲ
書
セ
ル
覺
書
ヲ
手

交
セ
リ
。
一
方
同
十
日
在
英
本
邦
大
使
ガ
「
グ
レ
ー
」
外
務
大
臣
ニ
面
會
シ
タ
ル

ニ
同
大
臣
ハ
加
藤
大
臣
ガ
曩
ニ
在
日
英
國
大
使
ニ
對
シ
英
國
政
府
ヨ
リ
希
望
ア
ラ
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バ
日
本
國
ハ
日
英
同
盟
協
約
ニ
依
リ
英
國
ニ
援
助
ヲ
與
フ
ル
ニ
躊
躇
セ
ザ
ル
ベ
シ

ト
述
ベ
ラ
レ
タ
ル
ニ
付
武
裝
商
船
擊
破
ヲ
依
賴
シ
タ
ル
次
第
ナ
ル
旨
並
ニ
一
旦
開

戰
ノ
場
合
ニ
ハ
日
本
側
ニ
於
テ
右
制
限
ノ
不
可
能
ナ
ル
コ
ト
明
ラ
カ
ニ
シ
テ
日
本

政
府
ノ
所
見
ハ
英
國
政
府
ノ
克
ク
諒
解
ス
ル
處
ナ
ル
旨
並
ニ
在
華
英
國
公
使
ハ
若

シ
中
國
ニ
於
テ
陸
上
戰
鬪
起
ラ
バ
中
國
側
ニ
擾
亂
ヲ
來
シ
英
國
ノ
貿
易
破
壞
セ
ラ

ル
ベ
キ
旨
又
英
國
支
那
艦
隊
司
令
官
ヨ
リ
英
國
商
船
ガ
武
裝
獨
逸
船
ニ
襲
ハ
レ
居

レ
リ
ト
ハ
事
實
ニ
非
ズ
シ
テ
支
那
印
度
間
ノ
航
路
ハ
目
下
ノ
處
安
全
ナ
ル
旨
回
答

シ
來
リ
タ
ル
旨
ヲ
申
述
ベ
文
書
ヲ
以
テ
「
支
那
ニ
於
ケ
ル
内
政
上
ノ
紛
擾
及
商
業

上
ノ
攪
亂
ヲ
避
ク
ル
ガ
爲
吾
人
ハ
戰
鬪
行
爲
ヲ
海
上
作
戰
詳
言
ス
レ
バ
英
國
商
船

ノ
保
護
ノ
ミ
ニ
局
限
セ
ン
コ
ト
ヲ
切
望
ス
ル
モ
ノ
ナ
リ
」「
若
シ
日
本
ガ
獨
逸
ニ
對

シ
開
戰
ノ
宣
言
ヲ
爲
ス
ニ
於
テ
ハ
日
本
ハ
其
ノ
作
戰
行
動
ヲ
海
上
ノ
ミ
ニ
限
定
ス

ル
コ
ト
ハ
不
可
能
ナ
ル
コ
ト
ヲ
了
解
セ
リ
。
余
ハ
此
ノ
見
解
ヲ
諒
ト
ス
ル
モ
目
下

英
國
政
府
ハ
極
東
ニ
於
ケ
ル
戰
鬪
行
爲
ガ
上
記
ノ
如
ク
局
限
セ
ラ
ル
ベ
キ
コ
ト
ヲ

信
ジ
且
ナ
ル
ベ
ク
長
ク
此
ノ
態
度
ヲ
維
持
ス
ル
ヲ
願
ハ
シ
キ
コ
ト
ナ
リ
ト
思
料
ス

ル
モ
ノ
ナ
リ
。
仍
テ
英
國
政
府
ハ
目
下
ノ
處
協
約
ニ
基
キ
行
動
ヲ
求
ム
ル
コ
ト
ハ

之
ヲ
斷
念
ス
ベ
シ
」
ト
通
告
ス
ル
所
ア
リ
。
本
邦
公
使
ヨ
リ
「
然
ラ
バ
武
裝
獨
逸

船
ニ
對
ス
ル
英
國
ノ
依
賴
ハ
取
消
サ
レ
タ
ル
次
第
ナ
リ
ヤ
」
ト
確
メ
タ
ル
ニ
「
然

リ
」
ト
答
ヘ
タ
リ
。

右
英
國
政
府
ノ
協
力
要
求
取
消
ニ
ヨ
リ
日
本
ノ
參
戰
措
置
ハ
一
頓
挫
ヲ
來
シ
日

本
政
府
ノ
立
場
ハ
最
モ
困
難
ト
ナ
リ
且
此
ノ
事
實
外
聞
ニ
洩
ル
ル
ニ
至
ラ
バ
同
盟

其
ノ
モ
ノ
ニ
對
ス
ル
一
般
ノ
感
情
ニ
至
大
ノ
惡
影
響
ヲ
及
ボ
ス
ニ
至
ル
ベ
キ
憂
ア

ル
ヲ
以
テ
英
國
政
府
ノ
飜
意
ヲ
申
入
レ
タ
ル
處
英
國
側
ニ
於
テ
ハ
上
顯
取
消
ノ
理

由
ヲ
繰
返
ス
ト
共
ニ
「
在
日
本
英
國
大
使
ヨ
リ
ノ
報
告
ニ
依
レ
バ
在
日
本
獨
逸
大

使
ハ
日
本
政
府
ニ
對
ス
ル
脅
嚇
的
言
辭
ヲ
弄
シ
タ
ル
趣
左
ス
レ
バ
日
本
ノ
利
益
ガ

迫
害
セ
ラ
レ
居
ル
譯
ナ
レ
バ
日
本
國
ガ
之
ヲ
防
禦
セ
ン
ガ
爲
開
戰
ス
ル
ノ
已
ム
ヲ

得
ザ
ル
ハ
本
大
臣
ノ
諒
ト
ス
ル
所
ニ
シ
テ
日
本
國
ガ
日
英
同
盟
協
約
ニ
依
リ
開
戰

ス
ル
コ
ト
ニ
異
議
ヲ
入
レ
ザ
ル
ベ
シ
。
但
シ
開
戰
宣
言
ノ
形
式
ハ
過
日
ノ
日
本
政

府
案
ニ
依
ラ
ズ
日
英
兩
國
政
府
ハ
其
東
洋
ニ
於
ケ
ル
特
殊
利
益
ノ
危
殆
ニ
瀕
ス
ル

ニ
付
熟
議
ヲ
遂
ゲ
タ
ル
上
日
英
同
盟
協
約
ニ
依
リ
各
其
利
益
ヲ
保
護
セ
ン
ガ
爲
必

要
ノ
措
置
ヲ
執
ル
ニ
決
シ
タ
リ
ト
ノ
意
味
ニ
セ
ラ
レ
タ
キ
」
旨
答
ヘ
且
「
自
分
ハ

日
本
ノ
眞
意
ハ
毫
モ
疑
ハ
ザ
ル
モ
世
間
ニ
於
テ
或
ハ
日
本
國
ハ
此
際
領
土
侵
略
ノ

野
心
ア
リ
ト
誤
解
ス
ル
者
鮮
カ
ラ
ザ
レ
バ
戰
鬪
區
域
ヲ
局
限
シ
日
本
國
ハ
支
那
海

ノ
西
及
南
並
ニ
太
平
洋
ニ
於
テ
戰
鬪
ニ
出
デ
ザ
ル
コ
ト
ヲ
聲
明
セ
ラ
レ
タ
キ
」
希

望
ヲ
述
ベ
タ
ル
ニ
付
本
邦
大
使
ハ
「
日
本
國
ガ
領
土
侵
略
ノ
意
志
ナ
キ
コ
ト
及
其

ノ
軍
事
行
動
ヲ
支
那
海
ニ
於
ケ
ル
防
衞
保
護
ニ
制
限
ス
ベ
キ
コ
ト
ハ
既
ニ
加
藤
男

爵
ノ
覺
書
ニ
テ
明
白
ノ
次
第
ナ
リ
。
併
シ
太
平
洋
ニ
ハ
獨
逸
國
軍
艦
ノ
遊
弋
セ
ル

ア
リ
南
米
北
米
ノ
航
路
ニ
從
事
ス
ル
日
本
商
船
ニ
シ
テ
危
險
ア
ラ
バ
日
本
國
ハ
必

要
ノ
措
置
ヲ
出
デ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ザ
ル
ニ
付
強
チ
ニ
戰
鬪
區
域
ヲ
局
限
ス
ル
コ
ト
或

ハ
不
可
能
ナ
ル
」
旨
答
フ
ル
所
ア
リ
タ
リ
。
本
件
ニ
關
シ
テ
ハ
翌
十
二
日
ニ
モ
東

京
及
倫
敦
ニ
於
テ
英
國
側
ヨ
リ
申
入
ア
リ
我
方
ヨ
リ
ハ
「
戰
地
局
限
ノ
コ
ト
ヲ
布

告
中
ニ
聲
明
ス
ル
コ
ト
ハ
斷
ジ
テ
不
可
能
ナ
リ
」
ト
ノ
回
答
ヲ
繰
返
セ
リ
。
而
シ

テ
十
三
日
「
グ
レ
ー
」
大
臣
ハ
「
英
國
政
府
ニ
於
テ
ハ
強
ヒ
テ
宣
戰
布
告
中
ニ
戰

地
局
限
ヲ
記
載
セ
ラ
ル
ル
ヲ
必
要
ト
ス
ル
モ
ノ
ニ
非
ズ
要
ハ
如
何
ナ
ル
形
式
ヲ
問

ハ
ズ
戰
地
局
限
ニ
關
ス
ル
日
本
國
政
府
ノ
保
障
ヲ
得
バ
足
レ
リ
」「
本
件
ニ
付
テ
ハ
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日
本
國
政
府
ヨ
リ
英
國
政
府
ニ
右
保
障
ヲ
與
ヘ
ラ
ル
ル
條
件
ニ
テ
其
申
出
ニ
同
意

ス
ル
樣
既
ニ
在
日
本
英
國
大
使
ニ
訓
令
セ
シ
ム
ル
コ
ト
ト
シ
タ
ル
」
旨
ヲ
答
ヘ
タ

ル
ヲ
以
テ
日
本
政
府
ハ
愈
々
對
獨
開
戰
ヲ
行
フ
ニ
決
シ
右
措
置
ニ
先
立
チ
八
月
十 

五
日
最
後
通
牒
ノ
形
式
ヲ
採
レ
ル
勸
告
ヲ
獨
逸
國
政
府
ニ
送
レ
リ
。右
ニ
於
テ「
帝

國
政
府
ハ
現
下
ノ
狀
勢
ニ
於
テ
極
東
ノ
和
平
ヲ
紊
亂
ス
ベ
キ
源
泉
ヲ
除
去
シ
日
英

同
盟
協
約
ノ
豫
期
セ
ル
全
般
ノ
利
益
ヲ
防
護
ス
ル
ノ
措
置
ヲ
講
ズ
ル
ハ
該
協
約
ノ

目
的
ト
ス
ル
東
亞
ノ
平
和
ヲ
永
遠
ニ
確
保
ス
ル
ガ
爲
メ
ニ
極
メ
テ
緊
要
ノ
事
タ
ル

ヲ
思
ヒ
茲
ニ
誠
意
ヲ
以
テ
獨
逸
國
政
府
ヘ
勸
告
ス
ル
ニ
同
政
府
ニ
於
テ
左
記
二
項

ヲ
實
行
セ
ム
コ
ト
ヲ
以
テ
ス
一
、
日
本
及
支
那
海
洋
方
面
ヨ
リ
獨
逸
國
艦
艇
ヲ
卽

時
ニ
退
去
ス
ル
コ
ト
退
去
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ザ
ル
モ
ノ
ハ
其
武
裝
ヲ
解
除
ス
ル
コ
ト

二
、
獨
逸
帝
國
政
府
ハ
膠
州
灣
租
借
地
全
部
ヲ
支
那
國
ニ
還
附
ス
ル
ノ
目
的
ヲ
以

テ
本
年
九
月
十
五
日
ヲ
限
リ
無
償
無
條
件
ニ
テ
帝
國
官
憲
ニ
交
附
ス
ル
コ
ト
」
ヲ

表
明
セ
リ
。
尚
「
右
勸
告
ニ
對
シ
同
月
二
十
三
日
正
午
迄
ニ
無
條
件
應
諾
ノ
回
答

ヲ
受
領
セ
ザ
レ
バ
帝
國
政
府
ハ
其
必
要
ト
認
ム
ル
行
動
ヲ
取
ル
ベ
キ
」
コ
ト
ヲ
聲

明
セ
リ
。
且
同
日
佛
露
米
蘭
ノ
各
國
ニ
對
シ
「
日
本
帝
國
政
府
ハ
參
戰
ニ
ヨ
リ
領

土
擴
張
其
他
利
己
的
欲
望
ヲ
遂
ゲ
ン
ト
ス
ル
モ
ノ
ニ
ア
ラ
ザ
ル
故
」「
何
等
誤
解
ナ

カ
ラ
ン
コ
ト
」ヲ
説
明
シ
又
十
八
日
大
隈
總
理
大
臣
ヨ
リ
同
趣
旨
ノ
言
説
ヲ
行
ヘ
リ
。

斯
ク
ノ
如
ク
英
國
側
ニ
於
テ
ハ
日
本
ノ
軍
事
的
行
動
ニ
對
シ
地
理
的
局
限
ヲ
加

ヘ
ン
ト
ス
ル
ノ
義
ニ
關
シ
「
日
本
ノ
行
動
ハ
支
那
海
及
其
以
西
ノ
亞
細
亞
海
並
ニ

東
亞
大
陸
ニ
於
ケ
ル
獨
逸
領
地
又
ハ
其
占
領
地
ニ
ハ
及
ブ
ベ
キ
モ
太
平
洋
上
ノ
島

嶼
又
ハ
領
土
ニ
ハ
及
バ
ザ
ル
ベ
キ
旨
ヲ
日
本
政
府
ニ
於
テ
何
等
カ
ノ
形
式
ニ
テ
聲

明
セ
ン
コ
ト
」
ヲ
頻
リ
ニ
申
入
レ
來
レ
ル
處
我
方
ニ
於
テ
ハ
旣
ニ
聲
明
セ
ル
如
ク

領
土
ノ
擴
張
其
ノ
他
ノ
欲
望
ヲ
遂
グ
ル
ノ
意
志
ナ
ク
且
本
邦
ト
米
國
太
平
洋
沿
岸

ト
ヲ
航
行
ス
ル
本
邦
商
船
數
少
ナ
カ
ラ
ザ
ル
事
及
ビ
戰
局
ノ
發
展
如
何
ニ
依
リ
テ

ハ
我
ガ
艦
隊
ガ
太
平
洋
方
面
ニ
出
動
ス
ル
ノ
必
要
ヲ
見
ル
ベ
ク
モ
シ
政
府
ニ
シ
テ

地
理
的
局
限
ノ
聲
明
ヲ
ナ
ス
ガ
如
キ
事
ア
レ
バ
英
國
政
府
ニ
於
テ
日
本
ノ
眞
意
ニ

疑
念
ヲ
挾
ミ
日
本
政
府
ニ
壓
迫
ヲ
加
ヘ
タ
ル
結
果
ナ
リ
ト
解
セ
ラ
レ
國
民
ノ
對
英

感
情
ニ
モ
影
響
ス
ベ
キ
懸
念
ナ
シ
ト
セ
ザ
ル
モ
英
國
政
府
ノ
希
望
ヲ
モ
斟
酌
シ
上

述
ノ
如
ク
關
係
各
國
政
府
ニ
日
本
ノ
意
ア
ル
處
ヲ
通
報
ス
ル
ト
共
ニ
總
理
大
臣
ヨ

リ
同
趣
旨
ノ
聲
明
ヲ
發
シ
英
國
政
府
ノ
希
望
ヲ
滿
足
セ
シ
ム
ル
ニ
努
メ
タ
リ
。

然
ル
ニ
十
七
日
英
國
政
府
ハ
日
本
政
府
ト
何
等
打
合
セ
ス
ル
コ
ト
ナ
ク
日
本
海

軍
ノ
行
動
ガ
支
那
海
以
西
ノ
亞
細
亞
海
並
ビ
ニ
東
亞
大
陸
ニ
於
ケ
ル
獨
逸
占
領
地

ニ
及
ブ
ベ
キ
モ
日
本
船
舶
ノ
航
路
保
護
ノ
必
要
以
外
ニ
ハ
太
平
洋
上
ニ
及
バ
ザ
ル

ベ
キ
旨
ノ
聲
明
ヲ
發
表
シ
タ
ル
ヲ
以
テ
我
方
ニ
於
テ
ハ
之
ニ
抗
議
セ
ル
處
英
國
側

ハ
二
十
三
日
「
右
聲
明
ガ
兩
國
政
府
ノ
了
解
ニ
關
ス
ル
原
文
ヲ
表
現
ス
ル
モ
ノ
ナ

リ
ト
主
張
ス
ル
モ
ノ
ニ
ア
ラ
ズ
且
ツ
亦
此
際
吾
人
ガ
何
等
カ
ノ
公
表
ヲ
爲
サ
ザ
レ

バ
米
國
其
他
ニ
於
ケ
ル
新
聞
紙
ノ
攻
擊
又
ハ
不
慮
ノ
惡
戲
ヲ
蒙
ム
ル
虞
レ
存
在
シ

タ
ル
ヲ
以
テ
右
聲
明
ヲ
爲
シ
タ
ル
モ
ノ
ナ
ル
ガ
吾
人
ハ
日
本
ノ
見
解
ヲ
モ
明
瞭
ニ

ス
ル
爲
ニ
日
本
總
理
大
臣
ノ
演
説
ヲ
モ
公
表
セ
リ
」
ト
回
答
セ
リ
。
依
テ
日
本
政

府
ニ
於
テ
ハ
「
今
後
必
要
ノ
場
合
ハ
帝
國
ノ
軍
事
行
動
地
理
的
局
限
ニ
關
シ
日
英

兩
國
間
ニ
ハ
何
等
約
束
シ
タ
ル
コ
ト
ナ
キ
旨
」
を
通
報
セ
リ
。

同
八
月
二
十
三
日
獨
國
政
府
ハ
十
五
日
付
我
方
ノ
最
後
通
牒
ニ
對
シ
「
何
等
回

答
ヲ
爲
サ
ザ
ル
」
旨
通
報
シ
來
リ
タ
ル
ヲ
以
テ
同
日
夕
刻
對
獨
宣
戰
ノ
大
詔
煥
發

セ
ラ
レ
タ
リ
。
斯
ク
テ
日
本
ハ
所
謂
聯
合
國
ノ
一
員
ト
シ
テ
其
ノ
軍
事
行
動
ニ
協
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力
ス
ル
事
ト
ナ
レ
ル
ガ
之
我
國
ガ
開
國
以
來
採
用
シ
來
レ
ル
東
亞
政
策
ヲ
止
揚
シ

世
界
協
調
政
策
ノ
推
進
ニ
依
リ
國
家
ノ
安
全
ト
國
民
生
活
ノ
確
保
ト
ヲ
庶
幾
セ
ム

ト
ス
ル
端
ヲ
開
キ
タ
ル
モ
ノ
ナ
リ
。

　
　
　

聯
合
國
ト
ノ
協
力
作
戰

對
獨
最
後
通
牒
ノ
回
答
期
限
終
了
ト
共
ニ
軍
事
行
動
ヲ
開
始
セ
ル
日
本
陸
海
軍

ハ
先
ヅ
東
亞
海
陸
ニ
於
テ
獨
逸
兵
力
ト
戰
鬪
狀
態
ニ
入
レ
ル
ガ
山
東
省
青
島
ニ
據

レ
ル
獨
逸
兵
力
ニ
對
シ
テ
ハ
九
月
二
日
以
降
陸
軍
ヲ
揚
陸
セ
シ
メ
十
一
月
六（
七
ヵ
）日

之
ヲ
降
伏
セ
シ
メ
タ
リ
。
一
方
十
月
ニ
ハ
獨
逸
東
洋
艦
隊
殄
滅
ノ
爲
日
英
海
軍
間

ニ
協
同
作
戰
ノ
協
定
成
リ
英
國
海
軍
ガ
八
月
二
十
九
日
ヨ
リ
九
月
二
十
四
日
ニ
亙

リ
赤
道
以
南
ノ
獨
領
南
洋
群
島
ヲ
占
領
セ
ル
ト
相
呼
應
シ
日
本
海
軍
ニ
於
テ
モ
十

月
三
日
「
ヤ
ル
ー
ト
」
島
ノ
占
領
ヲ
始
メ
ト
シ
同
十
九
日
迄
ニ
赤
道
以
北
ノ
獨
領

島
嶼
ノ
占
領
ヲ
完
了
セ
リ
。
然
ル
ニ
歐
州
ニ
於
ケ
ル
英
佛
側
對
獨
墺
側
ノ
戰
鬪
ハ

漸
ク
長
期
化
ス
ル
ト
共
ニ
ソ
ノ
範
圍
モ
擴
大
ヲ
見
ル
ニ
至
リ
タ
ル
處
日
本
政
府
ニ

於
テ
ハ
曩
ニ
英
國
側
ト
大
戰
參
加
ニ
關
シ
協
議
セ
ル
際
戰
鬪
地
域
局
限
ニ
關
シ
テ

英
國
側
ノ
要
求
セ
ル
聲
明
ヲ
豫
メ
發
出
ス
ル
コ
ト
ヲ
拒
絶
セ
ル
モ
右
ハ
唯
將
來
ニ

於
ケ
ル
事
態
ノ
發
展
ノ
豫
測
シ
難
キ
ニ
基
ケ
ル
ニ
過
ギ
ザ
リ
シ
カ
バ
對
獨
戰
爭
ノ

實
施
ニ
當
リ
テ
ハ
戰
局
ヲ
專
ラ
東
亞
ノ
海
陸
ニ
限
リ
只
管
「
極
東
ノ
和
平
ヲ
紊
亂

ス
ベ
キ
源
泉
ヲ
除
去
シ
」「
東
亞
ノ
平
和
ヲ
永
遠
ニ
確
保
ス
ル
」
ヲ
以
テ
ソ
ノ
戰
鬪

目
的
ト
シ
タ
リ
。

然
ル
ニ
英
佛
側
ニ
於
テ
ハ
其
後
我
方
ニ
對
シ
テ
頻
リ
ニ
陸
海
兩
軍
ノ
歐
州
乃
至

地
中
海
方
面
派
遣
ヲ
要
望
シ
來
レ
リ
。
開
戰
後
間
モ
ナ
ク
大
正
三
年
（
一
九
一
四

年
）
八
月
末
日
露
都
ニ
於
テ
露
佛
英
間
ニ
日
本
軍
隊
ノ
歐
州
派
遣
ニ
關
シ
内
談
ア

リ
タ
ル
結
果
露
國
側
ハ
日
本
兵
三
個
軍
團
ノ
歐
州
派
遣
方
ニ
關
シ
日
本
政
府
ニ
交

涉
ス
ル
樣
英
國
政
府
ニ
依
賴
ス
ル
所
ア
リ
タ
ル
モ
我
方
ハ
之
ニ
對
シ
本
件
ハ
主
義

上
到
底
實
行
困
難
ナ
ル
旨
申
述
置
キ
タ
リ
。
又
九
月
二
日
英
國
側
ハ
我
方
ニ
對
シ

「
日
本
ヨ
リ
艦
隊
ヲ
差
當
リ
地
中
海
ニ
派
遣
セ
ラ
レ
追
テ
戰
局
ノ
發
展
ニ
伴
ヒ
同

艦
隊
ヲ
他
ノ
方
面
ニ
モ
出
動
セ
シ
ム
ル
コ
ト
ト
セ
ラ
レ
タ
キ
希
望
」
ノ
開
陳
ア
リ

タ
ル
モ
同
九
日
我
方
ハ
「
帝
國
海
軍
ハ
主
ト
シ
テ
外
敵
防
禦
ノ
標
準
ニ
基
キ
組
織

セ
ラ
レ
タ
ル
モ
ノ
ナ
ル
ヲ
以
テ
遠
ク
外
征
ヲ
企
ツ
ル
ニ
足
ル
ベ
キ
強
大
ナ
ル
餘
力

ナ
」
キ
ヲ
理
由
ト
シ
テ
之
ヲ
拒
絶
セ
リ
。
然
ル
ニ
青
島
ノ
陷
落
ヲ
機
ト
シ
テ
再
ビ

英
國
側
ハ
我
方
ニ
陸
海
軍
ノ
出
動
ヲ
求
メ
來
リ
十
一
月
四
日
英
國
側
ヨ
リ
「
青
島

ノ
陷
落
ヲ
機
ト
シ
派
兵
ノ
コ
ト
詮
議
ア
リ
度
」
キ
旨
申
入
ア
リ
更
ニ
七
日
「
援
兵

ノ
義
若
シ
可
能
ナ
ラ
バ
英
軍
ト
同
樣
佛
國
國
境
方
面
ニ
於
ケ
ル
戰
鬪
ノ
主
タ
ル
部

分
ニ
參
加
ス
ル
コ
ト
ト
致
シ
タ
」
キ
旨
申
入
レ
來
レ
リ
。
之
ニ
對
シ
我
方
ハ
同
十 

四
日
英
國
側
ニ
對
シ
「
帝
國
軍
隊
ハ
徵
兵
制
度
及
國
民
皆
兵
主
義
ニ
則
リ
組
織
セ

ラ
レ
其
唯
一
ノ
目
的
ハ
國
防
ニ
在
ル
」
ガ
故
ト
實
際
上
ヨ
リ
見
テ
不
可
能
ナ
リ
ト

ノ
理
由
ヲ
以
テ
英
國
政
府
ノ
申
出
ヲ
拒
絶
シ
タ
リ
。
又
海
軍
ニ
付
テ
モ
十
一
月
四

日
及
十
五
日
「
英
國
艦
隊
ニ
協
力
シ
テ
獨
土
艦
隊
ヲ
封
鎖
ス
ル
爲
『
ダ
ー
ダ
ネ
ル

ス
』
ニ
一
艦
隊
ヲ
派
遣
ス
ル
コ
ト
ニ
同
意
セ
ラ
レ
度
」
キ
旨
申
入
レ
來
レ
ル
モ
我

方
ハ
日
本
海
軍
ハ
主
ト
シ
テ
外
敵
防
禦
ノ
標
準
ニ
基
キ
組
織
セ
ラ
レ
且
本
邦
艦
隊

ノ
歐
州
方
面
派
遣
ハ
本
邦
ノ
國
防
ヲ
毀
損
ス
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
又
我
國
艦
隊
主
力
ノ

東
洋
留
任
ハ
極
東
平
和
ノ
缺
ク
ベ
カ
ラ
ザ
ル
保
障
ナ
ル
ヲ
述
ベ
テ
之
亦
拒
絶
ス
ル

所
ア
リ
タ
リ
。
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其
後
大
正
五
年
（
一
九
一
六
年
）
二
月
四
日
英
國
側
ヨ
リ
地
中
海
ヘ
驅
逐
艦
數

隻
ノ
派
遣
方
ニ
關
シ
テ
非
公
式
ニ
日
本
政
府
ノ
意
向
問
合
セ
ア
リ
更
ニ
同
九
日
右

ニ
代
ヘ
新
嘉
坡
方
面
ニ
驅
逐
艦
數
隻
ヲ
又
印
度
洋
方
面
ニ
巡
洋
艦
數
隻
ヲ
派
遣
ア

リ
度
キ
旨
申
出
デ
ア
リ
タ
ル
ヲ
以
テ
我
方
ニ
於
テ
ハ
同
十
六
日
之
ニ
關
ス
ル
回
答

ヲ
發
シ
「
イ
濠
洲
『
ニ
ユ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
』
ニ
於
ケ
ル
日
本
移
民
排
斥
ロ
濠
洲
政

府
ノ
日
英
通
商
條
約
加
盟
拒
絶
ハ
海
峽
殖
民
地
ニ
於
ケ
ル
日
本
醫
師
ニ
對
ス
ル
制

限
ヲ
解
カ
ザ
ル
事
實
等
地
方
的
感
情
又
ハ
利
益
ニ
基
ク
措
置
ニ
關
シ
濠
洲
其
他
ノ

殖
民
地
ニ
就
キ
日
本
ニ
滿
足
ヲ
與
ヘ
シ
ム
ル
樣
致
度
」
旨
ヲ
述
ベ
タ
リ
。
其
後
敍

上
ノ
諸
案
件
ニ
付
累
次
ノ
交
涉
ア
リ
タ
ル
モ
解
決
ヲ
見
ル
ニ
至
ラ
ザ
リ
シ
ガ
我
方

ハ
「
英
國
外
務
大
臣
ガ
旣
ニ
採
リ
タ
ル
好
意
的
態
度
ヲ
諒
ト
シ
」
三
月
三
十
日
巡

洋
艦
並
ニ
驅
逐
艦
四
隻
ヲ
新
嘉
坡
方
面
ニ
派
遣
セ
リ
。
更
ニ
同
年
十
一
月
下
旬
本

野
外
務
大
臣
ソ
ノ
任
ニ
當
ル
ヤ
露
國
政
府
ヨ
リ
重
砲
數
百
門
ノ
供
給
申
出
ア
リ
又

翌
大
正
六
年
一
月
十
一
日
ニ
ハ
英
國
政
府
ヨ
リ
地
中
海
遣
艦
方
要
求
ア
リ
タ
ル
ヲ

以
テ
我
方
ハ
「
與
國
ニ
對
シ
軍
需
品
ノ
供
給
財
政
上
ノ
便
宜
其
他
出
來
得
ル
限
リ

ノ
援
助
ヲ
與
ヘ
我
ガ
誠
意
ヲ
表
證
シ
帝
國
ニ
對
ス
ル
其
感
情
ヲ
良
好
ナ
ラ
シ
ム
ル

ト
同
時
ニ
戰
爭
ノ
效
果
ヲ
大
ニ
シ
其
ノ
終
局
ヲ
速
カ
ナ
ラ
シ
ム
ル
ニ
努
ム
ル
」
ニ

決
シ
二
月
初
旬
巡
洋
艦
一
隻
及
驅
逐
艦
八
隻
ヨ
リ
成
ル
水
雷
戰
隊
一
隊
ヲ
派
遣
シ

又
五
月
ニ
ハ
英
國
側
ヨ
リ
「
可
成
多
數
ノ
日
本
驅
逐
艦
ヲ
歐
洲
海
面
ニ
急
派
方
」

再
三
申
越
シ
來
リ
タ
ル
ヲ
以
テ
我
方
ハ
驅
逐
艦
四
隻
ヲ
增
派
セ
リ
。
其
他
帝
國
ハ

大
正
三
年
（
一
九
一
四
年
）
九
月
五
日
英
佛
露
間
ニ
成
立
セ
ル
單
獨
不
講
和
ニ
關

ス
ル
倫
敦
宣
言
加
入
勸
誘
ニ
應
ジ
テ
翌
大
正
四
年
（
一
九
一
五
年
）
十
月
十
九
日

之
ニ
加
盟
シ
物
心
兩
方
面
ニ
於
テ
可
能
ナ
ル
限
リ
歐
洲
戰
爭
ノ
終
結
ニ
協
力
ス
ル

所
ア
リ
タ
リ
。而
シ
テ
ソ
ノ
最
大
ナ
ル
モ
ノ
ノ
一
ニ
所
謂
西
比
利
亞
出
兵
問
題
ア
リ
。

　
　
　

西
比
利
亞
出
兵

一
九
一
七
年
（
大
正
六
年
）
十
一
月
露
國
内
ニ
革
命
起
リ
テ
ヨ
リ
同
國
ノ
形
勢

急
轉
シ
國
ヲ
擧
ゲ
テ
獨
墺
側
ノ
籠
蓋
ニ
委
セ
ラ
レ
ン
ト
ス
ル
ニ
至
ル
ヤ
英
佛
等
ニ

於
テ
ハ
日
本
軍
若
ク
ハ
日
米
聯
合
軍
ヲ
骨
子
ト
ス
ル
聯
合
國
軍
隊
ヲ
以
テ
西
比
利

亞
方
面
ヘ
出
動
シ
獨
墺
勢
力
ヲ
打
破
セ
ン
ト
ス
ル
ノ
意
圖
ヲ
生
ズ
ル
ニ
至
レ
リ
。

一
方
米
國
政
府
亦
斯
ク
ノ
如
キ
極
東
ノ
事
態
ト
之
ニ
關
ス
ル
日
本
ノ
意
嚮
ニ
關
シ

テ
深
甚
ナ
ル
關
心
ヲ
拂
フ
所
ア
リ
シ
ガ
特
ニ
同
年
末
「
ウ
イ
ル
ソ
ン
」
大
統
領
ハ

本
邦
大
使
ニ
對
シ
「
獨
逸
ガ
露
國
ヲ
收
メ
テ
其
ノ
帝
國
主
義
ヲ
益
々
東
方
ニ
擴
張

ス
ル
ニ
於
テ
ハ
米
國
ニ
取
リ
由
々
敷
大
事
ナ
ル
ニ
付
益
々
日
米
ノ
提
携
ヲ
固
メ
テ

之
ニ
對
抗
ス
ル
ノ
策
ヲ
講
ゼ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
ト
信
ズ
」
ル
旨
開
陳
ア
リ
ソ
ノ
後
モ

西
比
利
亞
問
題
ニ
付
日
米
間
ニ
意
見
ノ
交
換
ア
リ
タ
リ
。
然
ル
ニ
西
比
利
亞
ニ
對

ス
ル
我
國
出
兵
ノ
問
題
ハ
佛
國
側
ノ
熱
心
ナ
ル
提
案
ニ
ヨ
リ
遂
ニ
英
佛
伊
ノ
協
議

ト
ナ
リ
ソ
ノ
決
定
ニ
基
キ
テ
英
國
政
府
ハ
大
正
七
年
（
一
九
一
八
年
）
三
月
十
一

日
日
本
ニ
對
シ
西
比
利
亞
鐵
道
占
領
ノ
爲
出
兵
セ
ン
コ
ト
ヲ
懇
請
セ
ル
覺
書
ヲ
提

出
シ
「
中
歐
諸
國
ハ
西
比
利
亞
ニ
於
ケ
ル
糧
食
物
資
並
浦
鹽
ニ
蓄
積
セ
ル
軍
需
品

等
ヲ
不
日
壟
斷
セ
ム
ト
務
メ
居
ル
ニ
付
之
ヲ
シ
テ
中
歐
諸
國
ノ
手
中
ニ
歸
セ
シ
メ

ザ
ル
樣
妨
止
ヲ
爲
ス
コ
ト
緊
要
ナ
リ
。
此
目
的
ヲ
以
テ
聯
合
國
ノ
干
涉
ヲ
要
ス
ル

處
右
干
涉
ハ
西
比
利
亞
鐵
道
ヲ
成
ル
ベ
ク
「
チ
エ
リ
ア
ビ
ン
ス
ク
」
迄
少
ク
ト
モ

「
オ
ム
ス
ク
」
迄
占
領
ス
ル
コ
ト
ト
セ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
。
而
シ
テ
日
本
ハ
地
理
上

ノ
關
係
ニ
基
キ
獨
リ
克
ク
之
ヲ
遂
行
シ
得
ル
ノ
地
位
ニ
在
リ
」
ト
ノ
理
由
ヲ
述
ベ
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タ
リ
。
之
ニ
關
シ
米
國
側
ハ
三
月
七
日
我
國
政
府
ニ
覺
書
ヲ
提
出
シ
「
西
比
利
亞

ノ
現
狀
並
之
ガ
救
濟
策
ニ
關
シ
憂
慮
シ
且
最
愼
重
ナ
ル
考
慮
ヲ
加
ヘ
ツ
ツ
ア
リ
該

地
方
諸
州
ノ
現
ニ
陷
リ
タ
ル
無
政
府
狀
態
ノ
危
險
甚
シ
キ
コ
ト
及
同
地
方
ニ
對
シ

獨
逸
侵
略
ノ
危
機
切
迫
セ
ル
コ
ト
ヲ
認
識
シ
タ
」
ル
モ
「
如
何
セ
ン
卒
直
ノ
至
情

ニ
動
カ
サ
レ
本
干
涉
ハ
果
シ
テ
得
策
ナ
ル
ベ
キ
ヤ
否
ヤ
最
疑
ハ
シ
ク
思
考
セ
ラ
ル
」

ト
ナ
シ
又
「
右
ハ
日
本
ガ
露
國
ノ
同
盟
國
ト
シ
テ
露
國
ノ
利
益
ノ
爲
メ
ニ
シ
獨
逸

ニ
反
抗
シ
テ
其
ノ
安
全
ヲ
計
ル
外
何
等
他
意
ナ
ク
之
ガ
仕
末
ハ
專
ラ
最
終
平
和
會

議
ノ
決
裁
ニ
委
ス
ル
旨
ノ
明
確
ナ
ル
聲
明
ヲ
日
本
政
府
ニ
於
テ
與
ヘ
ラ
ル
ベ
シ
ト

信
ズ
」
ル
趣
旨
ヲ
申
入
レ
來
レ
リ
。
依
ツ
テ
我
方
ニ
於
テ
ハ
三
月
十
九
日
米
國
政

府
ニ
對
シ
「
今
次
聯
合
列
強
政
府
ガ
西
比
利
亞
ニ
於
ケ
ル
獨
逸
ノ
奸
惡
ナ
ル
活
動

ヲ
阻
止
セ
ム
ガ
爲
提
議
セ
ル
干
涉
案
ハ
毫
モ
帝
國
政
府
ノ
希
望
又
ハ
發
議
ニ
胚
胎

シ
タ
ル
モ
ノ
ニ
非
ザ
ル
コ
ト
」
並
「
如
何
ナ
ル
場
合
タ
ル
ヲ
問
ハ
ズ
帝
國
政
府
ガ

露
國
領
土
内
ニ
於
テ
執
ル
コ
ト
ア
ル
ベ
キ
行
動
ハ
何
等
侵
略
ノ
意
圖
又
ハ
傾
向
ヲ

有
セ
ザ
ル
ハ
勿
論
」
ナ
ル
旨
ヲ
記
載
セ
ル
覺
書
ヲ
送
レ
リ
。
又
英
佛
ニ
於
テ
モ
本

件
ニ
關
シ
テ
ハ
米
國
側
ノ
同
意
ノ
重
要
ナ
ル
所
以
ヲ
知
悉
シ
英
國
ヨ
リ
干
涉
ス
ル

所
ア
リ
タ
ル
モ
容
易
ニ
同
意
ス
ル
模
樣
ナ
カ
リ
キ
。

然
ル
ニ
四
月
二
十
八
日
米
國
國
務
長
官
ハ
新
任
石
井
大
使
ニ
對
シ
「
日
本
ガ
露

領
沿
海
州
地
方
ニ
優
越
成
ル
地
位
ヲ
占
ム
ル
ノ
自
衞
上
必
要
ナ
ル
ハ
明
瞭
ナ
ル
コ

ト
ナ
リ
」
ト
ナ
シ
「
今
後
西
比
利
亞
出
兵
ノ
必
要
起
リ
タ
ル
場
合
ニ
於
テ
日
本
ハ

其
ノ
大
部
隊
ノ
外
ニ
米
國
ノ
一
部
隊
ヲ
送
ル
ニ
對
シ
反
對
ア
ル
ベ
キ
ヤ
」
ト
尋
ヌ

ル
所
ア
リ
我
方
ヨ
リ
時
局
ノ
發
展
如
何
ニ
ヨ
リ
聯
合
與
國
ヨ
リ
其
ノ
軍
隊
ヲ
參
加

セ
シ
メ
度
キ
意
思
ヲ
表
明
シ
來
ル
場
合
ニ
ハ
右
ニ
就
キ
考
量
ス
ル
ニ
異
議
ヲ
有
セ

ザ
ル
ベ
キ
旨
應
答
セ
リ
。
一
方
英
佛
伊
三
國
ニ
於
テ
ハ
先
ヅ
日
本
政
府
ノ
意
嚮
ヲ

問
合
ス
ニ
決
シ
六
月
七
日
英
國
ヨ
リ
三
國
政
府
ノ
名
ニ
於
テ
「
日
本
帝
國
政
府
ハ

他
ノ
交
戰
與
國
ノ
軍
事
上
ノ
事
態
ガ
許
ス
程
度
ニ
於
ケ
ル
援
助
ヲ
得
テ
西
比
利
亞

ニ
於
テ
共
同
行
動
ヲ
執
ル
ノ
覺
悟
ア
リ
ヤ
否
ヤ
」
ヲ
問
合
セ
來
リ
タ
ル
ヲ
以
テ
我

方
ニ
於
テ
ハ
愼
重
審
議
ノ
結
果
六
月
二
十
四
日
英
國
側
ニ
對
シ
「
三
國
政
府
及
合

衆
國
政
府
間
ニ
完
全
ナ
ル
協
調
ノ
成
立
セ
ザ
ル
以
前
ニ
決
意
ヲ
表
明
セ
ム
コ
ト
德

義
上
當
ニ
留
保
ス
ベ
キ
境
遇
ニ
在
ル
ヲ
三
國
政
府
ニ
於
テ
諒
察
セ
ラ
レ
ム
コ
ト
」

ヲ
回
答
セ
リ
。
然
ル
處
之
ト
前
後
シ
六
月
二
十
一
日
英
國
「
ロ
イ
ド
・
ジ
ヨ
ー
ジ
」

首
相
ハ
我
大
使
ニ
對
シ
「『
チ
エ
ツ
ク
・
ス
ロ
ヴ
ア
ツ
ク
』
軍
ガ
西
比
利
亞
鐵
道
一

帶
ヲ
占
領
シ
居
ル
今
日
コ
ソ
正
ニ
出
兵
ノ
好
機
會
」
ナ
ル
ヲ
以
テ
「
迅
速
出
兵
ヲ

見
ル
ニ
至
ラ
ム
コ
ト
ヲ
切
望
」
ス
ル
旨
申
入
レ
來
レ
リ
。

抑
々
歐
州
大
戰
前
墺
國
内
ニ
ア
リ
シ
「
チ
エ
ツ
ク
・
ス
ロ
ヴ
ア
ツ
ク
」
人
ハ
屢
々

墺
太
利
ノ
羈
絆
ヲ
脱
セ
ン
ト
試
ミ
來
リ
シ
ガ
、
大
戰
勃
發
シ
露
墺
干
戈
ヲ
交
フ
ル

ニ
當
リ
同
民
族
ノ
露
國
人
ト
戰
フ
ヲ
欲
セ
ズ
或
ハ
露
軍
ニ
投
降
シ
或
ハ
露
國
ニ
逃

入
セ
シ
者
約
二
十
萬
ニ
達
シ
、
ソ
ノ
一
半
ハ
西
比
利
亞
ニ
入
リ
浦
鹽
斯
徳
ニ
モ
一

萬
二
三
千
ヲ
算
セ
シ
處
、
ソ
ノ
大
部
分
ハ
同
地
ヨ
リ
海
路
西
部
戰
場
ニ
赴
キ
テ
聯

合
國
軍
ニ
合
セ
ン
ト
企
圖
シ
タ
ル
モ
、
ソ
ノ
浦
鹽
斯
徳
ニ
在
リ
タ
ル
者
ノ
外
多
ク

ハ
露
國
勞
農
政
府
ノ
壓
迫
ニ
ヨ
リ
卽
過
激
派
軍
ニ
ヨ
リ
浦
鹽
斯
徳
方
面
ヘ
ノ
進
出

ヲ
阻
止
セ
ラ
レ
東
西
ノ
聯
絡
ヲ
斷
タ
レ
タ
ル
ヲ
以
テ
在
浦
鹽
斯
徳
同
軍
ハ
同
地
方

過
激
派
ヲ
討
伐
シ
「
イ
ル
ク
ー
ツ
ク
」
以
西
ニ
在
ル
同
軍
ト
連
絡
ヲ
付
ケ
ン
ガ
爲

西
方
ニ
向
ハ
ン
ト
シ
聯
合
國
ニ
援
助
ヲ
求
メ
來
レ
リ
。
之
ニ
關
シ
七
月
八
日
米
國

國
務
長
官
ハ
在
米
石
井
大
使
ニ
對
シ
「
今
ヤ
米
國
ニ
於
ケ
ル
『
チ
エ
ツ
ク
・
ス
ロ
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ヴ
ア
ツ
ク
』
ニ
對
ス
ル
同
情
ハ
勢
力
ア
ル
國
論
ト
ナ
リ
此
ノ
際
彼
等
ヲ
見
殺
シ
ニ

セ
ザ
ル
コ
ト
ハ
人
道
ノ
命
ズ
ル
所
ナ
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
國
論
ノ
要
求
ス
ル
所
ナ
ル
ヲ

以
テ
米
國
政
府
ハ
所
謂
西
比
利
亞
干
涉
問
題
ニ
付
テ
ハ
未
ダ
其
決
定
ヲ
見
ル
ノ
運

ビ
ニ
至
ラ
ザ
ル
モ
先
以
テ
大
至
急
『
チ
エ
ツ
ク
・
ス
ロ
ヴ
ア
ツ
ク
』
救
援
ノ
方
法

ヲ
執
ラ
ム
ト
ス
。
彼
等
ノ
欲
ス
ル
ハ
兵
器
彈
藥
ノ
供
給
ニ
ア
ル
處
」「
急
場
ノ
用
ト

シ
テ
此
ノ
際
日
本
ヨ
リ
供
給
セ
ラ
レ
ム
コ
ト
ヲ
切
望
ス
」
ト
ナ
シ
且
ツ
「
西
比
利

亞
干
涉
ノ
意
味
ニ
ハ
ア
ラ
ザ
ル
モ
『
チ
エ
ツ
ク
・
ス
ロ
ヴ
ア
ツ
ク
』
ヲ
シ
テ
浦
鹽

ヨ
リ
漸
次
西
部
西
比
利
亞
ニ
進
ミ
其
ノ
同
胞
ヲ
救
濟
セ
シ
ム
ル
爲
浦
鹽
ニ
若
干
ノ

守
備
隊
ヲ
置
ク
必
要
ア
ル
ベ
」
ク
「
右
實
行
ニ
關
シ
テ
ハ
露
國
人
ノ
思
惑
ニ
顧
ミ

日
米
同
數
ノ
陸
軍
ヲ
送
リ
同
時
ニ
軍
隊
派
遣
ノ
目
的
ハ
『
チ
エ
ツ
ク
・
ス
ロ
ヴ
ア

ツ
ク
』
救
援
ニ
ア
ル
ガ
故
ニ
目
的
達
成
次
第
政
治
的
又
ハ
軍
事
的
ニ
露
國
ノ
主
權

ヲ
害
ス
ル
コ
ト
ナ
ク
シ
テ
直
ニ
撤
兵
ス
ベ
キ
旨
ノ
日
米
宣
言
ヲ
發
ス
ル
ヲ
得
策
ト

思
考
ス
」
ル
モ
「
米
國
軍
隊
ノ
派
遣
ニ
ハ
多
少
時
日
ヲ
要
ス
ベ
キ
ニ
ヨ
リ
先
以
テ

日
本
ヨ
リ
至
急
軍
隊
ヲ
派
遣
サ
レ
ム
コ
ト
ヲ
希
望
ス
」
ル
旨
ヲ
申
述
ベ
タ
リ
。
之

ニ
對
シ
我
方
ハ
七
月
十
七
日
石
井
大
使
ニ
命
ジ
「
帝
國
政
府
ハ
右
米
國
政
府
ノ
提

議
中
浦
鹽
派
兵
ノ
事
ニ
欣
然
同
意
ヲ
表
」
ス
ル
旨
ヲ
回
答
ス
ル
ト
共
ニ
兵
數
制
限

問
題
、
宣
言
案
ニ
關
シ
兩
國
間
ニ
折
衝
ア
リ
タ
ル
後
八
月
二
日
出
兵
宣
言
ヲ
發
シ

「
合
衆
國
政
府
ノ
提
議
ニ
應
ジ
テ
其
ノ
友
好
ニ
酬
ヒ
且
今
次
ノ
派
兵
ニ
於
テ
聯
合

列
強
ニ
對
シ
歩
武
ヲ
齊
ウ
シ
テ
履
信
ノ
實
ヲ
擧
グ
ル
爲
速
ニ
軍
旅
ヲ
整
備
シ
先
ヅ

之
ヲ
浦
鹽
ニ
發
遣
セ
ム
ト
ス
」
ル
旨
ヲ
闡
明
シ
同
五
日
派
兵
ヲ
開
始
セ
リ
。

其
後
我
方
ノ
西
比
利
亞
派
遣
兵
員
ハ
露
領
沿
海
州
、
黑
龍
州
、
後
貝
加
爾
州
ノ

三
州
ニ
亙
リ
又
北
滿
方
面
ヲ
モ
合
セ
一
時
非
戰
鬪
員
共
七
萬
二
千
餘
ニ
達
セ
ル
爲
、

日
米
間
ニ
兵
數
問
題
等
ニ
テ
折
衝
ア
リ
ソ
ノ
間
大
正
七
年
（
一
九
一
八
年
）
十
一

月
聯
合
國
ト
獨
墺
側
ト
ノ
間
ニ
休
戰
条
約
成
立
シ
又
日
本
政
府
ノ
西
比
利
亞
出
兵

當
時
ノ
主
要
目
的
タ
ル
「
チ
エ
ツ
ク
」
軍
救
援
ノ
目
的
モ
略
々
達
成
セ
ラ
レ
同
地

方
ノ
情
勢
モ
亦
改
善
セ
ラ
レ
タ
ル
ヲ
以
テ
米
國
政
府
ノ
所
見
ヲ
モ
參
酌
シ
テ
在
西

比
利
亞
兵
力
ノ
削
減
ヲ
決
定
シ
コ
ノ
旨
十
二
月
末
米
國
政
府
ニ
モ
通
告
ス
ル
所
ア

リ
タ
リ
。

然
ル
ニ
其
後
巴
里
講
和
會
議
ニ
於
テ
在
西
比
利
亞
「
チ
エ
ツ
ク
」
軍
ヲ
速
ニ
歸

國
セ
シ
ム
ル
コ
ト
ニ
決
定
シ
同
軍
ハ
歐
露
戰
線
ヲ
棄
テ
テ
浦
鹽
方
面
ニ
引
揚
グ
ル

ニ
至
リ
英
佛
伊
軍
モ
亦
漸
次
西
比
利
亞
ヨ
リ
撤
退
ス
ル
コ
ト
ト
ナ
リ
タ
ル
ヲ
以
テ

コ
ノ
爲
歐
露
ニ
於
ケ
ル
過
激
派
軍
ノ
勢
力
ヲ
增
大
シ
西
比
利
亞
ニ
迫
ル
ノ
結
果
ト

ナ
リ
從
來
聯
合
與
國
ノ
支
持
セ
シ
「
オ
ム
ス
ク
」
軍
ハ
大
正
八
年
七
月
ヨ
リ
退
却

ヲ
始
メ
十
一
月
十
三
日
ニ
ハ
「
オ
ム
ス
ク
」
ハ
過
激
派
軍
ノ
手
中
ニ
陷
リ
タ
ル
爲

我
方
ニ
於
テ
ハ
新
事
態
ニ
卽
應
ス
ル
目
的
ヲ
以
テ
「
多
少
ノ
增
援
ヲ
加
ヘ
以
テ
現

狀
ヲ
維
持
」
セ
ン
ト
ス
ル
ノ
意
向
ヲ
米
國
側
ニ
傳
ヘ
タ
リ
。
其
後
十
二
月
十
八
日

「
オ
ム
ス
ク
」
政
府
ヨ
リ
モ
日
本
兵
ノ
增
遣
方
懇
請
シ
來
リ
タ
ル
モ
米
國
側
ヨ
リ

ハ
回
答
ヲ
見
ル
コ
ト
ナ
ク
大
正
八
年
ヲ
終
レ
リ
。

斯
ク
我
方
ハ
米
國
側
ノ
回
答
ヲ
待
チ
ツ
ツ
ア
リ
タ
ル
際
大
正
九
年
一
月
八
日
ニ

至
リ
在
浦
鹽
米
國
軍
司
令
官
ハ
我
方
司
令
官
ニ
對
シ
「
米
國
軍
隊
ヲ
西
比
利
亞
ヨ

リ
撤
退
ス
ベ
キ
旨
陸
軍
中
央
當
局
ヨ
リ
命
令
」
ア
リ
タ
ル
旨
ヲ
通
報
シ
一
月
十
日

ヨ
リ
撤
退
ヲ
開
始
シ
二
月
中
旬
ニ
ハ
全
部
浦
鹽
ヲ
引
揚
グ
ベ
キ
旨
ヲ
申
述
ベ
タ
リ
。

我
方
ニ
於
テ
ハ
コ
ノ
通
報
ニ
接
シ
不
取
敢
東
京
ニ
於
テ
米
國
大
使
ニ
對
シ
、「
本
件

ノ
如
キ
決
定
ヲ
見
ル
ニ
付
テ
ハ
假
令
協
議
ト
迄
ハ
行
カ
ズ
ト
モ
少
ク
ト
モ
前
以
テ
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何
等
カ
ノ
打
合
ヲ
遂
ゲ
ラ
ル
ベ
キ
筋
合
」
ナ
ル
旨
申
入
レ
タ
ル
ガ
翌
九
日
米
國
側

ヨ
リ
ハ
米
軍
西
比
利
亞
派
遣
ノ
主
要
目
的
ハ
終
了
シ
且
ツ
「
十
分
有
力
ナ
ル
增
兵

ヲ
爲
シ
且
反
過
激
派
ト
協
戮
シ
テ
攻
勢
ニ
出
ヅ
ル
ハ
同
政
府
ニ
取
リ
テ
ハ
實
行
不

可
能
ナ
ル
モ
ノ
ナ
ル
コ
ト
ニ
意
見
ヲ
同
ジ
ク
ス
」
ル
旨
ノ
覺
書
ヲ
手
交
シ
タ
リ
。

之
ニ
對
シ
我
方
ハ
翌
十
日
米
國
側
ニ
對
シ
「
此
ノ
最
終
決
定
ニ
到
達
セ
ラ
ル
ル
ニ

先
立
チ
何
故
ニ
日
本
政
府
ニ
協
議
セ
ラ
レ
ザ
リ
シ
ヤ
」
ヲ
問
ヒ
タ
ル
ニ
米
國
側
ハ

ソ
ノ
間
ノ
事
情
ヲ
陳
辨
ス
ル
ト
共
ニ
「
日
本
政
府
ニ
協
議
ノ
手
續
ヲ
執
ラ
ザ
リ
シ

コ
ト
ハ
」「
深
ク
遺
憾
ト
ス
」
ル
旨
國
務
長
官
ヨ
リ
申
述
ブ
ル
所
ア
リ
タ
リ
。

米
軍
ノ
撤
退
ハ
大
正
九
年
四
月
一
日
ヲ
以
テ
完
了
之
ト
相
前
後
シ
在
西
比
利
亞

「
チ
エ
ツ
ク
」
軍
ハ
大
正
八
年
十
一
月
ヨ
リ
逐
次
撤
退
ヲ
開
始
シ
九
年
九
月
二
日

全
部
ノ
送
還
ヲ
了
シ
タ
ル
ヲ
以
テ
我
方
ハ
今
後
ノ
方
針
ニ
關
シ
聲
明
ヲ
ナ
ス
ノ
必

要
ヲ
認
メ
三
月
三
十
一
日
政
府
聲
明
ヲ
發
シ
「
極
東
西
比
利
亞
ノ
政
情
ハ
直
ニ
鮮

滿
地
方
ノ
情
況
ニ
波
及
ス
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
西
比
利
亞
地
方
ニ
於
ケ
ル
多
數
ノ
居
留

民
ハ
其
ノ
生
命
財
産
ノ
安
全
ヲ
期
ス
ル
能
ハ
ザ
ル
ノ
實
情
ニ
在
リ
是
レ
帝
國
ガ
遽

カ
ニ
撤
兵
ヲ
決
行
ス
ル
能
ハ
ザ
ル
所
以
」
ナ
ル
旨
ヲ
明
ラ
カ
ニ
セ
リ
。

然
ル
ニ
之
ト
前
後
シ
大
正
九
年
（
一
九
二
〇
年
）
三
月
十
三
日
ヨ
リ
五
月
ニ
カ

ケ
露
領
「
ニ
コ
ラ
イ
エ
フ
ス
ク
」
ニ
於
テ
三
百
八
十
三
名
ノ
我
居
留
民
ト
三
百
五 

十
一
名
ノ
帝
國
軍
人
ガ
過
激
派
軍
ノ
殺
戮
ニ
遭
ヘ
ル
爲
我
救
援
軍
ハ
解
氷
ト
共
ニ

進
發
シ
六
月
三
日
尼
港
ヲ
占
領
セ
リ
。
一
方
六
月
ニ
ハ
後
貝
加
爾
方
面
ヨ
リ
「
チ

エ
ツ
ク
」
軍
ガ
撤
退
ヲ
完
了
セ
ル
ヲ
以
テ
日
本
政
府
ニ
於
テ
ハ
七
月
三
日
コ
ノ
間

ニ
處
ス
ル
方
針
ヲ
公
表
シ
後
貝
加
爾
方
面
ヨ
リ
撤
兵
ト
尼
港
事
件
ニ
關
シ
「
將
來

正
當
政
府
樹
立
セ
ラ
レ
本
事
件
ノ
滿
足
ナ
ル
解
決
ヲ
見
ル
ニ
至
ル
迄
薩
哈
嗹
州
内

ニ
於
テ
必
要
ト
認
ム
ル
地
點
ヲ
占
領
ス
ベ
」
キ
旨
ヲ
宣
言
セ
リ
。
其
後
本
件
出
兵

事
件
ハ
米
國
政
府
及
華
府
會
議
ニ
於
テ
採
リ
上
グ
ル
所
ア
リ
シ
ガ
大
正
十
一
年

（
一
九
二
二
年
）
六
月
二
十
四
日
十
月
末
迄
ニ
沿
海
州
ヨ
リ
ノ
撤
兵
決
定
ヲ
宣
言

同
七
月
十
四
日
ニ
ハ
九
月
末
迄
ニ
樺
太
島
對
岸
地
方
ヨ
リ
ノ
撤
兵
決
定
ヲ
公
表
シ

斯
ク
テ
薩
哈
嗹
派
遣
軍
ハ
九
月
二
十
七
日
樺
太
島
對
岸
地
方
ヨ
リ
、
十
月
二
十
五

日
沿
海
州
方
面
ヨ
リ
ノ
撤
退
ヲ
完
了
ス
ル
コ
ト
ト
ナ
レ
リ
。
尚
北
樺
太
占
領
軍
ハ

後
大
正
十
四
年
（
一
九
二
五
年
）
一
月
二
十
日
ノ
日
蘇
基
本
條
約
ニ
依
リ
同
年
五

月
十
五
日
迄
ニ
完
全
ニ
撤
退
ス
ル
コ
ト
ヲ
約
セ
リ
。

　
　
　
「
ヴ
エ
ル
サ
イ
ユ
」
會
議
及
國
際
聯
盟
參
加

　
　
　
　
　

―
―
人
種
的
差
別
待
遇
撤
廢
問
題
―
―

第
一
次
歐
洲
大
戰
ヲ
終
了
セ
シ
メ
タ
ル
最
モ
重
要
ナ
ル
條
約
タ
ル
對
獨
平
和
條

約
並
議
定
書
ノ
調
印
ハ
一
九
一
九
年
（
大
正
八
年
）
一
月
十
二
日
ヨ
リ
開
始
セ
ラ

レ
タ
ル
「
ヴ
エ
ル
サ
イ
ユ
」
會
議
ニ
於
テ
六
月
二
十
八
日
行
ハ
レ
タ
リ
。
之
ニ
ヨ

リ
我
國
ハ
英
米
佛
伊
ト
共
ニ
「
主
タ
ル
同
盟
及
聯
合
國
」
ノ
一
ト
シ
テ
ノ
地
位
ヲ

認
メ
ラ
レ
本
條
約
ノ
成
立
ト
共
ニ
發
足
セ
ル
國
際
聯
盟
ニ
於
ケ
ル
常
任
理
事
國
タ

ル
ノ
地
位
ヲ
占
ム
ル
コ
ト
ト
ナ
リ
タ
ル
ガ
又
之
ト
共
ニ
山
東
省
ニ
於
テ
並
ニ
之
ニ

關
シ
中
國
ガ
獨
逸
ニ
與
ヘ
タ
ル
一
切
ノ
權
利
、
權
原
及
特
權
ヲ
讓
渡
サ
レ
且
太
平

洋
ニ
於
ケ
ル
赤
道
以
北
ノ
舊
獨
逸
領
諸
島
ノ
委
任
統
治
國
ト
ナ
レ
リ
。

而
シ
テ
「
ヴ
エ
ル
サ
イ
ユ
」
會
議
ニ
於
テ
日
本
ノ
積
極
的
ニ
行
動
セ
シ
ハ
卽
チ

人
種
的
差
別
待
遇
撤
廢
問
題
ナ
リ
ト
ス
。
同
會
議
ニ
出
席
セ
ル
我
國
全
權
ハ
豫
テ

ヨ
リ
ノ
政
府
ノ
訓
令
ニ
基
キ
國
際
聯
盟
ニ
關
ス
ル
具
體
的
提
案
ノ
成
立
ヲ
見
ン
ト
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ス
ル
ヤ
大
正
八
年
（
一
九
一
九
年
）
一
月
下
旬
ヨ
リ
英
米
ト
内
交
涉
ヲ
開
始
シ
二

月
四
日
「
ハ
ウ
ス
」
大
佐
ニ
對
シ
聯
盟
規
約
中
ニ
挿
入
ス
ベ
キ
案
ト
シ
テ
「
各
國

民
均
等
ノ
主
義
ハ
聯
盟
ノ
基
本
的
綱
領
ナ
ル
ニ
依
リ
締
約
國
ハ
其
ノ
領
域
内
ニ
在

ル
外
國
人
ニ
附
與
ス
ベ
キ
待
遇
及
權
利
ニ
關
シ
テ
ハ
法
律
上
並
事
實
上
何
人
ニ
達

シ
テ
モ
人
種
或
ハ
國
籍
如
何
ニ
依
リ
差
別
ヲ
設
ケ
ザ
ル
コ
ト
ヲ
約
ス
」
ナ
ル
甲
案

ヲ
提
出
セ
ル
ニ
大
佐
ハ
言
下
ニ
反
對
シ
タ
ル
ヲ
以
テ
更
ニ
甲
案
ノ
中
部
ヲ
改
メ
テ

「
締
約
國
ハ
各
自
其
ノ
領
域
ニ
於
ケ
ル
外
國
人
ニ
對
シ
法
律
上
並
事
實
上
正
當
權

力
内
ニ
於
テ
爲
シ
得
ル
限
リ
均
等
ノ
待
遇
及
權
利
ヲ
與
ヘ
」
ト
ナ
セ
ル
乙
案
ヲ
提

示
セ
ル
ニ
大
佐
ハ
私
見
ト
シ
テ
贊
意
ヲ
表
シ
タ
ル
ガ
更
ニ
翌
五
日
大
佐
ハ
、「
ウ
イ

ル
ソ
ン
」
大
統
領
ト
協
議
ノ
結
果
右
案
文
中
「
正
當
權
力
内
ニ
於
テ
爲
シ
得
ル
限

リ
」
ト
ア
ル
ヲ
「
成
ル
可
ク
速
ニ
且
ツ
出
來
得
ル
限
リ
」
ト
大
統
領
自
身
改
竄
ヲ

加
ヘ
之
ヲ
國
際
聯
盟
規
約
中
ニ
挿
入
ス
ル
コ
ト
ヲ
大
統
領
提
案
ト
ス
ベ
キ
コ
ト
ニ

異
存
ナ
シ
ト
言
明
シ
タ
ル
旨
ヲ
語
レ
リ
。
然
ル
ニ
英
國
側
ニ
於
テ
ハ
「
ド
ミ
ニ
オ

ン
」
ノ
反
對
強
キ
爲
我
方
ノ
提
案
ニ
應
ゼ
ザ
ル
事
明
ラ
カ
ト
ナ
レ
リ
。

依
ツ
テ
我
方
ニ
於
テ
ハ
成
否
ヲ
別
ト
シ
テ
我
ガ
主
張
ヲ
宣
明
ス
ル
コ
ト
ト
シ
、

前
記
大
統
領
ト
ノ
協
定
案
ニ
修
正
ヲ
加
ヘ
タ
ル
上
二
月
十
三
日
國
際
聯
盟
委
員
會

ニ
於
テ
國
際
聯
盟
案
第
二
十
一
條
宗
教
自
由
ノ
規
定
ノ
次
ニ
「
各
國
民
均
等
ノ
主

義
ハ
國
際
聯
盟
ノ
基
本
的
綱
領
ナ
ル
ニ
依
リ
締
約
國
ハ
成
ル
ベ
ク
速
ニ
聯
盟
員
タ

ル
國
家
ニ
於
ケ
ル
一
切
ノ
外
國
人
ニ
對
シ
如
何
ナ
ル
點
ニ
付
テ
モ
均
等
公
正
ノ
待

遇
ヲ
與
ヘ
人
種
或
ハ
國
籍
如
何
ニ
依
リ
法
律
上
或
ハ
事
實
上
何
等
差
別
ヲ
設
ケ
ザ

ル
コ
ト
ヲ
約
ス
」
ノ
一
項
ヲ
加
ヘ
ン
コ
ト
ヲ
提
議
セ
リ
。
之
ニ
對
シ
英
佛
白
三
國

ハ
反
對
ノ
意
ヲ
表
シ
希
臘
ハ
尚
早
ナ
リ
ト
ナ
セ
ル
ガ
中
國
、「
ブ
ラ
ジ
ル
」、「
ル
ー

マ
ニ
ア
」
及
「
チ
エ
ツ
ク
・
ス
ロ
ヴ
ア
ツ
ク
」
四
國
ハ
贊
意
ヲ
表
シ
タ
ル
爲
ヲ
以

テ
第
二
十
一
條
ヲ
削
除
ス
ル
ノ
案
議
長
タ
ル
英
國
委
員
ヨ
リ
提
出
セ
ラ
レ
、
多
數

之
ニ
贊
セ
ル
爲
我
提
案
ハ
採
用
セ
ラ
ル
ル
ニ
至
ラ
ズ
翌
二
月
十
四
日
聯
合
與
國
總

會
議
ニ
於
テ
「
ウ
イ
ル
ソ
ン
」
大
統
領
ヨ
リ
宗
教
及
人
種
問
題
ニ
關
ス
ル
規
定
ヲ

削
除
セ
ル
第
一
回
修
正
國
際
聯
盟
案
提
出
セ
ラ
レ
タ
リ
。

其
後
我
方
ハ
英
國
自
治
領
側
ト
折
衝
セ
ル
モ
特
ニ
濠
洲
ノ
強
硬
ナ
ル
反
對
ア
リ

シ
爲
交
涉
進
捗
セ
ズ
依
ツ
テ
我
方
ハ
規
約
前
文
中
ニ
「
國
際
聯
盟
加
入
國
民
ハ
總

テ
平
等
ナ
ル
ノ
主
義
ヲ
是
認
シ
」
ナ
ル
文
句
ヲ
掲
載
ス
ル
ノ
形
式
ニ
改
メ
タ
ル
モ

濠
洲
側
ノ
容
ル
ル
所
ト
ナ
ラ
ズ
コ
ノ
種
内
交
涉
亦
成
功
ヲ
見
ザ
リ
キ
。
然
レ
ド
モ

我
方
ハ
四
月
十
一
日
最
終
國
際
聯
盟
委
員
會
ニ
於
テ
規
約
前
文
ノ
討
議
ニ
入
ル
ヲ

待
チ「
各
國
民
ノ
平
等
及
其
ノ
所
屬
各
人
ニ
對
ス
ル
公
正
待
遇
ノ
主
義
ヲ
是
認
シ
」

ノ
一
句
ヲ
前
文
中
ニ
挿
入
セ
ン
コ
ト
ヲ
提
議
セ
ル
處
英
國
先
ヅ
之
ニ
反
對
シ
議
長

「
ウ
イ
ル
ソ
ン
」
大
統
領
贊
否
ヲ
求
メ
タ
ル
ニ
佛
、
伊
、
希
、
華
、「
セ
ル
ビ
ア
」、

葡
、「
チ
エ
ツ
ク
・
ス
ロ
ヴ
ア
ツ
ク
」
之
ニ
贊
シ
、
英
、
米
、
波
、
伯
及
羅
ノ
五
國

之
ニ
反
對
シ
全
會
一
致
ヲ
見
ザ
リ
シ
ヲ
以
テ
不
成
立
ト
ナ
レ
リ
。
依
ツ
テ
我
方
ニ

於
テ
ハ
四
月
二
十
八
日
聯
合
與
國
總
會
議
ニ
於
テ
「
日
本
政
府
及
人
民
ハ
永
年
不

斷
ノ
不
滿
ヲ
解
決
セ
ム
コ
ト
ヲ
目
的
ト
シ
深
甚
ナ
ル
國
民
的
確
信
ニ
基
ケ
ル
公
平

ナ
ル
主
義
ノ
主
張
ガ
委
員
會
ニ
於
テ
採
納
セ
ラ
レ
ザ
リ
シ
コ
ト
ニ
對
シ
テ
ハ
頗
ル

遺
憾
ト
ス
ル
處
」
ナ
ル
旨
ヲ
表
明
シ
テ
一
應
交
涉
ヲ
打
切
ル
コ
ト
ト
セ
リ
。

　
　
　

日
英
協
約
ノ
廢
棄
ト
四
國
條
約
ノ
成
立

世
界
大
戰
ト
ソ
レ
ニ
伴
フ
講
和
會
議
ニ
於
ケ
ル
諸
條
約
ノ
成
立
就
中
國
際
聯
盟
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ノ
成
立
ハ
世
界
ニ
於
ケ
ル
國
際
協
調
思
想
ト
政
策
ト
ヲ
急
速
ニ
推
進
セ
シ
メ
タ
ル

ガ
更
ニ
此
ノ
國
際
協
調
ノ
具
現
ニ
劃
期
的
貢
獻
ヲ
齎
セ
ル
ハ
大
正
十
年
（
一
九
二 

一
年
）
十
一
月
十
二
日
ヨ
リ
翌
年
二
月
六
日
迄
華
盛
頓
ニ
於
テ
開
催
セ
ラ
レ
タ
ル

英
、
米
、
佛
、
伊
、
白
、
華
、
蘭
、
葡
及
日
本
ノ
九
國
代
表
ニ
依
ル
所
謂
華
盛
頓

會
議
ナ
リ
。
我
國
ハ
本
會
議
ニ
參
加
シ
ソ
ノ
成
功
ニ
協
力
ス
ル
コ
ト
ニ
依
リ
ソ
ノ

世
界
協
調
政
策
ヲ
推
進
セ
シ
メ
タ
ル
ガ
反
面
ヨ
リ
見
レ
バ
コ
レ
卽
チ
從
來
ニ
於
ケ

ル
東
亞
保
全
政
策
ヲ
止
揚
シ
テ
世
界
的
協
調
ニ
於
テ
自
國
ノ
安
全
ヲ
確
保
セ
ン
ト

シ
タ
ル
モ
ノ
ナ
リ
。
卽
チ
太
平
洋
ノ
島
嶼
ニ
關
ス
ル
四
國
條
約
ニ
依
リ
テ
第
三
回

日
英
同
盟
協
約
ヲ
止
揚
セ
シ
メ
海
軍
軍
備
制
限
ニ
關
ス
ル
條
約
ヲ
以
テ
從
來
ノ
自

國
軍
備
ニ
依
ル
國
土
並
東
亞
防
衞
策
ヲ
放
棄
セ
ン
ト
シ
最
後
ニ
中
華
民
國
ニ
關
ス

ル
九
國
條
約
ヲ
以
テ
所
謂
石
井
「
ラ
ン
シ
ン
グ
」
協
定
ヲ
廢
棄
セ
ル
コ
ト
之
ナ
リ
。

先
ヅ
第
三
回
日
英
同
盟
協
約
ニ
付
テ
ハ
大
正
十
年
（
一
九
二
一
年
）
七
月
十
三

日
ヲ
以
テ
滿
十
箇
年
ノ
期
間
經
過
ス
ル
コ
ト
ト
ナ
リ
タ
ル
ヲ
以
テ
之
ガ
更
新
ニ
關

シ
大
正
九
年
五
月
以
降
日
英
同
盟
國
間
ニ
折
衝
ヲ
見
來
リ
タ
ル
カ
問
題
ハ
其
後
成

立
セ
ル
國
際
聯
盟
規
約
ト
ノ
調
和
ソ
ノ
一
ナ
リ
。
本
問
題
ニ
關
シ
テ
ハ
大
正
九
年

七
月
八
日
附
ヲ
以
テ
本
同
盟
ノ
繼
續
ヲ
見
ル
場
合
ニ
ハ
聯
盟
規
約
ト
兩
立
ス
ル
形

式
ニ
於
テ
爲
サ
ル
ベ
キ
ヲ
通
告
シ
更
ニ
翌
十
年
七
月
七
日
協
約
ハ
聯
盟
規
約
ト
矛

盾
セ
ザ
ル
範
圍
内
ニ
於
テ
有
效
ニ
存
續
ス
ベ
キ
ヲ
夫
々
共
同
通
告
ス
ル
コ
ト
ニ
依

リ
解
決
セ
リ
。
問
題
ノ
二
ハ
英
國
側
自
治
領
及
米
國
側
輿
論
ト
ノ
關
係
ニ
シ
テ
一 

九
二
一
年
（
大
正
十
年
）
六
月
英
帝
國
會
議
ハ
對
米
親
交
ノ
增
進
ヲ
以
テ
英
國
外

交
ノ
第
一
義
ト
ナ
シ
同
時
ニ
在
華
英
國
權
益
保
障
ノ
爲
對
日
親
善
ノ
維
持
ヲ
モ
必

要
ナ
リ
ト
爲
シ
タ
リ
。
依
ツ
テ
英
國
政
府
ハ
七
月
初
旬
日
米
華
三
國
ニ
對
シ
太
平

洋
及
極
東
問
題
ニ
關
ス
ル
會
議
ヲ
招
請
ス
ル
ノ
方
針
ヲ
提
議
ス
ル
所
ア
リ
タ
リ
。

他
方
米
國
政
府
亦
七
月
十
一
日
軍
備
制
限
並
太
平
洋
及
極
東
問
題
ヲ
討
議
ス
ル
爲

會
議
ヲ
米
國
ニ
開
催
セ
ン
コ
ト
ヲ
提
議
シ
來
レ
リ
。

我
方
ニ
於
テ
ハ
同
盟
協
約
ノ
存
續
ヲ
希
望
ス
ル
モ
四
圍
ノ
情
勢
ニ
鑑
ミ
太
平
洋

ニ
關
ス
ル
日
英
米
三
國
協
商
ノ
締
結
ヲ
以
テ
日
英
同
盟
ニ
代
フ
ル
ハ
最
モ
機
宜
ノ

處
置
ト
思
考
シ
大
正
十
年
十
一
月
十
二
日
ヨ
リ
開
催
セ
ラ
レ
タ
ル
華
盛
頓
會
議
ニ

於
テ
日
英
米
三
國
協
商
案
ニ
關
シ
商
議
シ
其
後
本
協
定
ヲ
太
平
洋
ニ
於
ケ
ル
島
嶼

ニ
限
定
シ
且
當
事
國
ヲ
日
英
米
佛
ノ
四
國
ト
ナ
シ
大
正
十
年
（
一
九
二
一
年
）
十 

二
月
十
三
日
之
ガ
調
印
ヲ
見
タ
リ
。
之
ニ
ヨ
リ
「
締
約
國
ハ
互
ニ
太
平
洋
方
面
ニ

於
ケ
ル
其
ノ
島
嶼
タ
ル
領
地
ニ
關
ス
ル
其
ノ
權
利
ヲ
尊
重
ス
ベ
キ
コ
ト
ヲ
約
」
シ

且
日
英
協
約
ヲ
終
了
セ
シ
メ
タ
リ
。

　
　
　
海
軍
軍
備
制
限
條
約
ノ
成
立

華
府
會
議
ノ
主
要
議
題
ハ
卽
チ
海
軍
軍
備
制
限
ニ
關
ス
ル
條
約
ノ
締
結
ニ
シ
テ

之
ニ
關
聯
シ
テ
一
切
ノ
極
東
問
題
ノ
討
議
ヲ
行
フ
コ
ト
ト
ナ
レ
ル
ナ
リ
。
會
議
ハ

十
一
月
十
二
日
開
催
セ
ラ
レ
タ
ル
ガ
同
日
第
一
回
總
會
議
ノ
席
上
米
國
全
權
ハ
大

統
領
ノ
開
會
ノ
辭
ニ
次
ギ
軍
備
制
限
問
題
先
議
ノ
必
要
ト
理
由
ト
ヲ
述
ベ
且
「
實

行
中
若
ハ
旣
定
ノ
主
力
艦
建
造
計
畫
ハ
全
部
之
ヲ
抛
棄
ス
ベ
キ
コ
ト
」「
老
齡
艦
ノ

或
ル
モ
ノ
ヲ
廢
棄
ス
ル
コ
ト
ニ
依
リ
更
ニ
縮
小
ヲ
行
フ
コ
ト
」「
一
般
ニ
關
係
列
強

ノ
現
在
海
軍
力
ニ
考
慮
ヲ
加
フ
ベ
キ
コ
ト
」「
主
力
艦
ノ
噸
數
ヲ
以
テ
海
軍
力
測
定

ノ
標
準
ト
ナ
シ
一
定
ノ
補
助
艦
艇
ノ
勢
力
ヲ
之
ニ
比
例
シ
テ
割
當
ツ
ベ
キ
コ
ト
」

ノ
四
箇
ノ
一
般
原
則
ヲ
擧
ゲ
、米
英
日
三
國
主
力
艦
ノ
勢
力
ヲ
左
ノ
如
ク
シ
且「
十



－ 138 －

『外交史料館報』第 39 号（2026 年 3 月）

年
ヲ
下
ラ
ザ
ル
期
間
主
力
艦
ノ
建
造
ヲ
停
止
ス
ル
ノ
提
議
ヲ
爲
」
シ
タ
リ
。

米
國　
　

十
八
隻　

五
十
萬
六
百
五
十
噸

英
國　

二
十
二
隻　

六
十
萬
四
千
四
百
五
十
噸

日
本　
　
　

十
隻　

二
十
九
萬
九
千
七
百
噸

コ
レ
所
謂
主
力
艦
ニ
關
シ
米
英
日
五
・
五
・
三
ノ
比
率
ヲ
維
持
セ
ン
ト
ス
ル
提

案
ナ
ル
ガ
我
方
ハ
之
ニ
對
シ
十
五
日
全
權
ヨ
リ
聲
明
ヲ
行
ヒ
「
日
本
ハ
米
國
ノ
提

案
ヲ
促
シ
タ
ル
高
遠
ノ
理
想
ニ
共
鳴
セ
ザ
ル
ヲ
得
ズ
故
ニ
日
本
ハ
右
提
案
ヲ
主
義

上
受
諾
シ
敢
然
海
軍
軍
備
ノ
大
々
的
削
減
ニ
着
手
ス
ル
ノ
用
意
ア
リ
凡
ソ
一
國
民

ハ
自
國
ノ
安
泰
ニ
必
要
ナ
ル
軍
備
ヲ
保
有
セ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ザ
ル
ハ
一
般
ニ
容
認
セ

ラ
ル
ル
所
ナ
ル
ベ
シ
」「
右
ノ
必
要
ニ
鑑
ミ
日
本
ハ
各
艦
種
ノ
代
艦
噸
數
ノ
基
調
ニ

關
シ
テ
些
少
ノ
修
正
案
ヲ
提
出
ス
ル
コ
ト
ア
ル
ベ
キ
」
旨
ヲ
明
ラ
カ
ニ
シ
翌
十
六

日
日
米
兩
國
ノ
勢
力
比
率
ヲ
最
小
限
度
十
對
七
ト
シ
陸
奧
、
安
藝
ノ
兩
鑑
ヲ
復
活

シ
航
空
母
艦
ハ
他
國
ト
同
等
タ
ル
ベ
キ
コ
ト
ノ
三
箇
ノ
修
正
意
見
ヲ
提
出
セ
リ
。

而
シ
テ
七
割
必
要
論
ノ
由
來
ニ
付
テ
ハ
「
我
海
軍
ノ
多
年
研
究
ニ
基
キ
帝
國
議
會

ニ
於
テ
モ
同
樣
ノ
趣
旨
ニ
テ
應
答
シ
且
我
國
民
モ
希
望
ス
ル
所
タ
」
ル
旨
ヲ
説
明

セ
ル
モ
英
米
兩
國
ノ
容
ル
ル
所
ト
ナ
ラ
ザ
リ
キ
。

依
ツ
テ
我
方
ニ
於
テ
ハ
太
平
洋
防
備
問
題
ニ
關
ス
ル
諒
解
ニ
付
英
米
ノ
注
意
ヲ

喚
起
ス
ル
所
ア
リ
十
二
月
十
二
日
英
米
ニ
對
シ
我
方
ハ
「
比
率
問
題
ニ
關
シ
テ
ハ

日
本
政
府
ハ
十
、
十
、
七
ノ
比
ヲ
以
テ
國
家
安
全
ノ
維
持
上
必
要
ナ
リ
ト
認
ム
」

ル
モ
「
大
局
ヨ
リ
見
交
讓
ノ
精
神
ヲ
以
テ
」「
主
力
艦
隊
ノ
噸
數
ニ
於
テ
十
對
六
ノ

比
ヲ
承
認
セ
ム
ト
欲
ス
。
然
レ
ド
モ
同
時
ニ
太
平
洋
ニ
於
ケ
ル
要
塞
及
根
據
地
ノ

現
狀
維
持
ニ
就
テ
明
瞭
ナ
ル
了
解
ヲ
得
ム
コ
ト
ヲ
希
望
」
セ
リ
。
此
ノ
防
備
問
題

ニ
關
シ
テ
ハ
米
ハ
布
哇
、
英
ハ
濠
洲
及
「
ニ
ユ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
」
ヲ
除
外
シ
テ
ソ

ノ
現
狀
維
持
ニ
贊
シ
陸
奧
復
活
問
題
亦
我
方
ガ
事
實
上
完
成
セ
ル
モ
ノ
ナ
ル
旨
ヲ

主
張
シ
攝
津
ヲ
廢
棄
シ
テ
之
ニ
代
フ
ル
コ
ト
ト
シ
英
米
夫
々
ソ
ノ
代
償
ヲ
決
定
シ

テ
海
軍
比
率
問
題
ハ
解
決
ヲ
見
タ
リ
。
其
後
太
平
洋
區
劃
案
ニ
關
シ
三
國
間
ニ
折

衝
ア
リ
タ
ル
後
大
正
十
一
年
（
一
九
二
二
年
）
二
月
六
日
日
英
米
佛
伊
五
國
間
ニ

海
軍
軍
備
制
限
ニ
關
ス
ル
條
約
ノ
調
印
ヲ
了
セ
リ
。
之
ニ
ヨ
リ
我
國
ハ
主
力
艦
、

航
空
母
艦
共
ニ
英
米
ニ
對
シ
六
割
ノ
比
率
ヲ
維
持
ス
ル
コ
ト
ト
ナ
レ
リ
。

　
　
　

�

中
華
民
國
ニ
關
ス
ル
九
國
條
約
ノ
成
立
ト
石
井
「
ラ
ン
シ
ン
グ
」

　
　
　

協
定
ノ
廢
棄

華
府
會
議
ニ
於
ル
主
要
議
題
ノ
一
ハ
極
東
問
題
ナ
リ
シ
ガ
十
一
月
十
二
日
米
國

全
權
ヨ
リ
早
ク
モ
本
問
題
ノ
重
要
性
ニ
付
意
見
ノ
開
陳
ア
リ
同
十
六
日
ヨ
リ
太
平

洋
及
極
東
問
題
總
委
員
會
開
催
セ
ラ
レ
本
問
題
ノ
討
議
ニ
入
レ
リ
。
中
華
民
國
ニ

關
ス
ル
問
題
ニ
付
テ
ハ
十
六
ニ
上
ル
問
題
討
議
セ
ラ
レ
八
箇
ノ
決
議
案
並
二
箇
ノ

條
約
ノ
成
立
ヲ
見
タ
ル
ガ
ソ
ノ
中
最
モ
重
要
ナ
ル
モ
ノ
ハ
大
正
十
一
年
（
一
九
二 

二
年
）
二
月
六
日
日
英
米
佛
伊
白
蘭
葡
及
華
ノ
九
國
間
ニ
調
印
ヲ
見
タ
ル
中
華
民

國
ニ
關
ス
ル
九
國
條
約
之
ナ
リ
。

十
一
月
十
六
日
ノ
太
平
洋
及
極
東
問
題
總
委
員
會
ニ
於
テ
中
華
民
國
代
表
ヨ
リ

極
東
問
題
ノ
基
準
タ
ル
ベ
キ
原
則
ヲ
提
言
ス
ト
ナ
シ
テ
中
華
民
國
ノ
領
土
的
保
全

並
政
治
的
及
行
政
的
獨
立
ノ
尊
重
、
商
工
業
ニ
關
シ
全
土
ニ
亙
ル
門
戸
開
放
、
機

會
均
等
主
義
ノ
適
用
等
十
箇
條
ヲ
擧
ゲ
タ
ル
ガ
之
ニ
關
シ
各
國
ヨ
リ
意
見
ノ
開
陳

ア
リ
タ
ル
後
中
華
民
國
問
題
ニ
關
シ
一
ノ
決
議
案
ヲ
採
擇
ス
ル
ニ
決
シ「
ル
ー
ト
」



－ 139 －

「満洲事變前ニ於ケル帝國内外情勢ノ部」（浜岡・秋葉）

米
國
全
權
之
ガ
起
草
ニ
當
リ
所
謂
「
ル
ー
ト
」
決
議
案
ノ
成
立
ヲ
見
タ
リ
。
該
決

議
案
ハ
中
華
民
國
ノ
主
權
、
獨
立
及
領
土
的
並
行
政
的
保
全
ノ
尊
重
、
有
力
ニ
シ

テ
基
礎
鞏
固
ナ
ル
中
華
民
國
政
府
ノ
完
成
支
持
、
中
華
民
國
全
土
ニ
亙
ル
商
工
業

上
ノ
機
會
均
等
主
義
ノ
樹
立
、
及
他
國
民
ノ
權
利
ヲ
損
傷
ス
ル
ノ
虞
ア
ル
特
權
若

ハ
特
別
ノ
利
益
ヲ
現
下
ノ
事
態
ニ
乘
ジ
取
得
セ
ザ
ル
コ
ト
等
ノ
四
箇
條
ノ
趣
旨
ヲ

含
ム
モ
ノ
ニ
シ
テ
中
華
民
國
ヲ
除
ク
八
箇
國
間
ニ
テ
可
決
セ
ラ
レ
タ
ル
モ
ノ
ナ
リ
。

中
華
民
國
ニ
關
ス
ル
九
國
條
約
ハ
コ
ノ
「
ル
ー
ト
」
四
原
則
ヲ
骨
子
ト
セ
ル
モ
ノ

ニ
シ
テ
コ
ノ
條
約
ニ
ヨ
リ
從
來
個
々
ノ
取
極
ニ
ヨ
リ
約
定
セ
ラ
レ
來
レ
ル
中
華
民

國
ノ
獨
立
、
領
土
的
及
行
政
的
保
全
ノ
尊
重
、
商
工
業
ノ
機
會
均
等
主
義
ノ
樹
立

ハ
一
ノ
國
際
的
約
定
ニ
發
展
セ
ル
モ
ノ
ト
言
ヒ
得
ベ
ク
且
各
國
ノ
中
華
民
國
ニ
於

ケ
ル
利
益
範
圍
、
勢
力
範
圍
ニ
適
用
セ
ラ
レ
居
リ
タ
ル
機
會
均
等
主
義
ハ
中
華
民

國
全
土
ニ
及
ブ
コ
ト
ト
ナ
レ
ル
ナ
リ
。

依
ツ
テ
大
正
十
一
年
五
月
四
日
米
國
側
ハ
曩
ニ
締
結
セ
ル
石
井「
ラ
ン
シ
ン
グ
」

協
定
存
廢
ノ
件
ニ
關
シ
我
方
ノ
意
向
ヲ
照
合
シ
來
リ
タ
ル
ヲ
以
テ
我
方
ニ
於
テ
ハ

愼
重
考
慮
ヲ
加
ヘ
タ
ル
ガ
本
協
定
ノ
目
的
ノ
一
タ
ル
兩
國
國
交
ヲ
傷
害
ス
ベ
キ
世

上
ノ
風
説
ヲ
掃
拭
ス
ル
コ
ト
ハ
旣
ニ
ソ
ノ
效
ヲ
收
メ
タ
ル
モ
ノ
ト
認
ム
ベ
ク
又
ソ

ノ
目
的
ノ
一
タ
ル
中
華
民
國
ニ
於
ケ
ル
我
國
ノ
特
殊
利
益
確
保
ニ
付
テ
ハ
九
國
條

約
ニ
友
好
國
ノ
安
寧
ニ
害
ア
ル
行
動
ヲ
是
認
ス
ル
ヲ
差
控
フ
ベ
キ
約
定
ア
リ
、
且

大
正
九
年
十
月
成
立
セ
ル
對
華
新
借
款
團
ノ
組
織
ニ
關
シ
、
英
米
佛
ノ
各
國
政
府

ガ
滿
蒙
地
方
ニ
於
ケ
ル
我
國
ノ
特
殊
緊
切
ノ
利
害
關
係
ヲ
承
認
シ
タ
ル
ヲ
以
テ
必

ズ
シ
モ
本
協
定
ヲ
存
續
セ
シ
ム
ル
ヲ
要
セ
ズ
ト
ノ
決
定
ニ
達
セ
リ
。
依
ツ
テ
我
方

ニ
於
テ
ハ
米
國
ニ
對
シ
「
若
シ
米
國
政
府
ニ
於
テ
之
ヲ
望
ム
ニ
於
テ
ハ
本
件
交
換

文
書
ヲ
廢
棄
ス
ル
ニ
欣
然
同
意
セ
ム
ト
ス
ル
モ
ノ
ナ
ル
」
旨
回
答
シ
大
正
十
二
年

一
月
二
日
米
國
側
ソ
ノ
廢
棄
希
望
ヲ
開
陳
シ
來
リ
タ
ル
ヲ
以
テ
同
四
月
十
六
日
日

米
兩
國
同
時
ニ
石
井
「
ラ
ン
シ
ン
グ
」
交
換
公
文
ノ
廢
棄
ヲ
公
表
セ
リ
。

　
　
　

不
戰
條
約
ノ
締
結

一
九
二
七
年（
昭
和
二
年
）六
月
時
ノ
「
ブ
リ
ア
ン
」
佛
國
外
相
ヨ
リ
米
國
ニ
對

シ
所
謂
不
戰
條
約
ノ
提
案
ア
リ
其
後
米
佛
間
ニ
於
テ
本
件
ニ
關
シ
折
衝
ア
リ
タ
ル

ガ
翌
一
九
二
八
年
四
月
十
三
日
米
國
政
府
ハ
日
英
佛
伊
獨
ノ
五
國
ニ
對
シ
所
謂
多

邊
的
不
戰
條
約
ノ
締
結
ヲ
提
案
シ
來
レ
リ
。
其
後
本
條
約
ノ
慫
慂
ハ
白
、
波
、「
チ

エ
ツ
ク
・
ス
ロ
ヴ
ア
ツ
ク
」、
濠
、「
ニ
ユ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
」、
南
阿
、
加
、
愛
蘭
及

印
度
ヲ
モ
包
含
シ
關
係
國
政
府
ヨ
リ
ノ
受
諾
的
回
答
ノ
出
揃
フ
ヲ
待
チ
テ
一
九
二 

八
年
（
昭
和
三
年
）
八
月
二
十
七
日
十
五
國
及
自
治
領
政
府
間
ニ
巴
里
ニ
於
テ
調

印
ヲ
見
タ
リ
。
調
印
終
了
ト
共
ニ
米
園
側
ヲ
通
ジ
四
十
八
箇
國
ニ
又
佛
國
ヲ
通
シ

露
國
ニ
對
シ
テ
加
入
ニ
關
ス
ル
招
請
ヲ
行
ヘ
リ
。
本
條
約
ニ
於
テ
締
約
國
ハ
ソ
ノ

各
自
ノ
人
民
ノ
名
ニ
於
テ
國
際
間
ノ
紛
爭
解
決
ノ
爲
ニ
戰
爭
ニ
訴
フ
ル
ノ
非
ナ
ル

コ
ト
並
ニ
相
互
間
ニ
於
テ
國
策
遂
行
ノ
手
段
ト
シ
テ
戰
爭
ヲ
行
ハ
ザ
ル
コ
ト
ヲ
約

定
シ
タ
リ
。

本
戰
爭
拋
棄
ニ
關
ス
ル
條
約
ハ
翌
一
九
二
九
年
（
昭
和
四
年
）
七
月
二
十
四
日

十
五
ノ
原
署
名
國
及
三
十
一
ノ
加
入
國
間
ニ
效
力
ヲ
發
生
セ
ル
ガ
我
國
ハ
條
約
文

中
「
人
民
ノ
名
ニ
於
テ
」
ナ
ル
字
句
ガ
日
本
憲
法
ノ
條
章
ヨ
リ
見
テ
不
都
合
ナ
リ

ト
テ
日
本
ニ
關
ス
ル
限
リ
ソ
ノ
適
用
ナ
キ
ヲ
宣
言
セ
リ
。
又
米
國
ハ
既
ニ
「
ケ
ロ

ツ
グ
」
國
務
長
官
ヨ
リ
米
國
ノ
不
戰
條
約
案
ニ
ハ
自
衛
權
ヲ
制
限
シ
若
ハ
毀
損
ス
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ベ
キ
何
物
モ
存
セ
ザ
ル
旨
ノ
解
釋
ヲ
明
ラ
カ
ニ
ナ
シ
居
レ
ル
ガ
我
國
亦
昭
和
四
年

（
一
九
二
九
年
）六
月
二
十
八
日
田
中
外
務
大
臣
談
ニ
於
テ
「
戰
爭
ヲ
拋
棄
ス
ル
ト

云
フ
モ
國
家
ノ
存
立
ハ
犠
牲
ニ
ス
ル
コ
ト
ハ
出
來
ヌ
、
從
ツ
テ
本
條
約
ハ
國
家
ノ

自
衛
權
ヲ
否
認
ス
ル
モ
ノ
デ
ハ
ナ
イ
コ
ト
」
ニ
就
キ
「
特
ニ
愼
重
ナ
ル
考
慮
ヲ
加

ヘ
」
且
前
年
五
月
二
十
六
日
附
ヲ
以
テ
米
國
政
府
ニ
發
セ
ル
回
答
中
ニ
モ
「
米
國

提
案
ノ
條
約
ハ
獨
立
國
家
ニ
對
シ
自
衛
ノ
權
利
ヲ
拒
否
ス
ル
モ
ノ
」
ニ
非
ズ
ト
了

解
ス
ル
コ
ト
ヲ
開
陳
セ
ル
旨
明
ラ
カ
ニ
ナ
シ
居
レ
リ
。

　
　
　

倫
敦
海
軍
條
約
ノ
締
結

昭
和
二
年
（
一
九
二
七
年
）
二
月
十
日
米
國
政
府
ハ
日
英
佛
伊
四
國
ニ
對
シ
海

軍
制
限
ニ
關
ス
ル
新
提
案
ヲ
試
ム
ル
ア
リ
日
英
兩
國
ノ
賛
成
ス
ル
所
ト
ナ
リ
テ
同

六
月
二
十
日
ヨ
リ 

「
ジ
ユ
ネ
ー
ヴ
」
ニ
於
テ
日
英
米
三
國
間
ニ
海
軍
補
助
艦
艇
ノ

制
限
ニ
關
ス
ル
會
議
開
催
セ
ラ
レ
タ
ル
モ
巡
洋
艦
ノ
制
限
方
式
ニ
關
シ
英
米
意
見

ヲ
異
ニ
シ
會
議
ハ
八
月
四
日
事
實
上
閉
會
ト
ナ
レ
リ
。

此
ノ
補
助
艦
艇
ノ
制
限
ニ
關
シ
英
米
兩
國
間
ニ
於
テ
ハ
一
應
ノ
豫
備
的
交
涉
ア

リ
タ
ル
後
昭
和
四
年
（
一
九
二
九
年
）
十
月
七
日
英
國
政
府
ヨ
リ
日
米
佛
伊
四
國

政
府
ニ
巡
洋
艦
他
主
力
艦
等
各
種
艦
艇
ニ
對
ス
ル
討
議
ヲ
行
ハ
ン
爲
倫
敦
ニ
五
國

會
議
ヲ
開
催
セ
ン
コ
ト
ヲ
提
議
シ
各
國
ノ
同
意
ヲ
得
タ
ル
ヲ
以
テ
翌
昭
和
五
年

（
一
九
三
○
年
）
一
月
二
十
一
日
ヨ
リ
開
會
セ
ラ
レ
タ
リ
。
我
方
ニ
於
テ
ハ
本
海

軍
會
議
ニ
對
シ
テ
ハ
攻
擊
ニ
ハ
不
十
分
防
備
ニ
ハ
十
分
ナ
ル
程
度
ノ
軍
備
ヲ
要
求

ス
ル
ノ
方
針
ヲ
決
定
之
ニ
臨
ミ
タ
ル
ガ
最
大
ノ
難
關
ハ
日
米
間
ニ
於
ケ
ル
補
助
艦

問
題
ナ
リ
キ
。
卽
チ
二
月
五
日
米
國
側
ハ
補
助
艦
ニ
對
シ
テ
モ
對
米
六
割
ノ
比
率

ヲ
維
持
ス
ル
案
ヲ
提
示
シ
來
リ
タ
ル
ヲ
以
テ
我
方
ハ
之
ヲ
不
滿
ト
シ
同
十
二
日
甲

級
巡
洋
艦
對
米
七
割
、
補
助
艦
總
括
同
七
割
及
潜
水
艦
ニ
付
我
現
有
勢
力
ヲ
基
礎

ト
ス
ル
對
案
ヲ
米
國
側
ニ
提
示
セ
リ
。
之
ニ
對
シ
米
國
側
ハ
甲
級
巡
洋
艦
對
米
六

割
、
乙
級
巡
洋
艦
及
驅
逐
艦
同
六
割
五
分
、
潜
水
艦
日
米
均
等
ヲ
骨
子
ト
ス
ル
第

二
案
ヲ
示
シ
來
レ
リ
。
コ
ノ
案
ヲ
繞
リ
日
米
間
ニ
折
衡
ア
リ
タ
ル
後
米
國
側
ハ
三

月
十
五
日
第
三
案
ヲ
提
示
シ
甲
級
巡
洋
艦
對
米
六
割
強
、
潜
水
艦
日
米
均
等
、
補

助
艦
合
計
對
米
七
割
弱
ニ
相
當
ス
ル
兵
力
量
ヲ
割
當
テ
ン
ト
セ
リ
。
我
方
ニ
於
テ

ハ
甲
級
巡
洋
艦
ニ
關
シ
對
米
七
割
ヲ
固
執
ス
ル
國
内
事
情
ア
リ
シ
モ
遂
ニ
米
國
案

ヲ
受
諾
ス
ル
ニ
決
シ
四
月
二
日
英
米
兩
國
ニ
コ
ノ
旨
ヲ
通
報
セ
リ
。
斯
ク
テ
四
月

二
十
二
日
五
國
間
ニ
海
軍
軍
備
ノ
制
限
及
縮
少
ニ
關
ス
ル
條
約
ノ
成
立
ヲ
見
タ
リ
。

本
條
約
ノ
骨
子
ト
ス
ル
所
ハ
一
九
三
六
年
十
二
月
三
十
一
日
迄
ニ
於
ケ
ル
日
英
米

三
國
ノ
補
助
艦
艇
ノ
保
有
量
ヲ
定
メ
タ
ル
コ
ト
ニ
シ
テ
卽
チ
左
ノ
如
シ
。

此
ノ
倫
敦
海
軍
條
約
ノ
調
印
ハ
世
界
大
戰
以
來
發
展
シ
來
レ
ル
國
際
協
調
ノ
極

點
ヲ
示
ス
ト
共
ニ
又
我
國
ノ
世
界
協
調
政
策
ノ
絶
頂
ニ
達
セ
ル
コ
ト
ヲ
示
ス
モ
ノ

ナ
リ
。
卽
チ
本
條
約
ノ
締
結
ニ
關
シ
テ
海
軍
部
内
及
國
内
ノ
一
部
ヨ
リ
ハ
猛
然
タ

ル
反
對
ヲ
示
シ
來
リ
同
年
十
一
月
十
四
日
時
ノ
濱
口
首
相
ハ
兇
漢
ノ
狙
擊
ス
ル
所

ト
ナ
リ
又
翌
昭
和
六
年
（
一
九
三
一
年
）
三
月
ニ
ハ
陸
軍
ノ
一
部
ヲ
中
心
ト
ス
ル

「
ク
ー
デ
タ
」
未
遂
事
件
ヲ
惹
起
セ
シ
メ
遂
ニ
九
月
ニ
ハ
所
謂
滿
洲
事
變
ノ
勃
發

甲
級
巡
洋
艦

乙
級
巡
洋
艦

驅
逐
艦

潜
水
艦

米
國

一
八
〇
、〇
〇
〇
噸

一
四
三
、五
〇
〇
噸

一
五
〇
、〇
〇
〇
噸

五
二
、七
〇
〇
噸

英
國

一
四
六
、八
〇
〇
噸

一
九
二
、二
〇
〇
噸

一
五
〇
、〇
〇
〇
噸

五
二
、七
〇
〇
噸

日
本

一
〇
八
、四
〇
〇
噸

一
〇
〇
、四
五
〇
噸

一
〇
五
、五
〇
〇
噸

五
二
、七
〇
〇
噸
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ヲ
見
ル
ニ
至
レ
ル
ナ
リ
。
コ
レ
「
ヴ
エ
ル
サ
イ
ユ
」
會
議
以
來
引
續
ク
一
連
ノ
世

界
平
和
推
進
ノ
諸
會
議
ニ
モ
拘
ラ
ズ
又
我
國
ガ
執
レ
モ
是
等
諸
會
議
ニ
欣
然
參
加

シ
來
リ
タ
ル
ニ
モ
拘
ラ
ズ
我
國
ノ
情
勢
ハ
内
外
共
二
政
治
的
經
濟
的
ニ
不
安
ノ
昂

揚
セ
ラ
ル
ル
ヲ
見
ル
ノ
ミ
ナ
ル
ヲ
以
テ
此
ノ
倫
敦
會
議
ニ
於
テ
之
ヲ
指
摘
セ
ン
ト

ス
ル
國
民
一
部
ノ
不
滿
ガ
醸
生
湧
出
シ
ソ
ノ
堰
ヲ
切
リ
タ
ル
モ
ノ
ト
思
考
セ
ラ
ル
。

第
四
章　

世
界
協
調
ヘ
ノ
失
望
ト
東
亞
ヘ
ノ
復
歸

　
　
　

日
本
ノ
宿
命
的
課
題

近
代
日
本
ノ
宿
命
的
課
題
ノ
一
ハ
ソ
ノ
置
カ
レ
タ
ル
環
境
ナ
リ
。
東
亞
ノ
一
角

ニ
取
殘
サ
レ
封
建
的
雰
圍
氣
ノ
裡
ニ
眠
リ
來
レ
ル
日
本
ガ
突
如
ト
シ
テ
著
シ
ク
進

歩
セ
ル
歐
米
諸
國
ト
接
觸
シ
タ
ル
際
自
己
保
全
ノ
本
能
ハ
勢
ヒ
富
國
強
兵
ノ
途
ヲ

辿
ラ
ザ
ル
ヲ
得
ザ
リ
シ
ハ
既
ニ
縷
述
セ
ル
通
リ
ナ
リ
。

而
シ
テ
其
ノ
宿
命
的
課
題
ノ
二
ハ
國
土
ノ
狹
小
ナ
ル
コ
ト
ナ
リ
。
國
土
ノ
狹
小

ト
ハ
單
ニ
人
口
ニ
比
シ
テ
ソ
ノ
領
域
面
積
ノ
狹
隘
ナ
ル
ノ
ミ
ヲ
言
フ
ニ
非
ズ
シ
テ

國
民
ノ
生
存
ニ
必
要
ナ
ル
物
資
ヲ
考
慮
シ
國
民
ノ
生
産
業
ニ
供
給
ス
ベ
キ
資
源
ヲ

計
量
シ
テ
國
土
ヲ
觀
察
シ
タ
ル
上
斷
定
ヲ
下
サ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
。
然
ル
時
ハ
先
ヅ

左
ニ
見
ル
如
ク
單
ニ
一
平
方
哩
ノ
面
積
ニ
對
ス
ル
人
口
ニ
於
テ
モ
米
國
ノ
十
二
倍

ニ
シ
テ
世
界
有
數
ナ
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
可
耕
地
面
積
一
平
方
哩
ニ
對
ス
ル
人
口
ニ
於

テ
ハ
實
ニ
米
國
ノ
二
十
四
倍
ニ
シ
テ
世
界
第
一
位
ナ
ル
ヲ
見
ル
ナ
リ
。

（
一
九
三
六
年
版
英
國
王
立
國
際
問
題
調
査
所
「
資
源
ト
植
民
地
」
所
載
）

又
國
民
ノ
生
存
上
及
産
業
上
缺
ク
ベ
カ
ラ
ザ
ル
資
源
中
最
モ
主
要
ナ
ル
モ
ノ
ノ

ミ
ヲ
取
リ
テ
見
ル
モ
左
ノ
如
ク
日
本
ガ
壓
倒
的
ニ
資
源
ニ
貧
弱
ナ
ル
ヲ
知
リ
得
ベ

ク
タ
ト
ヒ
人
口
數
ヲ
以
テ
補
正
ス
ル
モ
尚
日
本
ノ
場
合
米
英
蘇
等
ノ
各
國
ニ
比
シ

比
較
シ
得
ザ
ル
程
資
源
ニ
惠
マ
レ
居
ラ
ザ
ル
ヲ
見
ル
ナ
リ
。

（
世
界
總
生
産
額
ニ
對
ス
ル
百
分
率
）

一
平
方
哩
當
り
人
口

可
耕
地
一
平
方
哩
當
り
人
口

白
耳
義

七
〇
二

一
、七
九
三

和
蘭

六
二
七

二
、二
三
三

大
「
ブ
リ
テ
ン
」

四
六
八

五
九
六

日
本
本
土

四
三
七

二
、四
一
八

獨
逸

三
六
六

五
七
八

伊
太
利

三
五
八

四
七
七

佛
蘭
西

一
九
二

二
九
四

米
國

三
六

一
〇
〇

大
英
帝
國

米
國

　

蘇
聯

鐵
鑛
（
一
九
二
五
―
九
年
）

　

九
・
三

三
九
・
三

　

二
・
八

銅
（
一
九
二
五
―
九
年
）

　

六
・
二

四
九
・
五

　

一
・
四

「
ボ
ー
キ
サ
イ
ト
」（
一
九
二
五
―
九
年
）

一
二
・
二

二
〇
・
〇

　
　

―

石
炭
（
一
九
二
五
―
九
年
）

二
三
・
三

四
三
・
九

　

二
・
四

石
油
（
一
九
二
五
―
九
年
）

　

一
・
六

六
八
・
九

　

六
・
二

金
（
一
九
二
五
―
九
年
）

六
九
・
八

一
一
・
六

　

四
・
一（
？
）

銀
（
一
九
二
五
―
九
年
）

一
五
・
九

二
四
・
〇

　

〇
・
二

護
謨
（
一
九
二
五
―
九
年
）

五
九
・
三

　
　
　

〇

　

〇

日
本
（
鮮
、
臺
ヲ
含
ム
）

〇
・
三

四
・
二

　
　

〇

二
・
七

〇
・
一

二
・
六

一
・
八

　
　

〇
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（
國
際
聯
盟
統
計
年
鑑
其
他
ニ
據
ル
）

斯
ク
狹
隘
ニ
シ
テ
資
源
ニ
惠
マ
レ
ザ
ル
國
土
ニ
尨
大
ナ
ル
人
口
ヲ
擁
ス
ル
我
國

ニ
ト
リ
宿
命
的
課
題
ノ
三
ハ
ソ
ノ
人
口
增
加
率
ノ
大
ナ
ル
コ
ト
ナ
リ
。
我
國
ノ
人

口
增
加
率
ノ
大
ナ
ル
ハ
世
界
ニ
有
名
ナ
ル
所
ナ
ル
ガ
更
ニ
次
第
ニ
ソ
ノ
增
加
率
ヲ

高
メ
ツ
ツ
ア
ル
點
ヲ
注
目
セ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
。
卽
チ
明
治
維
新
前
ニ
於
テ
ハ
人
口

ハ
社
會
的
風
習
等
ニ
ヨ
リ
テ
略
々
靜
止
狀
態
ニ
ア
リ
タ
ル
ガ
明
治
以
後
急
激
ニ
上

昇
線
ヲ
辿
リ
明
治
五
年
（
一
八
七
二
年
）
三
千
三
百
萬
ナ
リ
シ
日
本
内
地
人
口
ハ

二
十
六
年
後
ノ
明
治
三
十
一
年
（
一
八
九
八
年
）
ニ
ハ
四
千
四
百
萬
近
ク
ニ
達
シ

更
ニ
ソ
レ
ヨ
リ
二
十
五
年
後
ノ
大
正
十
二
年
（
一
九
二
三
年
）
ニ
ハ
六
千
萬
ヲ
突

破
シ
明
治
初
年
ノ
二
倍
ト
ナ
レ
リ
。
而
シ
テ
ソ
ノ
增
加
率
モ
明
治
二
十
七
年
ノ
日

清
戰
爭
頃
迄
ハ
千
人
ニ
付
七
人
前
後
ナ
リ
シ
ガ
日
清
戰
爭
頃
ヨ
リ
上
昇
シ
始
メ
昭

和
初
年
頃
ニ
ハ
千
人
ニ
付
十
四
五
人
ノ
高
率
ヲ
示
ス
ニ
至
レ
リ
。
斯
ク
テ
一
年
ノ

增
加
人
口
百
萬
ノ
聲
ハ
我
國
朝
野
ヲ
シ
テ
切
實
ニ
人
口
問
題
ノ
重
大
性
ヲ
痛
感
セ

シ
ム
ル
ニ
至
リ
タ
ル
ガ
加
フ
ル
ニ
世
界
大
戰
後
ノ
世
界
的
不
況
ノ
波
ハ
漸
ク
我
國

ノ
歐
洲
大
戰
景
氣
ヲ
一
掃
シ
國
内
外
ノ
不
況
ハ
愈
々
人
口
問
題
ヲ
鋭
敏
ニ
感
ゼ
シ

メ
タ
リ
。
而
シ
テ
切
實
ナ
ル
人
口
問
題
ノ
解
決
策
ト
シ
テ
ハ
海
外
移
民
及
工
業
ノ

發
達
ニ
依
ル
過
剰
人
ロ
ノ
吸
收
ノ
二
ア
リ
。
海
外
移
民
ニ
ハ
我
國
民
ノ
來
住
ヲ
許

容
ス
ル
所
ナ
カ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
。
國
家
ノ
工
業
化
ニ
ハ
資
源
乏
シ
ク
狭
隘
ナ
ル
我
國

ト
シ
テ
ハ
海
外
ニ
資
源
ヲ
仰
ギ
叉
之
ニ
販
路
ヲ
開
拓
セ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
。

　
　
　

日
本
移
民
ノ
排
斥

移
民
ニ
ヨ
リ
テ
人
口
問
題
ノ
解
決
ヲ
計
ラ
ン
ト
ス
ル
ハ
不
可
能
ナ
リ
ト
説
ク
モ

ノ
ア
ル
モ
亦
人
口
問
題
解
決
ノ
一
助
タ
ル
ハ
誤
ナ
カ
ル
ベ
シ
。
明
治
十
五
年
（
一 

八
八
二
年
）
頃
ヨ
リ
我
國
人
ノ
米
國
ニ
向
ツ
テ
移
住
ヲ
行
フ
モ
ノ
漸
ク
多
ク
明
治

三
十
年
（
一
八
九
七
年
）
頃
ニ
ハ
年
約
三
千
ヲ
數
ヘ
シ
ガ
明
治
三
十
三
年
（
一
九 

〇
〇
年
）
米
國
ガ
布
哇
諸
島
ヲ
併
合
シ
テ
以
來
同
島
來
住
日
本
勞
働
者
ノ
米
大
陸

ヘ
ノ
轉
航
者
モ
漸
ク
增
加
シ
現
ニ
同
年
ノ
渡
米
者
ハ
一
萬
二
千
餘
ニ
上
リ
タ
ル
爲

米
國
ニ
於
テ
ハ
漸
ク
排
日
運
動
ノ
熾
烈
ナ
ル
ヲ
見
ル
ニ
至
レ
リ
。
ソ
ノ
表
面
化
セ

ル
モ
ノ
ハ
卽
チ
桑
港
ニ
於
ケ
ル
日
本
學
童
隔
離
ノ
問
題
ナ
リ
。
之
ヲ
機
ト
シ
テ
日

米
兩
國
政
府
間
ニ
日
本
移
民
ノ
渡
航
制
限
ニ
闘
ス
ル
交
涉
ア
リ
シ
ガ
明
治
三
十
九

年
（
一
九
〇
六
年
）
十
二
月
二
十
八
日
米
國
側
ヨ
リ
ハ
日
米
相
互
移
民
禁
止
協
約

締
結
ニ
關
シ
申
入
ア
リ
タ
リ
。
コ
レ
ニ
對
シ
我
方
ニ
於
テ
ハ
加
州
ニ
日
本
勞
働
者

ノ
增
加
ス
ル
ハ
布
哇
ヨ
リ
ノ
轉
航
ニ
由
來
ス
ル
モ
ノ
ト
ナ
シ
布
哇
ヨ
リ
米
大
陸
ニ

日
本
勞
働
者
ノ
轉
航
セ
ザ
ル
樣
措
置
ア
リ
タ
キ
旨
慫
慂
ス
ル
所
ア
リ
タ
ル
ガ
明
治

四
十
年
（
一
九
〇
七
年
）
二
月
二
十
日
右
條
項
ノ
成
立
ヲ
見
タ
リ
。
又
學
童
差
別

待
遇
問
題
解
決
卜
睨
合
セ
日
本
政
府
ニ
於
テ
ハ
米
國
側
ノ
申
入
ニ
對
應
シ
「
現
在

定
着
農
夫
卽
チ
收
穫
物
ニ
利
益
又
ハ
配
分
ヲ
有
ス
ル
農
夫
ヲ
除
キ
一
切
ノ
熟
練
又

ハ
不
熟
練
勞
働
者
ニ
對
シ
テ
ハ
米
國
大
陸
旅
行
券
ヲ
發
給
セ
ズ
」
ト
通
告
セ
リ
。

然
ル
ニ
其
後
モ
日
本
勞
働
者
ノ
米
國
ニ
流
入
ス
ル
モ
ノ
絶
エ
ザ
ル
趣
ヲ
以
テ
米

國
側
ヨ
リ
我
方
ニ
對
シ
申
入
ア
リ
ソ
ノ
結
果
明
治
四
十
年
（
一
九
〇
七
年
）
十
一

月
二
十
六
日
附
ノ
米
側
覺
書
ニ
對
ス
ル
十
二
月
三
十
一
日
附
回
答
ヲ
以
テ
「
日
本

棉
花
（
一
九
二
五
―
九
年
）

一
八
・
九

五
七
・
四

　

三
・
七

羊
毛
（
一
九
二
五
―
九
年
）

四
六
・
七

一
〇
・
三

一
〇
・
二

小
麥
（
一
九
三
三
―
四
年
）

　

―

一
一
・
〇

二
一
・
〇

〇
・
五

　
　

〇―
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政
府
ハ
再
渡
航
者
及
米
國
本
土
在
留
者
ノ
父
母
妻
子
ヲ
除
ク
ノ
外
一
切
ノ
勞
働
者

ニ
對
シ
米
國
本
土
行
旅
券
ノ
發
給
ヲ
爲
サ
ザ
ル
ベ
」
ク
且
「
右
ノ
除
外
例
ト
シ
テ

定
着
農
夫
ニ
對
シ
テ
ハ
旅
券
ヲ
發
給
ス
」
ル
コ
ト
等
ヲ
骨
子
ト
ス
ル
覺
書
ヲ
手
交

セ
リ
。
其
後
明
治
四
十
四
年
（
一
九
一
一
年
）
日
米
通
商
航
海
條
約
締
結
ノ
際
移

民
問
題
ニ
關
シ
テ
モ
一
二
形
式
上
ノ
交
涉
ア
リ
タ
ル
ガ
大
正
二
年（
一
九
一
三
年
）

ニ
至
リ
加
洲
（
マ
マ
）ニ

於
テ
八
月
十
日
ヨ
リ
實
施
セ
ラ
レ
タ
ル
外
國
人
土
地
法
ニ
ヨ
リ
米

國
法
ニ
據
リ
米
國
市
民
タ
ル
コ
ト
ヲ
得
ザ
ル
外
國
人
ハ
該
外
國
人
ノ
本
國
ト
米
國

ト
ノ
間
ニ
締
結
セ
ラ
レ
タ
ル
條
約
ノ
規
定
ノ
範
圍
内
ニ
於
テ
ノ
ミ
不
動
産
及
之
ニ

關
ス
ル
權
利
ヲ
取
得
保
有
使
用
及
讓
渡
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ル
コ
ト
ニ
ナ
リ
日
本
人
ハ

米
國
歸
化
法
上
歸
化
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ザ
ル
爲
事
實
上
日
本
人
ノ
土
地
取
得
ヲ
禁
止

ス
ル
コ
ト
ト
ナ
レ
リ
。
一
方
明
治
四
十
年
（
一
九
〇
七
年
）
制
定
ノ
米
國
移
民
法

ヲ
改
正
ス
ル
ノ
目
的
ヲ
以
テ
幾
多
ノ
改
正
案
ガ
米
國
議
會
ニ
提
出
サ
レ
タ
ル
ガ
何

レ
モ
不
成
立
ニ
終
レ
ル
處
大
正
六
年
（
一
九
一
七
年
）
五
月
一
日
ヨ
リ
施
行
セ
ラ

ル
ル
コ
ト
ト
ナ
レ
ル
新
移
民
法
案
ノ
成
立
セ
ン
ト
ス
ル
ニ
際
シ
テ
ハ
米
國
歸
化
能

力
ノ
有
無
ニ
依
リ
入
國
ノ
許
否
ヲ
決
定
ス
ル
ノ
原
則
樹
立
セ
ラ
レ
ン
ト
シ
タ
ル
ヲ

以
テ
日
本
政
府
ニ
於
テ
ハ
極
力
コ
ノ
原
則
ノ
削
除
ニ
付
努
力
ス
ル
所
ア
リ
ソ
ノ
結

果
此
原
則
ヲ
シ
テ
日
本
ヲ
除
外
シ
タ
ル
亞
細
亞
禁
止
地
域
ノ
設
定
ニ
代
ラ
シ
ム
ル

コ
ト
ニ
成
功
シ
主
義
上
不
當
ナ
ル
差
別
待
遇
規
定
ヲ
除
却
シ
得
タ
リ
。

然
ル
ニ
大
正
八
年
（
一
九
一
九
年
）
ニ
至
リ
一
時
小
康
ヲ
得
來
リ
シ
加
州
ノ
排

日
熱
再
燃
シ
ソ
ノ
主
タ
ル
問
題
ハ
所
謂
寫
眞
結
婚
ニ
依
ル
日
本
婦
人
ノ
渡
米
ニ
ア

リ
タ
ル
ヲ
以
テ
我
方
ニ
於
テ
ハ
進
ン
デ
之
ヲ
禁
止
ス
ル
コ
ト
ニ
決
シ
十
二
月
八
日

米
國
側
ニ
コ
ノ
旨
通
告
シ
同
十
三
日
之
二
關
ス
ル
覺
書
ヲ
手
交
セ
リ
。
然
ル
ニ
加

州
排
日
論
者
ハ
ソ
ノ
運
動
ヲ
繼
續
シ
遂
ニ
大
正
九
年
（
一
九
二
〇
年
）
十（
十
二
ヵ
）

一
月
九

日
加
州
土
地
法
ヲ
法
律
ト
ナ
シ
之
ニ
ヨ
リ
不
動
産
又
ハ
不
動
産
上
ノ
利
益
ニ
關
ス

ル
限
リ
歸
化
權
ナ
キ
本
邦
人
ヲ
シ
テ
如
何
ナ
ル
方
法
卽
チ
所
有
權
ハ
勿
論
借
地
權

ノ
取
得
ヲ
モ
爲
シ
得
ザ
ラ
シ
メ
タ
リ
。
コ
ノ
種
土
地
法
ハ
後
他
州
ニ
モ
及
ビ
三
年

間
ニ
十
州
ヲ
數
フ
ル
ニ
至
レ
リ
。
而
シ
テ
大
正
十
二
年
（
一
九
二
三
年
）
十
二
月

五
日
米
國
下
院
ニ
提
出
セ
ラ
レ
タ
ル
移
民
制
限
法
案
ハ
歸
化
不
能
外
國
人
中
例
外

ト
シ
テ
入
國
ヲ
許
可
セ
ラ
ル
ル
移
民
ニ
關
ス
ル
條
項
ア
リ
タ
ル
ヲ
以
テ
我
方
ニ
於

テ
ハ
歸
化
能
力
ヲ
標
準
ト
ス
ル
差
別
的
條
項
ヲ
設
ク
ル
コ
ト
ニ
對
シ
米
國
側
ニ
申

入
ル
ル
所
ア
リ
タ
リ
。
之
ニ
關
シ
テ
ハ
米
國
上
下
兩
院
ニ
於
テ
迂
餘
曲
折
ア
リ
又

我
在
米
埴
原
大
使
ヨ
リ
之
ニ
關
シ
テ
提
出
セ
ル
書
翰
ニ
「
重
大
ナ
ル
結
果
」
ト
ア

ル
ハ
「
覆
面
ノ
威
嚇
」
ナ
リ
ト
ノ
論
難
ア
リ
結
局
歸
化
不
能
外
國
人
入
國
禁
止
條

項
ヲ
含
ム
移
民
法
案
成
立
ヲ
見
五
月
六
（
二
六
ヵ
）日
大
統
領
ノ
署
名
ヲ
了
セ
リ
。
之
ニ

關
シ
我
方
ハ
五
月
三
十
一
日
抗
議
文
ヲ
米
國
政
府
ニ
提
出
セ
ル
ガ
ソ
ノ
中
ニ
於
テ

「
凡
ソ
國
際
間
ノ
差
別
待
遇
ガ
其
ノ
形
式
又
ハ
事
項
ノ
如
何
ヲ
問
ハ
ズ
」「
正
義
公

平
ノ
原
則
ニ
背
反
ス
ル
コ
ト
ハ
敢
テ
言
説
ヲ
要
セ
ズ
」「
殊
ニ
人
種
ニ
因
ル
差
別
待

遇
ハ
不
快
ノ
念
ヲ
一
層
深
カ
ラ
シ
ム
」
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
「
日
本
人
以
外
ノ
亞
細
亞

人
種
ハ
從
來
ノ
諸
法
律
ニ
依
リ
テ
入
國
ヲ
禁
止
セ
ラ
ル
ル
モ
ノ
ナ
ル
ヲ
以
テ
前
顯

新
移
民
法
中
ノ
人
種
的
區
別
ハ
其
ノ
實
質
ニ
於
テ
日
本
人
ノ
入
國
禁
止
ヲ
目
的
ト

ス
ル
モ
ノ
ト
思
推
セ
ラ
ル
」「
日
本
人
ハ
到
底
米
國
ノ
生
活
及
理
想
ニ
同
化
ス
ル

モ
ノ
ニ
非
ズ
ト
ノ
説
ハ
從
來
米
國
ニ
於
テ
此
種
ノ
差
別
的
措
置
ヲ
辯
護
セ
ム
ガ
爲

ニ
屢
々
唱
ヘ
ラ
レ
タ
ル
所
ナ
ル
モ
」「
約
二
十
年
間
米
國
ノ
若
干
諸
州
ニ
於
テ
日

本
人
ガ
法
律
上
並
事
實
上
蒙
リ
來
レ
ル
ガ
如
キ
冷
酷
ナ
ル
差
別
待
遇
ノ
下
ニ
於
テ
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ハ
同
化
力
ノ
自
然
的
發
達
ノ
阻
害
セ
ラ
ル
ベ
キ
ハ
當
然
ナ
リ
」
ト
述
ベ
タ
リ
。

次
ニ
加
奈
陀
ニ
於
テ
ハ
既
ニ
一
九
〇
〇
年
歐
洲
語
ヲ
解
ス
ル
ノ
如
何
ニ
依
リ
テ

移
民
ノ
入
國
ヲ
制
限
セ
ン
ト
シ
タ
ル
コ
ト
ア
リ
。
當
方
ヨ
リ
ハ
之
ニ
關
シ
テ
「
苟

ク
モ
歐
洲
語
タ
ル
以
上
ハ
加
奈
陀
ニ
於
テ
通
ゼ
ザ
ル
ベ
キ
コ
ト
日
本
語
ト
同
樣
ナ

ル
露
國
語
ニ
テ
モ
希
臘
語
ニ
テ
モ
若
ク
ハ
土
耳
古
語
ニ
テ
モ
可
ナ
リ
ト
イ
フ
ガ
如

キ
ハ
畢
竟
歐
洲
語
ナ
ル
範
圍
ヲ
假
リ
テ
日
本
臣
民
ノ
移
入
ヲ
拒
絶
ス
ル
ニ
外
ナ
ラ

ズ
」
ト
抗
議
セ
リ
。
結
局
我
方
ハ
自
發
的
ニ
移
民
ノ
制
限
ヲ
行
フ
コ
ト
ト
ナ
リ
一 

九
○
七
年
（
明
治
四
十
年
）
所
謂
「
ル
ミ
ユ
ー
」
協
定
成
立
セ
リ
。
本
協
定
ハ
後

一
九
二
三
年
（
大
正
十
二
年
）
及
一
九
二
八
年
（
昭
和
三
年
）
改
訂
ヲ
見
タ
ル
ガ

ソ
ノ
骨
子
ハ
妻
子
ヲ
含
ミ
加
奈
陀
移
民
ハ
一
ケ
年
百
五
十
名
ヲ
越
エ
ザ
ル
コ
ト
ト

ナ
リ
且
ソ
レ
ニ
モ
二
三
ノ
制
限
ヲ
設
ケ
タ
リ
。
又
加
奈
陀
ニ
於
テ
ハ
ソ
ノ
在
住
日

本
人
ノ
最
モ
多
數
ヲ
擁
ス
ル
「
ブ
リ
テ
イ
ツ
シ
ユ
・
コ
ロ
ン
ビ
ア
」
州
ガ
最
モ
多

ク
日
本
人
ニ
關
係
ア
ル
法
律
ヲ
制
定
シ
一
八
九
五
年
ノ
州
議
會
選
舉
法
改
正
ニ
ヨ

リ
之
ニ
闘
ス
ル
權
利
ヲ
喪
ヒ
、
一
八
九
八
年
ノ
漁
業
規
則
改
正
ニ
ヨ
リ
外
國
人
ニ

シ
テ
漁
業
ニ
從
事
セ
ン
ト
ス
ル
モ
ノ
ハ
許
可
ス
ル
ヲ
要
ス
ト
セ
ラ
レ
、
一
九
〇
〇

年
ノ
酒
類
販
賣
免
許
條
例
改
正
ニ
ヨ
リ
コ
ノ
種
免
許
ヲ
取
得
シ
得
ザ
ル
コ
ト
ト
ナ

リ
又
同
時
ニ
行
ハ
レ
タ
ル
勞
働
規
則
條
令
ノ
公
布
ニ
依
リ
歐
洲
ノ
ア
ル
一
國
語
ニ

テ
印
刷
セ
ル
勞
働
規
則
ヲ
讀
解
シ
得
ザ
ル
モ
ノ
ハ
州
ノ
特
許
ヲ
得
タ
ル
事
業
、
卽

チ
鐵
道
、
橋
梁
、
電
信
、
電
話
線
ノ
建
設
、
港
灣
ノ
改
修
業
ニ
雇
傭
セ
ラ
ル
ル
ヲ

禁
ズ
ル
等
ノ
コ
ト
ア
リ
。
從
ツ
テ
百
五
十
名
ノ
制
限
モ
戰
前
ハ
殆
ン
ド
入
國
ヲ
希

望
ス
ル
モ
ノ
稀
ナ
リ
キ
。

第
三
ニ
濠
洲
ニ
於
テ
ハ
十
九
世
紀
中
葉
激
增
ス
ル
華
人
労
働
者
ノ
入
國
ヲ
拒
否

シ
暫
ク
ニ
シ
テ
一
部
ニ
日
本
人
ノ
入
國
ヲ
禁
止
セ
ン
ト
セ
ル
州
ア
リ
事
實
上
ハ
語

學
試
驗
ニ
ヨ
リ
テ
之
ヲ
行
ヒ
來
リ
シ
ガ
一
九
〇
一
年
濠
洲
聯
邦
移
住
制
限
法
ニ
ヨ

リ「
歐
洲
語
ヲ
以
テ
語
數
五
十
箇
ノ
章
句
ヲ
書
取
リ
且
ツ
署
名
ス
ル
能
ハ
ザ
ル
者
」

ヲ
禁
止
移
民
ト
セ
リ
。
我
方
ニ
於
テ
ハ
之
ニ
關
シ
抗
議
ス
ル
所
ア
リ
タ
ル
モ
後
一 

九
〇
五
年
（
明
治
三
十
八
年
）
ノ
日
濠
紳
士
協
定
ニ
ヨ
リ
日
本
政
府
ハ
一
般
旅
行

者
、
學
生
、
貿
易
商
、
木
曜
島
及
西
「
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
」「
ブ
ル
ー
ム
」
地
方
ニ

テ
眞
珠
貝
採
取
ニ
從
事
ス
ル
者
ニ
限
リ
旅
券
ヲ
下
附
シ
濠
洲
政
府
ハ
之
ニ
對
シ
移

住
制
限
法
所
定
ノ
試
驗
ヲ
行
ハ
ズ
且
十
二
ヶ
月
ヲ
期
限
ト
シ
テ
滯
留
ヲ
許
サ
ル
ル

コ
ト
ト
ナ
リ
更
ニ
一
九
一
六
年
（
大
正
五
年
） 

ニ
至
リ
右
期
間
ノ
延
長
ヲ
ナ
シ
得

ル
コ
ト
ト
ナ
レ
リ
。
然
レ
ド
モ
所
謂
白
濠
主
義
ノ
行
ハ
ル
ル
濠
洲
大
陸
ハ
畢
竟
日

本
人
ノ
安
住
ス
ル
所
ニ
非
ザ
ル
ハ
上
述
セ
ル
諸
法
規
ノ
物
語
リ
居
ル
所
ナ
ル
ベ
シ
。

更
ニ
濠
洲
ハ
世
界
大
戰
後
自
己
ノ
委
任
統
治
ト
ナ
リ
タ
ル
「
ニ
ユ
ー
ギ
ニ
ア
」
ニ

對
シ
テ
モ
ソ
ノ
移
佳
制
限
法
ヲ
適
用
セ
ン
ト
シ
遂
ニ
一
九
二
〇
年
國
際
聯
盟
ノ
承

認
ヲ
得
タ
リ
。

最
後
ニ
「
ニ
ユ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
」
ニ
於
テ
ハ
日
本
ト
ノ
關
係
ハ
稀
薄
ナ
リ
シ
モ

華
人
ノ
排
斥
ハ
早
ク
モ
一
八
八
二
年
ノ
法
律
ト
ナ
リ
テ
之
ヲ
制
限
セ
リ
。
然
ル
ニ

世
界
大
戰
後
「
ニ
ユ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
」
ハ
ソ
ノ
委
任
統
治
ヲ
託
セ
ラ
レ
タ
ル
西
部

「
サ
モ
ア
」
ニ
日
華
兩
國
人
ノ
移
住
ス
ル
ヲ
拒
絶
ス
ル
ニ
至
レ
リ
。
從
ツ
テ
日
本

移
民
亦
極
メ
テ
僅
少
ニ
シ
テ
一
九
二
六
年
（
大
正
十
五
年
）
ニ
五
十
人
、
一
九
三 

六
年
（
昭
和
十
一
年
）
ニ
二
百
人
ヲ
算
ス
ル
ニ
過
ギ
ズ
。

斯
ク
テ
本
邦
人
ノ
自
然
的
ナ
ル
移
住
目
的
地
ハ
悉
ク
閉
鎖
セ
ラ
ル
ル
コ
ト
ト
ナ

リ
僅
カ
ニ
遙
カ
ニ
伯
國
ガ
日
本
移
民
ヲ
迎
ヘ
タ
ル
モ
其
後
是
亦
制
限
ヲ
加
ヘ
ン
ト
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シ
斯
ク
テ
木
邦
人
ハ
勢
ヒ
移
住
ナ
ル
見
地
ヨ
リ
ス
ル
モ
從
來
生
活
環
境
上
本
邦
人

ニ
ハ
不
適
當
ナ
リ
ト
考
ヘ
ラ
レ
タ
ル
滿
洲
方
面
ヲ
改
メ
テ
顧
ザ
ル
ヲ
得
ザ
ル
ニ
至

レ
ル
ナ
リ
。

　
　
　

工
業
化
ノ
停
滯

人
口
問
題
ノ
解
決
ニ
付
移
民
ニ
大
ナ
ル
期
待
ヲ
ナ
シ
得
ズ
ト
セ
バ
殘
サ
レ
タ
ル

途
ハ
一
國
ノ
工
業
化
ア
ル
ノ
ミ
ナ
リ
。
事
實
我
國
ハ
日
清
戰
爭
、
日
露
戰
爭
及
歐

洲
大
戰
ヲ
夫
々
發
展
ノ
契
機
ト
シ
ツ
ツ
著
シ
キ
工
業
化
ノ
途
ヲ
進
ミ
來
リ
過
剩
ナ

ル
人
口
ヲ
吸
收
シ
來
レ
リ
。
而
シ
テ
資
源
乏
シ
ク
市
場
狭
隘
ナ
ル
我
國
ニ
ア
リ
テ

ハ
ソ
ノ
資
源
ト
製
品
ノ
捌
口
ヲ
一
ニ
海
外
ニ
仰
ガ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
。
卽
チ
人
ノ
輸

出
ニ
代
フ
ル
ニ
物
ノ
輸
出
ヲ
以
テ
人
口
問
題
ノ
解
決
ヲ
見
ン
ト
ス
ル
モ
ノ
ナ
リ
。

而
シ
テ
先
ヅ
資
源
ノ
取
得
ニ
付
テ
見
ル
ニ
國
際
間
ニ
ソ
ノ
取
得
ニ
關
シ
テ
直
接

的
ナ
ル
制
限
ヲ
附
ス
ル
國
ハ
稀
ニ
シ
テ
滿
洲
事
變
前
ニ
ア
リ
テ
ハ
英
帝
國
ガ
馬
來

聯
邦
及
「
ジ
ヨ
ホ
ー
ル
」
ヨ
リ
輸
出
セ
ラ
ル
ル
錫
鑛
ニ
付
テ
海
峽
植
民
地
、
英
本

國
又
ハ
濠
洲
ニ
向
ケ
ラ
レ
ザ
ル
モ
ノ
ニ
付
禁
止
的
輸
出
税
ヲ
課
シ
居
レ
ル
他
、
佛

及
葡
國
ガ
夫
々
植
民
地
ノ
輸
出
品
ニ
差
別
待
遇
ヲ
シ
タ
ル
以
外
多
ク
見
受
ケ
ラ
レ

ズ
。
而
シ
テ
原
料
ノ
取
得
ニ
付
最
モ
制
限
ヲ
受
ク
ル
ハ
ソ
ノ
支
拂
方
法
ニ
ア
リ
、

換
言
ス
レ
バ
製
品
ノ
輸
出
及
自
國
海
運
業
等
ニ
依
ル
外
貨
ノ
取
得
如
何
ニ
ア
リ
ト

言
フ
モ
誤
リ
ナ
カ
ル
ベ
ク
卽
チ
製
品
ノ
市
場
ノ
問
題
ト
表
裏
ヲ
ナ
ス
モ
ノ
ナ
リ
。

世
界
大
戰
後
ノ
世
界
經
濟
界
ガ
不
況
ヲ
續
ケ
來
リ
タ
ル
原
因
ニ
付
テ
ハ
茲
ニ
敢

ヘ
テ
説
ク
ヲ
要
セ
ザ
ル
モ
右
ガ
我
國
經
濟
界
ニ
影
響
ヲ
及
ボ
セ
ル
面
ニ
付
テ
ハ
説

明
ス
ル
ヲ
要
ス
ベ
シ
。
世
界
大
戰
後
世
界
ハ
政
治
的
ニ
ハ
國
際
聯
盟
ノ
發
達
、
軍

縮
ノ
實
現
、
不
戰
條
約
ノ
締
結
等
ニ
依
リ
テ
協
調
的
關
係
ヲ
推
進
セ
シ
メ
タ
ル
如

キ
モ
經
濟
的
ニ
ハ
各
ソ
ノ
國
内
的
不
況
打
開
ノ
爲
國
家
主
義
的
政
策
ヲ
強
化
シ
ソ

ノ
國
際
經
濟
ニ
現
ハ
ル
ル
處
卽
チ
通
商
貿
易
ヲ
障
碍
セ
シ
ム
ル
ニ
至
レ
リ
。
之
ヲ

政
治
的
方
面
ト
ノ
關
聯
ニ
於
テ
觀
察
セ
バ
經
濟
的
不
況
ニ
惱
ミ
タ
ル
ガ
故
ニ
一
連

ノ
軍
縮
會
議
ガ
成
功
シ
又
不
戰
條
約
モ
締
結
セ
ラ
レ
タ
ル
ナ
ル
ベ
ク
反
面
ヨ
リ
見

レ
バ
戰
後
ノ
政
治
的
協
力
ハ
經
濟
的
基
礎
ヲ
缺
キ
居
リ
タ
ル
モ
ノ
ト
言
ヒ
得
ベ
シ
。

更
ニ
斯
カ
ル
政
治
的
世
界
的
協
力
ノ
基
礎
薄
弱
ナ
ル
ハ
愈
々
各
國
ヲ
シ
テ
經
濟
的

國
家
主
義
ヲ
推
進
セ
シ
ム
ル
ノ
因
子
ト
ナ
レ
ル
ナ
リ
。

今
各
國
生
産
力
ノ
減
退
ヲ
見
ル
ニ
左
ノ
如
シ
。（
一
九
二
九
年
ヲ
一
〇
〇
ト
ス
）

又
七
十
五
ケ
國
ノ
國
際
貿
易
指
數
ヲ
見
ル
ニ
左
ノ
如
シ
。

（
國
際
聯
盟
統
計
月
報
ニ
據
ル
。）

之
ヲ
見
ル
ニ
、
滿
洲
事
變
ノ
勃
發
セ
ル
一
九
三
一
年
ハ
各
國
國
内
生
産
ハ
ソ
ノ

大
「
ブ
リ
テ
ン

米
國

日
本

獨
逸

伊
國

一
九
二
九
年

一
〇
〇

一
〇
〇

一
〇
〇

一
〇
〇

一
〇
〇

一
九
三
○
年

九
二
・
三

八
〇
・
七

九
四
・
八

八
五
・
九

九
一
・
九

一
九
三
一
年

八
三
・
八

六
八
・
一

九
一
・
六

六
七
・
六

七
七
・
六

一
九
三
二
年

八
三
・
五

五
三
・
八

九
七
・
八

五
三
・
三

六
六
・
九

數
量

價
格

一
九
二
九
年

一
〇
〇

一
〇
〇　

一
九
三
○
年

　

九
三

　

八
一　

一
九
三
一
年

　

八
六

　

五
七
・
九

一
九
三
二
年

　

七
四

　

三
九
・
二

」
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最
低
點
ニ
近
ク
國
際
貿
易
ニ
於
テ
ハ
前
途
逆
睹
ス
ベ
カ
ラ
ザ
ル
下
向
線
ヲ
辿
リ
ツ

ツ
ア
リ
シ
年
ナ
リ
シ
ヲ
見
ル
ベ
シ
。
我
國
ハ
斯
ク
ノ
如
キ
國
際
經
濟
ノ
中
ニ
ア
リ

テ
貿
易
ニ
依
リ
人
口
問
題
ヲ
解
決
セ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ザ
リ
シ
ナ
リ
。

具
體
的
ニ
斯
ク
ノ
如
キ
國
際
經
濟
不
振
ノ
原
因
ヲ
見
ル
ニ
先
ヅ
各
國
ハ
ソ
ノ
關

税
政
策
ニ
於
テ
或
ハ
伸
縮
關
税
ヲ
課
シ
或
ハ
所
謂
救
濟
關
税
ヲ
課
ス
ル
等
從
來
ニ

見
ラ
レ
ザ
リ
シ
形
式
ト
目
的
ニ
關
税
ヲ
使
用
シ
又
世
界
ノ
各
植
民
地
帝
國
ニ
於
ケ

ル
本
國
ト
植
民
地
間
ノ
特
惠
關
係
ノ
設
定
ア
リ
。
或
ハ
英
帝
國
ノ
特
惠
主
義
ハ
世

界
戰
後
着
々
ト
シ
テ
實
施
セ
ラ
レ
一
九
二
二
年
米
國
關
税
委
員
會
ノ
觀
察
ニ
依
レ

バ
五
十
五
ノ
英
植
民
地
中
二
十
六
ガ
何
等
カ
ノ
意
義
ノ
帝
國
間
ノ
特
惠
政
策
ヲ
採

用
セ
リ
ト
言
ハ
レ
斯
カ
ル
傾
向
ハ
ヤ
ガ
テ
一
九
三
二
年
ノ
「
オ
タ
ワ
」
協
定
ト
ナ

リ
世
界
ヲ
擧
ゲ
テ
所
謂
「
ブ
ロ
ツ
ク
」
經
濟
ニ
赴
ク
一
動
因
ヲ
ナ
セ
リ
。
或
ハ
佛

蘭
西
ニ
於
テ
モ
母
國
ト
植
民
地
ト
ノ
貿
易
關
係
ハ
極
メ
テ
密
接
ニ
シ
テ
一
九
二
八

年
ノ
植
民
地
關
税
法
ニ
於
テ
ハ
印
度
支
那
以
下
ノ
植
民
地
ト
母
國
ハ
自
由
貿
易
ヲ

謳
歌
シ
或
ハ
和
蘭
ニ
於
テ
ハ
一
八
八
六
年
來
植
民
地
ト
ノ
關
係
ニ
於
テ
何
等
特
惠

的
ナ
ル
取
極
ナ
キ
ヲ
誇
リ
居
レ
ル
モ
漸
ク
之
ヲ
改
ム
ル
ニ
至
レ
リ
。
而
シ
テ
日
本

商
品
ニ
ト
リ
特
有
ナ
ル
ハ
中
國
各
地
ニ
見
ラ
ル
ル
如
キ
日
貨
排
斥
運
動
ア
リ
次
第

ニ
市
場
ノ
狹
隘
化
ヲ
感
ズ
ル
コ
ト
ト
ナ
レ
リ
。
之
ヲ
貿
易
額
ニ
付
テ
見
ル
ニ
左
ノ

如
シ
。

而
シ
テ
大
正
十
三
年
（
一
九
二
五
年
）
ニ
ハ
輸
出
入
總
額
約
四
十
三
億
圓
ニ
シ

テ
六
億
五
千
萬
圓
足
ラ
ズ
ノ
入
超
ヲ
見
ル
等
年
々
ノ
入
超
額
モ
多
額
ニ
上
リ
之
ト

共
ニ
昭
和
五
年
（
一
九
三
〇
年
）
ノ
金
輸
出
解
禁
前
ニ
於
テ
ハ
爲
替
ノ
下
落
モ
甚

シ
ク
大
正
十
三
年
ニ
ハ
平
價
五
十
弗
ガ
三
十
八
弗
半
ニ
低
落
ス
ル
ア
リ
更
ニ
昭
和

四
年
（
一
九
二
九
年
）
ニ
ハ
米
國
ニ
於
ケ
ル
大
恐
慌
ニ
端
ヲ
發
ス
ル
世
界
恐
慌
ノ

波
ニ
洗
ハ
レ
翌
五
年
（
一
九
三
〇
年
）
行
ヘ
ル
金
輸
出
解
禁
モ
金
ノ
流
出
ハ
止
マ

ル
所
ヲ
知
ラ
ズ
我
國
金
本
位
制
ヲ
危
ウ
シ
國
民
ノ
危
惧
ヲ
增
加
ス
ル
ニ
過
ギ
ザ
リ

キ
。
斯
ク
テ
我
國
經
濟
ハ
世
界
經
濟
ナ
ル
靱
帯
ヲ
設
定
ス
ル
ヲ
得
ズ
世
界
經
濟
亦

前
途
暗
澹
タ
ル
モ
ノ
ナ
リ
シ
カ
バ
我
國
ノ
經
濟
的
不
安
及
ソ
レ
ニ
伴
フ
政
治
的
社

會
的
不
安
ハ
年
ト
共
ニ
深
刻
ト
ナ
ル
ニ
至
レ
ル
ガ
此
ノ
間
ノ
消
息
ヲ
一
二
ノ
諸
指

標
ハ
次
ノ
如
ク
示
シ
居
レ
リ
。

國
際
經
濟
ヲ
再
建
セ
ン
ト
ス
ル
ノ
試
ミ
ハ
世
界
各
國
ニ
於
テ
モ
努
力
セ
ラ
レ
ソ

ノ
結
果
或
ハ
國
際
聯
盟
ノ
活
動
ト
ナ
リ
、
或
ハ
一
九
二
七
年
ノ
世
界
經
濟
會
議
ト

ナ
リ
、
或
ハ
一
九
三
〇
年
及
三
一
年
ノ
關
税
休
戰
會
議
ト
ナ
リ
、
或
ハ
同
一
九
三 

昭
和

工
業
生
産

計
畫
資
本

企
業
利
潤

卸
賣
物
價

輸
出
貿
易

國
民
所
得

勞
働
爭
議

小
作
爭
議

　

元

一
〇
〇
・
〇

一
〇
〇
・
〇

一
〇
〇
・
〇

一
〇
〇
・
〇

一
〇
〇
・
〇

一
〇
〇
・
〇

一
〇
〇
・
〇

一
〇
〇
・
〇

　

二

　

九
六
・
四

　

九
二
・
八

一
〇
六
・
〇

　

九
四
・
九

　

九
七
・
五

　

九
三
・
一

　

九
五
・
四

　

七
四
・
六

　

三

一
〇
二
・
四

　

八
八
・
七

　

九
七
・
〇

　

九
五
・
五

　

九
六
・
二

　

九
一
・
五

　

八
一
・
〇

　

六
七
・
八

　

四

一
一
〇
・
二

　

六
二
・
一

　

九
四
・
〇

　

九
二
・
九

一
〇
四
・
七

　

九
二
・
一

一
一
二
・
七

　

八
八
・
五

　

五

　
　

八
五
・
二　

　

二
七
・
二

　

六
一
・
〇

　

七
六
・
五

　

七
一
・
七

　

八
五
・
一

一
八
一
・
七

　

九
〇
・
一

　

六

　

七
三
・
九

　

三
三
・
二

　

六
六
・
〇

　

六
四
・
七

　

五
五
・
七

　

六
九
・
七

一
九
四
・
九

一
二
四
・
三

　
　

五
ケ
年
平
均

輸
出

輸
入

總
額

大
正　

三
―
大
正　

七
年

一
、二
七
一
・
三

　

九
八
二
・
四

二
、二
五
三
・
七

大
正　

八
―
〃
一
二
年

一
、七
九
三
・
〇

二
、一
八
七
・
二

三
、九
八
〇
・
二

大
正
一
三
―
昭
和　

三
年

二
、一
四
七
・
七

二
、五
六
五
・
四

四
、七
一
三
・
一

昭
和　

四
―
〃　

八
年

一
、七
〇
一
・
九

一
、七
九
九
・
六

三
、五
〇
一
・
五
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一
年
六
月
「
フ
ー
ヴ
ア
」
米
國
大
統
領
ノ
提
唱
セ
ル
諸
外
國
政
府
ノ
米
國
政
府
ニ

對
ス
ル
債
務
ノ
支
拂
ヲ
延
期
セ
ン
ト
ス
ル
所
謂
「
フ
ー
ヴ
ア
・
モ
ラ
ト
リ
ア
ム
」

案
等
ト
ナ
リ
テ
現
ハ
レ
タ
ル
モ
世
界
大
戰
後
ニ
於
ケ
ル
獨
逸
賠
償
問
題
及
戰
債
問

題
ヲ
中
心
ト
ス
ル
世
界
經
濟
問
題
ノ
未
解
決
ト
各
國
ニ
於
ケ
ル
相
互
的
不
信
ニ
依

ル
政
治
的
不
安
ノ
釀
生
ト
ハ
世
界
政
治
ニ
於
ケ
ル
指
導
家
達
ノ
幾
多
ノ
盡
力
ニ
モ

拘
ラ
ズ
盡
ク
ソ
ノ
效
果
ヲ
抹
殺
セ
シ
メ
各
國
ニ
於
ケ
ル
經
濟
的
國
家
主
義
ハ
愈
々

推
進
セ
ラ
ル
ル
ニ
至
リ
遂
ニ
ハ
各
國
ヲ
擧
ゲ
テ
金
本
位
ヲ
離
脱
ス
ル
ニ
至
ル
國
際

經
濟
ノ
崩
壞
ヘ
ト
世
界
ヲ
導
入
シ
テ
行
ク
コ
ト
ト
ナ
レ
リ
。

　
　
　

東
亞
ニ
於
ケ
ル
活
路
ノ
發
見

　
　
　
　
　

—
—

—
—

中
國
ノ
國
民
主
義
、
滿
洲
ノ
再
認
識—

—
—

斯
ク
世
界
經
濟
ト
ノ
關
聯
ニ
於
テ
日
本
ノ
經
濟
的
社
會
的
政
治
的
危
機
ヲ
打
開

シ
得
ズ
ト
ス
ル
時
而
シ
テ
世
界
ニ
於
ケ
ル
政
治
的
協
調
ニ
我
國
ノ
政
治
家
達
ガ
協

力
シ
來
リ
タ
ル
ニ
モ
拘
ラ
ズ
斯
ク
ノ
如
ク
我
國
ノ
苦
惱
打
開
二
世
界
的
協
力
ヲ
俟

チ
得
ザ
ル
モ
ノ
ト
ス
ル
時
我
國
民
ノ
一
部
ニ
ハ
漸
ク
英
米
ヲ
主
ト
ス
ル
世
界
ニ
失

望
ヲ
感
ジ
且
從
來
此
ノ
世
界
ト
協
調
セ
ン
ト
シ
來
レ
ル
政
治
家
達
ヲ
非
ト
ス
ル
ニ

至
レ
リ
。
而
シ
テ
歷
史
的
ニ
モ
地
理
的
ニ
モ
我
國
ト
最
モ
關
係
深
キ
東
亞
ノ
天
地

ヲ
回
顧
シ
始
メ
タ
リ
。

然
ル
ニ
中
華
民
國
ト
ノ
間
ニ
ハ
常（
當
ヵ
）時
既
ニ
幾
多
解
決
ヲ
俟
テ
ル
懸
案
尠
カ
ラ
ザ

リ
キ
。
卽
チ
大
正
四
年
（
一
九
一
五
年
）
ノ
所
謂
二
十
一
箇
條
問
題
ノ
餘
爐
ニ
加

ヘ
、
昭
和
二
年
（
一
九
二
七
年
） 

蔣
介
石
將
軍
ノ
所
謂
北
伐
軍
ガ
中
國
ノ
野
ヲ
北

上
シ
南
京
ニ
入
ラ
ン
ト
シ
テ
茲
ニ
三
月
二
十
四
日
所
謂
南
京
事
件
勃
發
シ
在
南
京

日
本
官
民
ニ
對
ス
ル
暴
行
ア
リ
、
四
月
ニ
ハ
漢
口
事
件
起
リ
テ
日
本
租
界
ノ
襲
擊

ア
リ
、
翌
昭
和
三
年
（
一
九
二
八
年
）
五
月
三
日
ニ
ハ
濟
南
事
件
起
リ
テ
在
濟
南

ノ
我
官
民
ニ
對
ス
ル
殺
傷
暴
行
ア
リ
、
コ
ノ
前
後
我
方
ハ
山
東
方
面
ニ
出
兵
ヲ
行

ヒ
タ
ル
爲
愈
々
日
華
間
ノ
緊
張
ヲ
見
タ
リ
。
同
年
六
月
國
民
政
府
軍
ノ
所
謂
北
伐

完
成
ヲ
見
タ
ル
ガ
同
六
月
三
（
四
ヵ
）日

ニ
ハ
北
京
ヨ
リ
滿
洲
ニ
還
ラ
ン
ト
セ
ル
張
作
霖

將
軍
ノ
爆
死
事
件
ア
リ
、
同
十
二
月
ニ
ハ
東
三
省
政
府
ノ
青
天
白
日
旗
採
用
事
件

卽
チ
易
旗
事
件
ア
リ
、
從
來
華
北
及
滿
洲
方
面
ト
特
殊
的
關
係
ヲ
保
持
シ
來
レ
ル

我
當
局
ハ
南
方
ヨ
リ
ス
ル
國
民
政
府
軍
ノ
北
進
ト
ソ
ノ
勢
力
ノ
北
進
ニ
一
抹
ノ
不

安
ヲ
抱
キ
テ
之
ニ
對
セ
リ
。
而
シ
テ
國
民
政
府
ヲ
領
導
ト
ス
ル
中
國
國
民
ノ
澎
沛

タ
ル
國
民
主
義
運
動
ハ
漸
次
在
華
外
國
勢
力
中
日
本
勢
力
ニ
對
シ
テ
ノ
ミ
集
中
セ

ラ
ル
ル
ニ
至
レ
リ
。
昭
和
四
年
（
一
九
二
九
年
）
六
月
三
日
ニ
ハ
我
方
ノ
國
民
政

府
承
認
ア
リ
タ
ル
モ
單
ニ
外
交
的
「
ヂ
エ
ス
チ
ヤ
ー
」
ト
シ
テ
認
メ
ラ
レ
タ
ル
ニ

止
マ
リ
中
國
各
地
ノ
國
民
主
義
的
風
潮
ハ
日
貨
排
斥
在
華
邦
人
壓
迫
ト
ナ
リ
遂
ニ

日
華
經
濟
斷
交
論
、
在
華
日
本
權
益
否
認
ノ
方
向
へ
ト
發
展
シ
行
ク
コ
ト
ト
ナ
レ

リ
。特

ニ
滿
洲
ニ
於
テ
ハ
我
國
ガ
最
モ
大
ナ
ル
權
益
ノ
實
體
ヲ
有
ス
ル
爲
排
日
思
想

ト
排
日
運
動
ト
ハ
直
ニ
具
體
的
形
態
ヲ
採
リ
テ
現
ハ
レ
タ
ル
ヲ
以
テ
日
露
戰
爭
以

來
國
家
ノ
安
全
確
保
ト
共
ニ
取
得
セ
ル
在
滿
權
益
ノ
毀
損
セ
ラ
ル
ル
ヲ
見
タ
ル
我

國
民
ヲ
痛
ク
刺
戟
ス
ル
コ
ト
ト
ナ
レ
リ
。
而
シ
テ
今
ヤ
世
界
協
調
政
策
ニ
失
望
ヲ

感
ジ
ツ
ツ
ア
リ
タ
ル
我
國
民
ハ
父
祖
ト
關
係
斷
チ
難
キ
在
滿
權
益
ニ
對
ス
ル
認
識

ヲ
新
タ
ニ
ス
ル
ト
共
ニ
コ
ノ
權
益
ノ
確
保
伸
張
ニ
依
リ
テ
前
途
ニ
何
等
カ
ノ
光
明

ヲ
見
出
シ
得
ザ
ル
ヤ
ト
感
ジ
始
メ
タ
リ
。
斯
ク
テ
内
深
刻
ナ
ル
經
濟
的
社
會
的
政
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治
的
苦
惱
ヲ
脱
却
セ
ン
ト
シ
テ
漸
ク
政
黨
政
治
ニ
不
信
ヲ
感
ジ
、
外
、
在
華
權
益

ノ
確
保
ニ
妥
協
的
ナ
幣
原
外
交
的
對
外
政
策
ニ
不
滿
ヲ
抱
キ
來
レ
ル
國
民
ハ
何
等

カ
果
敢
ナ
ル
内
外
政
策
ノ
展
開
ヲ
希
求
セ
リ
。
斯
ク
ノ
如
キ
國
民
的
感
情
ハ
茲
ニ

漸
進
ト
妥
協
ト
ヲ
排
ス
ル
思
想
ト
人
ト
ヲ
育
生
シ
ソ
ノ
顯
現
ス
ル
處
遂
ニ
昭
和
六

年
（
一
九
三
一
年
）
九
月
十
八
日
奉
天
郊
外
ニ
於
ケ
ル
滿
鐵
爆
破
事
件
ヲ
シ
テ
滿

洲
事
變
ニ
迄
發
展
セ
シ
ム
ル
ニ
至
リ
タ
ル
ナ
リ
。

注（
1
）
出
典
は
大
隈
重
信
『
開
国
大
勢
史
』
早
稲
田
大
学
出
版
部
、
一
九
一
三
年
、
一
二
二 

四
―
一
二
二
五
頁
。

（
2
）
明
治
二
年
の
条
約
改
正
交
渉
の
意
向
は
実
際
に
は
関
係
各
国
に
通
知
さ
れ
た
。『
条
約

改
正
関
係
大
日
本
外
交
文
書
』
第
一
巻
、
第
二
八
文
書
。
ま
た
そ
の
後
に
記
述
さ
れ

て
い
る
明
治
九
年
の
寺
島
外
務
卿
、
明
治
一
三
年
の
井
上
外
務
卿
に
よ
る
交
渉
も
、

英
国
単
独
を
相
手
に
行
わ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
各
国
に
通
知
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
記
述
は
外
務
省
調
査
部
編
『
日
英
外
交
史　

上
』
一
五
九
―
一
六
〇
頁
の

記
述
を
ほ
ぼ
踏
襲
し
て
お
り
、
こ
の
た
め
英
国
と
の
関
係
に
記
述
が
偏
る
問
題
が
生

じ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

（
3
）
出
典
は
『
時
事
新
報
』
明
治
二
七
年
五
月
四
日
社
説
「
他
を
頼
み
に
し
て
自
か
ら
安

心
す
可
ら
ず
」（『
福
沢
諭
吉
全
集 

第
一
四
巻
（
時
事
新
報
論
集 

第
七
）』
岩
波
書
店
、

一
九
七
〇
年
、
三
五
九
―
三
六
一
頁
）。


